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評価書様式 
様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人勤労者退職金共済機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 令和６年度（第５期） 

中期目標期間 令和５～令和９年度 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 厚生労働大臣 

法人所管部局 雇用環境・均等局勤労者生活課 担当課、責任者 勤労者生活課長 安達 佳弘 

評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策立案・評価担当参事官 諏訪 克之 

主務大臣 

法人所管部局 担当課、責任者 

評価点検部局 担当課、責任者 

３．評価の実施に関する事項 

令和７年７月 30日に法人の理事長・監事からのヒアリング及び外部有識者からの意見聴取を実施した。 

４．その他評価に関する重要事項 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ：全体として概ね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

Ｂ Ｂ 

評定に至った理由 所期の目標を概ね達成しており、特に全体として評価を引き下げる事象も認められないため、Ｂ評定とした。 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 各重点化対象項目については、指標を概ね達成しており、原因及び対策に関しても検討していると認められる。 

特に重大な業務運営上の問題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われていると評価する。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

その他改善事項 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

４．その他事項 

監事等からの意見 

その他特記事項 （有識者からの意見） 

・一般の中小企業退職金共済事業の「確実な退職金の支給に向けた取組」に関する目標について、幾らでもコストを掛けて良いわけではない、目標達成のためにこの取組に更

にコストを掛けるのであれば、目標自体の見直しということも必要ではないかと思う。
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

令和 5

年度 

6年度 7年度 8年度 9年度 令和 5

年度 

6年度 7年度 8年度 9年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

第１ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置

第 2 業務運営の効率化に関する目標を

達成するためとるべき措置 
Ｂ Ｂ 

２－１ P95 

1 効率的かつ効果的な業務実施体制

の確立等 Ⅰ 退職金共済事業 Ａ Ｂ 

１－１ P４ 

1 資産の運用 ○重 ○重 2 業務運営の効率化に伴う経費削減 

（1）制度の特徴及び運用の目的 3 給与水準の適正化 

（2）資産運用の目標 4 業務の電子化に関する取組 ○重 ○重

（3）運用の目標達成に向けた取組 5 契約の適正化の推進 

（4）スチュワードシップ責任に係

る取組 

Ⅲ.財務内容の改善に関する事項 

第 3 財務内容の改善に関する事項 Ａ Ｂ ３－１ P110 

（5）労働政策審議会と資産運用委

員会の連携等 

Ⅳ. その他の事項 

第 4 その他業務運営に関する重要事項 Ｂ Ｂ 

４－１ P113 

2 一般の中小企業退職金事業 Ｂ Ｂ 

１－２ P17 

1 ガバナンスの徹底 ○重 ○重

（1）加入促進対策の効果的実施 ○重 ○重 （1）内部統制の徹底

（2）サービスの向上 （2）情報セキュリティ対策の推進等

（3）中退共システム再構築 ○重 ○重 （3）事業及び制度の改善・見直しに

向けた取組 （4）確実な退職金の支給に向けた

取組 2 人事に関する事項 

3 建設業退職金共済事業 Ｂ Ｂ 

１－３ P39 

第 5 予算、収支計画及び資金計画 

Ｂ Ｂ ５－１ P127 

（1）加入促進対策の効果的実施 ○重 ○重 第 6 短期借入金の限度額 

（2）サービスの向上 ○重 ○重 第 7 重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 （3）確実な退職金の支給に向けた

取組 第 8 剰余金の使途 

4 清酒製造業退職金共済事業 Ｂ Ｂ 

１－４ P62 

第 9 積立金の処分に関する事項 

（1）加入促進対策の効果的実施 ○重 ○重

（2）サービスの向上

（3）確実な退職金の支給に向けた

取組 

5 林業退職金共済事業 Ａ Ｂ 

１－５ P73 

（1）累積欠損金の処理 ○重 ○重

（2）加入促進対策の効果的実施 ○重 ○重

（3）サービスの向上

（4）確実な退職金の支給に向けた

取組 

Ⅱ 財産形成促進事業 Ｂ Ｂ 

１－６ P87 
1 融資業務の着実な実施 

2 利用促進対策の効果的実施 

3 財務運営 

Ⅲ 雇用促進融資事業 Ｂ Ｂ １－７ P93 
※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ Ⅰ 退職金共済事業 １ 資産の運用 
業務に関連する政策・施

策 

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（厚生労働省 政策体

系 基本目標Ⅳ-施策大目標 3-2）  

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
中退法第 70条第 1項 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度 高、困難度 高】 
（１）制度の特徴及び運用の目的 
（２）資産運用の目標 
（３）運用の目標達成に向けた取組 
（４）スチュワードシップ責任に係る取組 
（５）労働政策審議会と資産運用委員会の連携等 
 
【指標】 
資産運用委員会が作成する資産運用に関する評価報告書において、
運用実績を踏まえ、年間を通じて上記（３）（４）の対応が適切に実
施されたとの評価を受けること。 
 
（理由） 
共済契約者から納められた掛金を運用し、一定の利回りを付与した
上で被共済者に退職金を支払うことが退職金共済制度の根幹であ
り、資産運用業務は退職金共済事業の運営において主要な役割を果
たすことから、重要度を高とする。 
また、資産運用委員会に年間を通じて上記（３）（４）の対応が適切
に実施されたとの評価を受けるためには、 
①プルーデント・エキスパート・ルール（注意義務）に則り、専門
家としての注意力、技量、思慮及び勤勉さをもって、金融経済、地
政学リスク等の環境のモニタリングや分析を行いつつ、運用機関を
適切に管理するとともに、多段階的な定量的手法による分析を用い
て基本ポートフォリオやマネジャー・ストラクチャーの見直しの必
要性を判断し、遅滞なく実施すること 
②スチュワードシップ責任を果たすための活動として運用機関に
対する働きかけを行うに当たっては、機構自らが組織のガバナンス
を実現することが前提条件となるほか、世界トップクラスの運用機
関を動かす見識を示すこと 
が必要であることから、困難度を高とする。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指 標 
達成

目標 
令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

 

 令和５年度 令和６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

資産運用委員会

が作成する資産

運用に関する評

価報告書におい

て、運用実績を

踏まえ、年間を

通じて上記

（３）（４）の対

応が適切に実施

されたとの評価

を受ける 

同左 

資産運用委員

会が作成する

資産運用に関

する評価報告

書において、

上記（３）

（４）の対応

が適切に実施

されたとの評

価を受けた。 

資産運用委員

会が作成する

資産運用に関

する評価報告

書において、

上記（３）

（４）の対応

が適切に実施

されたとの評

価を受けた。 

   

予算額（千円）      

決算額（千円）      

経常費用（千円）      

経常利益（千円）      

行政コスト（千

円） 
   

 
 

従事人員数      

注）予算額、決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

第３ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する事項 

第１ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する目標を

達成するためと

るべき措置 

第１ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する目標を

達成するためと

るべき措置 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和６年度は、基本ポ

ートフォリオ策定の重

要な前提条件である金

融経済情勢が変化した

と判断し、令和６年７

月 1日に基本ポートフ

ォリオを改定した。ま

た、アクティブ運用に

ついてスタイル分散や

ポートフォリオ特性の

状況を分析した上で、

マネジャー・ストラク

チャーの見直しに着手

した。

さらに、サステナビ

リティを重視した運用

の観点からは、「令和５

年度責任投資活動報告

書」の公表など、責任

投資方針に基づき、資

産運用の基本方針の範

囲内で引き続き取り組

んでおり、「アセットオ

ーナー・プリンシプル

に関する受入れ及び取

組方針の表明につい

て」も公表した。

これらの活動は、資

産運用委員会が作成し

た資産運用に関する評

価報告書において、当

機構の運用目的に適う

運用が行われたものと

評価された。 

以上を踏まえ、所期

の目標を達成している

と考えられるので、Ｂ

評価とする。 

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 
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Ⅰ 退職金共済

事業 

１ 資産の運用 

【重要度 高】 

【困難度 高】 

（１）制度の特

徴及び運用の目

的

機構資産の運

用は、制度の特

徴（①従業員の

退職金の原資で

あること、②積

立型の退職金共

済という制度設

計上、収入源は

基本的に掛金と

その運用益のみ

であること、累

積欠損金が発生

しても政府や退

職金共済制度以

外の事業から補

填を受ける仕組

みがないこと）

に特に留意し、

専ら受益者たる

共済契約者及び

被共済者の利益

のために長期的

な観点から安全

かつ効率的に行

うことにより、

将来にわたって

退職金共済事業

を安定的に運営

していく上で必

要とされる収益

を長期的に確保

し、退職金を将

来にわたり確実

に給付すること

を目的として行

うこと。 

（２）資産運用

の目標

Ⅰ 退職金共済

事業 

１ 資産の運用

【重要度 高】

【困難度 高】 

（１）制度の特

徴及び運用の目

的

独立行政法人

勤労者退職金共

済機構（以下

「機構」とい

う。）資産の運用

は、制度の特徴

（①従業員の退

職金の原資であ

ること、②積立

型の退職金共済

という制度設計

上、収入源は基

本的に掛金とそ

の運用益のみで

あること、累積

欠損金が発生し

ても政府や退職

金共済制度以外

の事業から補填

を受ける仕組み

がないこと）に

特に留意し、専

ら受益者たる共

済契約者及び被

共済者の利益の

ために長期的な

観点から安全か

つ効率的に行う

ことにより、将

来にわたって退

職金共済事業を

安定的に運営し

ていく上で必要

とされる収益を

長期的に確保

し、退職金を将

来にわたり確実

に給付すること

を目的として行

う。

（２）資産運用

の目標

Ⅰ 退職金共済

事業 

１ 資産の運用 

（１）制度の特

徴及び運用の目

的

独立行政法人

勤労者退職金共

済機構（以下

「機構」とい

う。）資産の運用

は、制度の特徴

（①従業員の退

職金の原資であ

ること、②積立

型の退職金共済

という制度設計

上、収入源は基

本的に掛金とそ

の運用益のみで

あること、累積

欠損金が発生し

ても政府や退職

金共済制度以外

の事業から補填

を受ける仕組み

がないこと）に

特に留意し、専

ら受益者たる共

済契約者及び被

共済者の利益の

ために長期的な

観点から安全か

つ効率的に行う

ことにより、将

来にわたって退

職金共済事業を

安定的に運営し

ていく上で必要

とされる収益を

長期的に確保

し、退職金を将

来にわたり確実

に給付すること

を目的として行

う。

（２）資産運用

の目標

＜その他の指標

＞ 

・資産運用委員

会が作成する資

産運用に関する

評価報告書にお

いて、運用実績

を踏まえ、年間

を通じて左記

（３）（４）の対

応が適切に実施

されたとの評価

を受けること。

Ⅰ 退職金共済事業 

１ 資産の運用 

（１）制度の特徴及び運用の目的

独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）資産の運用は、制度の

特徴（①従業員の退職金の原資であること、②積立型の退職金共済という制度設計

上、収入源は基本的に掛金とその運用益のみであること、累積欠損金が発生しても政

府や退職金共済制度以外の事業から補填を受ける仕組みがないこと）に特に留意し、

専ら受益者たる共済契約者及び被共済者の利益のために長期的な観点から安全かつ効

率的に行うことにより、将来にわたって退職金共済事業を安定的に運営していく上で

必要とされる収益を長期的に確保し、退職金を将来にわたり確実に給付することを目

的として行うこととなっている。 

上記に基づき、退職金支給に必要な流動性を確保しつつ、中期的に退職金共済事業

の運営に必要な利回りを最低限のリスクで確保すべく、資産運用の基本方針に定める

「基本ポートフォリオ」の運用を適切に行った。 

（２）資産運用の目標

・資産運用委員会が作

成した資産運用に関す

る評価報告書におい

て、運用実績を踏ま

え、年間を通じて運用

の目標達成に向けた取

組及びスチュワードシ

ップ責任に係る取組の

対応が適切に実施され

たとの評価を受けた。
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機構資産の運

用は、上記

（１）に基づ

き、退職金支給

に必要な流動性

を確保しつつ、

中期的に退職金

共済事業の運営

に必要な利回り

（予定運用利回

りに従って増加

する責任準備金

の額及び業務経

費の合計の資産

に対する比率を

いう。）を最低

限のリスクで確

保することを目

標とすること。 

ただし、清酒

製造業退職金共

済事業及び清酒

製造業退職金特

別共済事業に係

る資産において

は累積剰余金の

水準を勘案して

必要な利回りを

設定し、林業退

職金共済事業に

係る資産におい

ては、累積欠損

金の計画的な解

消を図るための

費用を加えて必

要な利回りを設

定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運用の目

標達成に向けた

取組 

 

上記（２）の

運用の目標を達

 

機構資産の運

用は、上記

（１）に基づ

き、退職金支給

に必要な流動性

を確保しつつ、

中期的に退職金

共済事業の運営

に必要な利回り

（予定運用利回

りに従って増加

する責任準備金

の額及び業務経

費の合計の資産

に対する比率を

いう。）を最低限

のリスクで確保

する。 

ただし、清酒

製造業退職金共

済（以下「清退

共」という。）事

業及び清酒製造

業退職金特別共

済事業に係る資

産においては、

累積剰余金の水

準を勘案して必

要な利回りを設

定し、林業退職

金共済（以下

「林退共」とい

う。）事業に係る

資産において

は、累積欠損金

の計画的な解消

を図るための費

用を加えて必要

な利回りを設定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運用の目

標達成に向けた

取組 

 

上記（２）の

運用の目標を達

 

機構資産の運

用は、上記

（１）に基づ

き、退職金支給

に必要な流動性

を確保しつつ、

中期的に退職金

共済事業の運営

に必要な利回り

（予定運用利回

りに従って増加

する責任準備金

の額及び業務経

費の合計の資産

に対する比率を

いう。）を最低限

のリスクで確保

する。 

ただし、清酒製

造業退職金共済

（以下「清退

共」という。）事

業及び清酒製造

業退職金特別共

済事業に係る資

産においては、

累積剰余金の水

準を勘案して必

要な利回りを設

定し、林業退職

金共済（以下

「林退共」とい

う。）事業に係る

資産において

は、累積欠損金

の計画的な解消

を図るための費

用を加えて必要

な利回りを設定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運用の目

標達成に向けた

取組 

 

上記（２）の

運用の目標を達

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・基本ポートフ

ォリオの期待リ

ターンと運用実

績との差異の原

 

機構資産の運用は、上記（１）に基づき、退職金支給に必要な流動性を確保しつ

つ、中期的に退職金共済事業の運営に必要な利回り（予定運用利回りに従って増加す

る責任準備金の額及び業務経費の合計の資産に対する比率をいう。）を最低限のリスク

で確保することとなっている。 

令和６年度の運用利回り（手数料控除後）は（参考１）の通りである。一般の中小

企業退職金共済（以下「中退共」という。）△0.75％、建設業退職金共済（以下「建退

共」という。）△0.49％、建退共（特別）△0.67％、清酒製造業退職金共済（以下「清

退共」という。）△0.48％、清退共（特別）0.02％、林業退職金共済（以下「林退共」

という。）△0.86％と全経理において必要な利回りを下回る結果となった。 

令和６年度末における利益剰余金と想定損失額の比較は（参考５）の通りである。

中退共と建退共については、令和５年度末より利益剰余金は減少したものの、向こう

５年間に想定し得る最悪の状況で発生する損失額（以下「想定損失額」という。）を上

回る利益剰余金を維持しており、財務基盤に特段の不安はない状況である。清退共

は、利益剰余金が責任準備金（11億円）の２倍、清退共（特別）については、利益剰

余金が責任準備金（0.6億円）の３倍以上の水準に達しており、財務基盤に不安はな

い。林退共は、再び累積欠損金に転じたが、2020（令和２）年 11月に策定した累積欠

損金解消計画（以下「解消計画」という。）の範囲内に収まっている。 

また、（参考２）にあるように、令和２年度から令和６年度の５年間の通期でみた場

合、中退共、建退共及び林退共における運用利回りは、必要な利回りを上回ってい

る。 

 

（参考１）令和６年度実績 

（単位：％） 

 中退共 建退共 建退共

（特別） 

清退共 清退共

（特別） 

林退共 

予定運用利回り 1.00 1.30 1.30 2.30 2.30 0.10 

必要な利回り

（a） 

1.10 1.03 1.51 2.21 0.52 0.57 

運用利回り

（ｂ） 

△0.75 △0.49 △0.67 △0.48 0.02 △0.86 

（ｂ）－（a） △1.85 △1.52 △2.18 △2.69 △0.50 △1.43 

※計数は、それぞれ四捨五入している。 

 

 

 

（参考２）５年平均（令和２年度～令和６年度） 

（単位：％） 

 中退共 建退共 建退共

（特別） 

清退共 清退共

（特別） 

林退共 

予定運用利回り 1.00 1.64 1.64 2.30 2.30 0.18 

必要な利回り

（a） 

1.10 1.38 1.56 2.07 0.51 0.89 

運用利回り

（ｂ） 

1.79 1.52 1.52 0.95 0.01 1.57 

（ｂ）－（a） 0.69 0.14 △0.03 △1.13 △0.50 0.67 

※計数は、それぞれ四捨五入している。 
 

（３）運用の目標達成に向けた取組 

 

 

 

上記（２）の運用の目標を達成するため、以下の取組を行うこととなっている。 

中期的に必要な利回りを最低限のリスクで確保するために設定され、中期的に確保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・委託運用の収益下振

れを要因分解すると、

市場収益要因はマイナ

ス寄与する一方、超過
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成するため、以

下の取組を行う

こと。 

 中期的に必要

な利回りを最低

限のリスクで確

保するために設

定され、中期的

に確保すること

が求められてい

る資産構成割合

（以下「基本ポ

ートフォリオ」

という。）の期

待リターンと運

用実績との差異

の原因を分析

し、確認された

原因を踏まえ、

基本ポートフォ

リオの見直し、

リバランスルー

ル（資産構成割

合の変動により

基本ポートフォ

リオの資産構成

割合の乖離許容

幅を超えた場合

に資産構成割合

を乖離許容幅の

範囲内に調整す

るなどのルー

ル）の見直し、

マネジャー・ス

トラクチャー

（資産運用を担

う運用機関の構

成）の見直し

等、必要な対応

を検討し、実施

すること。 

（具体的なプロ

セス） 

 基本ポートフ

ォリオの期待リ

ターンと運用実

績との差異を市

場収益要因と超

過収益要因に要

因分解し、運用

実績が期待リタ

ーンに満たない

場合、以下の検

討と対応を行

成するため、以

下の取組を行

う。 

中期的に必要

な利回りを最低

限のリスクで確

保するために設

定され、中期的

に確保すること

が求められてい

る資産構成割合

（以下「基本ポ

ートフォリオ」

という。）の期待

リターンと運用

実績との差異の

原因を分析し、

確認された原因

を踏まえ、基本

ポートフォリオ

の見直し、リバ

ランスルール

（資産構成割合

の変動により基

本ポートフォリ

オの資産構成割

合の乖離許容幅

を超えた場合に

資産構成割合を

乖離許容幅の範

囲内に調整する

などのルール）

の見直し、マネ

ジャー・ストラ

クチャー（資産

運用を担う運用

機関の構成）の

見直し等、必要

な対応を検討

し、実施する。 

 

（具体的なプロ

セス） 

基本ポートフ

ォリオの期待リ

ターンと運用実

績との差異を市

場収益要因と超

過収益要因に要

因分解し、運用

実績が期待リタ

ーンに満たない

場合、以下の検

討と対応を行

成するため、以

下の取組を行

う。 

中期的に必要

な利回りを最低

限のリスクで確

保するために設

定され、中期的

に確保すること

が求められてい

る資産構成割合

（以下「基本ポ

ートフォリオ」

という。）の期待

リターンと運用

実績との差異の

原因を分析し、

確認された原因

を踏まえ、基本

ポートフォリオ

の見直し、リバ

ランスルール

（資産構成割合

の変動により基

本ポートフォリ

オの資産構成割

合の乖離許容幅

を超えた場合に

資産構成割合を

乖離許容幅の範

囲内に調整する

などのルール）

の見直し、マネ

ジャー・ストラ

クチャー（資産

運用を担う運用

機関の構成）の

見直し等、必要

な対応を検討

し、実施する。 

 

（具体的なプロ

セス） 

基本ポートフ

ォリオの期待リ

ターンと運用実

績との差異を市

場収益要因と超

過収益要因に要

因分解し、運用

実績が期待リタ

ーンに満たない

場合、以下の検

討と対応を行

因を分析し、確

認された原因を

踏まえ、必要な

対応を検討し、

実施している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用受託機関

による運用状況

を適時適切に点

検しているか。 

 

することが求められている資産構成割合（以下「基本ポートフォリオ」という。）の期

待リターンと運用実績との差異の原因を分析し、確認された原因を踏まえ、基本ポー

トフォリオの見直し、リバランスルール（資産構成割合の変動により基本ポートフォ

リオの資産構成割合の乖離許容幅を超えた場合に資産構成割合を乖離許容幅の範囲内

に調整するなどのルール）の見直し、マネジャー・ストラクチャー（資産運用を担う

運用機関の構成）の見直し等、必要な対応を検討し、実施すること。 

取組の具体的なプロセスとして、基本ポートフォリオの期待リターンと運用実績と

の差異を市場収益要因と超過収益要因に要因分解し、以下の検討と対応を行った。 

 

 

（参考３）運用実績（期待収益率との比較） 
（単位：％） 

 
※計数は、それぞれ四捨五入している。 

※本表においては、自家運用（簿価）は、国内債券（簿価）のほか、生命保険（一般

勘定）、有価証券信託及び預金を含む。委託運用（時価）は、包括信託のみである。 

 

期待リターンと運用実績との差異は、おおむね委託運用によるものである。自家運

用については、国内金利の上昇に伴い購入する債券の利回りが上昇し残存期間の長い

債券を多く購入した中退共資産においては、期待リターンを 0.12％上回る実績となっ

た。一方、委託運用については、主として国内外債券の価格下落により期待リターン

を下回る実績となった。 

 

委託運用の要因分析は以下の通り。 

 

（参考４）令和６年度の委託運用（包括信託）における超過収益率の要因分析 

                    （単位：％） 

期待収益率（Ａ） 1.10 

収益率実績（Ｂ） △2.36 

複合ベンチマーク騰落率（Ｃ） △2.31 

実績―期待（Ｂ）－（Ａ） △3.46 

 市場収益要因（Ｃ）－（Ａ） △3.41 

超過収益要因 

（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ） 

 

0.03 

 資産配分効果 0.17 

個別資産効果 △0.17 

複合効果 0.03 

手数料要因（Ｄ） △0.08 

※計数は、それぞれ四捨五入している。 

※複合ベンチマーク騰落率とは、資産（国内債券・外国債券・国内株式・外国株式）

全体のベンチマーク騰落率であり、各資産のベンチマーク騰落率を基本ポートフォリ

オの構成比で加重平均して算出したものである。 

 

 

収益要因はプラス寄与

しており、収益下振れ

の大部分が市場収益要

因によるものである。

超過収益要因の内訳で

は、資産配分効果のプ

ラス寄与と個別資産効

果のマイナス寄与が相

殺する形となった。 

機構は基本ポートフ

ォリオ策定の重要な前

提条件である金融経済

情勢が変化したと判断

し、令和６年７月１日

に基本ポートフォリオ

を改定した。 

また、今回の基本ポ

ートフォリオ改定で、

ベンチマーク及び資産

構成割合が変更になっ

たことに加え、前回の

アクティブ運用のマネ

ジャー・ストラクチャ

ー見直し後、当初見込

んだスタイル分散・ポ

ートフォリオ特性から

大きく乖離してきたこ

とから、マネジャー・

ストラクチャー見直し

に着手し、令和６年度

は、外国債券のマネジ

ャーの選定を行った。 

機構は運用実績と期

待収益率との差異の原

因を分析、確認し、そ

の原因を踏まえて必要

な対応を検討、実施し

ているものと資産運用

委員会より評価を受け

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用受託機関による

運用状況を適時適切に

把握している。具体的

には以下のとおりであ

る。 
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う。 

① 市場収益要

因がマイナスと

なるのは、資産

ごとのベンチマ

ーク収益率を資

産構成割合にて

加重した値が基

本ポートフォリ

オにおける期待

リターンを下回

ることが原因と

なるが、その場

合は検証期間に

おける市場環境

や市場要因を分

析し、それが将

来的に継続する

可能性が高いと

判断されれば基

本ポートフォリ

オの見直しの必

要性を検討す

る。具体的に

は、基本ポート

フォリオの基本

的な前提条件に

変化があるか否

かの検証を行

う。

② 超過収益

（機構の運用実

績とベンチマー

ク収益率の差

異）の原因につ

いて、資産配分

効果（基本ポー

トフォリオにお

ける資産構成割

合と実際の資産

構成割合の差異

による効果）と

個別資産効果

（各資産の運用

実績とベンチマ

ーク収益率の差

異による効果）

への要因分解を

行って確認す

る。

③ 資産配分効

果が想定以上に

う。 

① 市場収益要

因がマイナスと

なるのは、資産

ごとのベンチマ

ーク収益率を資

産構成割合にて

加重した値が基

本ポートフォリ

オにおける期待

リターンを下回

ることが原因と

なるが、その場

合は、検証期間

における市場環

境や市場要因を

分析し、それが

将来的に継続す

る可能性が高い

と判断されれば

基本ポートフォ

リオの見直しの

必要性を検討す

る。具体的に

は、基本ポート

フォリオの基本

的な前提条件に

変化があるか否

かの検証を行

う。

② 超過収益

（機構の運用実

績とベンチマー

ク収益率の差

異）の原因につ

いて、資産配分

効果（基本ポー

トフォリオにお

ける資産構成割

合と実際の資産

構成割合の差異

による効果）と

個別資産効果

（各資産の運用

実績とベンチマ

ーク収益率の差

異による効果）

への要因分解を

行って確認す

る。

③ 資産配分効

果が想定以上に

う。 

① 市場収益要

因がマイナスと

なるのは、資産

ごとのベンチマ

ーク収益率を資

産構成割合にて

加重した値が基

本ポートフォリ

オにおける期待

リターンを下回

ることが原因と

なるが、その場

合は、検証期間

における市場環

境や市場要因を

分析し、それが

将来的に継続す

る可能性が高い

と判断されれば

基本ポートフォ

リオの見直しの

必要性を検討す

る。具体的に

は、基本ポート

フォリオの基本

的な前提条件に

変化があるか否

かの検証を行

う。

② 超過収益

（機構の運用実

績とベンチマー

ク収益率の差

異）の原因につ

いて、資産配分

効果（基本ポー

トフォリオにお

ける資産構成割

合と実際の資産

構成割合の差異

による効果）と

個別資産効果

（各資産の運用

実績とベンチマ

ーク収益率の差

異による効果）

への要因分解を

行って確認す

る。

③ 資産配分効

果が想定以上に

① 市場収益要因は、△3.41％となった。主として国内外債券の価格下落が、マイナス

に作用した。基本ポートフォリオの基本的な前提条件に変化があるかについて、令

和５年度の資産運用委員会において適時適切に検討を行っていた。令和６年４月の

資産運用委員会において、注目していた物価動向が明らかに変化し、金融政策が変

更されたことを踏まえ、基本ポートフォリオ策定の重要な前提条件である金融経済

情勢が変化したと判断し、基本ポートフォリオを見直すこととした。これにより、

令和６年７月１日に基本ポートフォリオを改定した。

② 超過収益要因は 0.03％となった。内訳は、資産配分効果が 0.17％、個別資産効果

が△0.17％と、資産配分効果のプラス寄与と個別資産効果のマイナス寄与が相殺す

る形となった。

③ 資産配分効果は 0.17％となった。基本ポートフォリオに対し、資産構成割合が高め

になっていた外国株式の価格上昇、資産構成割合が低めになっていた国内債券の価

運用受託機関の運用

状況については毎月報

告を受け点検を行って

いるほか、定期的に運

用受託機関担当者と運

用報告会を行い、運用

状況のみならず今後の

市場見通しや運用方針

等について協議を行っ

た。 

また、資産クラス全

体としてのスタイル分

散が機能しているか、

といった観点等からも

定期的に点検を行って

いる。 

運用受託機関には

「資産運用の基本方

針」や「運用ガイドラ

イン」等に反する行為

があった場合には、直

ちに報告を行い、指示

に従うことを義務付け

ている。組織体制や人

事、経営に関する重大

な変化がある場合も速

やかな報告を求めてい

る。

令和６年度は、「資産

運用の基本方針」や

「運用ガイドライン」

等に反する行為は発生

していない。 

以上の取組について

は、資産運用委員会よ

り適切なものと評価さ

れた。 
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大きかった場合

は、その検証期

間の市場の特殊

要因等も確認し

た上で、必要と

判断されればリ

バランスルール

の見直し要否の

検討を行う。 
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格下落がプラスに作用したものである。令和６年３月末にリバランス基準に抵触し

たため、リバランスルールに基づき令和６年４月に国内株式及び外国株式を売却し、

国内債券及び外国債券を購入する資産間リバランスを実施した。また、令和６年７

月１日の基本ポートフォリオ改定の際に、乖離許容幅の妥当性についても検証し、

従前の方針を踏襲することとした。令和６年 10 月末にリバランス基準に抵触した

ため、リバランスルールに基づき令和６年 11月に外国株式を売却し、国内債券を購

入する資産間リバランスを実施した。 

 

 

【包括信託の乖離幅の管理状況】 
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国内債券

基本ポートフォリオ 乖離許容幅（上限）

乖離許容幅（下限） 資産構成比（実績）

72.4%±3.6%

リバランス基準抵触

50.7%±5.3%
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基本ポートフォリオ 乖離許容幅（上限）

乖離許容幅（下限） 資産構成比（実績）

9.3%±2.3%9.0%±2.4%
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④ 個別資産効

果に問題が見出

された場合に

は、マネジャ

ー・ストラクチ

ャー見直しの要

否の検討を行
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※令和６年７月１日基本ポートフォリオ改定 

 

 
④ 個別資産効果は△0.17％となった。令和６年７月の基本ポートフォリオ改定に向け

て、令和６年６月に資産間で移受管を行った際、一部資産の一時的な現金化が生

じ、外国株式の収益率にマイナスの影響が発生した。これにより、個別資産効果が

0.3％強押し下げられたと試算される。当該特殊要因がなければ、個別資産効果は

小幅のプラスだったと考えられる。 

令和６年度からマネジャー・ストラクチャーの見直しに着手し、令和６年度には

外国債券のマネジャーの選定を行った。資産別では、外国株式がマイナスとなった

ものの、国内債券、国内株式、及び外国債券でプラスの超過収益率を確保した。 
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⑤ 運用実績の

結果として実現

した利益剰余金

の水準につい

て、想定損失額

との比較を行

い、差異が大き

い場合、リスク

量の適否を評価

し、その結果を

厚生労働省に提

供する。

 上記の検討結

果を踏まえ、必

要と判断された

施策に遅滞なく

着手し、実施す

る。 

 一連の検証、

施策の実施につ

いては、適時に

資産運用委員会

において報告

し、委員会の意

見を踏まえて対

応する。 

 このような取

組を定期的に繰

り返し行ってい

くことで、定め

られた運用の目

標を達成するこ

と。 

（４）スチュワ

ードシップ責任

に係る取組

機構資産の運

⑤ 運用実績の

結果として実現

した利益剰余金

の水準につい

て、想定損失

額との比較を行

い、差異が大き

い場合、リスク

量の適否を評価

し、その結果を

厚生労働省に提

供する。

上記の検討結

果を踏まえ、必

要と判断された

施策に遅滞なく

着手し、実施す

る。 

一連の検証、

施策の実施につ

いては、適時に

資産運用委員会

において報告

し、委員会の意

見を踏まえて対

応する。 

このような取

組を定期的に繰

り返し行ってい

くことで、定め

られた運用の目

標を達成する。 

（４）スチュワ

ードシップ責任

に係る取組

機構資産の運

⑤ 運用実績の

結果として実現

した利益剰余金

の水準につい

て、想定損失

額との比較を行

い、差異が大き

い場合、リスク

量の適否を評価

し、その結果を

厚生労働省に提

供する。

上記の検討結

果を踏まえ、必

要と判断された

施策に遅滞なく

着手し、実施す

る。 

一連の検証、

施策の実施につ

いては、適時に

資産運用委員会

において報告、

必要に応じて審

議を受け、委員

会の意見を踏ま

えて対応する。 

（４）スチュワ

ードシップ責任

に係る取組

機構資産の運

＜評価の視点＞ 

・一連の検証、

施策の実施につ

いては、適時に

資産運用委員会

において報告、

必要に応じて審

議を受け、委員

会の意見を踏ま

えて対応してい

るか。

＜評価の視点＞ 

・スチュワード

シップ責任を果

たすための活動

⑤利益剰余金の水準と想定損失額の比較については、以下の通りである。中退共と建

退共については、想定損失額を上回る利益剰余金を維持しており、財務基盤に特段

不安のない状況である。林退共においては、再び累積欠損金に転じたが、解消計画

の範囲内に収まっている。

（参考５）令和６年度末における利益剰余金と想定損失額の比較 

（単位：億円） 

中退共 建退共 建退共

（特別） 

清退共 清退共

（特別） 

林退共 

利益剰余金

（Ａ） 

5,410 734 131 24 2 △1

想定損失額

（Ｂ） 

4,024 613 － － － 9 

（Ａ）－（Ｂ） 1,386 121 － － － △10

※計数は、それぞれ四捨五入している。

※想定損失額はモンテカルロシミュレーション 1%tileである。令和６年度基本ポート

フォリオ検証時の数値（データは令和６年 7月時点）。

これらのプロセスについては、資産運用委員会に報告し、了承された。 

（添付資料① 令和６年度資産運用に関する評価報告書） 

各資産のベンチマークに対する超過収益率は以下の通りである。 

（参考６）超過収益率 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

国内債券 0.30％ 0.15％ △0.02％ 0.17％ 0.16％ 

国内株式 2.85％ 0.36％ 0.34％ 2.63％ 0.46％ 

外国債券 1.19％ 0.21％ 0.88％ 0.20％ 0.07％ 

外国株式 5.50％ △3.21％ △0.43％ △0.47％ △2.27％

全資産 2.14％ △0.62％ 0.12％ 2.03％ 0.03％ 

※令和６年７月１日の基本ポートフォリオ改定に向けて、令和６年６月に資産間で移

受管を行った。一部資産の一時的な現金化に伴い、令和６年度の外国株式の超過収益

率に、マイナスの影響が生じた。

外国株式は、直近の４年間において、金利上昇局面でグロース株が大きくマイナス

になったこと等から、プラスの超過収益率を確保できなかった。一方、その他３資産

については、令和４年度の国内債券を除き過去５年間においてプラスの超過収益率を

確保した。 

（４）スチュワードシップ責任に係る取組

機構資産の運用の目的の下で、共済契約者及び被共済者の利益のために長期的な収

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・資産運用に関する重

要事項は随時「資産運

用委員会」に諮り、了

承を得てから実施して

いる。

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・運用受託機関による

スチュワードシップ活

動報告会や、大手金融
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用の目的の下

で、共済契約者

及び被共済者の

利益のために長

期的な収益を確

保する観点か

ら、市場等への

影響に留意しつ

つ、スチュワー

ドシップ責任を

果たすための活

動を一層推進す

ること。 

その際、

「「責任ある機

関投資家」の諸

原則≪日本版ス

チュワードシッ

プ・コード≫」

（平成26年２月

26日日本版スチ

ュワードシッ

プ・コードに関

する有識者検討

会取りまとめ）

を踏まえ、スチ

ュワードシップ

責任（機関投資

家が、投資先企

業やその事業環

境等に関する深

い理解に基づく

建設的なエンゲ

ージメント等を

通じて、当該企

業の企業価値の

向上や持続的成

長を促すことに

より、顧客・受

益者の中長期的

な投資収益の拡

大を図る責任を

いう。）を果た

す上での基本的

な方針に沿った

対応を行うこ

と。

 また、毎年

度、スチュワー

ドシップ活動へ

の取組状況をま

とめて公表する

こと。 

加えて、公的

用の目的の下

で、共済契約者

及び被共済者の

利益のために 

長期的な収益を

確保する観点か

ら、市場等への

影響に留意しつ

つ、スチュワー

ドシップ責任を

果たすための活

動を一層推進す

る。 

その際、「「責

任ある機関投資

家」の諸原則≪

日本版スチュワ

ードシップ・コ

ード≫」（平成 26

年２月 26日日本

版スチュワード

シップ・コード

に関する有識者

検討会取りまと

め）を踏まえ、

スチュワードシ

ップ責任（機関

投資家が、投資

先企業やその事

業環境等に関す

る深い理解に基

づく建設的なエ

ンゲージメント

等を通じて、当

該企業の企業価

値の向上や持続

的成長を促すこ

とにより、顧

客・受益者の中

長期的な投資収

益の拡大を図る

責任をいう。）を

果たす上での基

本的な方針に沿

った対応を行

う。

また、毎年

度、スチュワー

ドシップ活動へ

の取組状況をま

とめて公表す

る。 

加えて、公的

機関のアセット

用の目的の下

で、共済契約者

及び被共済者の

利益のために 

長期的な収益を

確保する観点か

ら、市場等への

影響に留意しつ

つ、スチュワー

ドシップ責任を

果たすための活

動を一層推進す

る。 

その際、「「責

任ある機関投資

家」の諸原則≪

日本版スチュワ

ードシップ・コ

ード≫」（平成 26

年２月 26日日本

版スチュワード

シップ・コード

に関する有識者

検討会取りまと

め）を踏まえ、

スチュワードシ

ップ責任（機関

投資家が、投資

先企業やその事

業環境等に関す

る深い理解に基

づく建設的なエ

ンゲージメント

等を通じて、当

該企業の企業価

値の向上や持続

的成長を促すこ

とにより、顧

客・受益者の中

長期的な投資収

益の拡大を図る

責任をいう。）を

果たす上での基

本的な方針に沿

った対応を行

う。

加えて、公的

機関のアセット

オーナーかつＰ

ＲＩ（責任投資

原則）の署名機

関として、フィ

デューシャリ

ー・デューティ

を一層推進し、

その取組状況を

公表している

か。 

益を確保する観点から、市場等への影響に留意しつつ、スチュワードシップ責任を果

たすための活動を一層推進することとなっている。 

その際、「「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード

≫」を踏まえ、運用受託機関によるスチュワードシップ活動報告会や、大手金融機関

及びそのグループにおけるトップマネジメントとの面談を実施した。 

また、スチュワードシップ活動を含めた責任投資への取組状況を記載した「令和５

年度責任投資活動報告書」を作成し公表した（令和６年６月）。 

さらに、「資産運用立国実現プラン」の一環として、アセットオーナーシップ改革の

観点から令和６年８月に公表されたアセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管

理に係る共通の原則（アセットオーナー・プリンシプル）を踏まえ、「アセットオーナ

ー・プリンシプルに関する受入れ及び取組方針の表明について」を令和６年９月に策

定・公表した。 

以上を通じて、スチュワードシップ責任を果たす上での基本的な方針に沿った対応

を行った。 

機関及びそのグループ

におけるトップマネジ

メントとの面談を実施

した。

また、スチュワード

シップ活動を含めた責

任投資への取組状況を

記載した「令和５年度

責任投資活動報告書」

を作成し公表した（令

和６年６月）。

さらに、「資産運用立

国実現プラン」の一環

として、アセットオー

ナーシップ改革の観点

から令和６年８月に公

表されたアセットオー

ナーの運用・ガバナン

ス・リスク管理に係る

共通の原則（アセット

オーナー・プリンシプ

ル）を踏まえ、「アセッ

トオーナー・プリンシ

プルに関する受入れ及

び取組方針の表明につ

いて」を令和６年９月

に策定・公表した。

以上を通じて、スチ

ュワードシップ責任を

果たすための活動を一

層推進し、その取組状

況を公表した。 

こうした取組は公的

アセットオーナーの行

動として、スチュワー

ドシップ責任を果たす

上で適切なものである

と資産運用委員会より

高く評価された。
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機関のアセット

オーナーとし

て、フィデュー

シャリー・デュ

ーティーに反し

ない範囲で、持

続可能な社会の

実現を後押しす

るための活動に

ついて検討する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）労働政策

審議会と資産運

用委員会の連携

等 

 

厚生労働省雇用

環境・均等局勤

労者生活課長を

ブリッジ役とす

る労働政策審議

会と資産運用委

員会との連携な

ど関係機関との

協力関係を維

持・強化し、資

産運用に係るガ

バナンス体制を

引き続き整備す

ること。 

 

【指標】 

 資産運用委員

会が作成する資

産運用に関する

評価報告書にお

いて、運用実績

を踏まえ、年間

を通じて上記

（３）（４）の

対応が適切に実

施されたとの評

価を受けるこ

と。 

 

[目標設定等の考

え方] 

オーナーとし

て、フィデュー

シャリー・デュ

ーティーに反し

ない範囲で、持

続可能な社会の

実現を後押しす

るため、ＰＲＩ

（責任投資原

則）への署名等

の活動について

検討する。 

 

 

 

 

 

 

（５）労働政策

審議会と資産運

用委員会の連携

等 

 

厚生労働省雇

用環境・均等局

勤労者生活課長

をブリッジ役と

する労働政策審

議会と資産運用

委員会との連携

など関係機関と

の協力関係を維

持・強化し、資

産運用に係るガ

バナンス体制を

引き続き整備す

る。 

ーに反しない範

囲で、持続可能

な社会の実現を

後押しするため

の活動について

検討する。具体

的には、ＥＳＧ

課題の投資方針

への組入れの検

討等を行う。 

また、スチュ

ワードシップ活

動も含めた責任

投資への取組状

況をまとめてホ

ームページに公

表する。 

 

（５）労働政策

審議会と資産運

用委員会の連携

等 

 

厚生労働省雇用

環境・均等局勤

労者生活課長を

ブリッジ役とす

る労働政策審議

会と資産運用委

員会との連携な

ど関係機関との

協力関係を維

持・強化し、資

産運用に係るガ

バナンス体制を

引き続き整備す

る。 

 そのために、

厚生労働省に対

して、予定運用

利回り等の検討

に資するよう、

資産運用結果そ

の他の財務状況

や、運用環境に

関する情報を定

期的に提供する

ほか、随時の説

明や情報提供要

請にも積極的に

対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・厚生労働省に

対して、資産運

用の結果その他

の財務状況や、

運用環境に関す

る情報を適時適

切に提供してい

るか。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）労働政策審議会と資産運用委員会の連携等 

 

 

 

 

厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長をブリッジ役とする労働政策審議会と

資産運用委員会との連携など関係機関との協力関係を維持・強化し、資産運用に係る

ガバナンス体制を引き続き整備する。 

そのために、厚生労働省に対して、予定運用利回り等の検討に資するよう、資産運

用結果その他の財務状況や、運用環境に関する情報を定期的に提供するほか、随時の

説明や情報提供要請にも積極的に対応することとなっている。 

資産運用委員会と労働政策審議会との間のブリッジ役である厚生労働省雇用環境・

均等局勤労者生活課長に必要な情報を適時適切に提供した。 

厚生労働省へ提供した主な資料は次のとおりである。 

（1）月別ベンチマーク収益率 

（2）資産運用企画会議資料（運用計画・運用資産残高・評価損益状況・運用結果報告

等） 

（3）付加退職金支給率算定に係る基礎データ 

（4）特定業種退職金共済（以下「特退共」という。）制度の財政検証に必要なデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・厚生労働省に対して

適時適切に情報を提供

した。 

具体的には、厚生労

働省に主に以下の資料

を提供した。 

(1)月別ベンチマーク収

益率 

(2)資産運用企画会議資

料（運用計画・運用資

産残高・評価損益状

況・運用結果報告等） 

(3)付加退職金支給率算

定に係る基礎データ 

(4)特退共制度の財政検

証に必要なデータ 

これらの取組により

責任を適切に果たした

と資産運用委員会より

評価された。 
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資産運用にお

ける妥当性の評

価は、専門家で

なければ困難で

あることから、

中小企業退職金

共済法に基づき

資産運用に関す

る業務の実施状

況を監視する権

限を有する資産

運用委員会によ

る評価を指標と

する。 

 

【重要度 高】 

 共済契約者か

ら納められた掛

金を運用し、一

定の利回りを付

与した上で被共

済者に退職金を

支払うことが退

職金共済制度の

根幹であり、資

産運用業務は退

職金共済事業の

運営において主

要な役割を果た

すことから、重

要度を高とす

る。 

 

【困難度 高】 

 資産運用委員

会に年間を通じ

て上記（３）

（４）の対応が

適切に実施され

たとの評価を受

けるためには、 

①プルーデン

ト・エキスパー

ト・ルール（注

意義務）に則

り、専門家とし

ての注意力、技

量、思慮及び勤

勉さをもって、

金融経済、地政

学リスク等の環

境のモニタリン

グや分析を行い

つつ、運用機関
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を適切に管理す

るとともに、多

段階的な定量的

手法による分析

を用いて基本ポ

ートフォリオや

マネジャー・ス

トラクチャーの

見直しの必要性

を判断し、遅滞

なく実施するこ

と 

②スチュワード

シップ責任を果

たすための活動

として運用機関

に対する働きか

けを行うに当た

っては、機構自

らが組織のガバ

ナンスを実現す

ることが前提条

件となるほか、

世界トップクラ

スの運用機関を

動かす見識を示

すこと 

が必要であるこ

とから、困難度

を高とする。 
 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ Ⅰ 退職金共済事業 ２一般の中小企業退職金共済事業 
業務に関連する政策・施

策 

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（厚生労働省 政策体

系 基本目標Ⅳ-施策大目標 3-2）  

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
中退法第 70条第 1項 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度 高】 
（１）加入促進対策の効果的実施
① 加入促進対策の実施 ② 加入促進対策の検証と見直し
③ 加入目標数

【指標】 
中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 165万人以上とする
こと。 

個別事業主に対する勧奨を普及推進員１名あたり平均月 17 件以上
行うこと。 

説明会（オンライン説明会含む。）の回数 24回以上及び参加者数 300
人以上とすること。 

（理由） 
一般の中小企業退職金共済制度を長期的に持続可能とするために
は被共済者数の安定的な確保が不可欠であることから、重要度を高
とする。 

【重要度 高、困難度 高】 
（３）中退共システム再構築

【指標】 
一般の中小企業退職金共済事業における中退共システムについて、
2026（令和８）年度に新システムの運用を開始することを目指し、
設計・開発の着実な進捗管理を行うとともに、想定外の事態にも適
切に対応すること。 

（理由） 
一般の中小企業退職金共済制度の基幹業務に関わるシステムにつ
いて、制度改正等に迅速かつ柔軟に対応するための再構築であるこ
とから、重要度を高とする。 
中退共システム再構築は基本構造とプログラミング言語を刷新す
るという大規模な再構築であること、加えて、システム再構築と並
行して、情報セキュリティを確保しつつ申請手続等のオンライン化
を実施する必要があることから、困難度を高とする。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指 標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

中期目標期間中の新規被

共済者目標数 
165 万人以上 

５年度目標数 

360,000 人 

６年度目標数 

345,000 人 

７年度目標数 

人 

８年度目標数 

人

９年度目標数 

人 
予算額（千円） 398,962,644 441,724,467 

新規被共済者数 

【達成度】 

360,877 人 

100.2【％】 
354,647 人 

102.8【％】 
人 

【％】 
人 

【％】 
人 

【％】 
決算額（千円） 417,171,843 433,275,540 

普及推進員１名あたりの

個別事業主に対する月平

均勧奨件数 

17 件以上 19.5 件 18.7 件 件 件 件 
経常費用（千

円） 
479,355,159 536,871,234 

同上【達成度】 【114.7％】 【110.0％】 【％】 【％】 【％】 
経常利益（千

円） 
190,387,003 △87,213,048
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説明会回数 

参加者数 
※オンライン説明会含む 

24 回以上 

300 人以上 

26回 

383人 

24回 

798人 

回 

人 

回 

人 

回 

人 
行 政 コ ス ト

（千円） 
479,356,169 536,879,013    

同上【達成度】  
【108.3％】 
【127.7％】 

【100％】 
【266.0％】 

【％】 
【％】 

【％】 
【％】 

【％】 
【％】 

 
従事人員数 187 182    

目標の処理期間内におけ
る退職金等支給実施 

受付日から 18
業務日以内に全

数支給 
100％ 100％ ％ ％ ％ 

  

 関係団体等からの意見・

要望の聴取及び情報交換

の結果をとりまとめて分

析し、加入促進に活用す

る 

毎年度１回以上 1回 1回 回 回 回 

同上【達成度】  【100％】 【100％】 【％】 【％】 【％】 
普及推進員・特別相談員

について、ブロック会議

等を開催し、事業主の意

向や新たな動向等に関す

る情報を共有し、サービ

スの向上や加入促進に活

用する 

年７回以上 8回 7回 回 回 回 

同上【達成度】  【114.3％】 【100％】 【％】 【％】 【％】 
中退共システムについ

て、2026（令和８）年度

に新システムの運用を開

始することを目指し、設

計・開発の着実な進捗管

理を行うとともに、想定

外の事態にも適切に対応

する 

同左 

設計・開発の

着実な進捗管

理を行い、順

調に進捗させ

た。想定外の

事態にも適切

に対応した。 

設計・開発の

着実な進捗管

理を行い、順

調に進捗させ

た。想定外の

事態にも適切

に対応した。 

   

請求権が発生した年度に

おける退職者数に対する

当該年度から３年経過後

の未請求者数の比率 

毎年度 2.0％以

下 
1.96％ 2.03％ ％ ％ ％ 

同上【達成度】  【102.0％】 【98.5％】 【％】 【％】 【％】 
請求権が発生した年度に

おける退職金総額に対す

る当該年度から３年経過

後の未請求退職金額の割

合 

毎年度 0.5％以

下 
0.63％ 0.59％ ％ ％ ％ 

同上【達成度】  【79.4％】 【84.7％】 【％】 【％】 【％】 
注）予算額、決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価  

 ２ 一般の中小

企業退職金共済

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一般の中小

企業退職金共済

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一般の中小企

業退職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一般の中小企業退職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

未加入事業所を対象

としたオンライン説明

会、無料相談申出事業所

に対する事業所訪問活

動の実施など個別事業

主に対する加入勧奨等

や関係団体等での各種

会議等で制度内容や加

入手続等の説明を行う

など、引き続き積極的・

効率的に加入促進活動

を行ったことに加え、本

部職員が加入率の低い

地域へ積極的に訪問し

関係団体等に協力依頼

したことや広報媒体を

総合的・有機的に組み合

わせて、周知広報活動等

を実施したことにより

加入目標数を上回るこ

とができた。 

中退共システムの再

構築は、同システム本体

の結合テスト工程を開

始し、新システム基盤構

築と連動テスト工程を

開始したほか、新システ

ムへの移行や受入テス

トを円滑に実施するた

めの業務部門支援強化

を行った。ＯＣＲシステ

ムについて業者を決定

した。 

確実な退職金の支給

に向けた取組について

は３年経過後の未請求

者数の比率を毎年度

2.0％以下とすることに

関しては未請求対象者

数の状況を踏まえ、必要

と思われるところに追

加対策を実施したこと

により 2.03％と未達で

はあるが直近の５年間

の中で最も多い人数に

支払うことができた。ま

た、３年経過後の未請求

退職金額の割合を毎年

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 

 

「確実な退職金の支給に向けた取組」

については、目標を下回る結果となっ

た。 

その他の指標については、目標を達成

した。 

 

＜業務運営上の課題及び改善方策＞ 

確実な退職金の支給に向けて、原因分

析を行い、引き続き未請求者に対する請

求手続きの要請を行うなど、状況に応じ

た取組を行う必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見） 

・「確実な退職金の支給に向けた取組」

に関する目標について、幾らでもコスト

を掛けて良いわけではない、目標達成の

ためにこの取組に更にコストを掛ける

のであれば、目標自体の見直しというこ

とも必要ではないかと思う。 
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（１）加入促進

対策の効果的実

施 

【重要度 高】 

 

 

 

 

加入促進に当

たっては、中小

企業退職金共済

制度が従業員の

福祉の増進と中

小企業の振興に

寄与することを

十分踏まえつ

つ、制度を長期

的に持続可能と

するために必要

な被共済者数を

安定的に確保す

ることを目的と

して、以下の取

組を実施するこ

と。 

加入企業、非

加入企業それぞ

れに対するアン

ケート調査を実

施してその結果

を分析し、その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進

対策の効果的実

施 

【重要度 高】 

 

① 加入促進対

策の実施 

 

加入促進に当

たっては、中小

企業退職金共済

制度が従業員の

福祉の増 進と

中小企業の振興

に寄与すること

を十分踏まえつ

つ、制度を長期

的に持続可能と

するために必要

な被共済者数を

安定的に確保す

ることを目的と

して、以下の取

組を実施する。 

加入企業、非

加入企業それぞ

れに対するアン

ケート調査を実

施してその結果

を分析し、その

分析に基づき、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対

策の効果的実施 

 

 

 

① 加入促進対策

の実施 

 

加入促進に当た

っては、中小企業

退職金共済制度が

従業員の福祉の増 

進と中小企業の振

興に寄与すること

を十分踏まえつ

つ、制度を長期的

に持続可能とする

ために必要な被共

済者数を安定的に

確保することを目

的として、以下の

取組を実施する。 

加入企業、非加

入企業それぞれに

対するアンケート

調査を実施して、

その結果を前年度

の調査結果も踏ま

え分析し、その分

析に基づき、広報

の対象、内容、手

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・加入企業、非加

入企業それぞれに

対するアンケート

調査の結果等を活

用し、加入勧奨対

象を的確に把握し

た上で、効率的か

つ効果的な加入促

進対策を実施して

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地方自治体、金

融機関、関係事業

主団体等との連携

強化等を行うな

ど、効率的かつ効

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対策の効果的実施 

 

 

 

 

①  加入促進対策の実施 

 

 

・新規加入企業へのアンケート調査として、新規加入企業（3,051所）に対し、アンケ

ート用紙を発送した（9/9）。その後、アンケート集計結果と前年度（令和５年度）の

実態調査結果等を踏まえ分析を行い、その結果を本部内で共有したほか、分析結果に

基づき、来年度（令和７年度）の広報の対象、内容、手段等について効率的かつ効果

的な加入促進対策を検討した。来年度（令和７年度）も引き続き、加入率を踏まえて

特定のターゲット（例：地域・業種・従業員規模等を絞る）に重点をおいた対策を試

行する。 

・「退職金実態調査」及び「非加入企業の関係者へのインターネットアンケート調査」

においては、令和７年３月末までに調査結果を集計、前年度の調査結果も踏まえ分析

し、報告書を完成させた。また、「退職金実態調査」における概要版の作成に当たって

は、広報資料として活用することを念頭に内容を検討した（ホームページ掲載は令和

７年４月）。 

・集中的な広報キャンペーンを展開し、その効果の検証結果を分析し、来年度に実施

するキャンペーンの調達仕様に活用した。 

・Ｗｅｂ会議システムについて、制度説明会や未加入企業への個別相談以外に委託事

業主団体向け説明会や特定退職金共済事業を廃止した団体からの資産移換に関する相

談対応及び関係機関等が主催する会合にて制度説明会等についても活用した。 

・加入率を踏まえて特定のターゲット（例：地域・業種・従業員規模等を絞る）に重点

をおいた対策として、加入率の低い地域について積極的に職員が訪問し、全国平均に近

づけられるよう行政機関や事業主団体等に協力要請を行った他、加入率の低い業種（宿

泊業）に絞った対策の在り方について試行した結果、関係団体の約半数以上についてチ

ラシの配布や各種会議等での説明時間の確保などの協力を得られた。協力を得られた

関係団体については継続的に訪問し、より協力関係をより深めて、加入促進活動を進め

度 0.5％以下とすること

に関しては 0.59％と未

達であったが、高額者の

構成比がおおむね同等

であった令和２年度か

ら令和４年度までと比

較すると、高水準の額を

支払うことができた。 

（請求者数 

R2:1,728人 

R3:1,613人 

R4:1,715人 

R5:1,615人 

R6:1,784人 

退職金支払額 

R2:1,030百万円 

R3: 997百万円 

R4:1,008百万円 

R5:1,179百万円 

R6:1,047百万円）。 

これらを踏まえ、Ｂ

評価とする。 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・アンケート集計結果

と前年度の調査結果を

踏まえ分析を行い、そ

の結果を本部内で共有

することのほか、分析

した結果に基づき、来

年度の広報の対象、内

容、手段等について効

率的かつ効果的な加入

促進対策を検討した。

来年度（令和７年度）

も引き続き、加入率を

踏まえて特定のターゲ

ット（例：地域・業

種・従業員規模等を絞

る）に重点をおいた対

策を試行する。 

 

 

・東京都等主催の「産

業交流展」にブースを

出展したほか、都道府

県及び市区町村や中小

企業事業主団体等が開
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分析に基づき、

広報の対象、内

容、手段等を検

討し、効率的か

つ効果的な加入

促進対策を講ず

ること。 

 また、集中的

な広報キャンペ

ーンを展開し、

その効果の検証

結果を活用する

とともに、Ｗｅ

ｂ会議システム

やオンライン説

明会の活用を図

ること。 

 地方自治体、

金融機関、関係

事業主団体等と

の連携強化等を

行うなど、引き

続き、中期計画

に定める効率的

かつ効果的な加

入促進対策を講

ずること。 

 

【指標】 

・中期目標期間

中に新たに加入

する被共済者数

を165万人以上と

すること。 

・個別事業主に

対する勧奨を普

及推進員１名あ

たり平均月17件

以上行うこと。 

・説明会（オン

ライン説明会含

む。）の回数24

回以上及び参加

者数300人以上と

すること。 

 

[目標設定等の考

え方] 

・過去の実績

を、労働需給要

因、長期的トレ

ンド、制度変更

要因、コロナ禍

の影響等により

広報の対象、内

容、手段等を検

討し、効率的か

つ効果的な加入

促進対策を講ず

る。 

また、年に１

度、集中的な広

報キャンペーン

を展開し、その

効果の検証結果

も活用する。 

Ｗｅｂ会議シ

ステムについて

は、そのコスト

効率性等を踏ま

え、一層の活用

方法を検討、実

施する。 

制度の安定的

な運営のために

は、安定的に被

共済者が増加し

ていくことが要

諦であることか

ら、オンライン

説明会の更なる

活用等を進め

る。      

地方自治体、

金融機関、関係

事業主団体等と

の連携強化等を

行うなど、引き

続き効率的かつ

効果的な加入促

進対策を講ず

る。 

勤労者財産形

成事業本部等他

の事業本部や、

独立行政法人中

小企業基盤整備

機構等他機関と

連携した施策も

検討・実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

段等を検討し、効

率的かつ効果的な

加入促進対策を講

ずる。特に、加入

率を踏まえて特定

のターゲット

（例：地域・業

種・従業員規模等

を絞る）に重点を

おいた対策のあり

方を検討、試行す

る。 

集中的な広報キ

ャンペーンを展開

し、その効果の検

証結果も活用す

る。 

Ｗｅｂ会議シス

テムを用いたオン

ライン説明会や個

別相談など、その

コスト効率性等を

踏まえ、一層の活

用を促進する。 

地方自治体、金

融機関、関係事業

主団体等との連携

強化等を行うな

ど、引き続き、中

期計画に定める効

率的かつ効果的な

加入促進対策を講

ずる。 

勤労者財産形成

事業本部等他の事

業本部や、独立行

政法人中小企業基

盤整備機構等他機

関と連携した施策

も検討・実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果的な加入促進対

策を実施している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・勤労者財産形成

事業本部等他の事

業本部や、独立行

政法人中小企業基

盤整備機構等他機

関と連携した施策

を検討・実施して

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ていく。 

・オンライン説明会に参加した関係団体の参加者属性の分析を行った。また、アンケ

ート結果により要望があった委託事業主団体向けの説明会を新たにオンラインにて実

施した（２回）。 

・地方自治体、金融機関、関係事業主団体等との連携強化等を行い、効率的かつ効果

的な加入促進対策を以下のとおり実施した。 

〇東京都等主催の「産業交流展」(11/20～11/22）に参加し、ブースを出展した（チ

ラシ等配布数1,200部以上）。 

○都道府県及び市区町村や中小企業事業主団体等が開催する各種会議でパンフレッ

トの配布を行う等、制度の周知広報を行った。 

〇地域に密着した金融機関を定期的に訪問し、金融機関による加入促進活動への協

力の要請を行った(64行)。 

・勤労者財産形成事業本部等他の事業本部や、独立行政法人中小企業基盤整備機構等

他機関と連携した施策を以下のとおり実施した。 

〇「福祉情報」（No.1097号 2/15）に勤労者財産形成促進事業と共同で制度の広告を

掲載した。 

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携し、双方のホームページに互いのバナ

ーを設置した（10/1～翌年9/30）。 

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構主催の「新価値創造展in 未来モノづくり国際

EXPO 2024」(11/13～11/15）の会場で資料(チラシ)を設置した(200部)。 

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構の冊子「経営セーフティ共済 共済便利帳」に

中退共制度に関する記事を掲載し、中小企業倒産防止共済の契約者（約60万人）に

発送された（令和７年２月～）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催する各種会議でパン

フレットの配布を行う

等、制度の周知広報を

行った。 

また、地域に密着し

た金融機関を定期的に

訪問、電話又は文書に

より金融機関による加

入勧奨を要請した(64

行)。 

 

・「福祉情報」に財産形

成促進事業と共同で制

度の広告を掲載する、

独立行政法人中小企業

基盤整備機構と連携し

双方のホームページに

互いのバナーを設置す

る、同機構主催の「新

価値創造展 in 未来モノ

づくり国際 EXPO 2024」

の会場で資料(チラシ)

を設置する、同機構の

冊子「経営セーフティ

共済 共済便利帳」に中

退共の記事を掲載する

等他機関と連携した施

策を検討・実施した。 
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回帰分析した推

計を踏まえ、中

小企業における

退職金制度の導

入状況等も考慮

し、指標を設定

することとす

る。 

※前中期目標期

間中に新たに加

入した被共済者

数（2018（平成

30）年度～2022

（令和４）年12

月末現在）179.9

万人 

・個別事業主に

対する勧奨につ

いては、従来の

対面方式では実

施が難しかった

遠隔地所在の事

業主への対応

や、新型コロナ

ウイルス等の感

染症拡大により

訪問が困難にな

った場合の代替

手段として対面

方式に限らない

電話等による勧

奨を行うことを

踏まえ、指標を

設定することと

する。 

・説明会につい

ては、遠隔地所

在の事業主の参

加が可能となる

ことのほか、会

場設営や出張等

の費用節減効

果、新型コロナ

ウイルス等の感

染症拡大時にも

開催が可能にな

ること等に鑑

み、オンライン

開催を基本とし

て、指標を設定

することとす

る。 

 

【重要度 高】 

イ 広報資料等

による周知広報

活動 

 

ⅰ）制度内容・

加入手続等を掲

載したパンフレ

ット・ポスター

等の広報資料を

配布するととも

に、ホームペー

ジやマスメディ

ア等を活用した

一般の中小企業

退職金共済（以

下「中退共」と

いう。）制度の周

知広報を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報資料等に

よる周知広報活動 

 

 

ⅰ）制度内容・加

入手続等を掲載し

たパンフレット・

ポスター等の広報

資料を配布すると

ともに、ホームペ

ージでの説明会動

画の配信やマスメ

ディア等を活用し

一般の中小企業退

職金共済（以下

「中退共」とい

う。）制度の周知

広報を実施する。 

 実施に際して

は、過去の広報キ

ャンペーンの結果

や経験を活用し、

実効性、効率性の

改善を図る。例え

ば、広報媒体の種

類や内容は、費用

対効果や訴求対象

を意識して決定す

る。 

併せて、機構が

令和５年度に開設

したＳＮＳアカウ

ントを活用し、Ｓ

ＮＳによる制度の

周知広報を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・パンフレット・

ポスター等の広報

資料の内容につい

て、期待する役割

を明確化し、訴求

対象、訴求内容を

意識した見直しを

行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報資料等による周知広報活動 

 

 

 

ⅰ） 

・作成したポスター・チラシを加入促進強化月間前に関係官公庁及び関係事業主団体

等に発送した(9/2)。 

・ホームページにおいて、制度内容・制度説明会の開催、掛金補助を実施している助

成自治体等の情報を掲載した。 

・ホームページ及び特設サイトに制度紹介用動画へのリンクを掲載し、YouTubeで配信

した（アクセス件数：9,098件）。 

・Facebook＆Instagram広告配信を実施した。 

  6/1～6/30・30日間  

  表示回数       494,109回 

  クリック数        11,015回 

  平均クリック率      2.23% 

・加入促進強化月間に複数のメディアを用いた広報キャンペーンを行うと共に、メデ

ィア別の効果測定等を実施する業務を公募、総合評価落札方式の一般競争入札により

広告代理店を選定した。 

・有効な広報活動を行うため、広告代理店も活用し、以下のような複数のメディアを

用いた広報キャンペーンを実施した。 

① インターネット広告 

・ADMATRIX、Facebook、Instagram、Yahoo!ディスプレイ広告、ADMATRIX 

TrueView、リスティング広告において、バナー・動画・テキスト広告を配信(10/1

～10/31) 

・Ｗｅｂメディアへのニュースリリース配信(10/1) 

・特設サイトの開設(10/1～翌年9/30) 

・昨年度作成・放送したパブリシティ動画「ＢＳフジ ビジネスボード」を継続活用

し配信(10/1～翌年 9/30) 

② テレビ広告（全国放送) 

・テレビ朝日でＣМ放送(30 秒・５回)(10/1～31) 

・ＢＳ朝日・ＢＳテレ東・ＢＳフジのＣМ 

放送(15秒・150回)(10/1～31) 

③ 紙媒体広告（全国紙・専門紙の朝刊） 

・読売新聞への広告掲載(10/3・10/8) 

・観光経済新聞への広告掲載(10/7・10/21) 

④ メール広告 

・税理士ドットコムの登録税理士に対し配信（10/3 約4,600通） 

⑥ 創業手帳（起業家向け媒体）の活用 

・「創業手帳（冊子）」への広告掲載（10月、11月、12月・各月約 15,000部配布） 

・「創業手帳ＷＥＢ」への記事掲載（10/1～） 

・「創業手帳.ｊｐ」にて資料請求フォームの設置及び資料請求者情報の共有（10月、

11月・資料請求件数 856件） 

・インターネットを用いた広告の配信結果を分析し、より効果的かつ効率的な周知広

報の方法を検討した。 

・ディスプレイ広告を実施した。 

 1/24～3/14・50日間 

 表示回数    31,300,319回 

 クリック数          57,262回 

 平均クリック率         0.18% 

・加入促進月間において、厚生労働省のＳＮＳ等(X(旧Twitter)・Facebook・プレスリ

リース・人事労務マガジン）に広告を掲載した。 

・コロナ禍等で出展を自粛していた産業交流展（11/20～11/22）にて、来場者を対象

とした機構が開設したＳＮＳのフォロワー獲得を積極的に行う等、アカウントを活用

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・統一感のある広報活

動を展開するためにポ

スター・チラシを広報

キャンペーンの中に組

み入れた。広報キャン

ペーンでは、退職金制

度の保有率の低い個人

事業主、新規創業事業

主、加入を躊躇してい

る事業主や業種を特化

した小規模事業者等に

対し、効率的に訴求し

得るメディアを組み込

んだ。 

また、前年度（令和

５年度）の広報キャン

ペーン後の調査結果等

を踏まえ、接触率の高

かった、インターネッ

ト広告、テレビ・新聞

広告等を必須業務とし

幅広いメディア構成を

採用した。 

また、前年度（令和

５年度）に引き続き財

務基盤の強さと資産運

用の堅実性、確実な退

職金支払（租税債務に

も優先すること）を訴

求ポイントとして取り

上げた。 
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一般の中小企

業退職金共済制

度を長期的に持

続可能とするた

めには被共済者

数の安定的な確

保が不可欠であ

ることから、重

要度を高とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）関係官公庁

及び関係事業主

団体等に対し

て、広報資料の

窓口備え付け、

ポスター等の掲

示及びこれらの

機関等が発行す

る広報誌等への

中退共制度に関

する記事の掲載

を依頼する。 

 

ロ 個別事業主

に対する加入勧

奨等 

 

ⅰ）機構が委嘱

した普及推進員

等により、各種

相談等に対応す

るとともに、個

別事業主に対す

る加入勧奨（訪

問・電話等）を

１人あたり平均

月 17件以上行

う。また、説明

会（オンライン

説明会含む。）を

24回以上開催

し、300人以上

の参加者に中退

共制度を説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）関係官公庁及

び関係事業主団体

等に対して、広報

資料の窓口備え付

け、ポスター等の

掲示及びこれらの

機関等が発行する

広報誌等への中退

共制度に関する記

事の掲載を依頼す

る。 

 

 

ロ 個別事業主に

対する加入勧奨等 

 

 

ⅰ）機構が委嘱し

た普及推進員等も

活用し、各種相談

等に対応するとと

もに、個別事業主

に対する加入勧奨

（訪問・電話等）

を１人あたり平均

月 17件以上行

う。また、説明会

（オンライン説明

会含む。）を 24回

以上開催し、300

人以上の参加者に

中退共制度を説明

する。 

 具体的には、職

員及び普及推進員

等が、無料相談の

対象地域において

訪問活動を実施す

るほか、遠隔地の

非対象地域につい

ても、電話やＷｅ

ｂ会議システムを

利用して相談に対

応する。また、未

加入事業所を対象

とした機構主催の

制度説明会につい

ては、Ｗｅｂ会議

システムを活用し

て開催する。さら

に、制度説明会参

加事業所に対し、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・個別事業主に対

する勧奨を普及推

進員１名あたり平

均月 17件以上行

うこと。 

 

・説明会（オンラ

イン説明会含

む。）の回数 24回

以上及び参加者数

300 人以上とする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、ＳＮＳによる制度、説明会及び加入促進強化月間等の周知広報を実施した。 

 

ⅱ） 

・関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備え付け、ポスター等

の掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等への中退共制度に関する記事の掲載を

依頼した。 

（年度当初に行った普及促進依頼 608件） 

（広報誌等への無料記事掲載依頼 6,574件） 

・職員及び普及推進員等が関係機関に対して、記事掲載を依頼(2,486件)。 

（内訳 職員：226件、普及推進員等：2,260件） 

・昨年度広報誌等への無料記事掲載に協力いただいた団体をホームページに掲載した 

（6/3・令和５年度分 1,307団体）。 

 

 

 

ロ 個別事業主に対する加入勧奨等 

 

 

 

ⅰ） 

・機構が委嘱した普及推進員等を活用し、各種相談等に対応するとともに、個別事業

主に対する加入勧奨を１人あたり平均17件以上として以下の取組を行った。 

・普及推進員等による勧奨件数 

(４・５月 44人、６～10月 46人、11月～12月 47人、１月 46人、２・３月 45人)   

１人あたりの月平均勧奨数は18.7件 

・平均訪問件数が目標に達していない普及推進員、新任や件数が鈍化している普及推

進員等に対して、目標を達成するために未加入企業訪問の方法等の指導を行った。 

・未加入事業所を対象としたオンライン説明会を24回開催し、参加人数は798人であっ

た。 

・オンライン説明会実施後おおむね２か月経過時に、未加入事業所(既加入の事業所、

説明会参加理由が制度の勉強のための事業所及び説明会参加後に無料相談の申込みを

行った事業所を除く)に対してフォローアップを実施した（116件）。 

・オンライン説明会の集客数を増やすために以下の施策を行った。 

・説明会１回毎の参加者増を目標とし、以下の関係機関等を通じて制度説明会開催案

内の周知依頼を行った（７団体）。 

 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 

 日本商工会議所 

 一般社団法人TKC企業共済会 

 一般社団法人全国青色申告会総連合 

 全国商工会連合会 

 日本税理士協同組合連合会 

 全国中小企業団体中央会 

・「説明会を知ったきっかけ」が「説明会開催案内チラシによって」という回答が多い

傾向となっていることから、令和５年度下期に引き続き、関係機関にオンライン説明

会の案内チラシをデータ提供し配布を依頼したことで、案内チラシを昨年度より多く

配布することができた。  

前年度（令和５年度）31,752部 

今年度（令和６年度）86,050部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構が委嘱した普及

推進員等１人あたりの

月平均勧奨数は 18.7件 

 

 

 

・未加入事業所を対象

とした説明会（オンラ

イン説明会含む。）を 24

回開催し、参加人数は

798人であった。 

「説明会を知ったきっ

かけ」が「説明会開催

案内チラシによって」

という回答が多い傾向

となっていることか

ら、令和５年度下期に

引き続き、関係機関に

オンライン説明会の案

内チラシをデータ提供

し配布を依頼したこと

で、案内チラシを昨年

度より多く配布するこ

とができた。 

前年度（令和５年度）

31,752部 

今年度（令和６年度）

86,050部 
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ⅱ）機構から加

入促進業務を受

託した事業主団

体等や業界団体

との情報交換や

連携により加入

促進活動の実効

性・効率性の向

上を図る。 

既加入事業主

に対し、定期的

な文書送付等に

より追加加入手

続を促す。 

厚生労働省の

支援を得つつ、

関係機関等との

連携の下、全国

的な加入促進を

図るとともに、

データに基づき

地域によるメリ

ハリを利かせた

施策を講じ、効

果的かつ効率的

な加入促進活動

を展開する。 

地域に密着し

た金融機関を定

期的に訪問し、

金融機関に対し

加入促進活動へ

の協力の要請を

行う。 

 

ハ 各種会議、

研修会等におけ

る加入勧奨等 

 

関係官公庁及

び関係事業主団

体等が開催する

各種会議、研修

会等において、

制度内容や加入

手続等の説明を

行うなど、制度

適時適切なフォロ

ーアップを実施

し、新規加入の後

押しを図る。 

 

 

 

ⅱ）機構から加入

促進業務を受託し

た事業主団体等や

業界団体との情報

交換や連携により

加入促進活動の実

効性・効率性の向

上を図り、個別事

業主に対する加入

促進として以下の

取組を行う。 

既加入事業主に

対し、定期的に追

加申込書を配布す

るなどして追加加

入手続を促進す

る。 

厚生労働省の支

援を得つつ、関係

機関等との連携の

下、全国的な加入

促進活動を展開

し、都道府県別の

加入率等を踏ま

え、効率的かつ効

果的な施策を講じ

加入促進活動を展

開する。 

地域に密着した

金融機関を定期的

に訪問し、金融機

関に対し加入促進

活動への協力の要

請を行う。 

 

ハ 各種会議、研

修会等における加

入勧奨等 

 

ⅰ）厚生労働省の

関係機関が開催す

る各種会議等で、

制度内容や加入手

続等の説明を行う

など、制度の周知

広報及び加入勧奨

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 

・一定期間追加加入のない既加入事業所を対象に追加申込書を送付した（54,819件）。 

・新たに委嘱した普及推進員等のフォローアップのため、従来のＷｅｂでの新任会議

の代わりに実地研修として関係機関・事業所訪問等を行った。 

・ 拠点地域(首都地域、東海地域及び近畿地域)にて特別相談員会議を各地域にて実施

し、効率的効果的な加入促進活動について検討（首都地域、東海地域及び近畿地域に

おいて各３回実施）。 

・有益な情報（特定のターゲットへの訴求ポイントや新たにターゲットになりうる業

種・業界の討論等）について、効果的かつ効率的な活動につなげるよう、全国会議に

て普及推進員等に情報共有し加入促進活動を行った。 

・普及推進員・特別相談員については、６グループに分けてブロック会議を開催し、

加入率の低い業種・業界（宿泊業）に対する加入促進活動の中間報告を行うととも

に、引き続き来年度に向けて特定のターゲットへの訴求ポイントや新たにターゲット

になりうる業種・業界の討論等を行った。 

・厚生労働省の支援を得て、全国の公共職業安定所(436所)、よろず支援拠点(23所)、

年金事務所(320所)、街角の年金相談センター(80所)及び働き方改革推進支援センター

(47所)にポスター・チラシを発送した(9/13)。 

・10/1発行の月刊誌「しんきん経営情報」へ中退共制度の広告を掲載した（38,600

部）。 

・地域に密着した金融機関を定期的に訪問し、金融機関による加入促進活動への協力

の要請を行った(64行)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

 

 

 

ⅰ）都道府県労働局を訪問し、説明会等での時間の確保及びパンフレットの配布を依

頼した（43都道府県）。 
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の普及及び加入 

勧奨を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 集中的な加

入促進対策の実

施 

毎年度加入促

進強化月間を設

定し、厚生労働

省の支援を得つ

つ、期間中、全

 

ⅱ）都道府県及び

市区町村が開催す

る各種会議等で、

制度内容や加入手

続等の説明を行

う。 

 

ⅲ）中小企業事業

主団体、関係業界

団体等が開催する

各種会議等で、制

度の説明や周知広

報活動への協力要

請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）独立行政法人

中小企業基盤整備

機構等が開催する

ベンチャー企業・

新規創業企業等を

対象としたイベン

ト等へ資料の設置

等を依頼する一

方、当機構でも同

機構等からの同様

の要請に応じるな

ど、関連機関と協

力して制度の周知

広報活動を実施す

る。 

 

ニ 集中的な加入

促進対策の実施 

 

10月を加入促

進強化月間とし、

厚生労働省の支援

を得つつ、期間

中、次のような活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）都道府県及び市区町村が開催する会議等で、制度の周知広報や加入手続等の説明

を行った（39回）。 

（内訳 東京都 22回、石川県 13回、埼玉県 ３回 岐阜県 １回） 

 

 

 

 

ⅲ）中小企業事業主団体、関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度内容や加入

手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨等の協力を要請した（42回）。 

内訳 

全国青色申告会総連合           11回 

 商工会連合会 

（東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県(３回)、滋賀県(３回)） ９回 

 商工会議所連合会（千葉、埼玉）  ２回 

労働保険事務組合連合会 

（千葉支部、石川支部、大阪支部、滋賀支部）４回 

一般社団法人TKC企業共済会     ５回 

日本税理士協同組合連合会     １回 

滋賀県税理士協同組合       １回 

 愛知県中小企業団体中央会     １回 

群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 １回 

和光市商工会           １回 

浦和青色申告会          １回 

伊勢労働基準協会         １回 

大和信用金庫           １回 

 働き方改革推進支援センター 

（愛知、奈良、岡山）       ３回 

 

 

ⅳ） 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構主催の「新価値創造展in 未来モノづくり国際

EXPO 2024」(11/13～11/15）の会場で資料(チラシ)を設置した(200部)。 

・東京都等主催の「産業交流展」(11/20～11/22）に参加し、ブースを出展した。（配

布数1,200部以上） 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携し、双方のホームページに互いのバナー

を設置した（10/1～翌年9/30）。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の冊子「経営セーフティ共済 共済便利帳」に中

退共制度に関する記事を掲載し、中小企業倒産防止共済の契約者（約60万人）に発送

された（令和７年２月～）。 

 

 

 

 

 

 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

 

 

10月を加入促進強化月間とし、厚生労働省の支援を得つつ、期間中、次のような活

動を行った。 
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国的な周知広報

活動等を集中的

に展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動を行う。 

 

ⅰ）広報媒体を総

合的・有機的に組

み合わせ、また、

新たな取組として

加入率を踏まえた

特定のターゲット

（例：地域・業

種・従業員規模等

を絞る）に対する

訴求も含めて、集

中的に展開するこ

とで、より効果的

かつ効率的な周知

広報活動等を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）加入促進強化

月間における周知

広報活動や各種ア

ンケート等の実施

結果を検証し、翌

年度における周知

広報活動の改善施

策を策定する。 

 

ⅲ）６月を加入促

進強化サブ月間と

位置づけ、関係機

関等に対して加入

促進協力依頼及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・周知広報活動等

の実施結果を検証

し、翌年度におけ

る内容改善施策を

策定したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ） 

・６年度版のポスター・チラシの制作にかかる調達を加入促進強化月間に行う広報一

式業務に含めて総合評価落札方式で実施し、業者を決定した（6/10）。 

・作成したポスター・チラシを加入促進強化月間前に関係官公庁及び関係事業主団体

等に発送した（9/2）。 

 ポスター：16,810枚、チラシ：555,570枚 

・有効な広報活動を行うため以下のような複数のメディアを用いた広報キャンペーン

を実施。 

① インターネット広告 

・ADMATRIX、Facebook、Instagram、Yahoo!ディスプレイ広告、ADMATRIX 

TrueView、リスティング広告において、バナー・動画・テキスト広告を配信(10/1

～10/31) 

・Ｗｅｂメディアへのニュースリリース配信(10/1)  

・特設サイトの開設(10/1～翌年 9/30) 

・昨年度作成・放送したパブリシティ動画「ＢＳフジ ビジネスボード」を継続活用

し配信(10/1～翌年 9/30) 

② テレビ広告（全国放送) 

・テレビ朝日でＣМ放送(30 秒・５回)(10/1～31) 

・ＢＳ朝日・ＢＳテレ東・ＢＳフジのＣМ 

放送(15秒・150回)(10/1～31) 

③ 紙媒体広告（全国紙・専門紙の朝刊） 

・読売新聞への広告掲載(10/3・10/8) 

・観光経済新聞への広告掲載(10/7・10/21) 

④ メール広告 

・「税理士ドットコム」の登録税理士に対し配信（10/3・約4,600通） 

⑤創業手帳（起業家向け媒体）の活用 

・「創業手帳（冊子）」への広告掲載（10月、11月、12月・各月約 15,000部配布） 

・「創業手帳ＷＥＢ」への記事掲載（10/1～） 

・「創業手帳.ｊｐ」にて資料請求フォームの設置及び資料請求者情報の共有（10月、

11月・資料請求件数 856件） 

・加入促進強化月間に向けて以下の取組を行った。 

 ・厚生労働省から関係省庁、都道府県知事、都道府県労働局長及び主な委託団体、

金融機関等の上部団体に月間の協力依頼を通知した（8/28・131件）。 

 ・関係機関及び関係団体宛てに協力依頼文書を発送した（9/2・理事長名：109所、

本部長名：7,874所）。 

 ・トップセールスについては、訪問及び挨拶状のいずれかにより関係機関への協力

依頼を実施した（23団体）。 

 

ⅱ）加入促進強化月間における周知広報活動や各種アンケート等の実施結果を検証

し、翌年度における周知広報活動の改善施策を策定した。具体的には、来年度に実施

するキャンペーンの調達仕様に活用し、引き続き加入率を踏まえて特定のターゲット

（例：地域・業種・従業員規模等を絞る）に重点をおいた対策を試行する。 

 

 

 

 

 

ⅲ） 

・関係機関等に対して広報誌等への無料記事掲載依頼を送付した（5/31 6,574件）。 

・職員及び普及推進員等が関係機関等に対して、記事掲載依頼を実施した(1,141件)。 

（内訳 職員：226件、普及推進員等：915件） 

・トップセールスについては、訪問により関係機関への協力依頼を実施した（７団

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・周知広報活動等の実

施結果を検証し、翌年

度（令和７年度）にお

いては、広報媒体を総

合的・有機的に組み合

わせるとともに、引き

続き加入率を踏まえた

特定のターゲット

（例：地域・業種・従

業員規模等を絞る）に

対する訴求も含めて、

集中的に展開すること
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ホ 他制度と連

携した加入促進

対策の実施 

 

独自に掛金の

助成・補助制度

を実施する地方

公共団体等の拡

大・充実を働き

かける。 

 

 

 

 

 

② 加入促進対

策の検証と見直

し 

 

講じた加入促

進対策の効果に

ついては、機構

内の統計の分析

に加え、ホーム

ページや相談セ

ンター、各コー

ナーに寄せられ

た意見・要望、

さらには、各種

アンケートや中

小企業事業主団

体・関係業界団

体及び関係労働

団体の有識者か

らの機構の業務

運営に対する意

見・要望等も積

極的に収集して

活用し、検証等

を行う。 

効果の検証結

果を踏まえ、毎

年度、加入促進

対策の見直しを

実施する。 

 

 

 

 

 

 

広報誌等への記事

掲載依頼を行う。 

 

ホ 他制度と連携

した加入促進対策

の実施 

 

地方公共団体等

に対し、独自の掛

金の助成・補助制

度の導入・拡充を

働きかける。その

際の説得材料とす

るため、独自の掛

金の助成・補助制

度導入の効果につ

いて分析する。 

 

② 加入促進対策

の検証と見直し 

 

加入促進対策に

ついては、以下の

とおり、継続的に

効果の分析・検証

を行い、その結果

を踏まえ、所要の

見直しを実施す

る。 

ホームページや

相談センター、各

コーナーに寄せら

れた意見・要望及

び各種アンケート

等による意見・要

望、中小企業事業

主団体・関係業界

団体及び関係労働

団体等からの機構

の業務運営に対す

る意見・要望等を

積極的に収集し、

加入促進対策に活

用する。 

制度説明会につ

いては、一時期に

集中させるのでは

なく、年間を通し

開催できるよう調

整するほか、申込

状況に応じて弾力

的に開催する。関

係団体及び業界団

体等との連携も含

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体）。 

 

 

ホ 他制度と連携した加入促進対策の実施 

 

 

 

・職員及び普及推進員等が地方公共団体等に対して、独自の掛金助成・補助制度の拡

大・充実の働きかけを実施した。 

・助成自治体等の独自の掛金助成・補助内容をまとめた「掛金助成自治体等による中

小企業退職金共済掛金補助制度の概要」を作成し送付した(10/8)。 

・独自の掛金助成・補助制度未実施の自治体に対して、導入・拡充を働きかけるた

め、助成導入による新規加入数の伸び率や助成制度実施自治体に対するアンケート調

査から得た地域の中小企業の活性化などの有用性や他の自治体の補助内容を活用した

助成導入の契機など、助成制度導入による効果を総合的に分析し、助成導入の有効性

を反映した新たな資料を作成し中退共制度の普及及び掛金の助成・補助制度の導入に

ついての勧奨文書を81市町村に発送した(11/18)。 

 

② 加入促進対策の検証と見直し 

 

 

加入促進対策については、下記のとおり、継続的に効果の分析・検証を行い、その

結果を踏まえ、所要の見直しを実施した。 

・年１回発行している共済契約者向け情報誌「中退共だより」の綴じ込みはがきに中

退共制度の内容及び運営に関するご意見欄を設け、意見・要望を収集及び分析を行

い、その結果を普及推進員・特別相談員とも共有し、加入促進活動や広報キャンペー

ンの企画に活用した。 

・インターネット広告（バナー・動画・テキスト広告等）については、前年度の結果

を検証し、配信対象を見直しつつ配信を実施した。 

・コロナ禍等で出展を自粛していた東京都等主催の「産業交流展」(11/20～11/22）に

参加し、ブースを出展した。産業交流展（11/20～11/22・３日間）に参加し、ブース

を出展した。（配布数1,200部以上） 

・各種広報施策については、広報キャンペーン後の調査結果を踏まえて改善策を検討

し、来年度に実施するキャンペーンの調達仕様に活用した。 

・ホームページ及び特設サイトに制度紹介用動画へのリンクを掲載し、YouTubeで配信

（アクセス件数：9,098件）。 

・オンライン説明会において従来の録画形式の配信からオンタイムによる説明に変更

した。 

・説明会の開催時期については月平均２回とし年間を通して開催し、オンライン説明

会の集客状況を踏まえ、前年度まで一回あたりの参加人数を限定していたが申込状況

に応じて弾力的に受け入れ開催した。 

・オンライン説明会とは別に、コロナ禍以降開催していなかった対面による説明会を

本部のある東京にて開催した（２回）。 

・オンライン説明会後のアンケート結果から、参加した関係団体の属性分析を行い、

要望があった委託事業主団体向けの説明会を新たにオンラインにて実施した。 

・オンライン説明会開催後に行うアンケート調査について、回収率や簡易性、利便性

を高めるためＷｅｂサービスを利用した回答方式を採用した。 

・「説明会を知ったきっかけ」が「説明会開催案内チラシによって」という回答が多い

傾向となっていることから、年度初から関係機関にオンライン説明会の案内チラシの

配布を依頼したことで多くの配布を行えたこともあり案内チラシを増版し昨年度に比

べ配布数が倍増した。 

・簡易的な制度紹介用動画を作成し、説明会への参加を促すようホームページのオン

ライン説明会の申し込みページに掲載した。 

・来年度の加入促進施策に活用するため、普及推進員・特別相談員によるヒアリン

で、より効果的かつ効

率的に周知広報活動等

を実施する内容改善施

策を策定した。 
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（２）サービス

の向上 

 

 加入者の利便

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 加入目標数 

 

最近における

加入状況、財務

内容及び中小企

業における産

業・雇用状況を

勘案して、中期

目標期間中に新

たに加入する被

共済者数を 165

万人以上とす

る。 

 

（２）サービス

の向上 

 

イ 加入者の利

めたあり方も検討

し、新たな取組も

試行する。また、

説明会動画の配信

及び説明会への参

加申込をホームペ

ージ上で完結でき

るような参加手続

きの簡便化を実施

する。さらに、制

度説明会後に行っ

ているアンケート

調査についても、

説明内容はもとよ

り加入促進活動全

体の改善に活用で

きるように見直し

を行う。 

普及推進員等と

の情報共有のあり

方についても、費

用対効果、効率性

の観点から見直し

を行い、改善可能

であれば実施す

る。 

事業主団体等か

ら加入促進活動の

状況について情報

を収集、分析し、

適宜関係者と情報

を共有するととも

に、必要に応じて

対策を講ずる。 

 

 

③ 加入目標数 

 

2024（令和６）

年度に新たに加入

する被共済者数の

目標を、34万

5,000人以上とす

る。 

 

 

 

 

 

 

（２）サービスの

向上 

 

イ 加入者等が行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

 

・2024（令和６）

年度に新たに加入

する被共済者数の

目標を、34万

5,000人以上とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

グ・アンケート調査を実施、関係団体からの業務運営に対する意見・要望等を積極的

に収集し、加入促進対策として情報を共有した。 

・普及推進員等とは、費用対効果及び効率性の観点から引き続き改善について検討を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 加入目標数 

 

年間目標 345,000人以上に対し加入実績 354,647人、達成率は 102.8％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サービスの向上 

 

 

イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年間目標 345,000人

以上に対し加入実績

354,647人、達成率は

102.8％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する
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性の向上及び機

構内の事務処理

の簡素化・迅速

化を図る観点か

ら、諸手続、事

務処理等の妥当

性を継続的に点

検し、必要に応

じて見直しを行

うこと。 

 令和７年末ま

でに手続のオン

ライン化を進め

ること。 

 また、契約及

び退職金給付に

当たり、引き続

き、厳正かつ迅

速な審査を実施

すること。 

 相談コーナー

及びホームペー

ジにおける相談

内容及び意見・

苦情等のほか、

ホームページ閲

覧者等の満足度

調査の結果を、

コールセンター

等の相談業務及

びホームページ

のコンテンツの

改善に反映させ

ること等によ

り、相談業務及

び情報提供の質

を向上させるこ

と。 

 

【指標】 

退職金請求に

ついて、受付日

から18業務日以

内に、退職金を

全数支給するこ

と。 

 

[目標設定等の考

え方] 

前中期目標の

水準を、退職金

請求の事務処理

期限の指標とし

て設定すること

便性の向上及び

機構内の事務処

理の簡素化・迅

速化を図る観点

から、諸手続、

事務処理等の妥

当性を継続的に

点検し、必要に

応じて見直しを

行う。 

2025（令和

７）年末までに

手続のオンライ

ン化を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 契約及び退

職金給付に当た

り、厳正な審査

を引き続き実施

しつつ、受付日

から 18業務日以

内（退職月の掛

金の納付が確認

されるまでの期

間を除く。）に退

職金を全数支給

する。 

 

 

ハ 相談業務に

ついては、相談

コーナー及びホ

ームページにお

ける相談内容及

び意見・苦情等

のほか、ホーム

ページ閲覧者等

の満足度調査の

結果を、コール

センター等の相

う諸手続や提出書

類の合理化を図る

とともに、機構内

の事務処理の簡素

化・迅速化を図る

観点から、諸手

続、事務処理等を

継続的に再点検

し、必要に応じて

見直しを行う。 

2025（令和７）

年末までに手続の

オンライン化を進

めるための検討を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 契約及び退職

金給付に当たり、

厳正な審査を引き

続き実施しつつ、

受付日から 18業

務日以内（退職月

の掛金の納付が確

認されるまでの期

間を除く。）に退

職金を全数支給す

る。 

 

 

 

ハ 相談業務につ

いては、相談コー

ナー及びホームペ

ージにおける相談

内容及び意見・苦

情等のほか、ホー

ムページ閲覧者等

の満足度調査の結

果を、コールセン

ター等の相談業務

及びホームページ

 

・加入者の利便性

の向上及び機構内

の事務処理の簡素

化・迅速化を図る

観点から、諸手続

及び事務処理等の

再点検を行い、必

要に応じて見直し

を実施している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・退職金請求につ

いて、受付日から

18 業務日以内

に、退職金を全数

支給すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・相談コーナー及

びホームページに

おける相談内容及

び意見・苦情等の

結果をコールセン

ター等の相談業務

及びホームページ

のコンテンツの改

善に反映させるこ

・共済契約解除及び掛金月額減額に係る被共済者の同意を証する方法を見直し、加入

者が利便性の高い方法を選択できるよう変更した。共済手帳・手続集を改訂し、令和

７年４月発行の中退共だより24号に掲載して周知を図った。 

 

・令和７年12月までに導入予定の中退共申請・届出等手続のオンライン化について、 

e-Gov利用に係るデジタル庁との調整を進めつつ、事務体制、事務フロー、作業場所

（「デジタル化作業室（仮）」）の検討等の要件定義から、開発業務や通信回線等の調達

に至る計画工程を完了させて導入工程に進み、ツール開発、「デジタル化作業室

（仮）」の工事等を実施した。 

 

・加入証明書電子申請・自動交付システムについて、郵送による交付依頼者に対し引

続きシステム稼働周知を行った（電子申請率96.3％、前年度96.0％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、退職金給付に

ついて、受付日から18業務日以内（退職月の掛金の納付が確認されるまでの期間を除

く。）に退職金を全数支給した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 

・相談業務について、懇切丁寧な対応を行うとともに、お客様サービスの更なる向上

の観点から、引き続きコールセンターで対応している相談内容の充実と知識の定着を

図るため、各課にコールセンターで回答できるようにするための更なるＦＡＱ見直し

を依頼、調整を行いＦＡＱを充実させた上で、コールセンター完結率65％以上の維持

を目指した。 

（コールセンター完結率69.1%、前年度67.3%）。 

・お客様サービスの一層の向上を図るため、職員を対象にコールセンターでの電話対

応等の講習を実施した（11/27 参加者10名）。 

・中退共制度加入証明書発行における電子申請システム関連機器更改に伴う構築役務

及び機材一式調達・保守業務にかかる調達を総合評価落札方式で実施し業者を決定し

措置＞ 

共済契約解除及び掛

金月額減額に係る被共

済者の同意を証する方

法を見直し、加入者が

利便性の高い方法を選

択できるよう変更し

た。共済手帳・手続集

を改訂し、令和７年４

月発行の中退共だより

24号に掲載して周知を

図った。 

手続のオンライン化

については、関係省庁

（厚生労働省、デジタ

ル庁）との調整を進め

たほか、事務体制、事

務フロー、作業場所

（「デジタル化作業室

（仮）」）の検討等の要

件定義から、開発業務

や通信回線等の調達に

至る計画工程を完了さ

せて導入工程に進み、

ツール開発、「デジタル

化作業室」の工事等を

実施した。 

 

 

 

・退職金給付にあた

り、厳正な審査を引き

続き実施しつつ、受付

日から 18業務日以内

（退職月の掛金の納付

が確認されるまでの期

間を除く。）に退職金を

全数支給した。 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・コールセンターのＦ

ＡＱを充実させたほ

か、退職金試算依頼に

ついて、郵送及びFAXに

よる受付に加え、ホー

ムページからも申込可

能な入力フォームを掲

載し、受付を開始した

（3/1）。 
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とする。 

※前中期目標期

間（2018（平成

30）～2022（令

和４）年度）に

目標として定め

た処理日数の最

終期限（業務

日）18日  

 

 加入促進活動

に携わる関係者

(普及推進員・特

別相談員）、関

係団体等の意

見・要望を定期

的に収集・聴取

するとともに、

各種統計の分析

を行うなど、現

況の把握に努

め、得られた情

報を整理・共有

し、より効果的

な活動につなげ

ること。 

 

【指標】 

毎年度１回以

上、関係団体等

からの意見・要

望の聴取及び情

報交換の結果を

とりまとめて分

析し、加入促進

に活用するこ

と。普及推進

員・特別相談員

については、年

７回以上、ブロ

ック会議等を開

催し、事業主の

意向や新たな動

向等に関する情

報を共有し、サ

ービスの向上や

加入促進に活用

すること。 

 

[目標設定等の考

え方] 

一般の中小企

業退職金共済制

度を取り巻く環

談業務及びホー

ムページのコン

テンツの改善に

反映させるこ

と、並びに対応

例等を定めた応

答マニュアルを

随時見直し、懇

切丁寧な対応を

徹底することに

より、相談業務

及び情報提供の

質を向上させ

る。 

 

ニ 加入促進活

動に携わる関係

者（普及推進

員・特別相談

員)、関係団体等

の意見・要望を

定期的に収集・

聴取するととも

に、加入促進に

係る各種統計の

分析を行うな

ど、現況の把握

に努め、掛金の

動向や非正規労

働者の加入状況

等得られた情報

を整理・共有

し、より効果的

な活動につなげ

る。 

具体的には、

毎年度１回以

上、関係団体等

からの意見・要

望の聴取及び情

報交換の結果を

とりまとめて分

析し、加入促進

に活用する。普

及推進員・特別

相談員について

は、年７回以

上、ブロック会

議等を開催し、

事業主との対話

の材料や業種や

規模による関心

事・反応の違い

等気付きや新た

のコンテンツの改

善に反映させるこ

と、並びに対応例

等を定めた応答マ

ニュアルを随時見

直し、懇切丁寧な

対応を徹底するこ

とにより､相談業

務及び情報提供の

質を向上させる。 

 

 

 

 

 

ニ 加入促進活動

に携わる関係者

（普及推進員・特

別相談員）、関係

団体等の意見・要

望を定期的に収

集・聴取するとと

もに、加入促進に

係る各種統計の分

析を行うなど、現

況の把握に努め、

掛金の動向や非正

規労働者の加入状

況等得られた情報

を整理・共有し、

より効果的かつ効

率的な活動につな

げる。 

具体的には、１

回以上、関係団体

等からの意見・要

望の聴取及び情報

交換の結果をとり

まとめて分析し、

加入促進に活用す

る。 

普及推進員・特

別相談員について

は、７回以上、ブ

ロック会議等を開

催し、事業主との

対話の材料や業種

や規模による関心

事・反応の違い等

気付きや新たな動

向に関する情報等

を共有し、加入促

進に活用する。 

 

と等により、相談

業務及び情報提供

の質を向上させた

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・加入促進活動に

携わる関係者（普

及推進員・特別相

談員）、関係団体

等の意見・要望並

びに各種統計等の

情報を整理・共有

し、より効果的か

つ効率的な加入促

進活動の検討を実

施したか。 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・毎年度１回以

上、関係団体等か

らの意見・要望の

聴取及び情報交換

の結果をとりまと

めて分析し、加入

促進に活用するこ

と。普及推進員・

特別相談員につい

ては、年７回以

上、ブロック会議

等を開催し、事業

主の意向や新たな

動向等に関する情

報を共有し、サー

ビスの向上や加入

促進に活用するこ

と。 

 

 

 

た（10/18)。 

・中小企業退職金共済事業本部コールセンター業務にかかる調達を総合評価落札方式

で実施し業者を決定した（11/1)。 

・退職金試算依頼について、郵送及びFAXによる受付に加え、ホームページからも申込

可能な入力フォームを掲載し、受付を開始した（3/1）。 

・利用者の利便性の一層の向上のため、ホームページ上から作成できる共済契約申込書

（新規・追加）のＰＤＦ入力様式について、住所の都道府県の入力をプルダウン形式に

変更した（3/26）。 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 

・産業・規模別等中退共制度加入率等の各種統計や中退共が行った未加入事業所への

アンケート等を分析し、今後、重点的に加入促進を試行するために関係団体を訪問し

情報収集をした。 

・効果的かつ効率的な活動につなげるよう、全国会議にて普及推進員・特別相談員に

よる各地域の活動状況や成功事例などの情報や、地域別・業種別のカバー率等を踏ま

えた今年度の活動方針を普及推進員等に共有し、加入率を踏まえて特定のターゲット

（宿泊業）に絞った加入促進活動として、宿泊関係団体への訪問を行い、意見徴収及

び情報交換を行い、宿泊業向けの専用チラシを作成するなど関係団体等へ中退共制度

の周知協力依頼等を行った。 

また、６グループに分けてブロック会議を開催し、加入率の低い業種・業界（宿泊

業）に対する加入促進活動の中間報告を行うとともに、特定のターゲットへの訴求ポ

イントや新たにターゲットになりうる業種・業界の討論等、各地域の状況を把握する

等、今後の加入促進活動に活用した。 

 

 全国会議           １回 

北海道・東北ブロック     １回 

 北関東・中部ブロック     １回 

 北陸・中部ブロック      １回 

中国ブロック         １回 

 四国ブロック         １回 

九州・沖縄ブロック      １回 

 

・普及推進員等へのアンケートや関係団体等からの意見収集・聴取を行い、関係団体

等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・共有し、より効果的かつ効率的な加

入促進活動の検討を実施した結果、各種会議に利用しやすい６分間の制度紹介動画を

作成、ホームページに掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・普及推進員等へのア

ンケートや関係団体等

からの意見収集・聴取

を行い、関係団体等の

意見・要望並びに各種

統計等の情報を整理・

共有し、より効果的か

つ効率的な加入促進活

動の検討を実施した結

果、各種会議に利用し

やすい６分間の制度紹

介動画を作成、ホーム

ページに掲載した。 

 

 

 

・普及推進員・特別相

談員については、全国

会議及び６グループに

分けたブロック会議

（計７回）を開催し、

加入率の低い業種・業

界（宿泊業）に対する

加入促進活動の中間報

告を行うとともに、特

定のターゲットへの訴

求ポイントや新たにタ

ーゲットになりうる業

種・業界の討論等、各

地域の状況を把握する

等、今後の加入促進活

動に活用した。 
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境の変化を把握

し、迅速に対応

するために、関

係団体等からの

意見・要望聴取

及び情報交換を

毎年度１回以

上、事業主の意

向や新たな動向

等の情報共有を

行う普及推進

員・特別相談員

とのブロック会

議等を年７回以

上開催し、得ら

れた情報をサー

ビスの向上や加

入促進に活用す

ることを指標と

することとす

る。 

 

 

（３）中退共シ

ステム再構築

【重要度 高】

【困難度 高】 

 

一般の中小企

業退職金共済事

業における中退

共システムにつ

いて、2026（令

和８）年度に新

システムの運用

を開始すること

を目指し、設

計・開発の着実

な進捗管理を行

うとともに、想

定外の事態にも

適切に対応する

こと。 

 システム再構

築プロジェクト

と並行して、情

報セキュリティ

の確保に配慮し

つつ、2025（令

和７）年末まで

に手続のオンラ

イン化導入を実

現するなど、利

用者に対するサ

な動向に関する

情報等を共有

し、加入促進に

活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中退共シ

ステム再構築

【重要度 高】

【困難度 高】 

 

中退共事業に

おける中退共シ

ステムについ

て、2026（令和

８）年度に新シ

ステムの運用を

開始することを

目指し、設計・

開発の着実な進

捗管理を行う。

この間、想定外

の事態にも適切

に対応する。 

システム再構

築プロジェクト

と並行して、情

報セキュリティ

の確保に配慮し

つつ、2025（令

和７）年末まで

に手続のオンラ

イン化導入を実

現するなど、利

用者に対するサ

ービス向上に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中退共シス

テム再構築 

 

 

 

中退共事業にお

ける中退共システ

ムでは、プログラ

ミング言語を刷新

するとともに、シ

ステム構造を制度

改正等に迅速かつ

柔軟に対応し得る

ように見直す再構

築プロジェクトを

計画通りに完遂す

る（2026（令和

８）年 10月１日

運用開始）ため、

設計・開発業務に

おいては、製造

（プログラミン

グ）、単体テス

ト、結合テストを

実施する。 

2023（令和５）

年 10月に業者決

定し設計工程を開

始したシステム基

盤構築等業務（シ

ステム基盤構築、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・中退共事業にお

ける中退共システ

ムについて、プロ

グラミング言語を

刷新し、制度改正

等に迅速かつ柔軟

に対応するための

システムの再構築

を着実に進めてい

るか。 

 

 

 

 

・一般の中小企業

退職金共済事業に

おける中退共シス

テムについて、

2026（令和８）年

度に新システムの

運用を開始するこ

とを目指し、設

計・開発と、機器

導入及び新システ

ムへの移行に向け

た準備の着実な進

捗管理を行うとと

もに、想定外の事

態が生じた場合は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中退共システム再構築 

 

 

 

 

中退共事業における中退共システムについて、プログラミング言語を刷新し、ハー

ドウェア、ソフトウェア等の見直しを行い、制度改正等に迅速かつ柔軟に対応するた

めのシステム再構築に向けて、新システムのプログラミング／単体テスト工程を令和

６年６月中旬までに完了させ、結合テスト工程を開始した。 

新システムの基盤構築（ハードウェアのデータセンターへの導入・設定）について

は、令和６年10月中旬に基盤構築業者から設計・開発業者への基盤引き渡しが完了

し、令和６年11月下旬からはソフトウェア、ハードウェア間の連動テスト工程を開始

した。 

この間、役員、業務部門、システム部門一体となり、約500回に及ぶ会議や約5,500

件に及ぶ質疑応答等を行うと共に、新システムへの移行や受入テストを円滑に実施す

るための工程管理支援業者（ＰＪＭＯ支援業者 ）による業務部門支援強化を行い、計

画通りのプロジェクト完遂に向け、工程管理支援業者（ＰＪＭＯ支援業者）も活用し

て適切に進捗管理を行い、おおむね順調にプロジェクトを進捗させた。 

また、現行詳細設計書の不備等による修正案件について、コード解析工程を導入し

つつ新システムへの移行時期を変えない形でのスケジュール見直しを実施するなど、

想定外の事象にも適切に対応した。 

なお、中退共システムの周辺システムについては、退職金（解約手当金）請求書自

動読取(ＯＣＲ)等システムに続き、被共済者退職届等を読み取るＯＣＲシステムにつ

いても、再構築後の中退共システムに対応するシステムの構築・運用・保守業務を担

う業者を令和６年12月下旬に決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・中退共システムの再

構築を着実に進め、同

システム本体の結合テ

スト工程を開始し、新

システム基盤構築と連

動テスト工程を開始し

たほか、新システムへ

の移行や受入テストを

円滑に実施するための

業務部門支援強化を行

った。ＯＣＲシステム

について業者を決定し

た。 

 

・この間、工程管理支

援業者も活用して適切

に進捗管理を行うとと

もに、現行詳細設計書

の不備等による修正案

件について、コード解

析工程を導入しつつ新

システムへの移行時期

を変えない形でのスケ

ジュール見直しを実施

するなど、想定外の事

象にも適切に対応し

た。 
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ービス向上に取

り組むこと。 

 システム再構

築後に事務効率

化の観点からの

システム化を進

めること。ま

た、手続のオン

ライン化につい

ても機能の改善

を図ること。 

 

【指標】 

一般の中小企

業退職金共済事

業における中退

共システムにつ

いて、2026（令

和８）年度に新

システムの運用

を開始すること

を目指し、設

計・開発の着実

な進捗管理を行

うとともに、想

定外の事態にも

適切に対応する

こと。 

 

[目標設定等の考

え方] 

一般の中小企

業退職金共済事

業における中退

共システムにつ

いて、新システ

ムの運用開始時

期及びシステム

再構築の過程で

必要となる対応

を指標として設

定することとす

る。 

 

【重要度 高】 

一般の中小企

業退職金共済制

度の基幹業務に

関わるシステム

について、制度

改正等に迅速か

つ柔軟に対応す

るための再構築

であることか

システム再構

築後に事務効率

化の観点からの

システム化を進

める。また、手

続のオンライン

化についても機

能の改善を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール開発、ハー

ドウエア設置、デ

ータセンター等）

では、構築、単体

テストを進め、年

度後半には、設

計・開発業者にシ

ステム基盤を引き

渡し、結合テスト

を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切に対応した

か。 
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ら、重要度を高

とする。 

 

【困難度 高】 

 中退共システ

ム再構築は基本

構造とプログラ

ミング言語を刷

新するという大

規模な再構築で

あること、加え

て、システム再

構築と並行し

て、情報セキュ

リティを確保し

つつ申請手続等

のオンライン化

を実施する必要

があることか

ら、困難度を高

とする。 

 

 

（４）確実な退

職金の支給に向

けた取組 

 

未請求退職金

の縮減の観点か

ら、退職時等に

おける被共済者

の住所把握の徹

底、退職後一定

期間経過後にお

ける退職金請求

勧奨を行うこ

と。退職金未請

求者へのアンケ

ート調査等によ

り判明した退職

金額少額層にお

ける手続負担忌

避傾向の強まり

を踏まえ、手続

負担感の軽減を

図るため、ホー

ムページにおけ

る支払請求書類

作成や、手続の

分かりやすい解

説の掲載などを

実施すること。

手続の解説につ

いては、利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）確実な退

職金の支給に向

けた取組 

 

未請求退職金

の縮減の観点か

ら、退職時等に

おける被共済者

の住所把握 の

徹底、退職後一

定期間経過後に

おける退職金請

求勧奨を行い、

請求権が発生し

た年度における

退職者数に対す

る、当該年度か

ら３年経過後の

未請求者数の比

率（年度末値）

を毎年度 2.0％

以下とする。ま

た、請求権が発

生した年度にお

ける退職金総額

に対する当該年

度から３年経過

後の未請求退職

金額の割合（年

度末値）を毎年

度 0.5％以下と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）確実な退職

金の支給に向けた

取組 

 

未請求退職金の

縮減の観点から、

退職時等における

被共済者の住所把

握の徹底、退職後

一定期間経過後に

おける退職金請求

勧奨を行い、請求

権が発生した年度

における退職者数

に対する、当該年

度から３年経過後

の未請求者数の比

率（年度末値）を

2.0％以下とす

る。また、請求権

が発生した年度に

おける退職金総額

に対する当該年度

から３年経過後の

未請求退職金額の

割合（年度末値）

を 0.5％以下とす

る。 

さらに、退職金

未請求者へのアン

ケート調査等によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・請求権が発生し

た年度における退

職者数に対する当

該年度から３年経

過後の未請求者数

の比率を、毎年度

2.0％以下とする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・請求権が発生し

た年度における退

職金総額に対する

当該年度から３年

経過後の未請求退

職金額の割合を、

毎年度 0.5％以下

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）確実な退職金の支給に向けた取組 

 

 

 

請求権が発生した後３年経過後の未請求者数の比率について、計画外の追加対策

や、高額未請求者だけでなくさらに範囲を広げて請求要請を実施した。これにより、

令和６年度中の（請求権が発生した後３年度目の）請求人数は、前年度（令和５年

度）の1,615人を超える1,784人となったものの、令和６年度末（令和３年度退職等）

における未請求率は2.03％となった。 

請求権が発生した後３年経過後の未請求退職金額の割合についても高額未請求者だ

けでなくさらに範囲を拡大して追加対策を行ったものの、0.59％となった。 

 

また、未請求者に対しより早い請求対応を促すため、未請求者へ送付している請求

要請通知について記載内容を変更し、またホームページで手続きが確認しやすいよう

にＱＲコードを追記した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・３年経過後の未請求

者数の比率を毎年度

2.0％以下とすることに

関しては未請求対象者

数の状況を踏まえ、必

要と思われるところに

追加対策を実施したこ

とにより 2.03％と未達

ではあるが直近の５年

間の中で最も多い人数

に支払うことができ

た。 

請求者数 

R2: 1,728人 

R3: 1,613人 

R4: 1,715人 

R5: 1,615人 

R6: 1,784人 

 

・３年経過後の未請求

退職金額の割合を毎年

度 0.5％以下とすること

に関しては 0.59％と未

達であったが、高額者

の構成比がおおむね同

等であった令和２年度

から令和４年度までと

比較すると、高水準の

額を支払うことができ

た。 
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の意見等を踏ま

え、継続的に改

善を行うこと。 

   

【指標】 

・請求権が発生

した年度におけ

る退職者数に対

する当該年度か

ら３年経過後の

未請求者数の比

率を、毎年度

2.0％以下とする

こと。 

・請求権が発生

した年度におけ

る退職金総額に

対する当該年度

から３年経過後

の未請求退職金

額の割合を、毎

年度0.5％以下と

すること。 

 

[目標設定等の考

え方] 

平成28年の制

度改正（企業間

通算制度の期間

延長（退職後２

年以内→３年以

内））に伴う未

請求率の上昇傾

向が緩和し、定

常状態に近づい

ていることか

ら、未請求者数

及び未請求退職

金額の推移に基

づく推計を踏ま

え、指標の水準

を設定すること

とする。 

 

する。 

さらに、退職

金未請求者への

アンケート調査

等により判明し

た退職金額少 

額層における手

続負担忌避傾向

の強まりを踏ま

え、手続負担感

の軽減を企図

し、ホームペー

ジにおける支払

請求書類作成

や、手続の分か

りやすい解説の

掲載などを実施

する。手続の解

説については、

利用者の意見等

を踏まえ、継続

的に改善を行

う。 

 

① 新たな未請

求退職金の発生

を防止するため

の対策 

 

被共済者につ

いて、中退共制

度に加入してい

ることの認識を

高めるとともに

未請求者に請求

を促すため、以

下の取組を行

う。 

 

 

イ 共済契約者

に対する働きか

け 

 

ⅰ）加入時に、

被共済者に対

し、中退共制度

に加入したこと

を必ず通知する

よう要請する。 

 

 

ⅱ）年１回、被

共済者ごとの

り判明した退職金

額少額層における

手続負担忌避傾向

の強まりを踏ま

え、手続負担感の

軽減を企図し、ホ

ームページにおけ

る支払請求書類作

成や、手続の分か

りやすい解説の掲

載などの施策を検

討し、可能であれ

ば実施する。手続

の解説について

は、利用者の意見

等を踏まえ、継続

的に改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

① 新たな未請求

退職金の発生を防

止するための対策 

 

被共済者につい

て、中退共制度に

加入していること

の認識を高めると

ともに未請求者に

請求を促すため、

2024（令和６）年

度においては、以

下の取組を行う。 

 

 

 

イ 共済契約者に

対する働きかけ 

 

 

ⅰ）加入時に、被

共済者に対し、中

退共制度に加入し

たことを通知する

「加入通知書」を

必ず配付するよう

要請する。 

 

ⅱ）年１回、被共

済者ごとの「加入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  新たな未請求退職金の発生を防止するための対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 共済契約者に対する働きかけ 

 

 

 

i）新規及び追加加入の被共済者に対して、中退共制度に加入したことを通知する「加

入通知書」を作成、事業主に送付し、加入したことを被共済者へ必ず通知するよう要

請した。 

共済契約者数 10,655所 

被共済者数  354,647人 

 

 

 

ⅱ） 

・事業主を通じて「加入状況のお知らせ」を被共済者宛に通知した。 

退職金支払額 

R2:1,030百万円 

R3:  997百万円 

R4:1,008百万円 

R5:1,179百万円 

R6:1,047百万円 

 

 

＜業務運営上の課題及

び改善方策＞ 

確実な退職金の支給

に向けて、原因分析を

踏まえ、引き続き未請

求者に対する請求手続

きの要請を行うなど、

状況に応じた取組を行

う必要がある。 

 

＜令和５年度業務実績

評価結果の反映状況＞ 

より早い請求対応を促

すため、未請求者へ送

付している請求要請通

知について記載内容を

変更し、手続きを分か

りやすく確認できるよ

うにホームページのＱ

Ｒコードを追記した。 

また、令和６年度は

低額未請求者層が多か

ったため、例年行って

いる高額未請求者への

特別対策の範囲を広

げ、10万円以上の対象

者に対し対策を行っ

た。 
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「加入状況のお

知らせ」を送付

し、被共済者に

配付するよう要

請する。 

 

 

ⅲ）「被共済者退

職届」には被共

済者の住所記入

が必須であるこ

との周知徹底

と、同退職届に

当該被共済者の

住所を記入しな

かった共済契約

者への個別協力

要請により被共

済者の住所情報

取得を図る。 

 

 

 

ロ 退職者に対

する働きかけ 

 

未請求者に対

し、退職後３か

月経過後、２年

経過直前、３年

経過直前及び５

年経過直前のタ

イミングで請求

手続を要請す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況のお知らせ」

を送付し、被共済

者に配付するよう

要請する。 

 

 

 

ⅲ）被共済者の退

職時に事業主が提

出する「被共済者

退職届」へ被共済

者の住所を必ず記

入するよう要請す

る。 

また、住所情報

の記入がなかった

共済契約者に対

し、他部署と連携

し個別協力要請に

より被共済者の住

所情報取得を図

る。 

 

ロ 退職者に対す

る働きかけ 

 

未請求者に対

し、退職後３か月

経過後、２年経過

前、２年経過後、

３年経過前及び５

年経過前のタイミ

ングで請求手続を

要請する。なお、

前記ⅲ）の住所情

報がない場合は、

対象事業所に対し

て、当該被共済者

の住所情報の提供

を依頼し、入手し

た情報に基づき被

共済者に対して請

求手続を要請す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・退職時における

被共済者の住所把

握の徹底を実施し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・退職後一定期間

経過後における退

職金請求勧奨を実

施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 共済契約者  377,723所 

 被共済者  3,598,796人 

 発送日    5/10～5/18 

・年１回事業主に送付する「掛金納付状況票及び退職金試算票」及び「加入状況のお

知らせ」の令和６年度分作成・発送業務について一般競争入札（最低価格落札方式）

を行い業者を決定した（11/9、４者応札）。 

 

ⅲ）事業主に対し、被共済者の退職時に事業所が提出する「被共済者退職届」に必ず

住所を記入するよう要請した。この結果、令和６年度末における「被共済者退職届」

の住所情報記載比率は、98.17％であった。 

 

また、「被共済者退職届」に住所情報の記入がなかった共済契約者に対し、未請求担

当部署を通じて住所等の情報提供を依頼した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 退職者に対する働きかけ 

 

 

退職後３か月経過後の未請求者に対して、以下の取組を実施した。 

○事業主から提出を受けた「被共済者退職届」の住所情報に基づき請求手続を要請し

た。 

 ・請求手続要請 28,131人 

○「被共済者退職届」に住所情報のない対象事業所に対して、住所等の情報提供を依

頼し、入手した情報に基づき被共済者に対して請求手続を要請した。 

 ・住所提供依頼  651所 1,054人 

 ・請求手続要請       288人 

○住所等提供依頼をしたが回答のなかった事業所に対して、テレホンアプローチによ

る住所等の情報提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対して請求手続を要

請した。 

  ・住所提供依頼 168所  356人  

  ・請求手続要請      20人 

退職後２年経過直前の未請求者に対して、以下の取組を実施した。 

○令和４年度退職等の未請求者に２回目の請求手続を要請した。 

 ・請求手続要請 10,425人 

○昨年度に引き続き、２年経過時点の未請求者を削減するため、例年２年経過後の未

請求者に対して行っている分を前倒しして、高額未請求者だけでなくさらに範囲を拡

大し（令和６年度実施対象として、令和５年度の100万円以上を50万円以上に広げ）、

請求手続きを要請した。 

 ・請求手続要請 1,262人 

○令和４年度退職等の未請求者に対し、テレホンアプローチにより請求手続を要請し

た。 

 ・請求手続要請 980人 

○対策終了後に提出のあった「被共済者退職届」に住所情報のない対象事業所に対し

て、当該被共済者の住所等の情報提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対

して請求手続を要請した。 

 ・住所提供依頼 22所    25人 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・「被共済者退職届」に

より退職時における被

共済者の住所情報を把

握した（令和６年度：

98.17％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・退職後３か月経過

後、２年経過直前、２

年経過後、３年経過直

前及び５年経過直前の

タイミングで請求手続

の要請を実施するとと

もに、テレホンアプロ

ーチ等による要請を実

施した。 

また、例年実施して

いる目標達成のための

追加対策をすべて実施

したうえで、昨年度に

引き続き今年度も、当

該年度から２年経過時

点の未請求者を削減す

るため、２年経過後の

未請求者に対して請求

勧奨要請を追加して行

った。 
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ハ その他の取

組 

 

ⅰ）住所不明者

について、個人

番号等を活用し

住民基本台帳ネ

ットワークによ

り住所情報取得

を図る。 

 

 

 

ⅱ）上記取組に

ついて、毎年

度、成果の検証

を行い、必要に

応じて取組の見

直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ その他の取組 

 

 

ⅰ）住所不明者に

ついて、個人番号

等を活用し住民基

本台帳ネットワー

クにより住所情報

取得を図る。ま

た、取得した住所

情報を用いて請求

手続を要請する。 

 

ⅱ）上記取組につ

いて、成果の検証

を行い、必要に応

じ取組の見直しを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・請求手続要請      ７人 

退職後３年経過直前の未請求者に対して、以下の取組を実施した。 

○令和３年度退職等の未請求者に３回目の請求手続を要請した。 

 ・請求手続要請 4,655人 

○対策終了後に提出のあった「被共済者退職届」に住所情報のない対象事業所に対し

て、当該被共済者の住所等の情報提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対

して請求手続を要請した。   

 ・住所提供依頼 17所  21人 

 ・請求手続要請    ５人 

退職後５年経過直前の未請求者に対して、以下の取組を実施した。 

○令和元年度退職等の未請求者に請求手続を要請した。 

 ・請求手続要請  2,713人 

年度計画以外の対策として、以下の取組を実施した。 

○令和３年度退職等の未請求者に対し、テレホンアプローチにより請求手続を要請し

た。 

 ・請求手続要請 572人 

○令和３年度及び４年度退職等の未請求者で今年度の対策により請求書を再発行した

が、請求手続のない者に対し請求手続を要請した。 

 ・請求手続要請 1,003人 

○「被共済者退職届」に住所情報のない対象事業所に対して、２回目の住所等の情報

提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対して請求手続を要請した。 

 ・住所提供依頼  70所 123人 

 ・請求手続要請     ９人 

○令和３年度退職等の高額未請求者だけでなくさらに範囲を拡大し（令和６年度実施

対象として、令和５年度の50万円以上を10万円以上に広げ）、同年度２回目の手続要請

を実施した。 

 ・請求手続要請 1,542人 

○昨年度に引き続き、さらなる追加対策として、令和５年度退職等者のうち、請求受

付済みのため勧奨状を送っていない者であって、書類不備で回答がないため請求書を

返送している者への手続要請（計画で退職後２年経過直前対策として実施）を前倒し

して実施した。 

 ・請求手続要請 178人 

 

ハ その他の取組 

 

 

ⅰ）住所不明者について、個人番号等を活用し住民基本台帳ネットワークにより把握

した住所情報を用いて請求手続を要請した。 

 ・請求手続要請 448人 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）計画の未請求対策に加えて、例年実施している追加対策をすべて実施し、成果の

検討を行った上で、さらに前倒しの対策も行った。 

○昨年に引き続き、さらなる追加対策として、令和５年度退職等者のうち、請求受付

済みのため勧奨状を送っていない者であって、書類不備で回答がないため請求書を返

送している者への手続要請（計画で退職後２年経過直前対策として実施）を前倒しし

て実施した。 

 ・請求手続要請 178人 

〇昨年度に引き続き、２年経過時点の未請求者を削減するため、例年２年経過後の未
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② 共済契約者

及び被共済者へ

の周知・調査、

分析 

 

引き続き、未

請求者縮減のた

めの周知広報施

策として、以下

の取組を行う。 

 

イ 周知の徹底

等 

 

ⅰ）ホームペー

ジにおける中退

共制度加入事業

所名検索システ

ムのデータを適

宜更新する。 

 

 

 

 

ⅱ）ホームペー

ジに常時掲載し

ている未請求に

関しての注意喚

起について、内

容等の見直しを

実施する。 

 

 

ⅲ）その他あら

ゆる機会を通じ

た注意喚起を引

き続き行う。 

 

 

 

ロ 調査、分析 

 

共済契約者及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 共済契約者及

び被共済者への周

知・調査、分析 

 

 

引き続き、未請

求者縮減のための

周知広報施策とし

て、以下の取組を

行う。 

 

イ 周知の徹底等 

 

 

ⅰ）新規契約申込

書で事業所名をホ

ームページの加入

事業所名検索シス

テムへ掲載するこ

とに承諾を得られ

た共済契約者の事

業所名を適宜更新

する。 

 

ⅱ）ホームページ

に常時掲載してい

る未請求に関して

の注意喚起につい

ては、見直しの要

否を継続的に検討

し、必要があれば

見直しを行う。 

 

ⅲ）その他あらゆ

る機会を通じた注

意喚起を引き続き

行う。 

 

 

 

ロ 調査、分析 

 

共済契約者及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・未請求者数縮減

のための効果的な

周知広報を実施し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

請求者に対して行っている分を前倒しして、高額未請求者だけでなくさらに範囲を拡

大して（令和６年度実施対象は50万円以上）、請求手続きを要請した。 

 ・請求手続要請 1,262人 

○令和４年９月末大口解約のグループ会社に対して、テレホンアプローチにより請求

勧奨を依頼。 

 ・請求手続要請 ６所 132人 

○試算額500万円以上の高額未請求者で、自宅電話番号の情報がないため通常のテレホ

ンアプローチ対象外となった携帯電話番号情報のある対象者に対し、内部でテレホン

アプローチを行った。 

 ・請求手続要請 12人 

 

② 共済契約者及び被共済者への周知・調査、分析 

 

 

 

 

引き続き、未請求者縮減のための周知広報施策として、以下の取組を行った。 

 

 

 

 

 

イ 周知の徹底等 

 

 

i）新規契約申込書に設けた「ホームページへの事業所名掲載可否」欄の回答を集計

し、10,888件のうち、承諾を得られた5,911件について共済契約者名を追加掲載した。 

（掲載件数） 

【令和６年度末】293,763件 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）ホームページに掲載している未請求に関しての注意喚起については、年間を通し

てホームページに掲載した。 

また、未請求者に対しより早い請求対応を促すため、未請求者へ送付している請求

要請通知について記載内容を変更し、またホームページで手続きが確認しやすいよう

にＱＲコードを追記した。 

 

 

 

 

ⅲ）「中退共だより23号」にて確実な支給に向けての注意喚起を行った。 

 

 

 

 

 

 

ロ 調査、分析 

 

令和６年度は低額未請求者層が多かったため、例年行っている高額未請求者への特

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・未請求に関しての注

意喚起については、ホ

ームページへの年間を

通じての掲載により周

知を実施するととも

に、年１回発行してい

る共済契約者向け情報

誌「中退共だより」に

おいても周知を行っ

た。 

毎年実施している中

退共加入企業を対象と

した実態調査の調査結

果をまとめた概要版

（ホームページ上で公

表）でも、「加入通知

書」等の従業員への配

布を促すなど、あらゆ

る機会を活用して未請

求削減に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・未請求者に対しより
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び被共済者並び

に退職金未請求

者等に対するア

ンケート調査の

実施等により、

未請求原因の分

析を行い、その

結果をその後の

取組に活用す

る。 

被共済者並びに退

職金未請求者等に

対するアンケート

調査の実施等によ

り、未請求原因の

分析を行い、その

結果をその後の取

組に活用する。 

 

・退職金未請求者

へのアンケート調

査を行い、未請求

原因の分析結果を

踏まえ、適切に対

応しているか。   
 

別対策の範囲を広げ、対象者に対し対策を行った。 

また、未請求者に対しより早い請求対応を促すため、未請求者へ送付している請求

要請通知について記載内容を変更し、またホームページで手続きが確認しやすいよう

にＱＲコードを追記した。 

 

 

早い請求対応を促すた

め、未請求者へ送付し

ている請求要請通知に

ついて記載内容を変更

し、ホームページのＱ

Ｒコードを追記した。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ Ⅰ 退職金共済事業 ３ 建設業退職金共済事業 
業務に関連する政策・施

策 

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（厚生労働省 政策体系 

基本目標Ⅳ-施策大目標 3-2）  

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
中退法第 70 条第 1項 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度 高】 
（１）加入促進対策の効果的実施 
① 加入促進対策の実施 ② 加入促進対策の検証と見直し等 
③ 加入目標数 

 
【指標】 
中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 47 万 6,000 人以上と
すること。 
 
（理由） 
建設業退職金共済制度を長期的に持続可能とするためには被共済者
数の安定的な確保が不可欠であることから、重要度を高とする。 
 
【重要度 高、困難度 高】 
（２）サービスの向上 
① 電子申請方式の利用促進 ② 業務処理の効率化 
③ 情報提供の充実、加入者からの照会・要望等への適切な対応等 

 ④ 積極的な情報の収集及び活用 
 
【指標】 
中期目標期間中に電子申請専用サイトの利用者登録を行う共済契約
者数を半数以上とすること。 
 
中期目標期間中に電子申請による掛金の原資となる退職金ポイント
の額を掛金収入額の 30％以上とすること。 
 
退職金請求について、受付日から 22 業務日以内に、退職金を全数支
給すること。 
 
毎年度１回以上、加入者、関係団体等の意見・要望並びに各種統計等
の情報を整理・分析し、対応策を検討、実施すること。 
 
（理由） 
建設技能労働者の高齢化や建設業界の人手不足の深刻化といった状
況の中、建設業退職金共済制度の加入者の利便性の向上を図る必要が
あることから、重要度を高とする。 
電子申請方式導入後も就労実績報告作成ツールの改良を行うなど継
続して利用者の利便性向上を図るものの、中小零細企業ではパソコン
やインターネットが必ずしも十分に活用されていない実態もあり、電
子申請方式の利用が進んでいない現状にあることから、困難度を高と
する。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指 標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度  令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

中期目標期間中の

新規被共済者目標

数 

476,000人以上 
５年度目標数 

99,000人 

６年度目標数 

97,000人 

７年度目標数 

人 

８年度目標数 

人 

９年度目標数 

人 
予算額（千円） 66,773,116 76,228,962    

新規被共済者数 

【達成度】 
 

105,230人 

【106.3％】 

97,515人 

【100.5％】 

人 

【％】 

人 

【％】 

人 

【％】 
決算額（千円） 66,087,295 66,826,736    
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注）予算額、決算額は支出額を記載。 

  

中期目標期間中に

電子申請専用サイ

トの利用者登録を

行う共済契約者数

の比率 

50％以上 - - - - ％ 経常費用（千円） 68,935,066 76,609,126    

同上【達成度】  - - - - 【％】 経常利益（千円） 27,560,673 △13,622,638    

中期目標期間中に

掛金収入額に対す

る電子申請による

掛金の原資となる

退職金ポイント額

の割合 

30％以上 
５年度目標 

6％ 

６年度目標 

9％ 

７年度目標 

％ 

８年度目標 

％ 

９年度目標 

％ 
行政コスト（千

円） 
68,935,066 76,609,189    

同上 
【達成度】 

 
4.97％ 

【83.3％】 

6.40％ 

【75.8％】 

％ 

【％】 

％ 

【％】 

％ 

【％】 
従事人員数 59 59    

目標の処理期間内
における退職金支
給実施 

受付日から 22
業務日以内に全

数支給 
100％ 100％ ％ ％ ％ 

  

加入者、関係団体等
の意見・要望並びに
各種統計等の情報
を整理・分析し、対
応策を検討、実施 

毎年度１回以上 1回 1回 回 回 回 

同上【達成度】  【100％】 【100％】 【％】 【％】 【％】 
長期未更新者のう
ち住所が把握でき
た全ての者に対
し、未更新期間が
３年経過時点及び
その後一定の期間
経過時点に、共済
手帳の更新、退職
金の請求等の手続
をとるよう要請 

共済手帳の更
新、退職金の請
求等の手続をと
るよう要請 

実施済 実施済    

中期目標期間の最

終年度までに、長

期未更新者数を、

前中期目標期間の

終了時の数から減

少させる 

令和４年度末 

361,995人 
- - - - 

令和９年度末

人減少 

(人) 

 

長期未更新者のう

ち住所情報把握者

に係る前中期目標

期間の終了時から

の減少率 

【達成度】 

15％以上減少 - - - - 
％減少 

【％】 

新たに長期未更新

者に該当すること

になる被共済者の

数を中期目標期間

の最終年度までに

減少させる 

【達成度】 

13,000人以下 - - - - 
人 

【％】 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 建設業退職

金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 建設業退職金

共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 建設業退職金

共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 建設業退職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

加入促進対策の効果

的実施については、効

率的かつ効果的な加入

促進対策として、これ

までの経営事項審査受

審業者リストに加え、

建設業許可業者リスト

を基に未加入業者を抽

出し、ダイレクトメー

ルによる加入勧奨を行

った。また、一般社団

法人建設技能人材機構

（ＪＡＣ）の協力によ

り、外国人労働者受け

入れ企業に対し、加入

勧奨文書とパンフレッ

ト等を送付するなど、

制度の普及及び加入勧

奨に努めた結果、加入

目標 97,000人に対

し、加入実績 97,515

人（年度目標達成率

100.5％）となった。 

サービスの向上につ

いては、事業者や労働関

係団体等から、電子ポイ

ント方式に関する意見・

要望等を収集し、電子申

請システムの次期改修

に反映させると共に、さ

らなる普及拡大に向け

て、「金融機関サポート

型」、「発注者推奨型」、

「地域企業リーダーシ

ップ型」、「大手企業ＤＸ

推進型」の枠組みを活か

し、各所に合わせたアプ

ローチを柔軟に行った。 

以上の取組により、掛

金収入額に対する電子

ポイント方式による掛

金の原資となる退職金

ポイントの割合は、令和

６年度３月時点におい

て 6.40％となった。 

確実な退職金の支給

に向けた取組について

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 

 

「サービスの向上」について、退職金

ポイントの掛金納付率に係る指標は、目

標を下回る結果となったものの、事業者

や労働関係団体等からの聞き取りを踏

まえ電子申請システムの改善を図ると

ともに、さらなる普及拡大に向けた取組

として、「金融機関サポート型」、「発注者

推奨型」、「地域企業リーダーシップ型」、

「大手企業 DX 推進型」の枠組みを活か

し、各所に合わせたアプローチを柔軟に

行うなどの取組により退職金ポイント

の掛金納付率は増加傾向にある。 

その他の指標については、目標を達成

した。 

 

＜業務運営上の課題及び改善方策＞ 

電子ポイント方式のさらなる普及拡

大に向けて、上記の４つの枠組みを活用

した取組やシステム改修等を継続して

行うなど、これまで以上に電子ポイント

方式の普及促進を図ることが必要であ

る。 
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（１）加入促進

対策の効果的実

施 

【重要度 高】 

 

 建設業に係る

技能労働者数等

の推移予測、景

気要因等による

労働需給予測に

より、加入勧奨

対象を的確に把

握した上で、関

係事業主団体と

の連携強化によ

り中期計画に定

める効率的かつ

効果的な加入促

進対策を講ずる

こと。 

 

【指標】 

中期目標期間

中に新たに加入

する被共済者数

を 47万 6,000人

以上とするこ

と。 

 

[目標設定等の考

え方] 

2022（令和

４）年度の新規

加入者数（推計

値）を基礎とし

て、建設技能労

働者数（推計

値）及び 2023

（令和５）～

2027（令和９）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対

策の効果的実施

【重要度 高】 

 

① 加入促進対策

の実施 

 

建設技能労働者

数等の推移予測や

景気要因等による

労働需給予測を踏

まえ、加入勧奨対

象を的確に把握し

た上で、関係事業

主団体等との連携

強化により以下の

効率的かつ効果的

な加入促進対策を

講ずる。 

また、建設業退

職金共済（以下

「建退共」とい

う。）制度への加

入促進対策の実施

に当たっては、各

事業本部間相互に

連携して行うこと

とする。 

 

イ 広報資料等に

よる周知広報活動 

 

ⅰ）制度内容・加

入手続等を掲載し

たパンフレット・

ポスター等の広報

資料を配布すると

ともに、ホームペ

ージ等を活用した

退職金共済制度の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対

策の効果的実施 

 

 

① 加入促進対策

の実施 

 

建設技能労働者

数等の推移予測や

景気要因等による

労働需給予測を踏

まえ、加入勧奨対

象を的確に把握し

た上で、関係事業

主団体等との連携

強化により以下の

効率的かつ効果的

な加入促進対策を

講ずる。 

また、建設業退

職金共済（以下

「建退共」とい

う。）制度への加

入促進対策の実施

に当たっては、各

事業本部間及び支

部相互に連携して

行うこととする。 

 

イ 広報資料等に

よる周知広報活動 

 

ⅰ）制度内容・加

入手続等を掲載し

たパンフレット・

ポスター等の広報

資料を作成し、本

部・支部に備え付

けて配布するとと

もに、ホームペー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・建設業に係る

技能労働者数等

の推移予測、景

気要因等による

労働需給予測を

踏まえ、加入勧

奨対象を的確に

把握した上で、

関係事業主団体

等との連携強化

により、中期計

画に定める効率

的かつ効果的な

加入促進対策を

講じたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対策の効果的実施 

 

 

 

① 加入促進対策の実施 

 

 

建設技能労働者数等の推移予測や景気要因等による労働需給予測を踏まえ、加入勧奨

対象を的確に把握した上で、関係事業主団体等との連携強化により以下の効率的かつ効

果的な加入促進対策を講じた。 

また、建退共制度への加入促進対策の実施に当たっては、各事業本部間及び支部相互

に連携して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報資料等による周知広報活動 

 

 

ⅰ）制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット・ポスター等の広報資料を作成し、

本部・支部、相談コーナーに備え付けて配布することにより、退職金共済制度の周知広

報をするとともに、ホームページ及び業界専門紙において、制度内容、加入手続等の情

報を提供し、退職金共済制度の周知広報を行った。 

 また、これまで個別調達を行っていたポスター・パンフレット類の印刷物は、直感的

に建退共の広報資料であることが伝わりにくかったため、これらの調達を一括で行い、

デザイン等の統一化を図るとともに、建退共ロゴを制作し、各広報資料に使用すること

で視覚的に建退共の広報資料であると分かるような取組を新たに行った。 

は、長期未更新者数は

前中期目標期間の終了

時の 361,995人から

363,500人となり、減

少には至らなかった

が、中期目標の達成に

向け、引き続き取組を

進めていくこととす

る。 

以上を総合的に勘案

してＢ評価とする。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・効率的かつ効果的な

加入促進対策を講じる

ため、未加入事業所に

対してこれまでの経営

事項審査受審業者リス

トに加え、建設業許可

業者リストを基に未加

入業者を抽出し、ダイ

レクトメールにより加

入勧奨を行った。関係

官公庁、関係事業主団

体等が開催する各種会

議、研修会等におい

て、制度内容や加入手

続等の説明を行うな

ど、制度の普及及び加

入勧奨を行った。さら

に建退共各都道府県支

部と連携し建退共制度

及び電子ポイント方式

に関する説明会を全国

規模で開催し、39会場

（45回・出席者数

2,439人）及びＷｅｂ

開催（９回・出席者数 

891人）で行った。 
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年度の各年度に

おける建設技能

労働者の増減率

（推計値）を踏

まえ、建設業に

おける事業主の

加入状況等も考

慮し、指標の水

準を設定するこ

ととする。 

※新規加入者数

（推計値） 

2022（令和

４）年度：

100,116人 

 

【重要度 高】 

建設業退職金

共済制度を長期

的に持続可能と

するためには被

共済者数の安定

的な確保が不可

欠であることか

ら、重要度を高

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周知広報を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）関係官公庁、

関係事業主団体等

に対して、広報資

料の窓口備え付

け、ポスター等の

掲示及びこれらの

機関等が発行する

広報誌等への退職

金共済制度に関す

る記事の掲載を依

頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）建設業等に係

る公共事業発注機

関に対し、受注事

業者からの「掛金

収納書」及び「建

設業退職金共済事

業加入・履行証明

書」の徴収並びに

「建設業退職金共

済制度掛金充当実

績総括表」の提示

の要請を行うとと

もに、受注事業者

ジやマスメディア

を活用して、制度

内容、加入手続等

の情報を提供し、

退職金共済制度の

周知広報を実施す

る。 

 併せて、機構が

令和５年度に開設

したＳＮＳアカウ

ントを活用し、Ｓ

ＮＳによる制度の

周知広報を実施す

る。 

また、制度紹介

用動画をホームペ

ージ及びＹｏｕＴ

ｕｂｅ上で配信す

る。 

 

ⅱ）関係官公庁、

関係事業主団体等

に対して、広報資

料の窓口備え付

け、ポスター等の

掲示及びこれらの

機関等が発行する

広報誌等への退職

金共済制度に関す

る記事の掲載を依

頼する。 

また、関係官公

庁、関係事業主団

体等に対して、制

度紹介用動画を配

布する。 

 

 

 

 

 

ⅲ）建設業等に係

る公共事業発注機

関に対し、受注事

業者からの「掛金

収納書」及び「建

設業退職金共済事

業加入・履行証明

書」の徴収並びに

「建設業退職金共

済制度掛金充当実

績総括表」の提示

の要請を行うとと

もに、受注事業者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「建退共制度のあらまし」        80,746部 

・「建退共に入ろう」           89,887部 

・「共済契約者のみなさま」       16,713部 

・「建退共で退職金がもらえます」     8,963部 

・「建退共で選ぼう」            58,925部 

・「電子申請がラク」            67,009部 

・ポスター                 12,620部 

 

併せて、機構が令和５年度に開設したＳＮＳによる制度の周知広報を実施した。 

・掲載回数 Instagram 19回、X（旧 Twitter） 10回  計 29回 

さらに、引き続き制度紹介用動画をホームページ及び YouTube上で配信した。 

・YouTubeアクセス件数                  741,619件 

・うち制度ＰＲ動画                    665,531件 

・うち制度紹介用動画             26,115件 

・うち就労実績報告作成ツール操作説明動画   28,698件 

・うち電子申請方式専用サイト操作説明動画   16,458件 

・うち電子申請方式操作説明会動画              4,817件 

 

 

 

ⅱ）関係官公庁、関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備え付け、ポスター等の

掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関する記事の掲載を

依頼した。 

・広報資料の窓口備え付け依頼（9/6） 3,038箇所 

  （うち 備え付け 98箇所）  

・広報記事の掲載依頼（9/20）     1,789箇所 

  （うち 記事の掲載 160箇所） 

 

・ハローワークと各職業能力関連施設等にＣＣＵＳと合同でパンフレット設置依頼し

た（10/16）。 663箇所 

・一般社団法人建設技能人材機構（ＪＡＣ）の協力により、外国人労働者受け入れ企

業に対し、加入勧奨文書とパンフレット等を送付した。 

5/30  13,000件 

12/13 15,490件 

・工事発注機関に対し、「発注者からみた建退共制度の流れ（チラシ）」を作成し配布

した。（8/28） 1,788箇所 

 

また、制度紹介用動画をホームページ及び YouTube上で配信した。 

 ・YouTubeアクセス件数 

  制度紹介用動画          26,115件 

 

ⅲ）建設業等に係る公共事業発注機関に対し、受注事業者からの「掛金収納書」及び

「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」の徴収並びに「建設業退職金共済制度掛金

充当実績総括表」の提示の要請を行い、受注事業者による「建退共現場標識」掲示の徹

底を図り、事業主及び建設技能労働者への制度普及を行った。 

・各都道府県支部へ普及促進措置の励行及び実施方要請（8/28） 

・都道府県・市区町村へ制度の普及徹底・適正履行確保要請（8/28） 1,788箇所 
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による「建退共現

場標識」掲示の徹

底を図り、事業主

及び建設技能労働

者への制度普及を

行う。 

 

ⅳ）マスメディア

を活用した退職金

共済制度及び電子

申請方式の周知広

報を集中的に実施

する。 

 

 

ロ 個別事業主に

対する加入勧奨等 

 

ⅰ）機構が委嘱し

た相談員により、

各種相談等の対応

を行う。 

 

ⅱ）関係事業主団

体、工事発注者、

元請事業者等の協

力を得つつ、未加

入事業主に対する

加入勧奨を行うと

ともに、既加入事

業主に対し、新た

に雇用した者の加

入手続を必ずとる

よう要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）機構内及び外

部データを用いて

未加入事業主を抽

出・検証し、効率

的かつ効果的な加

入促進対策を講ず

る。 

 

 

 

 

 

 

による「建退共現

場標識」掲示の徹

底を図り、事業主

及び建設技能労働

者への制度普及を

行う。 

 

ⅳ）テレビ、ラジ

オなどマスメディ

アを活用した退職

金共済制度及び電

子申請方式の周知

広報を集中的に実

施する。 

 

ロ 個別事業主に

対する加入勧奨等 

 

ⅰ）機構が委嘱し

た相談員により、

各種相談等の対応

を行う。 

 

ⅱ）関係事業主団

体、工事発注者、

元請事業者等の協

力を得つつ、未加

入事業主に対する

加入勧奨を行うと

ともに、既加入事

業主に対し、新た

に雇用した者の加

入手続を必ずとる

よう要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）機構内及び外

部データを用いて

未加入事業主を抽

出・検証し、効率

的かつ効果的な加

入促進対策を講ず

る。 

・建設業許可業者

リスト（経営事項

審査受審業者リス

トを含む）を基に

「未加入業者検索

システム（建設業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）新聞、ＳＮＳ、動画配信等メディアを活用した退職金制度及び電子ポイント方式

（令和６事業年度計画等における「電子申請方式」をいう。以下同じ。）の周知広報を

実施した。 

・未加入事業所向けラジオ広告による加入勧奨（4/1～4/26） 

・建設業従事者向けコンビニ広告（店内音声広告及レジ液晶ＰＯＰ）による制度周知

（4/2～4/15） 

 

 

ロ 個別事業主に対する加入勧奨等 

 

 

ⅰ）機構が委嘱した相談員により、各種相談等の対応を行った。 

(相談対応件数：6,571件） 

 

 

 

ⅱ）元請事業主等に対し、下請事業主向けに配布する資料等の中にパンフレットを添付

いただくよう文書にて協力を要請した。 

・要請件数 667社（12/6） 

 パンフレット配布 

「建退共制度のあらまし」   ３社  205部 

「建退共に入ろう」      ２社   205部 

「電子申請がラク」      ２社   105部 

「共済契約者のみなさま」   ２社   105部 

「建退共ポスター」          ２社   105部 

 

 ＰＤＦ送信 

「建退共制度のあらまし」   ７社   355所 

「建退共に入ろう」      ６社   354所 

「電子申請がラク」       ６社   354所 

「共済契約者のみなさま」   ６社  354所 

「建退共ポスター」      ６社  354所 

 

 

ⅲ）機構内及び外部データを用いて未加入事業主を抽出・検証し、効率的かつ効果的な

加入促進対策を講じた。 

・建設業許可業者リスト（経営事項審査受審業者リストを含む）を基に「未加入業者

検索システム（経営事項審査受審業者）」により未加入業者を抽出し、ダイレクトメ

ールにより加入勧奨を行った。 

・経営事項審査受審業者リストより抽出し、加入勧奨文書とパンフレットを送付

（9/12） 9,011件 

・建設業許可業者リストより抽出し、加入勧奨文書とパンフレットを送付（12/13）      

5,047件 
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ハ 各種会議、研

修会等における加

入勧奨等 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等が

開催する各種会

議、研修会等にお

いて、制度内容や

加入手続等の説明

を行うなど、制度

の普及及び加入勧

奨を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 集中的な加入

促進対策の実施 

 

毎年度、加入促

進強化月間を設定

し、厚生労働省及

び国土交通省の支

援を得つつ、期間

許可業者・経営事

項審査受審業

者）」により未加

入業者を抽出し、

ダイレクトメール

により加入勧奨を

行う。 

 

ハ 各種会議、研

修会等における加

入勧奨等 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等が

開催する各種会

議、研修会等にお

いて、制度内容や

加入手続等の説明

を行うなど、制度

の普及及び加入勧

奨を行う。 

 

ⅰ）中小企業事業

主団体、関係業界

団体等が開催する

各種会議等で、制

度の周知広報を要

請する。 

 

 

ⅱ）都道府県、市

町村が開催する各

種会議において、

制度内容、加入手

続等の説明を行う

など、制度の普及

及び加入勧奨の要

請を行う。 

 

ⅲ）厚生労働省及

び都道府県労働局

が開催する各種会

議等で、制度の周

知広報を要請す

る。 

 

ニ 集中的な加入

促進対策の実施 

 

10月を加入促

進強化月間とし、

厚生労働省及び国

土交通省の支援を

得つつ、期間中、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

 

 

 

一般社団法人建設産業専門団体連合会主催の「令和６年度一般社団法人建設産業専門

団体連合会 全国大会」（11/14開催）において、加入勧奨等を行った。 

・協賛名義使用の許可を取得（9/13） 

・資料への広告掲載を依頼（9/13） 

・パンフレット配布（11/14） 

 「建退共制度のあらまし」   500部 

 「電子申請がラク」     500部 

 

 

 

ⅰ）中小企業事業主団体、関係業界団体等が開催する各種会議等で、制度の周知広報を

要請した（211回）。 

・一般社団法人建設技能人材機構主催「第８回通常総会」において、建退共制度の周

知を行った。（6/4） 

 

 

 

 

ⅱ）都道府県、市町村が開催する各種会議において、制度内容、加入手続等の説明を行

うなど、制度の普及及び加入勧奨の要請をした（41回）。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）厚生労働省及び都道府県労働局が開催する各種会議等で、制度の周知広報を要請し

た（13回）。 

 

 

 

 

 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

 

 

10月を加入促進強化月間とし、厚生労働省及び国土交通省の支援を得つつ、期間

中、次のような活動を行った。 
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中、全国的な周知

広報活動等を集中

的に展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような活動を

行う。 

ⅰ）ポスター、パ

ンフレット等の広

報資料の作成、配

布 

 

 

 

 

ⅱ）退職金共済制

度の普及推進等に

貢献のあった者に

対する理事長表彰

の実施 

 

ⅲ）全国的な周知

広報活動等の集中

的展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）厚生労働省及

び国土交通省の支

援を得つつ、「建

設業退職金共済制

度加入促進等連絡

会議」を開催 

 

ⅴ）元請事業主に

対し下請事業主の

加入指導及び事務

受託の推進を依

頼。あわせて、専

門工事業団体の協

力を得つつ、未加

入事業所に対する

加入勧奨の実施 

 

ⅵ）工事現場等で

建退共事業への認

識を高めるための

労働者用チラシ及

び建退共現場標識

の備え付け・配布 

 

ⅶ）新聞等のマス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）ポスター、パンフレット等の広報資料の作成、配布 

ポスター、パンフレット配布 

 「建退共制度のあらまし」           20,114部 

 「建退共に入ろう」          6,884部 

 「建退共で退職金がもらえます」       6,544部 

 「建退共で選ぼう」                     411部 

 「建退共ポスター」                  11,240部 

  

ⅱ）退職金共済制度及び電子ポイント方式の普及推進等に貢献のあった者に対する理事

長表彰の対象者を決定した。 

・88事業所 

 

 

 

ⅲ）全国的な周知広報活動等を実施するため、後援依頼や関係機関への協力依頼等を行

った。 

・加入促進強化月間実施要綱 11,092部配布 

・厚生労働省宛後援名義使用許可願（6/11） 

・国土交通省宛後援名義使用許可願（7/5） 

・関係機関に対し、月間実施についての協力依頼文書を送付（9/2） 

・職業訓練校・工業高等学校への制度周知依頼（9/2） 

・業界団体専門誌広告掲載 17 回 

 

また、ホームページに特設サイトを設置し、退職金共済制度及び電子ポイント方式の

周知広報を実施、さらに、未加入事業主に向けた 15秒動画をホームページ及びＳＮＳ

で配信し、全国的な周知広報を展開した。 

 

ⅳ）厚生労働省及び国土交通省の支援を得つつ、「建設業退職金共済制度加入促進等連

絡会議」を開催した。 

開催日 10/4（関係団体 58団体中、25団体出席） 

依頼事項 

・電子申請方式について 

・建退共制度における外国人労働者の状況について 

 

ⅴ）元請事業主に対し未加入下請事業主への加入指導及び事務受託の推進を依頼した。

あわせて、専門工事業団体の協力を得られるよう、制度普及促進及び未加入事業所に対

する加入勧奨協力依頼文書を送付した。 

・要請件数 667社（12/6） 

 

 

 

 

 

 

ⅵ）工事現場等で建退共事業への認識を高めるための労働者用チラシの備え付け・配布

のための周知依頼を行い、備え付け・配布を行った。 

・「建退共で退職金がもらえます」    6,544部 

 

 

 

 

ⅶ）新聞等のマスメディアを活用した広報を実施した。 
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（２）サービス

の向上 

【重要度 高】 

【困難度 高】 

 

① 電子申請方

式の利用促進 

 

 確実な掛金納

付・退職金支

給、共済契約者

の事務負担の軽

減等を図ること

 

 

 

 

 

 

② 加入促進対策

の検証と見直し等 

 

加入促進対策の

効果については、

機構内の統計の分

析に加え、中小企

業事業主団体、関

係業界団体及び関

係労働団体の有識

者からの機構の業

務運営に対する意

見・要望等も積極

的に収集し、検証

等を行う。 

効果の検証結果

を踏まえ、毎年

度、加入促進対策

の見直しを実施す

る。 

 

 

③ 加入目標数 

 

最近における加

入状況、財務内容

及び建設業におけ

る産業・雇用状況

を勘案して、中期

目標期間中に新た

に加入する被共済

者数を 47万

6,000人以上とす

る。 

 

（２）サービスの

向上 

【重要度 高】 

【困難度 高】 

 

① 電子申請方式

の利用促進 

 

確実な掛金納

付・退職金支給、

元請事業者等の共

済契約者の事務負

担の軽減等を図る

メディアを活用し

た広報の実施 

 

 

 

 

② 加入促進対策

の検証と見直し等 

 

加入促進対策の

効果については、

機構内の統計の分

析に加え、中小企

業事業主団体、関

係業界団体及び関

係労働団体の有識

者からの機構の業

務運営に対する意

見・要望等も積極

的に収集し、検証

等を行う。 

効果の検証結果

を踏まえ、加入促

進対策の見直しを

実施する。 

 

 

 

③ 加入目標数 

 

2024（令和６）

年度における新た

に加入する被共済

者数の目標を、９

万 7,000人以上と

する。 

 

 

 

 

 

（２）サービスの

向上 

 

 

 

① 電子申請方式

の利用促進 

 

確実な掛金納

付・退職金支給、

元請事業者等の共

済契約者の事務負

担の軽減等を図る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・2024（令和

６）年度におけ

る新たに加入す

る被共済者数の

目標を、９万

7,000人以上と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・建退共制度に

おける確実な掛

金納付・退職金

支給、元請事業

者等の共済契約

者の事務負担の

・業界専門紙（４社）への掲載依頼 

加入促進強化月間広告及び電子ポイント方式の普及促進に貢献のあった大手企業に

理事長表彰を実施し、トップインタビュー記事を掲載（10/1）。 

 

・ＮＨＫ（54支局）への放送（映）依頼（3/7） 

 

② 加入促進対策の検証と見直し等 

 

加入促進対策委員会を四半期ごとに開催し、中小企業事業主団体・関係業界団体及び

関係労働団体の有識者からの機構の業務運営に対する意見・要望等も積極的に収集して

活用し、検証を行った。 

 

第１回加入促進対策委員会（6/7） 

・加入促進及び履行確保活動について 

・電子申請方式の利用促進に関する活動について 

 

第２回加入促進対策委員会（9/17） 

・次期電子申請システム構築の概要 

・電子申請システムの作業の流れ 

・電子申請システムの画面構成及び課題と対応 

 

第３回加入促進対策委員会（書面開催）（12/13） 

・「次期電子申請システム構築に係る意見交換会」でいただいたご意見について 

 

第４回加入促進対策委員会（2/18） 

・加入促進及び履行確保活動について 

・電子申請方式の利用促進に関する活動について 

 

③ 加入目標数 

 

令和６年度の加入目標 97,000人に対し、加入実績 97,515人（年度目標達成率

100.5％）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サービスの向上 

 

 

 

 

① 電子ポイント方式の利用促進 

 

電子ポイント方式の説明会を支部と連携し開催した。 

また、電子申請専用サイトの次期改修に向けて、事業者、協力会社及び労働関係団体

に対して意見交換会を開催し（9/17）、電子ポイント方式に対する課題及び改善点等の

聞き取りを行った。 

さらに、電子ポイント方式の普及拡大に向けて、「金融機関サポート型」、「発注者推

奨型」、「地域企業リーダーシップ型」、「大手企業ＤＸ推進型」の枠組みを活かし、金融

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和６年度の加入目

標 97,000人に対し、

加入実績 97,515人

（年度目標達成率

100.5％）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・事業者の協力会社や

労働関係団体などの説

明会参加者に対し、多

様な手法やニーズに応

じたオーダーメイド型

の説明会を開催した。 
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を目的として導

入した電子申請

方式について、

建設キャリアア

ップシステム

（ＣＣＵＳ）と

のデータ連携

や、オンライン

申請機能・メニ

ューの充実・改

善を行うことに

より、一層の利

用促進を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ために前中期目標

期間において導入

した電子申請方式

の一層の利用促進

を図る。 

具体的には、事

業者向けだけでは

なく、事業者の協

力会社や工事発注

者、労働関係団体

などニーズに応じ

たオーダーメイド

型の説明会の開

催、電子申請専用

の相談窓口を設け

集中的に普及促進

を図るモデル地区

の設置、既存の共

済契約者に対し、

電子申請方式の利

用者ＩＤを交付す

るような仕組みの

構築をするととも

に、申請件数の多

い共済手帳の更新

手続等について、

オンラインを活用

した仕組みで申請

するシステムの構

築を目指す。 

あわせて共済契

約者が保有する建

設業許可番号等を

活用することで、

共済契約者の住所

等の変更手続のワ

ンストップ化を図

る。 

さらに、建設キ

ャリアアップシス

テム（ＣＣＵＳ）

との更なる連携強

化や就労実績報告

作成ツールの機能

改善を図る。 

以上の取組によ

り、中期目標期間

中に電子申請専用

サイトの利用者登

録（ログイン）を

行う共済契約者数

を半数以上とする

とともに、電子申

請方式による掛金

ために前中期目標

期間において導入

した電子申請方式

の一層の利用促進

を本部及び支部相

互に連携し図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 事業者向けだ

けではなく、事業

者の協力会社や工

事発注者、労働関

係団体などの説明

会参加対象者に対

し、電子申請方式

の概要や基本的な

操作のほか、エク

セルを使ったデー

タ作成や建設キャ

リアアップシステ

ム（ＣＣＵＳ）と

のデータ連携な

ど、多様な手法や

ニーズに応じたオ

ーダーメイド型の

説明会を開催す

る。 

 

ロ 電子申請方式

の普及促進を図る

モデル地区におい

軽減等を図るた

めに前中期目標

期間において導

入した電子申請

方式の一層の利

用促進を本部及

び支部相互に連

携し図ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関の顧客に対する働きかけ、発注者に対する建退共の手続きの電子化推奨依頼、支部

と連携し地域の中心企業等の現場におけるモデル工事の実施依頼、大手企業に電子ポイ

ント方式の導入依頼等を行った。 

なお、令和６年度における新たな取組は以下の通り。 

 

（様々なアプローチによる電子ポイント方式の普及促進） 

・「金融機関サポート型」として、金融機関と合同で電子化セミナーを開催（４回、

参加企業 261社）し、また、金融機関 11行の窓口でパンフレットを配布（総提供枚

数 22,900枚） 

・「発注者推奨型」として、国等に対し手続きの電子化推奨の依頼を順次実施 

・「地域企業リーダーシップ型」として、群馬県で受注者希望型の電子ポイント方式

のモデル工事を試行、また、岐阜県で建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）との

連携工事を実施 

・「大手企業ＤＸ推進型」として、大手企業 32社に対して本部長による個別訪問を行

い、電子ポイント方式の導入及び更なる利用を依頼 

 

・各都道府県支部と連携し電子ポイント方式の利用促進等に向けた説明会を行った。 

  なお、令和６年度は 10月から厚生労働省及び国土交通省後援のもと、「建退共の

掛金納付電子化セミナー」として開催した。 

・厚生労働省宛後援名義使用許可願（9/12） 

・国土交通省宛後援名義使用許可願（8/19） 

 

 （対面）39会場 出席者数 2,439人 

     うち、10月以降開催 14会場 出席者数 496人 

 （Ｗｅｂ）9回  出席者数  891人 

     うち、10月以降開催 出席者数 891人 

 

また、元請事業者等の代表企業で構成される「建設業退職金共済制度に関する大手懇

談会」において、電子ポイント方式に関する意見・要望等を収集し、電子申請システム

の次期改修に反映させた。 

 

イ 事業者の協力会社や労働関係団体などの説明会参加者に対し、多様な手法やニーズ

に応じたオーダーメイド型の説明会を開催した。 

 

事業者、協力会社及び労働関係団体 26回  出席者数 364人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電子ポイント方式利用促進のためのモデル地区における取組） 

ロ 令和５年度に電子ポイント方式の集中的な利用促進を図るためのモデル地区を３地

区（宮城県、群馬県、沖縄県）選定し、令和６年度は地区の地域性等を勘案した活動及

び効果的な利用促進策の検証を行うにあたり、モデル地区ごとに実施計画を策定し、以

 

39会場    

出席者数 2,439人 

Ｗｅｂ開催 9回    

出席者数 891人 

事業者、協力会社及び

労働関係団体 26回  

出席者数 364人 

元請事業者等の代表

企業で構成される「建

設業退職金共済制度に

関する大手懇談会」に

おいて、電子ポイント

方式に関する意見・要

望等を収集し、電子申

請システムの次期改修

に反映させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務運営上の課題及

び改善方策＞ 

電子申請方式のさら

なる普及拡大に向け

て、４つの枠組みを活

用した取組やシステム

改修等を継続して行う

など、電子申請方式の

一層の促進を図ること

が必要である。 

 

＜令和５年度業務実績

評価結果の反映状況＞ 

電子ポイント方式の

普及拡大に向けて、「金

融機関サポート型」、

「発注者推奨型」、「地

域企業リーダーシップ
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の原資となる退職

金ポイントの額を

掛金収入額（※）

の 30％以上とす

る。 

（※掛金収入額と

は共済証紙と退職

金ポイントの額を

合算したもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、同方式の普及

促進活動を集中的

に実施し、効果的

な電子申請利用促

進策を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 新規に共済契

約の申込みをする

事業者に対して、

共済契約者の住所

や名称等の変更手

続のワンストップ

化を図るため、共

済契約申込書の様

式変更を行い、建

設業の許可番号等

を活用する変更事

務手続きのワンス

トップサービスの

同意確認を行う。

また、電子申請専

用サイト上で共済

契約者証（電子フ

ァイル）の発行を

行う。 

ニ 電子申請方式

における各システ

ムのリプレースを

迎える 2025（令

和７）年度に合わ

せ、オンラインを

活用した仕組みで

申請するシステム

の構築をシステム

開発等の事業者及

びコンサルティン

グ事業者とより分

かりやすく、かつ

使いやすいシステ

ム開発に着手す

る。 

ホ 電子申請専用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

下の取組を実施した。 

 

・共済契約者に対して掛金納付電子化セミナーを開催し、電子ポイント方式の概要説

明及び操作説明を実施した（宮城県・群馬県・沖縄県）。 

・金融機関の本支店において、電子ポイント方式のリーフレットを設置し、証紙購入

で来店した共済契約者に配布し、電子化への勧奨を実施した（宮城県・群馬県）。 

・電子ポイント方式を利用している共済契約者に対してヒアリングを実施し、意見・

要望等を収集し、電子申請システムの次期改修に反映させた（宮城県・群馬県・沖縄

県）。 

・地方整備局及び県等の発注機関に対して、電子ポイント方式の概要説明及び普及に

向けた協力を要請した（宮城県・群馬県・沖縄県）。 

これを受けて、群馬県において、受注者希望型によるモデル工事の試行が開始され、

電子化を実施した。 

また、中期目標期間中に電子申請専用サイトの利用者登録（ログイン）を行う共済契

約者数を半数以上とする目標値において、令和６年度３月時点で宮城県 31.82％（対前

年比 5.08ポイント増）、群馬県 30.13％（対前年比 3.68ポイント増）、沖縄県 28.56％

（対前年比 4.61ポイント増）となり、全国平均 26.76％を上回る比率を達成した。 

 

ハ 新規に共済契約の申込みをする事業者に対して、共済契約者の住所や名称等の変更

手続のワンストップ化を図るため、共済契約申込書の様式変更を行い、建設業の許可番

号等を活用する変更事務手続きのワンストップサービスの同意確認を行った。 

また、電子申請専用サイト上で共済契約者証（電子ファイル）の発行を行うことを可

能とした。 

 

新規契約者数  4,444社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ オンライン申請システムを構築するため、現行の手続きの流れを踏まえつつ、ユー

ザーが見やすく操作しやすいデザインや、使い勝手のよいシステムを目指し、電子ポイ

ント方式におけるシステムのリプレースを迎える令和７年度に合わせて、システム開発

等の事業者及びコンサルティング業者とシステム開発を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電子ポイント方式利用促進のためのシステム改善・建キャリによる利便性向上） 

ホ 電子申請専用サイトの次期改修に向けて、電子申請専用サイトと就労実績報告作成

型」、「大手企業ＤＸ推

進型」の枠組みを活か

し、金融機関の顧客に

対する働きかけ、発注

者に対する建退共の手

続きの電子化推奨依

頼、支部と連携し地域

の中心企業等の現場に

おけるモデル工事の実

施依頼、大手企業に電

子ポイント方式の導入

依頼等を行った。ま

た、電子申請専用サイ

トの次期改修に向け

て、電子申請専用サイ

トと就労実績報告作成

ツールを一体化するこ

とにより、元請・下請

間及び就労実績データ

の連携に係るデータフ

ァイルの受け渡しを不

要とする等のシステム

開発を進めた。 

さらに、ＣＣＵＳ技

能者向けスマートフォ

ンアプリ「建キャリ」

において、被共済者の

掛金積立状況及び退職

金見込み額を本人が手

元で確認できるサービ

スの提供を開始した。 
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② 業務処理の

効率化 

 

 加入者の利便

性の向上及び機

構内の事務処理

の簡素化・迅速

化を図る観点か

ら、諸手続、事

務処理等の再点

検を行い、必要

に応じて見直し

を行うこと。 

 また、契約及

び退職金給付に

当たり、引き続

き、厳正かつ迅

速な審査を実施

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務処理の効

率化 

 

イ 加入者等が行

う諸手続や提出書

類の合理化を図る

とともに、機構内 

の事務処理の簡素

化・迅速化を図る

観点から、諸手

続、事務処理等の

再点検を行い、見

直しを行う。特

に、加入者が行う

諸手続について、

ホームページや電

子申請専用サイト

から簡易・迅速に

行うことを検討、

実施する。 

 

ロ 加入者等の各

種手続の迅速化を

目的とし、業務シ

ステムの再構築の

可能性について検

サイトにおいて

は、ＣＣＵＳとの

更なる連携強化

や、共済契約者か

らの意見を踏ま

え、より分かりや

すく、かつ使いや

すいシステムに改

善していくことで

利便性の向上を図

る。 

 

 

 

 

以上の取組によ

り、2024（令和

６）年度中に電子

申請による掛金の

原資となる退職金

ポイントの額を掛

金収入額（※）の

９％以上とする。

（※掛金収入額と

は共済証紙と退職

金ポイントの額を

合算したもの） 

 

② 業務処理の効

率化 

 

イ 加入者等が行

う諸手続や提出書

類の合理化を図る

とともに、本部・

支部の事務処理の

簡素化・迅速化を

図る観点から、諸

手続、事務処理等

の再点検を行い、

今後、ホームペー

ジや電子申請専用

サイトから加入者

が行う諸手続につ

いて、簡易・迅速

に行えるように検

討、実施する。 

 

 

ロ 加入者等の各

種手続の迅速化を

目的とし、業務シ

ステムの再構築の

可能性について検

 

・2024（令和

６）年度中に電

子申請による掛

金の原資となる

退職金ポイント

の額を掛金収入

額の９％以上と

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・加入者の利便

性の向上及び機

構内の事務処理

の簡素化・迅速

化を図る観点か

ら、諸手続及び

事務処理等の再

点検を行い、必

要に応じて見直

しを行ったか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツールを一体化することにより、元請・下請間及び就労実績データの連携に係るデータ

ファイルの受け渡しを不要とする等のシステム開発を進めた。 

 ＣＣＵＳとの連携においては、「ＣＣＵＳ利用拡大に向けた３か年計画」により、「技

能者の処遇改善に資する退職金共済制度の検討」や「技能者アプリの導入」並びに「Ｃ

ＣＵＳと建退共の完全連携」が示され、さらに今般の担い手三法改正を受けた国の各指

針・告示等によって、電子ポイント方式の一層の利用促進及びＣＣＵＳの現場就業履歴

を活用した就労実績報告等の促進を図る旨の記載がされたことを受け、ＣＣＵＳとのデ

ータ連携方法をファイル連携から自動連携へ変更するとともに、取込みデータの補正機

能の強化といった仕組みを設計し、機能改善を図った。 

さらに、ＣＣＵＳ技能者向けスマートフォンアプリ「建キャリ」において、被共済者

の掛金積立状況及び退職金見込み額を本人が手元で確認できるサービスの提供を開始し

た。 

また、ＣＣＵＳとの更なる連携強化を図るため、ＣＣＵＳを運営する一般財団法人建

設業振興基金との連携会議を定期的に実施した。 

 

以上の取組により、掛金収入額に対する電子ポイント方式による掛金の原資となる退

職金ポイントの割合は、令和６年度３月時点において 6.40％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務処理の効率化 

 

 

イ 共済契約者の住所・名称等の変更届出について建設業許可番号等を活用したワンス

トップサービスを導入したことによって、サービスを利用する共済契約者の書類審査等

が不要となり、本部・支部における事務処理が簡素化された。それに伴い、支部業務の

マニュアルである「支部事務取扱要領」を一部改正した。 

加入者の利便性の向上のため、これまで冊子により加入者へ配布していた「建設業退

職金共済制度事務処理の手引き」をホームページよりダウンロード可能とした。また、

予てより共済契約者の要望のあった工事を受注した際に現場等に掲示する「現場標識」

について、電子看板（デジタルサイネージ）に対応した標識を作成し、ホームページに

公開した。 

さらに、電子申請専用サイトの次期改修に向けて、電子申請専用サイトと就労実績

報告作成ツールを一体化することにより、元請・下請間及び就労実績データの連携に

係るデータファイルの受け渡しを不要とする等のシステム開発を進めた。 

このほか、事業者への説明会を通じて寄せられた共済契約者からの意見や要望をとり

まとめ、電子申請システムの次期改修に反映させた。 

 

 

 

 

ロ 業務システムの再構築の可能性について、各システムとの関連やその整理、構成等

の検討を行った結果、複数の処理を同時に実施することを可能にするなどの処理性能の

向上や帳票出力にかかる処理速度を改善するための機能改修を行った。 

 

 

 

・各都道府県支部及び

大手共済契約者の協力

のもと、電子ポイント

方式の利用促進等に向

けた説明会を実施した

こと等により、掛金収

入額に対する電子ポイ

ント方式による掛金の

原資となる退職金ポイ

ントの割合は、令和６

年度３月時点において

6.40％となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・加入者の利便性の向

上を図る観点から、電

子申請専用サイトの次

期改修に向けて、電子

申請専用サイトと就労

実績報告作成ツールを

一体化することによ

り、元請・下請間及び

就労実績データの連携

に係るデータファイル

の受け渡しを不要とす

る等のシステム開発を

進めた。 

また、事業者への説

明会を通じて寄せられ

た共済契約者からの意

見や要望をとりまと

め、電子申請システム

の次期改修に反映させ

た。 
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③ 情報提供の

充実、加入者か

らの照会・要望

等への適切な対

応等 

 共済契約者等

の利便性を高め

る観点から、ホ

ームページや電

子申請専用サイ

トの充実を図る

ほか、共済契約

者等のニーズに

即した相談対

応、情報提供を

行う等により、

相談業務及び情

報提供の質の向

上を図ること。 

 

 

 

 

討する。 

 

ハ 契約及び退職

金給付に当たり、

厳正な審査を引き

続き実施しつつ、

受付日から 22業

務日以内に退職金

を全数支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 情報提供の充

実、加入者からの

照会・要望等への

適切な対応等 

 

イ 加入者等に対

する個別の相談業

務については、引

き続きサービスの 

向上を図る。 

また、制度・手

続に関する照会・

要望等について回

答の標準化を図

り、ホームページ

掲載のＱ＆Ａに反

映する。 

 

 

 

 

 

 

討する。 

 

ハ 契約及び退職

金給付に当たり、

厳正な審査を引き

続き実施しつつ、

受付日から 22業

務日以内に退職金

を全数支給する。 

 

ニ 新規に共済契

約の申込みをする

事業者に対して

も、共済契約者の

住所や名称等の変

更手続のワンスト

ップ化を図るた

め、共済契約申込

書の様式変更を行

い、建設業の許可

番号等を活用する

変更事務手続きの

ワンストップサー

ビスの同意確認を

行う。また、電子

申請専用サイト上

で共済契約者証

（電子ファイル）

の発行を行う。

【再掲】 

 

③ 情報提供の充

実、加入者からの

照会・要望等への

適切な対応等 

 

イ 加入者等に対

する個別の相談業

務については、引

き続き電話により

行いサービス向上

を図る。特に電子

申請方式に係る相

談等については、

専用のコールセン

ターによりきめ細

やかな対応を行

う。 

また、制度・手

続に関する照会・

要望等について回

答の標準化を図

り、ホームページ

掲載のＱ＆Ａに反

 

 

＜定量的指標＞ 

 

・退職金請求に

ついて、受付日

から 22業務日

以内に、退職金

を全数支給する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・共済契約者等

の利便性を高め

る観点からホー

ムページの充実

を図るほか、共

済契約者等のニ

ーズに即した相

談対応、情報提

供を行う等によ

り、相談業務及

び情報提供の質

の向上を図った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、受付日から 22

業務日以内に退職金を全数支給した。 

 

 

 

 

 

 

ニ 新規に共済契約の申込みをする事業者に対して、共済契約者の住所や名称等の変更

手続のワンストップ化を図るため、共済契約申込書の様式変更を行い、建設業の許可番

号等を活用する変更事務手続きのワンストップサービスの同意確認を行った。 

また、電子申請専用サイト上で共済契約者証（電子ファイル）の発行を行うことを可

能とした。 

 

新規契約者数  4,444社 

【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 情報提供の充実、加入者からの照会・要望等への適切な対応等 

 

 

 

 

イ 加入者等に対する個別の相談業務については、電話及びコールセンターによりきめ

細やかな対応を行った。 

 

相談対応件数：6,571件 

コールセンター件数：25,260 件 

ホームページのＱ＆Ａ件数：1,205件 

 

また、建退共の掛金積み立て状況について、現行のはがきでの通知に加え、ＣＣＵＳ

技能者向けスマートフォンアプリ「建キャリ」での確認が可能とすることで、加入者か

らの要望への対応を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・退職金給付に当た

り、厳正な審査を引き

続き実施しつつ、受付

日から 22業務日以内

に退職金を全数支給し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・ホームページの再構

築に向け、建退共サイ

ト刷新に係る調査検討

業務を調達し、各課担

当者で構成するプロジ

ェクトチームを設置し

た。そのうえで、必要

事項・現状における問

題点等の洗い出しを行

い、全面的にコンテン

ツの見直しを実施し

た。 

また、建退共の掛金

積み立て状況につい

て、現行のはがきでの

通知に加え、ＣＣＵＳ

技能者向けスマートフ

ォンアプリ「建キャ

リ」での確認が可能と

することで、加入者か

らの要望への対応を図
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④ 積極的な情

報の収集及び活

用 

 

 加入者、関係

団体等の意見・

要望並びに各種

統計等の情報を

整理するととも

に、実態調査等

により積極的に

情報を収集した

上で、当該情報

を分析して対応

策を検討し、建

設業退職金共済

事業の運営に反

映させることに

より、当該事業

 

 

ロ 加入者等の手

続に係るユーザビ

リティの改善及び

視認性の向上のた

め、ホームページ

の再構築を行う。 

また、アクセス

ユーザーのニーズ

を収集・分析する

ことにより、ホー

ムページの内容の

充実化、効果的か

つ戦略的な加入促

進対策につなげ

る。 

 

 

 

ハ 電子申請専用

サイトにおいて

は、連絡通知機能

を使って、共済契

約者に対し迅速な

情報提供を行うと

ともに、共済契約

者からの意見や要

望をとりまとめ、

分かりやすく、か

つ使いやすいシス

テムに改善してい

くことで利便性の

向上に努める。 

 

④ 積極的な情報

の収集及び活用 

 

イ 加入促進強化

月間等における訪

問や参与会等の場

を活用して、中小 

企業事業主団体・

関係業界団体及び

関係労働団体の有

識者から、機構の

業務運営に対する

意見・要望等を聴

取する。 

 

 

ロ 毎月の加入状

況、退職金支払状

況等に関する統計

映する。 

 

ロ 電子申請専用

サイトのリプレー

ス時期に合わせた

ホームページの再

構築に向け、全面

的にコンテンツの

見直しを行い、必

要事項・現状にお

ける問題点等の洗

い出しを行う。 

また、アクセス

ユーザーのニーズ

を分析するにあた

り、どのような情

報を収集するべき

か等、必要事項の

洗い出しを行う。 

 

ハ 電子申請専用

サイトにおいて

は、連絡通知機能

を使って、共済契

約者に対し迅速な

情報提供を行うと

ともに、共済契約

者からの意見や要

望をとりまとめ、

分かりやすく、か

つ使いやすいシス

テムに改善してい

くことで利便性の

向上に努める。 

 

④ 積極的な情報

の収集及び活用 

 

イ 加入促進強化

月間等における訪

問や参与会等の場

を活用して、中小

企業事業主団体・

関係業界団体及び

関係労働団体の有

識者から、機構の

業務運営に対する

意見・要望等を聴

取する。 

 

 

ロ 毎月の加入状

況、退職金支払状

況等に関する統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

 

・毎年度１回以

 

 

ロ ホームページの再構築に向け、建退共サイト刷新に係る調査検討業務を調達し、各

課担当者で構成するプロジェクトチームを設置した。そのうえで、必要事項・現状にお

ける問題点等の洗い出しを行い、全面的にコンテンツの見直しを実施した。 

また、令和７年度にサイト刷新に係るコンテンツ作成業務を調達するにあたり、不要な

費用を抑制するため、サイト構成などを確定させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 電子申請専用サイトの連絡機能を使って、共済契約者に対し迅速な情報提供を行っ

た。 

また、共済契約者からの意見や要望をとりまとめ、電子ポイント方式システムの次期

改修に反映させた。 

さらに、電子ポイント方式専用のコールセンターを通じて受けた要望等を、システム

の改善及びホームページ掲載の各種マニュアルに反映させるなど、利便性の向上に努め

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 積極的な情報の収集及び活用 

 

 

イ 加入促進強化月間等における訪問や参与会等の場を活用して、中小企業事業主団

体・関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業務運営に対する意見・要望

等を聴取した。 

・中退共・特退共合同参与会（9/2、3/25） 

・運営委員会・評議員会（6/20、3/11） 

・財務問題・基本問題検討委員会（6/20、11/19） 

９月に開催された参与会（文書開催）では委員より以下のご意見をいただいた。 

・予定運用利回りや複数掛金等の制度改善の見直し 

・外国人労働者への加入促進及び民間工事に対しての更なる普及促進 

・ＣＣＵＳとの連携を含めた電子申請システムの機能改善による任意組合・事務組合

の事務負担軽減及び普及促進の検討 

・電子申請及び加入促進について、実効性のある取組 

 

ロ 加入状況、退職金支払状況に関する統計資料を、ホームページに掲載した。 

・事業月報（毎月） 

・事業年報（10月） 

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・加入促進強化月間等
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の改善を図るこ

と。 

 

【指標】 

・中期目標期間

中に電子申請専

用サイトの利用

者登録を行う共

済契約者数を半

数以上とするこ

と。 

・中期目標期間

中に電子申請に

よる掛金の原資

となる退職金ポ

イントの額を掛

金収入額の 30％

以上とするこ

と。 

・退職金請求に

ついて、受付日

から 22業務日以

内に、退職金を

全数支給するこ

と。 

・毎年度１回以

上、加入者、関

係団体等の意

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

し、対応策を検

討、実施するこ

と。 

 

[目標設定等の考

え方] 

・電子申請方式

の利用の現状を

踏まえつつ、既

存の契約者に対

して電子申請方

式の利用者ＩＤ

を交付する仕組

みを構築するこ

とを通じて利用

促進を図ること

等を考慮し、指

標を設定する。 

※電子申請専用

サイトログイン

率 4.9％、掛金

収入額における

退職金ポイント

を整理・分析する

とともに、毎年度

１回以上、加入

者、関係団体等の

意見・要望及び各

種統計等の情報を

整理・分析する。

その結果を踏まえ

て対応策を検討

し、建退共事業の

運営に反映させる

ことにより、当該

事業の改善を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ アクセスユー

ザーのニーズを収

集・分析すること

により、ホームペ

ージの内容の充実

化、効果的かつ戦

略的な加入促進対

策につなげる。

【再掲】 

 

 

 

 

 

 

を整理・分析する

とともに、加入

者、関係団体等の

意見・要望及び各

種統計等の情報を

整理・分析する。

その結果を踏まえ

て対応策を検討

し、建退共事業の

運営に反映させる

ことにより、当該

事業の改善を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ アクセスユー

ザーのニーズを分

析するにあたり、

どのような情報を

収集するべきか

等、必要事項の洗

い出しを行う。

【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

上、加入者、関

係団体等の意

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

し、対応策を検

討、実施するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・加入者及び関

係団体等の意

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

して対応策を検

討し、建退共事

業の運営に反映

させることによ

り、当該事業の

改善を図った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入者及び関係団体等の意見・要望並びに各種統計等の情報を整理・分析し、対応策

を検討し、建退共事業の運営に反映させることにより、当該事業の改善を図った結果、

各機関と調整を行い、建退共の掛金積み立て状況について、現行のはがきでの通知に加

え、ＣＣＵＳ技能者向けスマートフォンアプリ「建キャリ」での確認が可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ ホームページの再構築に向け、建退共サイト刷新に係る調査検討業務を調達し、各

課担当者で構成するプロジェクトチームを設置した。そのうえで、必要事項・現状にお

ける問題点等の洗い出しを行い、全面的にコンテンツの見直しを実施した。 

また、令和７年度にサイト刷新に係るコンテンツ作成業務を調達するにあたり、不要

な費用を抑制するため、サイト構成などを確定させた。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

における訪問や参与会

等の場を活用して、中

小企業事業主団体・関

係業界団体及び関係労

働団体の有識者から、

機構の業務運営に対す

る意見・要望等を聴取

した。その結果、各機

関と調整を行い、建退

共の掛金積み立て状況

の確認方法について、

現行のはがきでの通知

に加え、ＣＣＵＳ技能

者向けスマートフォン

アプリ「建キャリ」で

の確認を可能とした。 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・加入者及び関係団体

等の意見・要望並びに

各種統計等の情報を整

理・分析し、対応策を

検討し、建退共事業の

運営に反映させること

により、当該事業の改

善を図った結果、各機

関と調整を行い、建退

共の掛金積み立て状況

について、現行のはが

きでの通知に加え、Ｃ

ＣＵＳ技能者向けスマ

ートフォンアプリ「建

キャリ」での確認が可

能となった。 
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の額の比率 

3.1％（2022（令

和４）年 12 月現

在） 

・前中期目標の

水準を、退職金

請求の事務処理

期限の指標とし

て設定すること

とする。 

※前中期目標期

間(2018（平成

30）～2022（令

和４）年度)に目

標として定めた

処理日数の最終

期限（業務日）

22 日 

・建設業退職金

共済制度を取り

巻く環境の変化

を把握し、迅速

に対応するため

に、毎年度１回

以上、統計等の

各種情報を整

理・分析し、事

業を改善するこ

とを指標とする

こととする。 

 

【重要度 高】 

 建設技能労働

者の高齢化や建

設業界の人手不

足の深刻化とい

った状況の中、

建設業退職金共

済制度の加入者

の利便性の向上

を図る必要があ

ることから、重

要度を高とす

る。 

 

【困難度 高】 

 電子申請方式

導入後も就労実

績報告作成ツー

ルの改良を行う

など継続して利

用者の利便性向

上を図るもの

の、中小零細企
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業ではパソコン

やインターネッ

トが必ずしも十

分に活用されて

いない実態もあ

り、電子申請方

式の利用が進ん

でいない現状に

あることから、

困難度を高とす

る。 

 

（３）確実な退

職金の支給に向

けた取組 

 

① 長期未更新

者数の縮減等の

ための取組 

 

 過去３年以上

手帳の更新を行

っていない被共

済者（以下「長

期未更新者」と

いう。）の縮減の

観点から、新規

加入時及び共済

手帳更新時にお

ける被共済者の

住所把握を徹底

するとともに、

長期未更新者に

対する現況調査

により、共済手

帳の更新、退職

金の請求等の手

続をとるよう要

請すること。 

 特に住所が把

握できた長期未

更新者について

は、全員に対し

取組を強化する

こと。 

 被共済者の重

複加入の確認を

徹底し、重複加

入及び退職金の

支払い漏れを防

止すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）確実な退職

金の支給に向けた

取組 

 

① 長期未更新者

数の縮減等のため

の取組 

 

建退共事業にお

ける過去３年以上

手帳更新を行って

いない被共済者 

（以下「長期未更

新者」という。）

のうち、業界引退

者への確実な退職

金支給のための以

下の取組等を行

い、中期目標期間

の最終年度まで

に、長期未更新者

数を前中期目標期

間の終了時の数か

ら減少させる。特

に、住所が把握で

きた長期未更新者

については前中期

目標期間の終了時

の数から 15％以

上減少させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 加入者全体を

対象とした取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）確実な退職

金の支給に向けた

取組 

 

① 長期未更新者

数の縮減等のため

の取組 

 

建退共事業にお

ける過去３年以上

手帳更新を行って

いない被共済者

（以下「長期未更

新者」という。）

のうち、業界引退

者への確実な退職

金支給のための以

下の取組等を行

い、中期目標期間

の最終年度まで

に、長期未更新者

数を前中期目標期

間の終了時の数か

ら減少させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 加入者全体を

対象とした取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・新規加入時及

び共済手帳更新

時における被共

済者の住所把握

を徹底するとと

もに、過去３年

間手帳更新がな

い被共済者及び

高齢の被共済者

に対する現況調

査により、共済

手帳の更新又は

退職金の請求等

の手続をとるよ

う要請したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）確実な退職金の支給に向けた取組 

 

 

 

① 長期未更新者数の縮減等のための取組 

 

 

 

建退共事業における過去３年以上手帳更新を行っていない被共済者（以下「長期未更

新者」という。）のうち、業界引退者への確実な退職金支給のための以下の取組等を行

い、中期目標期間の最終年度までに、長期未更新者数を前中期目標期間の終了時の数か

ら減少させるよう以下の取組を実施してきたが、令和６年度においても減少に至らず、

増加となった。 

住所が把握できた長期未更新者全員に対し、退職金請求等の手続をとるよう要請する

ためのシステム開発が完了（①ロⅴ参照）したことにより、令和 7年度からは、これま

で退職金請求勧奨等を行っていない被共済者に対する取組を加え、中期計画の達成に向

け、引き続き取組を進めていくこととする。 

 

 

長期未更新者数 

・前中期目標期間終了時 361,995人 

     令和５年度末 362,224人 （+229人） 

     令和６年度末 363,500人 (+1,505人) 

 

         （対前中期目標期間終了時比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 加入者全体を対象とした取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・新規加入時及び共済

手帳更新時における被

共済者の住所把握を徹

底するとともに、過去

３年間手帳更新がない

被共済者及び高齢の被

共済者に対する現況調

査により、共済手帳の

更新又は退職金の請求

等の手続をとるよう要

請した。 

また、新たな取組とし

て、電子申請システム

の連絡通知機能を活用

し、共済契約者に対し

長期未更新者調査等実

施の周知要請を行っ

た。（6/6・7/2・8/2）） 
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ⅰ）新規加入時及

び共済手帳更新時

に被共済者の住所

把握を徹底し、建

退共制度に加入し

たことを本人に通

知するとともに、

共済手帳の住所欄

に被共済者の住所

を記載してもらう

ことを徹底する。 

 

ⅱ）加入者、退職

者に加え、住所把

握した長期未更新

者等についても名

寄せを行い、重複

加入が疑われる被

共済者に対し重複

の有無を確認す

る。確認の結果、

追加支給等を行

い、退職金の支給

漏れを防止する。 

 

 

 

 

 

ⅲ）工事現場にお

ける「建退共現場

標識」、ハローワ

ークや各種説明会 

等を活用し、共済

手帳の更新、退職

金の請求等の手続

をとるよう注意喚

起を行う。 

 

ⅳ）マスメディア

を活用した退職金

請求に関する広報

を実施し、フリー

ダイヤルにて問合

せを受け付け、退

職金の有無に関す

る調査を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）新規加入時及

び共済手帳更新時

に被共済者の住所

把握を徹底し、建

退共制度に加入し

たことを本人に通

知するとともに、

共済手帳の住所欄

に被共済者の住所

を記載してもらう

ことを徹底する。 

 

ⅱ）新規加入時、

退職時に名寄せを

行い、重複加入が

疑われる被共済者

に対し重複の有無

を確認する。確認

の結果、追加支給

等を行い、退職金

の支給漏れを防止

する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）工事現場にお

ける「建退共現場

標識」、ハローワ

ークや各種説明会

等を活用し、共済

手帳の更新、退職

金の請求等の手続

をとるよう注意喚

起を行う。 

 

ⅳ）テレビ、ラジ

オなどマスメディ

アを活用した退職

金請求に関する広

報を実施し、フリ

ーダイヤルにて問

合せを受け付け、

退職金の有無に関

する調査を実施す

る。その結果を踏

まえ、退職金請求

等の手続をとるよ

う要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・被共済者の重

複加入の確認を

徹底し、重複加

入及び退職金の

支払い漏れを防

止したか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・重複加入が疑

われる被共済者

に対し重複加入

調査票を送付し

注意喚起を実施

しているか。  

 

 

・マスメディア

 

ⅰ）新規加入時及び共済手帳更新時に被共済者の住所把握を徹底し、建退共制度に加入

したことを本人に通知するとともに、共済手帳の住所欄に被共済者の住所を記載しても

らうことを徹底した。 

通知件数  97,515人 

更新件数 634,357件 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）新規加入者及び退職者に対する重複チェックを行った。 

 

・被共済者の加入時に名寄せを行い、重複加入が疑われる被共済者には重複可能性調

査票を送付し、重複の有無を確認した。確認の結果、重複があるときは、これを解消

した。 

（新規加入者に対する重複チェック） 

令和６年度新規加入者  97,515人 

うち重複加入者      1,562人 

 

・被共済者の退職時に名寄せを行い、重複加入が疑われる被共済者には就労事業所調

査書を送付し、重複の有無を確認した。確認の結果、重複があるときは追加支給を行

った。 

（退職者に対する重複チェック） 

令和６年度退職者    63,100 人 

うち追加支給者         258人 

     支給額    46,905千円 

 

ⅲ）公共事業発注機関に対し、受注事業者による「建退共現場標識」掲示の徹底に関す

る指導要請を行った。 

・都道府県・市区町村へ制度の普及徹底・適正履行確保要請（8/28） 1,788箇所 

 

また、事業主団体の広報誌等により共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとるよ

う注意喚起を行った。 

「全建ジャーナル」ほか 11誌に 21回掲載 

 

 

 

ⅳ）テレビ、ラジオなどマスメディアを活用した退職金請求に関する広報を実施し、フ

リーダイヤルにて退職金の有無に関する調査依頼を受け付けた。 

その結果フリーダイヤルの問合せ件数は 1,096件であり、うち調査対象件数は 789件

であった。 

退職金請求権利(納付実績 12月以上）がある 254件(追給を含む）のうち退職金請求

受付件数は 106件、うち長期未更新対象者は 70件、それ以外は 31件だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・被共済者の加入時に

名寄せを行い、重複加

入が疑われる被共済者

に対し重複の有無を確

認した。確認の結果、

重複があるときは、こ

れを解消した。 

また、被共済者の退

職時に名寄せを行い、

重複加入が疑われる被

共済者に対し重複の有

無を確認した。確認の

結果、重複があるとき

は、これを解消すると

ともに、追加支給を行

い、退職金の支給漏れ

を防止した。 

（退職者に対する重複

チェック） 

令和６年度退職者

63,100人 

うち追加支給 258人 

支給額 46,905千円 

 

 

 

 

 

 

 

・重複加入が疑われる

被共済者に対し加入時

には重複可能性調査票

を送付し、退職時には

就労事業所調査書を送

付し、注意喚起を実施

した。 

 

・業界団体機関誌（12



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ターゲットを

特定した取組 

 

ⅰ）共済手帳の未

更新期間が３年経

過時点で行う現況

調査において、住

民基本台帳ネット

ワークシステム等

も活用しながらそ

の住所把握に努

め、共済手帳の更

新、業界引退者へ

の退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

 

 

 

ⅱ）ⅰ）の要請か

ら２年経過した時

点で手続を行って

いない者に対し、

共済手帳の更新、

業界引退者への退

職金請求等の手続

をとるよう再度要

請する。 

 

 

 

ⅲ）長期未更新者

のうち 75歳に達

した者で、かつ住

所が把握できてい

る被共済者に対

し、共済手帳の更

新、業界引退者へ

の退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

また、前中期目

標期間に 75歳に

達した者への要請

を行った者のう

ち、手続を行って

いない者に対し、

再度要請する。 

 

 

ⅳ）被共済者のう

ち 70歳に達した

者で、かつ住所が

把握できている者 

ロ ターゲットを

特定した取組 

 

ⅰ）共済手帳の未

更新期間が３年経

過時点で行う現況

調査において、住

民基本台帳ネット

ワークシステム等

も活用しながらそ

の住所把握に努

め、共済手帳の更

新、業界引退者へ

の退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

 

 

 

ⅱ）ⅰ）の要請

（2022（令和４）

年度実施）から２

年経過した時点で

手続を行っていな

い者に対し、共済

手帳の更新、業界

引退者への退職金

請求等の手続をと

るよう再度要請す

る。 

 

ⅲ）長期未更新者

のうち 75歳に達

した者で、かつ住

所が把握できてい

る被共済者に対

し、共済手帳の更

新、業界引退者へ

の退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）被共済者のう

ち 70歳に達した

者で、かつ住所が

把握できている者

等を活用し、共

済手帳の更新、

退職金の請求等

の手続を行うよ

う注意喚起を行

ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ターゲットを特定した取組 

 

 

ⅰ）共済手帳の未更新期間が３年経過時点で行う現況調査において、住民基本台帳ネッ

トワークシステム等も活用しながらその住所把握に努め、把握できた住所を全てシステ

ムに登録し、共済手帳の更新、業界引退者への退職金請求等の手続を取るよう要請し

た。 

長期未更新者調査（令和２年度に共済手帳の更新が行われた者のうち、令和５年度末

に至るまで共済手帳の更新が行われていない者を対象）を実施し、調査対象被共済者

20,437人のうち、更新申請書による住所補完等により住所判明した者 15,240人（納付

実績 12月以上）に対し、退職金請求手続の要請等（1/10）を行うとともに、新たな取

組として、電子申請システムの連絡通知機能を活用し、共済契約者に対し長期未更新者

調査等実施の周知要請を行った（6/6・7/2・8/2））。 

・手帳更新した者      3,161 人 

・退職金請求した者    2,135 人 

・就労中と確認できた者 3,147 人 

・住所不明の者        30 人 

・動きのない者     11,964 人 

 

ⅱ）ⅰ）の要請（令和４年度実施）から２年経過した時点で手続を行っていない者

7,749人のうち、更新申請書による住所補完等により住所判明した者 7,663人（納付実

績 12月以上）に対し、退職金請求等の手続をとるよう再度要請した（9/25）。 

・手帳更新した者      405 人 

・退職金請求した者      664 人 

・住所不明の者          84 人 

・動きのない者       6,596 人 

 

 

 

 

 

ⅲ）長期未更新者のうち 75歳に達した者で、かつ住所が把握できている被共済者 822

人（納付実績 12月以上）に対し、共済手帳の更新、業界引退者への退職金請求等の手

続をとるよう要請した（10/25）。  

・手帳更新した者        27人 

・退職金請求した者       175人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ）被共済者のうち 70歳に達した者で、かつ住所が把握できている者 10,835人（納付

実績 12月以上）に対し、掛金納付状況等の通知を行った（12/9）。 

 

 

誌・21回）への広告掲

載により注意喚起を行

った。 

さらに公共事業発注

機関（1,788箇所）に

対し、共済手帳の更新

及び退職金の請求に関

する注意喚起が記載さ

れている「建退共現場

標識」の掲示徹底を工

事受注業者に指導する

よう要請を行った。 
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に対し、掛金納付

状況等の通知を行

う。 

 

ⅴ）住所が把握で

きた長期未更新者

全員に対し、退職

金請求等の手続を

とるよう要請す

る。（ⅰ、ⅱ、

ⅲ、ⅳの対象者除

く） 

 

ⅵ）これまでに退

職金請求等の手続

をとるよう要請し

た者のうち手続を

行っていない住所

が把握できた長期

未更新者に対し、

再度要請するため

のシステムを開発

する。 

 

ハ 長期未更新者

防止を目的とした

対策 

 

被共済者本人へ

掛金納付状況を定

期的に通知する。 

また、過去２年

間手帳の更新をし

ていない共済契約

者に対して、満 

了・未満了を問わ

ず手帳更新を行う

よう要請等を行

い、新たに長期未

更新者に該当する

ことになる被共済

者の数を中期目標

期間の最終年度ま

でに 13,000人以

下に減少させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対し、掛金納付

状況等の通知を行

う。 

 

ⅴ）住所が把握で

きた長期未更新者

全員に対し、退職

金請求等の手続を

とるよう要請する

ためのシステムを

開発する。（ⅰ、

ⅱ、ⅲ、ⅳの対象

者を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 長期未更新者

防止を目的とした

対策 

 

被共済者本人へ掛

金納付状況を定期

的に通知する。 

ⅰ）初めて電子申

請により掛金充当

されたとき。 

 

ⅱ）掛金納付実績

１年目（12月）

となったとき。 

 

ⅲ）掛金納付実績

５年目ごと（60

月、120

月・・・）となっ

たとき。 

また、過去２年

間手帳の更新をし

ていない共済契約

者に対して、満

了・未満了を問わ

ず手帳更新を行う

よう要請し、新た

に長期未更新者に

該当することにな

る被共済者の数を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ）令和７年度に、今まで対象としていなかった大手・任意組合・事務組合に所属する

長期未更新者に対し、退職金請求勧奨等を実施するにあたり、係るシステム開発を完了

した（ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳの対象者を除く）。（3/31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 長期未更新者防止を目的とした対策 

 

 

 

被共済者本人へ掛金納付状況を定期的に通知した。 

ⅰ）初めて電子ポイント方式により掛金充当されたとき。 

ⅱ）掛金納付実績１年目（12月）となったとき。 

ⅲ）掛金納付実績５年目ごと（60月、120月・・・）となったとき。 

 

通知件数：201,671人 

 

また、過去２年間手帳の更新をしていない共済契約者に対して、満了・未満了を問わ

ず手帳更新を行うよう要請し、新たに長期未更新者に該当することになる被共済者の数

を減少させるよう取り組んだ。その結果令和６年度においては中期計画において指標と

している 13,000人以下に減少させることができなかったものの、増加する長期未更新

者への対策として、新たに令和７年度に長期未更新者調査対象となる２年間未更新の被

共済者がいる最終手帳更新事業所（7,589所）に、手帳更新手続きを要請した。（2/7） 

令和７年度は、引き続き新たに長期未更新者に該当することになる被共済者の数を減少

させる方策等を検討することとしている。 

 

新たに長期未更新者に該当することになる被共済者数 

令和５年度末 13,212人   

令和６年度末 15,502人 
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② 確実な共済

証紙の貼付及び

退職金ポイント

の充当に向けた

取組 

 

 共済契約者に

対し、過去２年

間手帳の更新を

していない被共

済者の手帳更新

等の要請、被共

済者の就労日数

に応じた確実な

共済証紙の貼付

や就労実績の登

録による退職金

ポイントの充当

のための周知及

び取組を促進す

ること。 

 

【指標】 

・長期未更新者

のうち住所が把

握できた全ての

者に対し、未更

新期間が３年経

過時点及びその

後一定の期間経

過時点に、共済

手帳の更新、退

職金の請求等の

手続をとるよう

要請すること。 

・中期目標期間

の最終年度まで

に、長期未更新

者数を、前中期

目標期間の終了

時の数から減少

させること。特

に、住所情報把

握者については

前中期目標期間

の終了時の数か

ら 15％以上減少

させること。 

・過去２年間手

帳の更新をして

いない共済契約

者に対して、満

 

 

② 確実な共済証

紙の貼付及び退職

金ポイントの充当

に向けた取組 

 

過去２年間手帳

の更新をしていな

い共済契約者に対

して、満了・未満

了を問わず手帳更

新を行うよう要請

等を行い、新たに

長期未更新者に該

当することになる

被共済者の数を中

期目標期間の最終

年度までに

13,000人以下に

減少させる。【再

掲】 

イ 就労日数に応

じた適正な共済証

紙の貼付及び退職

金ポイントの充当

を図るため、過去

２年間共済手帳の

更新の手続をして

いない全ての共済

契約者に対し、満

了・未満了を問わ

ず共済手帳の更新

など適切な措置を

行うよう要請す

る。 

 

ロ 2022（令和

４）年度に厳格化

された発行基準に

基づき、加入・履

行証明書発行の

際、適正履行の確

認をするととも

に、就労日数に応

じた適正な共済証

紙の貼付及び退職

金ポイントの充当

をするよう共済契

約者に対してホー

ムページ等を活用

し周知徹底する。 

減少させる。 

 

② 確実な共済証

紙の貼付及び退職

金ポイントの充当

に向けた取組 

 

過去２年間手帳

の更新をしていな

い共済契約者に対

して、満了・未満

了を問わず手帳更

新を行うよう要請

し、新たに長期未

更新者に該当する

ことになる被共済

者の数を減少させ

る。【再掲】 

 

 

 

 

イ 就労日数に応

じた適正な共済証

紙の貼付及び退職

金ポイントの充当

を図るため、過去

２年間共済手帳の

更新の手続をして

いない全ての共済

契約者に対し、満

了・未満了を問わ

ず共済手帳の更新

など適切な措置を

行うようチラシを

同封した文書によ

り要請する。 

ロ 2022（令和

４）年度に厳格化

された発行基準に

ついて、建設業の

働き方改革等によ

る就労実態の変化

にあわせるため

2024（令和６）年

度に改正する基準

に基づき、加入・

履行証明書発行の

際、適正履行の確

認をするととも

に、就労日数に応

じた適正な共済証

紙の貼付及び退職

金ポイントの充当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・就労日数に応

じた共済証紙の

適正な貼付及び

退職金ポイント

の充当を図るた

め、過去２年間

手帳の更新をし

ていない共済契

約者に対して、

満了・未満了を

問わず共済手帳

の更新など適切

な措置をとるよ

う要請したか。 

 

 

②  確実な共済証紙の貼付及び退職金ポイントの充当に向けた取組 

 

 

 

 

過去２年間手帳の更新をしていない共済契約者に対して、満了・未満了を問わず手帳

更新を行うよう要請し、新たに長期未更新者に該当することになる被共済者の数を減少

させるよう取り組んだ。その結果令和６年度においては中期計画において指標としてい

る 13,000人以下に減少させることができなかったものの、増加する長期未更新者への

対策として、新たに令和７年度に長期未更新者調査対象となる２年間未更新の被共済者

がいる最終手帳更新事業所（7,589所）に、手帳更新手続きを要請した。（2/7） 

令和７年度は、引き続き新たに長期未更新者に該当することになる被共済者の数を減少

させる方策等を検討することとしている。【再掲】 

 

新たに長期未更新者に該当することになる被共済者数 

令和５年度末 13,212人 

令和６年度末 15,502人  

 

 

 

イ 就労日数に応じた適正な共済証紙の貼付及び退職金ポイントの充当を図るため、過

去２年間共済手帳の更新の手続をしていない全ての共済契約者に対し、満了・未満了を

問わず共済手帳の更新など適切な措置を行うようチラシを同封した文書により要請した

（5/31・8/1・11/27・3/19・3/21）。 

 

要請件数：20,191事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ４月より改正した加入・履行証明書発行基準について確実に実施するため、ホーム

ページや説明会等を通じて適宜情報提供を行った。また、加入・履行証明書発行の際の

共済手帳及び共済証紙の受払簿を厳格に審査することを通じ、就労日数に応じた適正な

掛金納付をするように共済契約者に対して周知を徹底した。 

・加入・履行証明発行枚数 82,159 枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・就労日数に応じた共

済証紙の適正な貼付及

び退職金ポイントの充

当を図るため、過去２

年間手帳の更新をして

いない共済契約者に対

し、文書を送付するタ

イミングで、チラシを

同封する等、年間を通

して満了・未満了を問

わず共済手帳の更新な

ど適切な措置をとるよ

う要請した。 
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了・未満了を問

わず手帳更新を

行うよう要請等

を行い、新たに

長期未更新者に

該当することに

なる被共済者の

数を中期目標期

間の最終年度ま

でに 13,000 人以

下に減少させる

こと。 

 

[目標設定等の考

え方] 

・共済手帳の更

新要請等を行う

ことで、長期未

更新者数を減少

させることを指

標として設定す

ることとする。 

※過去３年以上

手帳の更新を行

っておらず掛金

納付月数 24 月以

上の被共済者推

移 

 2019（令和

元）年度末 

373,568 人、

2020（令和２）

年度末 370,498 

人、 

 2021（令和

３）年度末 

364,418 人、

2022（令和４）

年 12月末 

362,832人 

・一定期間以

上、手帳更新が

されていない場

合、適正な掛金

充当が行われて

いない可能性が

あることや、満

了・未満了を問

わず手帳の更新

期間を２年とす

る運用を新たに

始めたことを踏

まえ、過去２年

間手帳を更新し

をするよう共済契

約者に対してホー

ムページ等を活用

し周知徹底する。 
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ていない共済契

約者に対し手帳

の更新の要請及

び周知を行うこ

とで、長期未更

新者に該当する

ことを未然に防

止する。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ Ⅰ 退職金共済事業 ４ 清酒製造業退職金共済事業 
業務に関連する政策・施

策 

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（厚生労働省 政策体系 

基本目標Ⅳ-施策大目標 3-2）  

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
中退法第 70 条第 1項 

当該項目の重要度、難易

度 【重要度 高】 
（１）加入促進対策の効果的実施 
① 加入促進対策の実施 ② 加入促進対策の検証と見直し等 
③ 加入目標数 

 
【指標】 
中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 270 人以上とするこ
と。 
 
（理由） 
清酒製造業退職金共済制度を長期的に持続可能とするためには被共
済者数の安定的な確保が不可欠であることから、重要度を高とする。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指 標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度   令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

中期目標期間中の 

新規被共済者目標

数 

270 人以上 
５年度目標数 

70人 

６年度目標数 

60 人 

７年度目標数 

人 

８年度目標数 

人 

９年度目標数 

人 
予算額（千円） 239,771 232,558    

新規被共済者数 

【達成度】 
 

75人 

【107.1％】 

78 人 

【130.0％】 

人 

【％】 

人 

【％】 

人 

【％】 
決算額（千円） 171,296 165,320    

目標の処理期間内

における退職金支

給実施 

受付日から

22 業務日

以内に全数

支給 

100％ 100％ ％ ％ ％ 経常費用（千円） 161,136 180,473    

加入者、関係団体

等の意見・要望並

びに各種統計等の

情報を整理・分析

し、対応策を検

討、実施 

毎年度１回

以上 
１回 １回 回 回 回 

経常利益（千円） 29,192 △82,845    

行政コスト（千

円） 
161,136 180,474    

同上【達成度】  【100％】 【100％】 【％】 【％】 【％】 
従事人員数 8 8    

  

 長期未更新者のう

ち住所が把握でき

た全ての者に対

し、未更新期間が

３年経過時点及び

その後一定の期間

経過時点に、共済

手帳の更新、退職

金の請求等の手続

をとるよう要請 

共済手帳の

更新、退職

金の請求等

の手続をと

るよう要請 

実施済 実施済    
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注）予算額、決算額は支出額を記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４ 清酒製造業

退職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 清酒製造業退

職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 清酒製造業退

職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 清酒製造業退職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

加入促進対策の効果

的実施に関しては、清

退共の対象事業所は酒

類等製造免許事業所で

あり、令和６年度末に

おいて、すでに 90％以

上が清退共制度に加入

している。令和６年度

は未加入事業所 171所

に対し、加入勧奨の際

に本格焼酎・泡盛を製

造する事業所向けのパ

ンフレットを添付し発

出するほか、既加入の

全事業所（休業除く）

1,747所に対して、期

間雇用者を新たに雇い

入れた場合には、確実

に加入手続を行うよう

文書等により要請する

などの対策を講じた。 

確実な退職金の支給

に向けた取組に関して

は、主な対策として新規

加入時に住所を把握し、

加入したことを本人に

通知（78件）するととも

に、手帳更新時にも住所

を把握し、システムに登

録（821件）している。 

その上で、未更新期

間が３年経過した被共

済者の調査を行い、住

所判明者に対し退職金

請求等の手続をとるよ

う要請し、２年経過後

にもフォローアップ調

査を実施した（調査合

計 15件）。 

以上のとおり、評価

評定 Ｂ 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 

 中期目標期間の最

終年度までに、長

期未更新者数を、

前中期目標期間の

終了時の数から減

少させる 

令和４年度

末 

2,907 人 

－ － － － 

令和９年度末 

人減少 

（人） 
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（１）加入促進

対策の効果的実

施 

【重要度 高】 

 

 清酒製造業に

係る産業や労働

需給の動向につ

いて情報収集

し、加入勧奨対

象者を的確に把

握した上で、関

係事業主団体と

の連携強化によ

り、中期計画に

定める効率的か

つ効果的な加入

促進対策を講ず

ること。 

 

【指標】 

中期目標期間

中に新たに加入

する被共済者数

を 270人以上と

すること。 

 

[目標設定等の考

え方] 

新規加入者数

の直近３か年平

均値（令和２・

３年度は実績

値、令和４年度

は推計値）を基

礎として、労働

力需給の推計

（独立行政法人

労働政策研究・

研修機構「労働

力需給モデル

（2018年度版）

【成長実現・労

働参加進展シナ

リオ】による将

来推計」）におけ

る労働力人口の

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対

策の効果的実施

【重要度 高】 

 

① 加入促進対策

の実施 

 

清酒製造業に係

る産業や労働需給

の動向について情

報収集し、加入 

勧奨対象者を的確

に把握した上で、

関係事業主団体等

との連携強化によ

り、効率的かつ効

果的に以下の加入

促進対策を講ず

る。 

また、清退共制

度への加入促進対

策の実施に当たっ

ては、各事業本部

間相互に連携して

行うこととする。 

 

イ 広報資料等に

よる周知広報活動 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等に

対して、広報資料

の窓口備え付け、

ポスター等の掲示

及びこれらの機関

等が発行する広報

誌等への退職金共

済制度に関する記

事の掲載を依頼す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対

策の効果的実施 

 

 

①  加入促進対策

の実施 

 

清酒製造業に係

る産業や労働需給

の動向について情

報収集し、加入勧

奨対象者を的確に

把握した上で、関

係事業主団体等と

の連携強化によ

り、効率的かつ効

果的に以下の加入

促進対策を講ず

る。 

また、清退共制

度への加入促進対

策の実施に当たっ

ては、各事業本部

間相互に連携して

行うこととする。 

 

イ 広報資料等に

よる周知広報活動 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等に

対して、広報資料

の窓口備え付け、

ポスター等の掲示

及びこれらの機関

等が発行する広報

誌等への退職金共

済制度に関する記

事の掲載を依頼す

る。 

 また、機構が令

和５年度に開設し

たＳＮＳアカウン

トを活用し、ＳＮ

Ｓによる制度の周

知広報を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・清酒製造業に

係る産業や労働

需給の動向につ

いて情報収集

し、加入勧奨対

象者を的確に把

握した上で、関

係事業主団体と

の連携強化によ

り、中期計画に

定める効率的か

つ効果的な加入

促進対策を講じ

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入促進対策の効果的実施 

 

 

 

①  加入促進対策の実施 

 

 

清酒製造業に係る産業や労働需給の動向について情報収集し、加入勧奨対象者を的確

に把握した上で、関係事業主団体等との連携強化により、以下の加入促進対策を講じた。 

また、清退共制度への加入促進対策の実施に当たっては、下記事項について、他の退

職金共済事業と同一の依頼先については、各事業本部間で連携して実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報資料等による周知広報活動 

 

 

関係官公庁、関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備え付け、ポスター等の掲

示及びこれらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関する記事の掲載を依

頼した。 

なお、新規として、沖縄県・鹿児島県商工会連合会、福井労働局等へパンフレット等

の窓口備え付け、ポスター等の掲示依頼を行った。 

また、広報誌等への記事掲載状況は以下の通りである。 

 ・醸界タイムス社 

 「醸界タイムス」（9/27掲載） 

 「全国酒類製造名鑑」（12月掲載） 

 ・日本酒造組合中央会 

 「酒造情報」９月号 

  「会員専用ホームページ」 

 ・能登杜氏組合 

 「組合員名簿」（12月掲載） 

 ・日本酒造杜氏組合連合会 

 「日杜連情報」（１月掲載） 

 ・全国商工会連合会 

「月間商工会」９月号 

の指標について今年度

は全て達成しているこ

とを踏まえ、Ｂ評価と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・清退共の対象事業所

は酒類等製造免許事業

所である。令和４年度

末において、免許事業

所 1,922所（令和４年

度国税庁統計年報・酒

類等製造免許場数のう

ち清酒・単式蒸留焼

酎・みりんの事業所

数）のうち 1,788所

（令和４年度末

93.0％）がすでに清退

共制度に加入してい

る。 

令和６年度は、既に

加入している全事業所

（休業除く）に対し

て、対象となる期間雇

用者を新たに雇い入れ

た場合は必ず加入手続

を行うよう文書等によ

り要請した。 

あわせて、日本酒造

組合中央会の協力を得

て比較的未加入の多い

本格焼酎・泡盛を製造

する事業主に対して制

度の説明やパンフレッ

トを配布、支部からの

意見を踏まえたリーフ

レットを作成するなど

の加入促進対策を講じ

た。 
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減少率及び清酒

製造業における

非正規労働者割

合の減少率（国

税庁「清酒製造

業の概況」）を用

いた推計を踏ま

え、清酒製造業

における事業主

の加入状況等も

考慮し、指標を

設定することと

する。 

※新規加入者数 

2020（令和

２）年度：65 

人、2021（令和

３）年度：101 

人、 

2022（令和

４）年度推計:54 

人 

 

【重要度 高】 

清酒製造業退

職金共済制度を

長期的に持続可

能とするために

は被共済者数の

安定的な確保が

不可欠であるこ

とから、重要度

を高とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 個別事業主に

対する加入勧奨等 

 

ⅰ）機構が委嘱し

た相談員により、

各種相談等に対応

するとともに、個

別事業主に対する

加入勧奨を行う。 

 

ⅱ）酒類等製造免

許（清酒・単式蒸

留焼酎・みりん）

の新規取得事業所  

及び未加入事業所

の名簿を整理した

上で、個別事業主

に対する加入勧奨

を行う。特に、未

加入事業所が比較

的多い単式蒸留焼

酎、みりんを品目

とする事業所への

加入勧奨に注力す

る。 

 

ⅲ）既加入事業主

に対し、対象とな

る期間雇用者を新

たに雇い入れた場

合は、文書等によ

り必ず加入手続を

行うよう要請す

る。 

 

ハ 各種会議、研

修会等における加

入勧奨等 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等が

開催する各種会

議、研修会等にお

いて、制度内容や

加入手続等の説明

を行うなど、制度

の普及及び加入勧

 

 

 

 

 

 

 

ロ 個別事業主に

対する加入勧奨等 

 

ⅰ）機構が委嘱し

た相談員により、

各種相談等に対応

するとともに、個

別事業主に対する

加入勧奨を行う。 

 

ⅱ）酒類等製造免

許（清酒・単式蒸

留焼酎・みりん）

の新規取得事業所

及び未加入事業所

の名簿を整理した

上で、個別事業主

に対する加入勧奨

を行う。特に、未

加入事業所が比較

的多い単式蒸留焼

酎、みりんを品目

とする事業所への

加入勧奨に注力す

る。 

 

ⅲ）既加入事業主

に対し、対象とな

る期間雇用者を新

たに雇い入れた場

合は、文書等によ

り必ず加入手続を

行うよう要請す

る。 

 

ハ 各種会議、研

修会等における加

入勧奨等 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等が

開催する各種会

議、研修会等にお

いて、制度内容や

加入手続等の説明

を行うなど、制度

の普及及び加入勧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・鹿児島県庁 

 「労働かごしま」１月号 

 ・よかセンター鹿児島 

「サービスセンターニュース」（11 月掲載） 

さらに、動画の作成を行いＳＮＳの Instagram・X（旧 Twitter）上で活用した。 

 投稿回数（８回） 

 

ロ 個別事業主に対する加入勧奨等 

 

 

ⅰ）機構が委嘱した相談員により、各種相談等に対応するとともに、個別事業主に対す

る加入勧奨を依頼した。 

・相談員連絡会議開催（5/28） 

 

 

 

 

ⅱ）10月に全国酒類製造名鑑 2024年版より抽出した未加入事業所（「単式蒸留焼酎」「み

りん」区分）の名簿を整理したうえで、個別事業主に対し日本酒造組合中央会の協力の

もと、同中央会との連名による加入勧奨を実施した。 

（全国酒類製造名鑑より抽出） 171事業所 

 また、支部からの意見を踏まえて一部修正したリーフレットを作成し、酒造組合会員

に対して加入勧奨を実施した。 

鹿児島県（11月）沖縄県（12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）既加入事業主に対し、対象となる期間雇用者を新たに雇い入れた場合は、必ず加入

手続を行うよう文書等により要請した（9/27 1,747所）。 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

 
 

 

各都道府県支部に対し、国税庁及び日本酒造組合中央会が開催する各種会議、研修会

等において、制度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う

よう要請した。 

なお、日本酒造組合中央会の協力により、以下の対応を実施した。 

・福岡県で開催した「本格焼酎・泡盛とうまいもん祭」のイベントにおいてパンフレッ

ト等の配布（７月） 

・九州本格焼酎協議会の通常総会において、制度説明を実施（９月） 

 また、全国商工会連合会主催の研修会（９月）及び福井労働局における会議（10月）
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奨を行う。 

 

 

ニ 集中的な加入

促進対策の実施 

 

毎年度、加入促

進強化月間を設定

し、厚生労働省の

支援を得つつ、期

間中、全国的な周

知広報活動等を集

中的に展開する。 

 

 

 

 

 

 

② 加入促進対策

の検証と見直し等 

 

加入促進対策の

効果については、

機構内の統計の分

析に加え、中小企

業事業主団体、関

係業界団体及び関

係労働団体の有識

者からの機構の業

務運営に対する意

見・要望等も積極

的に収集して活用

し、検証等を行

う。 

効果の検証結果

を踏まえ、毎年

度、加入促進対策

の見直しを実施す

る。 

 

③ 加入目標数 

 

最近における加

入状況、財務内容

及び清酒製造業に

おける産業・雇用

状況を勘案して、

中期目標期間中に

新たに加入する被

共済者数を 270人

以上とする。 

 

 

奨を行う。 

 

 

ニ 集中的な加入

促進対策の実施 

 

10月を加入促

進強化月間とし、

厚生労働省の支援

を得つつ、期間

中、全国的な周知

広報活動等を集中

的に展開する。 

 

 

 

 

 

 

② 加入促進対策

の検証と見直し等 

 

加入促進対策の

効果については、

機構内の統計の分

析に加え、中小企

業事業主団体、関

係業界団体及び関

係労働団体の有識

者からの機構の業

務運営に対する意

見・要望等も積極

的に収集して活用

し、検証等を行

う。 

効果の検証結果

を踏まえ、毎年

度、加入促進対策

の見直しを実施す

る。 

 

③ 加入目標数 

 

2024（令和６）

年度における新た

に加入する被共済

者数の目標を、60

人以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

 

・2024（令和

６）年度におけ

る新たに加入す

る被共済者数の

目標を、60人

以上とする。 

 

 

 

 

 

においてパンフレット等の配布を行った。 

 

 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

 

 

10月を加入促進強化月間とし、厚生労働省、国税庁、日本酒造組合中央会等に対して

加入促進強化月間実施の協力依頼を行うとともに支援を得つつ、期間中、全国的な周知

広報活動等を集中的に展開した。 

〇関係団体等による広報記事掲載 ４件 

・醸界タイムス社 

 「醸界タイムス」（9/27掲載） 

・日本酒造組合中央会 

 「酒造情報」９月号 

  「会員専用ホームページ」 

・全国商工会連合会 

「月間商工会」９月号 

〇ＮＨＫ（54支局）への放送（映）依頼 

 

② 加入促進対策の検証と見直し等 

 

 

加入促進対策の見直しの実施にあたり、日本酒造組合中央会からの加入促進に係る意

見を踏まえ、主に比較的未加入の多い本格焼酎・泡盛を製造する事業所に特化した取組

として、引き続きイベントにおいて同リーフレット等を配布、また、九州本格焼酎協議

会の通常総会における制度説明及び加入勧奨を行うなどの、加入促進対策を実施した。 

 また、中退共と協力して関係団体を訪問をし、制度説明及び加入勧奨を行うなどの、

加入促進対策を実施した。  

沖縄県（８月） 鹿児島県（10 月） 

さらに、支部からの意見を踏まえて一部修正したリーフレットを作成し、酒造組合会

員に対して加入勧奨を実施した。 

鹿児島県（11月） 沖縄県（12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 加入目標数 

 

2024（令和６）年度の加入目標数 60人に対し、新規加入者は 78 人となり加入目標を

達成した（年度目標達成率 130.0％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2024（令和６）年度

の加入目標数 60人に対

し、新規加入者は 78人

となり加入目標を達成

した（年度目標達成率

130.0％）。 
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（２）サービス 

の向上 

 

① 業務処理の

効率化 

 

 加入者の利便

性の向上及び機

構内の事務処理

の簡素化・迅速

化を図る観点か

ら、諸手続、事

務処理等の再点

検を行い、必要

に応じて見直し

を行うこと。 

 また、契約及

び退職金給付に

当たり、引き続

き、厳正かつ迅

速な審査を実施

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 情報提供の

充実、加入者か

らの照会・要望

等への適切な対

応等 

 

 共済契約者等

の利便性を高め

る観点からホー

ムページの充実

を図るほか、共

済契約者等のニ

ーズに即した相

（２）サービスの

向上 

 

① 業務処理の効

率化 

 

イ 加入者等が行

う諸手続や提出書

類の合理化を図る

とともに、機構内 

の事務処理の簡素

化・迅速化を図る

観点から、諸手

続、事務処理等の

再点検を行い、必

要に応じ改善計画

を策定するととも

に、適宜その見直

しを行う。特に、

加入者が行う諸手

続について、ホー

ムページから簡

易・迅速に行うこ

とを検討、実施す

る。 

 

ロ 加入者等の各

種手続の迅速化を

目的とし、業務シ

ステムの再構築の

可能性について検

討する。 

 

ハ 契約及び退職

金給付に当たり、

厳正な審査を引き

続き実施しつつ、

受付から 22業務

日以内に退職金を

全数支給する。 

 

② 情報提供の充

実、加入者等から

の照会・要望等へ

の適切な対応等 

 

イ 加入者等の利

便性を高める観点

から、加入者等か

らの制度・手続に

関する照会・要望

等について回答の

標準化を図り、ホ

ームページ上のＱ

（２）サービスの

向上 

 

① 業務処理の効

率化 

 

イ 加入者等が行

う諸手続や提出書

類の合理化を図る

とともに、機構内

の事務処理の簡素

化・迅速化を図る

観点から、諸手

続、事務処理等の

再点検を行い、必

要に応じ改善計画

を策定するととも

に、適宜その見直

しを行う。特に、

加入者が行う諸手

続について、ホー

ムページから簡

易・迅速に行うこ

とを検討、実施す

る。 

 

ロ 加入者等の各

種手続の迅速化を

目的とし、業務シ

ステムの再構築の

可能性について検

討する。 

 

ハ 契約及び退職

金給付に当たり、

厳正な審査を引き

続き実施しつつ、

受付から 22業務

日以内に退職金を

全数支給する。 

 

②  情報提供の充

実、加入者等から

の照会・要望等へ

の適切な対応等 

 

イ 加入者等の利

便性を高める観点

から、加入者等か

らの制度・手続に

関する照会・要望

等について回答の

標準化を図り、ホ

ームページ上のＱ

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・加入者の利便

性の向上及び機

構内の事務処理

の簡素化・迅速

化を図る観点か

ら、諸手続及び

事務処理等の再

点検を行い、必

要に応じて見直

しを行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・退職金請求に

ついて、受付日

から 22業務日

以内に、退職金

を全数支給する

こと。 

 

＜評価の視点＞ 

 

・共済契約者等

の利便性を高め

る観点からホー

ムページの充実

を図るほか、共

済契約者等のニ

ーズに即した相

談対応、情報提

供を行う等によ

り、相談業務及

び情報提供の質

（２）サービスの向上 

 

 

① 業務処理の効率化 

 

 

イ 加入者が行う諸手続について、すでにホームページから諸様式のダウンロードが可

能なシステムを構築し実施しているところであるが、利用者の利便性を考慮して、ホー

ムページのダウンロード申請用紙について適宜見直しを図り、申請用紙の修正を実施し

た。 

【対象の申請用紙】 

・共済手帳返納届 

・掛金助成手帳返納届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ システムを含めた業務改善を行うため、日本酒造組合中央会と協議のうえ申請書の

電子化や共済契約者に対するアンケート調査の準備を進めた。 

 

 

 

 

 

ハ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、受付から 22業務

日以内に退職金を全数支給した。 

 

 

 

 

 

 

②  情報提供の充実、加入者等からの照会・要望等への適切な対応等 

 

 

 

 

イ 加入者等の利便性を高める観点から、加入者等からの制度・手続に関する照会・要

望等について回答の標準化を図り、ホームページ上のＱ＆Ａを改訂し反映させた。 

 

Ｑ＆Ａ改訂数 １件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・加入者の利便性の向

上及び機構内の事務処

理の簡素化・迅速化を

図る観点から、諸手続

及び事務処理等の再点

検を適宜行い、利用者

の利便性を考慮して、

ホームページのダウン

ロード申請用紙につい

て適宜見直しを図り、

申請用紙の修正を実施

した。 

【対象の申請用紙】 

・共済手帳返納届 

・掛金助成手帳返納届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・退職金請求につい

て、受付日から 22業務

日以内に、退職金を全

数支給した。 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・加入者等の利便性を

高める観点から、加入

者等からの制度・手続

に関する照会・要望等

について回答の標準化

を図り、ホームページ

上のＱ＆Ａを改訂し反

映させた。 

また、加入者等に対

する個別の相談業務に

ついては、支部におい
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談対応、情報提

供を行うこと等

により、相談業

務及び情報提供

の質の向上を図

ること。 

    

 

 

 

 

③ 積極的な情

報の収集及び活

用 

 

 加入者、関係

団体等の意見・

要望並びに各種

統計及び現況調

査等の情報を整

理した上で、当

該情報を分析し

て対応策を検討

し、清酒製造業

退職金共済事業

の運営に反映さ

せることによ

り、当該事業の

改善を図るこ

と。 

 

【指標】 

・退職金請求に

ついて、受付日

から 22業務日以

内に、退職金を

全数支給するこ

と。 

・毎年度１回以

上、加入者、関

係団体等の意

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

し、対応策を検

討、実施するこ

と。 

 

[目標設定等の考

え方] 

・前中期目標の

水準を、退職金

請求の事務処理

期限の指標とし

＆Ａに反映させ

る。 

 

 

ロ 加入者等に対

する個別の相談業

務については、引

き続き電話により

行いサービス向上

を図る。 

 

③ 積極的な情報

の収集及び活用 

 

イ 加入促進強化

月間等における訪

問や参与会等の場

を活用して、中小 

企業事業主団体、

関係業界団体及び

関係労働団体の有

識者から、機構の

業務運営に対する

意見・要望等を聴

取する。 

 

 

ロ 毎月の加入状

況、退職金支払状

況等に関する統計

及び現況調査等の

情報を整理する。 

 

ハ 毎年度１回以

上、加入者、関係

団体等の意見・要

望並びに各種統計

等の情報を整理・

分析し、対応策を

検討し、清退共事

業の運営に反映さ

せることにより、

当該事業の改善を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＆Ａに反映させ

る。 

 

 

ロ 加入者等に対

する個別の相談業

務については、引

き続き電話により

行いサービス向上

を図る。 

 

③ 積極的な情報

の収集及び活用 

 

イ 加入促進強化

月間等における訪

問や参与会等の場

を活用して、中小

企業事業主団体、

関係業界団体及び

関係労働団体の有

識者から、機構の

業務運営に対する

意見・要望等を聴

取する。 

 

 

ロ 毎月の加入状

況、退職金支払状

況等に関する統計

及び現況調査等の

情報を整理する。 

 

ハ 加入者、関係

団体等の意見・要

望並びに各種統計

等の情報を整理・

分析し、対応策を

検討し、清退共事

業の運営に反映さ

せることにより、

当該事業の改善を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の向上を図った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・加入者及び関

係団体等の意

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

して対応策を検

討し、清退共事

業の運営に反映

させることによ

り、当該事業の

改善を図った

か。 

 

＜定量的指標＞ 

 

・毎年度１回以

上、加入者、関

係団体等の意

見・要望並びに

 

 

 

 

ロ 加入者等に対する個別の相談業務については、支部において判断が困難な事案につ

いては早めに本部に渡してもらうように連携をするなど、相談者に対してストレスのな

い対応を実施した。引き続きサービス向上を図るとともに、ホームページを通じたメー

ルでの質問や相談に対しても懇切丁寧に対応した。 

 

 

 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

 

 

イ 加入促進強化月間等における訪問や参与会等の場を活用して、各種統計等の情報を

提供した。 

・沖縄県（８月）及び鹿児島県（10月）の関係団体を訪問。 

・中退共・特退共合同参与会（11/21書面開催、3/25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 毎月の加入状況、退職金支払状況等に関する統計情報を整理した。 

・事業季報 170号（令和６年１・２・３月） 

・事業季報 171号（令和６年４・５・６月） 

・事業季報 172号（令和６年７・８・９月） 

・事業季報 173号（令和６年 10・11・12月） 

 

ハ 支部からの意見を踏まえて一部修正したリーフレットを作成し、酒造組合会員に対

して加入勧奨を実施した。 

鹿児島県（11月） 沖縄県（12 月） 

 また、運営委員会・評議員会の場等を活用して、各種統計等の情報を提供した。清退

共事業の運営に対する特段の意見・要望は出されなかった。 

・運営委員会、評議員会（6/30 書面開催、3/7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て判断が困難な事案に

ついては早めに本部に

渡してもらうように連

携をするなど、相談者

に対してストレスのな

い対応を実施した。引

き続きサービス向上を

図るとともに、ホーム

ページを通じたメール

での質問や相談に対し

ても懇切丁寧に対応し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・支部からの意見を踏

まえて一部修正したリ

ーフレットを作成し、

酒造組合会員に対して

加入勧奨を実施した。 

 また、運営委員会・

評議員会の場等を活用

して、各種統計等の情

報を提供した。清退共

事業の運営に対する特

段の意見・要望は出さ

れなかった。運営委員

会、評議員会（6/30 

書面開催、3/7） 

 

・支部からの意見を踏

まえて一部修正したリ

ーフレットを作成し、

酒造組合会員に対して
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て設定すること

とする。 

※前中期目標期

間中(2018（平成

30）～2022（令

和４）年度)に目

標として定めた

処理日数の最終

期限（業務日）

22日 

・清酒製造業退

職金共済制度を

取り巻く環境の

変化を把握し、

迅速に対応する

ために、毎年度

１回以上、統計

等の各種情報を

整理、分析し、

事業を改善する

ことを指標とす

ることとする。 

 

（３）確実な退

職金の支給に向

けた取組 

 

 長期未更新者

数の縮減の観点

から、新規加入

時及び共済手帳

更新時における

被共済者の住所

把握を徹底する

とともに、長期

未更新者に対す

る現況調査によ

り、共済手帳の

更新、退職金の

請求等の手続を

とるよう要請す

ること。 

 被共済者の重

複加入の確認を

徹底し、重複加

入及び退職金の

支払い漏れを防

止すること。 

 

【指標】 

・長期未更新者

のうち住所が把

握できた全ての

者に対し、未更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）確実な退職

金の支給に向けた

取組 

 

清退共事業にお

ける長期未更新者

のうち、業界引退

者への確実な退職

金支給のための以

下の取組を行い、

中期目標期間の最

終年度までに、長

期未更新者数を前

中期目標期間の終

了時から減少させ

る。 

イ 新規加入時に

被共済者の住所把

握を徹底し、清退

共制度に加入した

ことを本人に通知

するとともに被共

済者の住所をシス

テムに登録する。

また、共済手帳の

住所欄に被共済者

の住所を記載して

もらうことを徹底

する。 

 

ロ 共済手帳の更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）確実な退職

金の支給に向けた

取組 

 

清退共事業にお

ける長期未更新者

のうち、業界引退

者への確実な退職

金支給のための以

下の取組を行い、

中期目標期間の最

終年度までに、長

期未更新者数を前

中期目標期間の終

了時から減少させ

る。 

イ 新規加入時に

被共済者の住所把

握を徹底し、清退

共制度に加入した

ことを本人に通知

するとともに被共

済者の住所をシス

テムに登録する。

また、共済手帳の

住所欄に被共済者

の住所を記載して

もらうことを徹底

する。 

 

ロ 共済手帳の更

各種統計等の情

報を整理・分析

し、対応策を検

討、実施するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・長期未更新者

数の縮減の観点

から、新規加入

時及び共済手帳

更新時における

被共済者の住所

把握を徹底する

とともに、長期

未更新者に対す

る現況調査によ

り、共済手帳の

更新又は退職金

の請求等の手続

をとるよう要請

したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）確実な退職金の支給に向けた取組 

 

 

 

清退共事業における長期未更新者のうち、業界引退者への確実な退職金支給のための

以下の取組等を行い、長期未更新者数を前中期目標期間の終了時から減少させた。 

 

前中期目標期間終了時 2,907人 

令和７年３月末現在   2,865人（△42人） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 新規加入時に被共済者の住所把握を徹底し、清退共制度に加入したことを本人に通

知するとともに被共済者の住所をシステムに登録した。また、共済手帳の住所欄に被共

済者の住所を記載してもらうことを徹底した。 

・通知件数 78人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 共済手帳の更新時においても被共済者の住所把握を徹底し、システムに登録した。 

加入勧奨を実施した。 

 また、運営委員会・

評議員会の場等を活用

して、各種統計等の情

報を提供した。清退共

事業の運営に対する特

段の意見・要望は出さ

れなかった。運営委員

会、評議員会（6/30 

書面開催、3/7）【再

掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・長期未更新者数の縮

減の観点から、新規加

入時及び共済手帳更新

時における被共済者の

住所把握を徹底すると

ともに、長期未更新者

に対する現況調査によ

り、共済手帳の更新又

は退職金の請求等の手

続を取るよう要請し

た。 
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新期間が３年経

過時点及びその

後一定の期間経

過時点に、共済

手帳の更新、退

職金の請求等の

手続をとるよう

要請すること。 

・中期目標期間

の最終年度まで

に、長期未更新

者数を、前中期

目標期間の終了

時の数から減少

させること。 

 

[目標設定等の考

え方] 

・ 共済手帳の更

新要請等を行う

ことで、長期未

更新者数を減少

させることを指

標として設定す

ることとする。 

※過去３年以上

手帳の更新を行

っておらず掛金

納付月数 24 月

以上の被共済者

推移 

2019（令和

元）年度末 

2,897 人、2020

（令和２）年度

末 2,913 人、 

2021（令和

３）年度末 

2,921 人、2022

（令和４）年 12

月末 2,900 人 

 

新時においても被

共済者の住所把握

を徹底し、システ

ムに登録する。 

 

 

ハ 未更新期間が

３年経過している

被共済者に対して

現況調査を行い、

住所が把握できた

被共済者に対し、

共済手帳の更新、

業界引退者へ退職

金請求等の手続を

とるよう要請する

とともに、住所が

把握できない被共

済者に対しては、

住民基本台帳ネッ

トワーク等を活用

した追跡調査を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 未更新期間が

３年経過時点で行

う現況調査におい

て、住民基本台帳

ネットワーク等も

活用しながらその

住所把握に努め、

把握できた住所を

全てシステムに登

録し、共済手帳の

更新、業界引退者

へ退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

また、上記の要

請から２年を経過

した後において

も、退職金請求等

の手続をとってい

ない長期未更新者

全員に対して、退

職金請求等の手続

をとるよう要請す

新時においても被

共済者の住所把握

を徹底し、システ

ムに登録する。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 未更新期間が

３年経過時点で行

う現況調査におい

て、住民基本台帳

ネットワーク等も

活用しながらその

住所把握に努め、

把握できた住所を

全てシステムに登

録し、共済手帳の

更新、業界引退者

へ退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

また、上記の要

請から２年を経過

した後において

も、退職金請求等

の手続をとってい

ない長期未更新者

全員に対して、退

職金請求等の手続

をとるよう要請す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・更新件数 821件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 未更新期間が３年経過時点で行う現況調査において、住民基本台帳ネットワーク等

も活用しながらその住所把握に努め、把握できた住所を全てシステムに登録し、共済手

帳の更新、業界引退者へ退職金請求等の手続を取るよう要請した（9/30）。 

・調査対象者数 ７事業所 ７人 

また、上記の要請から２年を経過した後においても、退職金請求等の手続を取ってい

ない長期未更新者全員に対して、退職金請求等の手続を取るよう要請した（9/30）。 

・調査対象者数 ４事業所 ８人 
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る。 

 

ホ 被共済者の年

齢構成を把握・分

析し、住所が把握

できている長期未

更新者のうち、65

歳に達した被共済

者に対して掛金納

付状況等を通知す

るともに、共済手

帳の更新、業界引

退者へ退職金請求

等の手続をとるよ

う要請する。 

 

ヘ 新たに長期未

更新者とさせない

ための取組とし

て、掛金納付が

24月に達した者

で、かつ住所が把

握できている被共

済者に対して、掛

金納付状況等を通

知するとともに、

就労している場合

は共済手帳を事業

主に提出し、就労

日数に応じて共済

証紙を適正に貼付

してもらうなどの

注意喚起を行う。 

 

 

ト 被共済者の加

入時、退職時に名

寄せを行い、重複

加入が疑われる被

共済者に対し重複

加入調査票を送付

し注意喚起を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

ニ 被共済者の年

齢構成を把握・分

析し、住所が把握

できている長期未

更新者のうち、65

歳に達した被共済

者に対して掛金納

付状況等を通知す

るとともに、共済

手帳の更新、業界

引退者へ退職金請

求等の手続をとる

よう要請する。 

 

ホ 新たに長期未

更新者とさせない

ための取組とし

て、掛金納付が

24月に達した者

で、かつ住所が把

握できている被共

済者に対して、掛

金納付状況等を通

知するとともに、

就労している場合

は共済手帳を事業

主に提出し、就労

日数に応じて共済

証紙を適正に貼付

してもらうなどの

注意喚起を行う。 

 

 

ヘ 被共済者の加

入時、退職時に名

寄せを行い、重複

加入が疑われる被

共済者に対し重複

加入調査票を送付

し注意喚起を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・被共済者の重

複加入の確認を

徹底し、重複加

入及び退職金の

支払い漏れを防

止したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・重複加入が疑

われる被共済者

に対し重複加入

 

 

ニ 被共済者の年齢構成を把握・分析し、住所が把握できている長期未更新者のうち、

65歳に達した被共済者に対して掛金納付状況等を通知するとともに、共済手帳の更新、

業界引退者へ退職金請求等の手続をとるよう要請した。 

・調査対象者数   １人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 新たに長期未更新者とさせないための取組として、掛金納付が 24月に達した者で、

かつ住所が把握できている被共済者に対して、掛金納付状況等を通知するとともに、就

労している場合は共済手帳を事業主に提出し、就労日数に応じて共済証紙を適正に貼付

してもらうなどの注意喚起を行った。 

・通知件数 159人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ 被共済者の加入時、退職時に名寄せを行い、重複加入が疑われる被共済者に対し重

複加入調査票を送付し注意喚起を行った。 

・令和６年度新規加入者 78人 

 送付対象加入者 0人 

 

・令和６年度退職者 94人 

送付対象退職者１人 

 うち重複解消者１人 

 金額 1,348,200円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・被共済者の重複加入

の確認を徹底し、重複

加入及び退職金の支払

い漏れを防止した結

果、退職時に重複加入

が判明し、手帳実績の

合算処理を実施したう

えで退職金を支払っ

た。 

退職時重複処理件数１ 

件 

退職金額 1,348,200

円 

 

・重複加入が疑われる

被共済者に対し重複加

入調査票を送付し注意



72 

 

 

 

 

 

チ 事業主団体の

広報誌、ポスター

等により、被共済

者に退職金の請求

に関する問合せを

呼びかける。 

 

 

 

リ ホームページ

等を活用し、共済

手帳の更新、退職

金の請求等の手続

を行うよう注意喚

起を行う。 

 

 

 

ヌ マスメディア

を活用し、共済契

約者に対し、被共

済者の退職時等に

清酒製造業からの

引退の意思の有無

を確認し、引退の

意思を有する場合

には退職金を請求

することを指導す

るよう要請する。 

 

 

 

 

ト 事業主団体の

広報誌、ポスター

等により、被共済

者に退職金の請求

に関する問合せを

呼びかける。 

 

 

 

チ ホームページ

等を活用し、共済

手帳の更新、退職

金の請求等の手続

を行うよう注意喚

起を行う。 

 

 

 

リ マスメディア

を活用し、共済契

約者に対し、被共

済者の退職時等に

清酒製造業からの

引退の意思の有無

を確認し、引退の

意思を有する場合

には退職金を請求

することを指導す

るよう要請する。 

調査票を送付し

注意喚起を実施

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・ホームページ

等を活用し、共

済手帳の更新、

退職金の請求等

の手続を行うよ

う注意喚起を行

ったか。 

 

 

 

 

 

 

ト 相談員連絡会の機会を通して、酒類業界関係者である相談員に対し、広報誌（会員

名簿）による退職金請求勧奨について依頼した。 

その他、以下の事業主団体の広報誌、ポスターにより、被共済者に退職金の請求に関

する問合せを呼びかけた。 

・ポスター配付（1,081枚） 

・酒造情報（令和６年９月号） 

・日杜連情報（令和７年１月 15 日号） 

・能登杜氏組合員名簿（令和６酒造年度） 

 

チ ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意

喚起を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

リ マスメディアである醸界タイムス社における醸界タイムス（9/27掲載）及び「2024

全国酒類製造名鑑」を活用し、共済契約者に対し、被共済者の退職時等に清酒製造業か

らの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金を請求することを

指導するよう要請した。 

 

 

喚起を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・ホームページ等を活

用し、共済手帳の更

新、退職金の請求等の

手続を行うよう注意喚

起を行った。 
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２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指 標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度  令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

中期目標期間の最

終年度に、解消計

画（見直しを行っ

た場合は見直し後

の解消計画）に定

める当該年度の累

積欠損金の金額を

達成する 

－ 

剰余金（欠損

金）の水準が

解消計画を大

幅に上回っ

た。 

また、累積欠

損金を解消し

た。 

累積欠損金は

△145百万円

となり、解消

計画に定める

目安額△654

百万円を上回

った。 

   予算額（千円） 2,013,245 1,967,790    

同上【達成度】  【達成】 【達成】 【】 【】 【】 決算額（千円） 1,727,304 1,751,674    

中期目標期間中の

新規被共済者目標

数 

6,900 人以上 
５年度目標数 

1,500人 

６年度目標数 

1,500人 

７年度目標数 

人 

８年度目標数 

人 

９年度目標数 

人 
経常費用（千円） 1,736,087 1,929,808    

新規被共済者数 

【達成度】 
 

1,550人 

【103.3％】 

1,404人 

【93.6％】 

人 

【％】 

人 

【％】 

人 

【％】 
経常利益（千円） 605,099 △259,336    

目標の処理期間内に
おける退職金支給実
施 

受付日から 22
業務日以内に全

数支給 
100％ 100％ ％ ％ ％ 行政コスト（千円） 1,736,087 1,929,809    

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―５ Ⅰ 退職金共済事業 ５ 林業退職金共済事業 
業務に関連する政策・施

策 

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（厚生労働省 政策体

系 基本目標Ⅳ-施策大目標 3-2）  

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
中退法第 70条第 1項 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度 高、困難度 高】 
（１）累積欠損金の処理 
 
【指標】 
中期目標期間の最終年度に、解消計画（見直しを行った場合は見直
し後の解消計画）に定める当該年度の累積欠損金の金額を達成する
こと。 
 
（理由） 
累積欠損金をできる限り早期に解消し、財務内容の健全化を図るこ
とは、制度の持続的な運営に当たっての最重要事項であることか
ら、重要度を高とする。 
累積欠損金解消計画の見直しについては、加入者確保対策の強化等
関係機関との連携による取組や資産運用面の検討など慎重な調整
を要することから、困難度を高とする。 
 
【重要度 高】 
（２）加入促進対策の効果的実施 
 ① 加入促進対策の実施 ② 加入促進対策の検証と見直し等 
 ③ 加入目標数 
 
【指標】 
中期目標期間中に新たに加入する被共済者数を 6,900人以上とする
こと。 
 
（理由） 
林業退職金共済制度を長期的に持続可能とするためには被共済者
数の安定的な確保が不可欠であることから、重要度を高とする。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
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加入者及び関係団体
等の意見・要望並び
に各種統計等の情報
を整理・分析し、対
応策を検討、実施 

毎年度１回 
以上 

１回 １回 回 回 回 従事人員数 8 8    

同上【達成度】  【100％】 【100％】 【％】 【％】 【％】 

  

長期未更新者のうち

住所が把握できた全

ての者に対し、未更

新期間が３年経過時

点及びその後一定の

期間経過時点に、共

済手帳の更新、退職

金の請求等の手続を

とるよう要請 

共済手帳の更

新、退職金の請

求等の手続をと

るよう要請 

実施済 実施済    

中期目標期間の最終
年度までに、長期未
更新者数を、前中期
目標期間の終了時の
数から減少させる 

令和４年度末 
2,110人 

－ － － － 

令和９年度末 

人減少 

（人） 

注）予算額、決算額は支出額を記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 林業退職金

共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 林業退職金共

済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 林業退職金共

済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 林業退職金共済事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

累積欠損金の処理に

関しては、令和２年 11

月に策定した解消計画

に沿って着実な累積欠

損金の解消に努めた。令

和６年度末における累

積欠損金は△145 百万

円となり、解消計画に定

める累積剰余金（欠損

金）目安額△654百万円

を上回った。なお、令和

６年度は当期純損失が

△261百万円となり、令

和５年度末の累積剰余

金 116 百万円から△145

百万円の累積欠損金と

なったが、これは運用環

境の悪化等により委託

運用部分の収益が伸び

悩んだことによるもの

である。 

加入促進対策の効果

的実施に関しては、国

有林野事業受託事業体

等における未加入事業

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 

 

「加入促進対策の効果的実施」につい

ては、関係官公庁及び関係事業主団体等

の協力を得て加入勧奨を行ったが、目標

を下回る結果となった。 

その他の指標については、目標を達成

した。 

 

＜業務運営上の課題及び改善方策＞ 

加入促進対策について、状況に応じた

効果的な加入勧奨の取組が必要である。 
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主に対して加入勧奨の

文書を発出するととも

に、既加入の全事業所

3,279所に対して、期

間雇用者を新たに雇い

入れた場合には、確実

に加入手続を行うよう

文書等により要請し

た。また、林野庁に対

して、「緑の雇用」の実

施に当たり事業主に対

する加入指導の要請を

行うとともに、一人親

方が所属する労災保険

特別加入団体のうち未

加入団体への加入勧奨

を行うなどの対策を講

じた。この結果、加入

目標数 1,500人に対し

て加入実績は 1,404

人、達成率 93.6％とな

った。なお、林業従事

者数は平成 2年度約 10

万人のところ、令和 2

年度には約 4.3万人に

半減しており、森林・

林業基本計画（R3.3

月、林野庁）では、令

和 2年度以降は 4.3万

人の横ばいとなってい

る。さらに、林業従事

者の通年雇用化という

林野庁の施策もあり、

年間就業日数 209日以

下の者の割合も減少が

続いている。 

確実な退職金の支給

に向けた取組に関して

は、主な対策として新規

加入時に住所を把握し、

加入したことを本人に

通知（1,404件）すると

ともに、手帳更新時にも

住所を把握し、システム

に登録（14,173件）して

いる。 

その上で、未更新期間

が３年経過した被共済

者の調査を行い、住所判

明者に対し退職金請求

等の手続をとるよう要

請し、２年経過後にもフ

ォローアップ調査を実

施した（調査合計 166
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（１）累積欠損

金の処理 

【重要度 高】 

【困難度 高】 

 

 2024（令和

６）年度までに

開始される予定

の財政検証や特

定業種退職金共

済制度のあり方

の検討の結果を

踏まえて、機構

が 2020（令和

２）年 11月に策

定した「累積欠

損金解消計画」

（以下「解消計

画」という。）の

見直しを速やか

に行い、見直し

後の解消計画に

沿って着実な累

積欠損金の解消

を図ること。 

 

【指標】 

中期目標期間

の最終年度に、

解消計画（見直

しを行った場合

は見直し後の解

消計画）に定め

る当該年度の累

積欠損金の金額

を達成するこ

と。 

 

[目標設定等の考

え方] 

解消計画（見

直しを行った場

合は見直し後の

解消計画）に基

づき、累積欠損

金の着実な解消

が必要であるこ

 

 

 

 

 

 

 

（１）累積欠損金

の処理 

【重要度 高】 

【困難度 高】 

 

2024（令和６）

年度までに開始さ

れる予定の財政検

証や特定業種退職

金共済制度のあり

方の検討の結果を

踏まえて、機構が

2020（令和２）年

11月に策定した

「累積欠損金解消

計画」（以下「解

消計画」とい

う。）の見直しを

速やかに行う。ま

た、見直し後の解

消計画において、

中期計画期間の最

終年度に定める累

積欠損金について

着実に解消を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）累積欠損金

の処理 

 

 

 

2024（令和６）

年度までに開始さ

れる予定の財政検

証や特定業種退職

金共済制度のあり

方の検討の結果を

踏まえて、機構が

2020（令和２）年

11月に策定した

「累積欠損金解消

計画」（以下「解

消計画」とい

う。）の見直しま

での間は、解消計

画を踏まえて累積

欠損金の着実な削

減に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・「累積欠損金

解消計画」に定

める当該年度の

累積欠損金の金

額を達成するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・令和２年 11

月に策定した

「累積欠損金解

消計画」に沿っ

て、着実な累積

欠損金の解消に

努めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）累積欠損金の処理 

 

 

 

 

2020（令和２）年 11月に策定した解消計画を踏まえて累積欠損金の着実な削減に努

めた。令和６年度末における累積欠損金は△145百万円となり、解消計画に定める累積

剰余金（欠損金）目安額△654百万円を上回った。なお、令和６年度は当期純損失が△

261百万円となり、令和５年度末の累積剰余金 116 百万円から△145百万円の累積欠損

金となったが、これは運用環境の悪化等により委託運用部分の収益が伸び悩んだことに

よるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件）。 

以上のとおり、おお

むね目標を達成してい

ることから、Ｂ評価と

する。 

 

 

 

・令和６年度末におけ

る累積欠損金は△145

百万円となり、解消計

画に定める累積剰余金

（欠損金）目安額△654

百万円を上回った。な

お、令和６年度は当期

純損失が△261百万円

となり、令和５年度末

の累積剰余金 116百万

円から△145百万円の

累積欠損金となった

が、これは運用環境の

悪化等により委託運用

部分の収益が伸び悩ん

だことによるものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・令和２年 11月に策定

した解消計画に沿って

着実な累積欠損金の解

消に努めた。令和６年

度末における累積欠損

金は△145百万円とな

り、解消計画に定める

累積剰余金（欠損金）

目安額△654百万円を

上回った。なお、令和

６年度は当期純損失が

△261百万円となり、
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とから、指標と

して設定するこ

ととする。 

 

【重要度 高】 

 累積欠損金を

できる限り早期

に解消し、財務

内容の健全化を

図ることは、制

度の持続的な運

営に当たっての

最重要事項であ

ることから、重

要度を高とす

る。 

 

【困難度 高】 

 累積欠損金解

消計画の見直し

については、加

入者確保対策の

強化等関係機関

との連携による

取組や資産運用

面の検討など慎

重な調整を要す

ることから、困

難度を高とす

る。 

 

（２）加入促進

対策の効果的実

施 

【重要度 高】 

 

 林業に係る産

業や労働需給の

動向について情

報収集し、加入

勧奨対象者を的

確に把握した上

で、関係事業主

団体との連携強

化により、中期

計画に定める効

率的かつ効果的

な加入促進対策

を講ずること。 

 

【指標】 

中期目標期間

中に新たに加入

する被共済者数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）加入促進対

策の効果的実施

【重要度 高】 

 

① 加入促進対策

の実施 

 

林業に係る産業

や労働需給の動向

について情報収集

し、加入勧奨対象 

を的確に把握した

上で、関係事業主

団体等との連携強

化により、効率的

かつ効果的に以下

の対策を講ずる。 

林退共制度への

加入促進対策の実

施に当たっては、

各事業本部間相互

に連携して行うこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）加入促進対

策の効果的実施 

 

 

① 加入促進対策

の実施 

 

林業に係る産業

や労働需給の動向

について情報収集

し、加入勧奨対象

を的確に把握した

上で、関係事業主

団体等との連携強

化により、効率的

かつ効果的に以下

の対策を講ずる。 

林退共制度への

加入促進対策の実

施に当たっては、

各事業本部間相互

に連携して行うこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・林業に係る産

業や労働需給の

動向について情

報収集し、加入

勧奨対象を的確

に把握した上

で、関係事業主

団体との連携強

化により、中期

計画に定める効

率的かつ効果的

な加入促進対策

を講じたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）加入促進対策の効果的実施 

 

 

 

① 加入促進対策の実施 

 

 

林業に係る産業や労働需給の動向について情報収集し、加入勧奨対象を的確に把握し

た上で、関係事業主団体等との連携強化により、以下の対策を講じた。 

また、林退共制度への加入促進対策の実施に当たっては、他の退職金共済事業と同一

の依頼先については、各事業本部間で連携して実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度末の累積剰

余金 116百万円から△

145百万円の累積欠損

金となったが、これは

運用環境の悪化等によ

り委託運用部分の収益

が伸び悩んだことによ

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・国有林野事業受託事

業体等における未加入

事業主に対して加入勧

奨の文書を発出すると

ともに、既加入の全事

業所 3,279所に対し

て、期間雇用者を新た

に雇い入れた場合に

は、確実に加入手続を

行うよう文書等により

要請した。また、林野

庁に対して、「緑の雇

用」の実施に当たり事

業主に対する加入指導

の要請を行うととも

に、一人親方が所属す

る労災保険特別加入団
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を 6,900人以上

とすること。 

 

[目標設定等の考

え方] 

令和４年度の新

規加入者数（推

計値）を基礎と

して、林業従事

者の見通し（林

野庁「森林・林

業基本計画に掲

げる目標数値

（令和３年３

月）」）に基づき

林業従事者数は

一定とした上

で、非正規労働

者割合の減少率

（農林水産省

「森林組合一斉

調査」）を用いた

推計を踏まえ、

林業における事

業主の加入状況

等も考慮し、指

標の水準を設定

することとす

る。 

※新規加入者数

（推計値） 

2022（令和

４）年度:1,594 

人 

 

【重要度 高】 

 林業退職金共

済制度を長期的

に持続可能とす

るためには被共

済者数の安定的

な確保が不可欠

であることか

ら、重要度を高

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報資料等に

よる周知広報活動 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等に

対して、広報資料

の窓口備え付け、

ポスター等の掲示

及びこれらの機関

等が発行する広報

誌等への退職金共

済制度に関する記

事の掲載を依頼す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 個別事業主に

対する加入勧奨等 

 

ⅰ）未加入事業所

の名簿を整理した

上で、個別事業主

に対する加入勧奨 

を行う。特に、林

業関係団体に所属

する未加入事業所

への加入勧奨に注

力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報資料等に

よる周知広報活動 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等に

対して、広報資料

の窓口備え付け、

ポスター等の掲示

及びこれらの機関

等が発行する広報

誌等への退職金共

済制度に関する記

事の掲載を依頼す

る。 

 また、機構が令

和５年度に開設し

たＳＮＳアカウン

トを活用し、ＳＮ

Ｓによる制度の周

知広報を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 個別事業主に

対する加入勧奨等 

 

ⅰ）未加入事業所

の名簿を整理した

上で、個別事業主

に対する加入勧奨

を行う。特に、林

業関係団体に所属

する未加入事業所

への加入勧奨に注

力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報資料等による周知広報活動 

 

 

関係官公庁、関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備え付け、ポスター等の掲

示及びこれらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関する記事の掲載を依

頼した。 

なお、９月に林野庁本庁の展示スペース、10月に福井労働局（新規）、12月に国立研

究開発法人森林研究・整備機構森林保険センターへパンフレット等の窓口備え付け、ポ

スター等の掲示依頼を行った。 

また、広報誌等への記事掲載状況は以下の通りである。 

・全国森林組合連合会 

 「森林組合」（10月） 

・宮崎県森林組合連合会 

 「宮崎県森連会報 vol.311」（７月） 

 「宮崎県森連会報 vol.312」（10月） 

・福岡県森林組合連合会 

 「森連だより 93号」（１月） 

・福島県森林組合連合会 

 「福島森連だより No.123」（１月） 

・日本林業協会 

 「森林と林業」（11月） 

・北海道庁 

 「森林と玄人 第 23号」（11月） 

・林業・木材製造業労働災害防止協会 

 「第 60回全国林材業労働災害防止大会「大会誌」」（10月） 

 「林材安全 908号」（10月） 

・福井県庁 

 「若越の林業」（３月） 

・広島県庁 

 「ひろしまの林業」（３月） 

さらに、動画の作成を行いＳＮＳの Instagram・X（旧 Twitter）上で活用した。 

 投稿回数（８回） 

 

ロ 個別事業主に対する加入勧奨等 

 

 

ⅰ）林野庁と連携し、未加入事業所の名簿を整理した上で、国有林野事業受託事業体、

意欲と能力のある林業経営体及び育英を図る林業経営体における未加入事業主に対し、

文書等により加入勧奨を実施した。 

加えて、７月に新たに林野庁と連携して実施した各都道府県に対する働きかけの結

果、提供のあった林業経営体のリストについても、同様に未加入事業所を抽出し、文書

等により加入勧奨を実施した。 

さらに、全国素材生産業協同組合連合会及び全国国有林造林生産業連絡協議会の会員

名簿からも、同様に未加入事業所を抽出し、文書等により加入勧奨を実施した。 

 

 「国有林野事業の受託事業体」９所（10月） 

 「意欲と能力のある林業経営体」３所（３月） 

 「育成を図る林業経営体」15 所（３月） 

 「広島県・長崎県の林業経営体」14所（３月） 

「全国素材生産業協同組合連合会」15所（３月） 

「全国国有林造林生産業連絡協議会」１所（３月） 

 

体のうち未加入団体へ

の加入勧奨を行った。

さらに林野庁本庁の展

示スペース、福井労働

局（新規）及び国立研

究開発法人森林研究・

整備機構森林保険セン

ターへのパンフレット

等の窓口備え付けやポ

スター等の掲示依頼を

行うなどの加入促進対

策を講じた。 
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ⅱ）既加入事業主

に対し、対象とな

る期間雇用者を新

たに雇い入れた場

合は、文書等によ

り必ず加入手続を

行うよう要請す

る。 

 

ⅲ）一人親方が所

属する労災保険特

別加入団体一覧表

を整理した上で、

未加入団体に対す

る加入勧奨を行

う。 

 

ハ 各種会議、研

修会等における加

入勧奨等 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等が

開催する各種会

議、研修会等にお

いて、制度内容や

加入手続等の説明

を行うなど、制度

の普及及び加入勧

奨を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 集中的な加入

促進対策の実施 

 

毎年度、加入促

進強化月間を設定

し、厚生労働省の

支援を得つつ、期

間中、全国的な周

知広報活動等を集

中的に展開する。 

 

 

 

 

 

ホ 他制度と連携

ⅱ）既加入事業主

に対し、対象とな

る期間雇用者を新

たに雇い入れた場

合は、文書等によ

り必ず加入手続を

行うよう要請す

る。 

 

ⅲ）一人親方が所

属する労災保険特

別加入団体一覧表

を整理した上で、

未加入団体に対す

る加入勧奨を行

う。 

 

ハ 各種会議、研

修会等における加

入勧奨等 

 

関係官公庁、関

係事業主団体等が

開催する各種会

議、研修会等にお

いて、制度内容や

加入手続等の説明

を行うなど、制度

の普及及び加入勧

奨を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 集中的な加入

促進対策の実施 

 

10月を加入促

進強化月間とし、

厚生労働省の支援

を得つつ、期間

中、全国的な周知

広報活動等を集中

的に展開する。 

 

 

 

 

 

ホ 他制度と連携

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)既加入事業主に対し、対象となる期間雇用者を新たに雇い入れた場合は、必ず加入

手続を行うよう文書等により要請した（9/27 3,279所）。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）一人親方が所属する労災保険特別加入団体一覧表を整理した上で、未加入団体に対

する加入勧奨を行った（1/21 31団体）。 

 

 

 

 

 

 

ハ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

 

 

 

関係官公庁及び関係事業主団体等が開催する各種会議、研修会等において、パンフレ

ット等を配布し、かつ制度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧

奨を行った。 

・ブロック林材業安全管理推進会議 

（北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州）※実地・Ｗｅ

ｂ開催７所 

・林業・木材産業作業安全講習会 

（林業機械化協会 山形県、大分県、徳島県）３所 

・林業就業支援事業研修会（全国森林組合連合会 西ブロック、東ブロック）２所 

・全国素材生産業協同組合連合会、全国国有林造林生産業連絡協議会及び全国木材チッ

プ工業連合会(理事会)３所 

・全国林材業労働災害防止大会（林業・木材製造業労働災害防止協会）１所 

・水源林整備事務所における事業運営会議（国立研究開発法人森林研究・整備機構 森

林整備センター38整備事務所等において２月中旬～５月中旬にかけて実施） 

・緑の雇用・担い手対策等説明会（鹿児島県庁）１所 

 

 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

 

 

10月を加入促進強化月間とし、厚生労働省、林野庁、関係事業主団体等に対して加

入促進強化月間実施の協力依頼を行うとともに支援を得つつ、期間中、全国的な周知広

報活動等を集中的に展開した。 

〇関係団体等による広報記事掲載 ３件 

・全国森林組合連合会  

 「森林組合 10月号」 

・林業・木材製造業労働災害防止協会 

 「林材安全 908号」 

・日本林業協会 

 「森林と林業 11月号」 

〇ＮＨＫ（54支局）への放送（映）依頼 

 

ホ 他制度と連携した加入促進対策の実施 
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（３）サービス

の向上 

 

① 業務処理の

効率化 

 

 加入者の利便

性の向上及び機

した加入促進対策

の実施 

 

いわゆる「緑の

雇用」の実施に当

たり、林退共制度

等への加入につい

て事業主に指導す

るよう関係機関に

要請を行う。 

 

② 加入促進対策

の検証と見直し等 

 

加入促進対策の効

果については、機

構内の統計の分析

に加え、中小企業

事業主団体、関係

業界団体及び関係

労働団体の有識者

からの機構の業務

運営に対する意

見・要望等も積極

的に収集して活用

し、検証等を行

う。 

効果の検証結果

を踏まえ、毎年

度、加入促進対策

の見直しを実施す

る。 

 

③ 加入目標数 

 

最近における加

入状況、財務内容

及び林業における

産業・雇用状況を

勘案して、中期目

標期間中に新たに

加入する被共済者

数を 6,900人以上

とする。 

 

 

（３）サービスの

向上 

 

① 業務処理の効

率化 

 

イ 加入者等が行

う諸手続や提出書

した加入促進対策

の実施 

 

いわゆる「緑の

雇用」の実施に当

たり、林退共制度

等への加入につい

て事業主に指導す

るよう関係機関に

要請を行う。 

 

② 加入促進対策

の検証と見直し等 

 

加入促進対策の

効果については、

機構内の統計の分

析に加え、中小企

業事業主団体、関

係業界団体及び関

係労働団体の有識

者からの機構の業

務運営に対する意

見・要望等も積極

的に収集して活用

し、検証等を行

う。 

効果の検証結果

を踏まえ、毎年

度、加入促進対策

の見直しを実施す

る。 

 

③ 加入目標数 

 

2024（令和６）

年度における新た

に加入する被共済

者数の目標を、

1,500人以上とす

る。 

 

 

 

 

 

（３）サービスの

向上 

 

① 業務処理の効

率化 

 

イ 加入者等が行

う諸手続や提出書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

 

・2024（令和

６）年度におけ

る新たに加入す

る被共済者数の

目標を、1,500

人以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

 

 

林野庁に対し、「緑の雇用」新規就業者育成対策事業の実施にあたり、林退共制度へ

の加入について事業主に加入指導を推進するよう要請した。 

 

 

 

 

 

 

②  加入促進対策の検証と見直し等 

 

 

加入促進対策の見直しの実施にあたり、林野庁、関係業界団体及び関係労働団体から

の加入促進に係る意見を踏まえ、９月に林野庁本庁の展示スペース、10月に福井労働

局（新規）、12月に国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センターへパンフレ

ット等の窓口備え付け、ポスター等の掲示依頼を行った。さらに、全国素材生産業協同

組合連合会、全国国有林造林生産業連絡協議会及び全国木材チップ工業連合会の理事会

の機会に、パンフレット等の配布を行い、かつ、７月に林野庁と連携して実施した各都

道府県に対する働きかけの結果、広島県・長崎県より提供された林業経営体のリスト及

び全国素材生産業協同組合連合会及び全国国有林造林生産業連絡協議会の会員名簿より

未加入事業所を抽出し、文書等により加入勧奨を行うなどの、加入促進対策を実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  加入目標数 

 

2024（令和６）年度の加入目標数 1,500人に対し、新規加入者は 1,404人となり、加

入目標を下回った（年度目標達成率 93.6％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）サービスの向上 

 

 

① 業務処理の効率化 

 

 

イ 加入者が行う諸手続について、すでにホームページから諸様式のダウンロードが可

能なシステムを構築し実施しているところであるが、利用者の利便性を考慮して、ホー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2024（令和６）年度

の加入目標数 1,500人

に対し、新規加入者は

1,404人となり、加入

目標を下回った（年度

目標達成率 93.6％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 
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構内の事務処理

の簡素化・迅速

化を図る観点か

ら、諸手続、事

務処理等の再点

検を行い、必要

に応じて見直し

を行うこと。 

 また、契約及

び退職金給付に

当たり、引き続

き、厳正かつ迅

速な審査を実施

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 情報提供の

充実、加入者か

らの照会・要望

等への適切な対

応等 

 

 共済契約者等

の利便性を高め

る観点からホー

ムページの充実

を図るほか、共

済契約者等のニ

ーズに即した相

談対応、情報提

供を行うこと等

により、相談業

務及び情報提供

の質の向上を図

ること。 

 

類の合理化を図る

とともに、機構内 

の事務処理の簡素

化・迅速化を図る

観点から、諸手

続、事務処理等の

再点検を行い、必

要に応じ改善計画

を策定するととも

に、適宜その見直

しを行う。特に、

加入者が行う諸手

続について、ホー

ムページから簡

易・迅速に行うこ

とを検討、実施す

る。 

 

ロ 加入者等の各

種手続の迅速化を

目的とし、業務シ

ステムの再構築の

可能性について検

討する。 

 

ハ 契約及び退職

金給付に当たり、

厳正な審査を引き

続き実施しつつ、

受付から 22業務

日以内に退職金を

全数支給する。 

 

 

②  情報提供の充

実、加入者等から

の照会・要望等へ

の適切な対応等 

 

イ 加入者等の利

便性を高める観点

から、加入者等か

らの制度・手続に

関する照会・要望

等について回答の

標準化を図り、ホ

ームページ上のＱ

＆Ａに反映させ

る。 

 

ロ 加入者等に対

する個別の相談業

務については、引

き続き電話により

類の合理化を図る

とともに、機構内

の事務処理の簡素

化・迅速化を図る

観点から、諸手

続、事務処理等の

再点検を行い、必

要に応じ改善計画

を策定するととも

に、適宜その見直

しを行う。特に、

加入者が行う諸手

続について、ホー

ムページから簡

易・迅速に行うこ

とを検討、実施す

る。 

 

ロ 加入者等の各

種手続の迅速化を

目的とし、業務シ

ステムの再構築の

可能性について検

討する。 

 

ハ 契約及び退職

金給付に当たり、

厳正な審査を引き

続き実施しつつ、

受付から 22業務

日以内に退職金を

全数支給する。 

 

 

②  情報提供の充

実、加入者等から

の照会・要望等へ

の適切な対応等 

 

イ 加入者等の利

便性を高める観点

から、加入者等か

らの制度・手続に

関する照会・要望

等について回答の

標準化を図り、ホ

ームページ上のＱ

＆Ａに反映させ

る。 

 

ロ 加入者等に対

する個別の相談業

務については、引

き続き電話により

・加入者の利便

性の向上及び機

構内の事務処理

の簡素化・迅速

化を図る観点か

ら、諸手続及び

事務処理等の再

点検を行い、必

要に応じて見直

しを行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・退職金請求に

ついて、受付日

から 22業務日

以内に、退職金

を全数支給する

こと。 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・共済契約者等

の利便性を高め

る観点からホー

ムページの充実

を図るほか、共

済契約者等のニ

ーズに即した相

談対応、情報提

供を行う等によ

り、相談業務及

び情報提供の質

の向上を図った

か。  

 

 

 

 

 

ムページのダウンロード申請用紙について適宜見直しを図り、申請用紙の修正を実施し

た。 

【対象の申請用紙】 

・共済手帳返納届 

・掛金助成手帳返納届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 加入者等の各種手続の迅速化を目的とし、費用対効果も含めて業務システムの再構

築について検討した。 

 

 

 

 

 

ハ 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、受付から 22業

務日以内に退職金を全数支給した。 

 

 

 

 

 

 

 

②  情報提供の充実、加入者等からの照会・要望等への適切な対応等 

 

 

 

 

イ 加入者等の利便性を高める観点から、加入者等からの制度・手続に関する照会・要

望等について回答の標準化を図り、ホームページ上のＱ＆Ａに反映させた。 

・Ｑ＆Ａ改訂数１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 加入者等に対する個別の相談業務については、支部において判断が困難な事案につ

いては早めに本部に渡してもらうように連携をするなど、相談者に対してストレスのな

い対応を実施した。引き続きサービス向上を図るとともに、ホームページを通じたメー

ルでの質問や相談に対しても懇切丁寧に対応した。 

・加入者の利便性の向

上及び機構内の事務処

理の簡素化・迅速化を

図る観点から、諸手続

及び事務処理等の再点

検を適宜行い、利用者

の利便性を考慮して、

ホームページのダウン

ロード申請用紙につい

て適宜見直しを図り、

申請用紙の修正を実施

した。 

【対象の申請用紙】 

・共済手帳返納届 

・掛金助成手帳返納届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・退職金請求につい

て、受付日から 22業務

日以内に、退職金を全

数支給した。 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・加入者等の利便性を

高める観点から、加入

者等からの制度・手続

に関する照会・要望等

について回答の標準化

を図り、ホームページ

上のＱ＆Ａを改訂し反

映させた。 

また、加入者等に対

する個別の相談業務に

ついては、支部におい

て判断が困難な事案に

ついては早めに本部に

渡してもらうように連

携をするなど、相談者

に対してストレスのな

い対応を実施した。引

き続きサービス向上を
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③ 積極的な情

報の収集及び活

用 

 

 加入者、関係

団体等の意見・

要望並びに各種

統計等の情報を

整理するととも

に、実態調査等

により積極的に

情報を収集した

上で、当該情報

を分析して対応

策を検討し、林

業退職金共済事

業の運営に反映

させることによ

り、当該事業の

改善を図るこ

と。 

   

【指標】 

・退職金請求に

ついて、受付日

から 22業務日以

内に、退職金を

全数支給するこ

と。 

・毎年度１回以

上、加入者、関

係団体等の意

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

し、対応策を検

討、実施するこ

と。 

 

[目標設定等の考

え方] 

・前中期目標の

水準を、退職金

請求の事務処理

期限の指標とし

て設定すること

とする。 

※前中期目標期

間中(2018（平成

30）～2022（令

和４）年度)に目

行いサービス向上

を図る。 

 

③ 積極的な情報

の収集及び活用 

 

イ 加入促進強化

月間等における訪

問や参与会等の場

を活用して、中小 

企業事業主団体、

関係業界団体及び

関係労働団体の有

識者から、機構の

業務運営に対する

意見・要望等を聴

取する。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 毎月の加入状

況、退職金支払状

況等に関する統計

を整備するととも

に、林退共事業に

対する要望・意見

等を随時調査等す

る。 

 

 

 

ハ 毎年度１回以

上、加入者、関係

団体等の意見・要

望並びに各種統計

等の情報を整理・

分析し、対応策を

検討し、林退共事

業の運営に反映さ

せることにより、

当該事業の改善を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行いサービス向上

を図る。 

 

③ 積極的な情報

の収集及び活用 

 

イ 加入促進強化

月間等における訪

問や参与会等の場

を活用して、中小

企業事業主団体、

関係業界団体及び

関係労働団体の有

識者から、機構の

業務運営に対する

意見・要望等を聴

取する。 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 毎月の加入状

況、退職金支払状

況等に関する統計

を整備するととも

に、林退共事業に

対する要望・意見

等を随時調査等す

る。 

 

 

 

ハ 加入者、関係

団体等の意見・要

望並びに各種統計

等の情報を整理・

分析し、対応策を

検討し、林退共事

業の運営に反映さ

せることにより、

当該事業の改善を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・加入者及び関

係団体等の意

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

して対応策を検

討し、林退共事

業の運営に反映

させることによ

り、当該事業の

改善を図った

か。 

 

＜定量的指標＞ 

・毎年度１回以

上、加入者、関

係団体等の意

 

 

 

③ 積極的な情報の収集及び活用 

 

 

イ 加入促進強化月間等における訪問や参与会等の場を活用して、各種統計等の情報を

提供した。 

林野庁の協力のもと、各都道府県に対し加入促進に関する働きかけを実施した。その

中で協力の紹介のあった広島県・長崎県・福島県・熊本県の未加入事業者へ広報誌を通

じて加入勧奨を実施した。 

また、全国森林組合連合会からは、林業就業支援事業研修において制度説明を行う機

会をもらい、今後も引き続き連携・協力していくこととなった。 

 

・中退共・特退共合同参与会（11/21書面開催、3/25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 毎月の加入状況、退職金支払状況等に関する統計情報を整備した。 

 

・事業季報 154号（令和６年１・２・３月） 

・事業季報 155号（令和６年４・５・６月） 

・事業季報 156号（令和６年７・８・９月） 

・事業季報 157号（令和６年 10・11・12月） 

 

特定業種退職金共済制度の在り方についての検討に資するよう、被共済者の就労状況

の実態を把握するため、共済契約者に対してアンケート調査を行い、結果を厚生労働省

及び関係事業主団体等に情報提供した。 

 

ハ 運営委員会の場等を活用して、各種統計等の情報を提供した。林退共事業の運営に

対する特段の意見・要望は出されなかった。引き続き、関係者から意見・要望等を聴取

し適切に対応する。 

・運営委員会（6/26、3/17開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図るとともに、ホーム

ページを通じたメール

での質問や相談に対し

ても懇切丁寧に対応し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・運営委員会の場等を

活用して、各種統計等

の情報を提供した。林

退共事業の運営に対す

る特段の意見・要望は

出されなかった。引き

続き、関係者からの意

見・要望等を聴取し適

切に対応する。（運営委

員会 6/26、3/17開催） 

 

 

 

 

・運営委員会の場等を

活用して、各種統計等

の情報を提供した。林
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標として定めた

処理日数の最終

期限（業務日）

22日 

・林業退職金共

済制度を取り巻

く環境の変化を

把握し、迅速に

対応するため

に、毎年度１回

以上、統計等の

各種情報を整

理・分析し、事

業を改善するこ

とを指標とする

こととする。 

 

 

（４）確実な退

職金の支給に向

けた取組 

 

 長期未更新者

数の縮減の観点

から、新規加入

時及び共済手帳

更新時における

被共済者の住所

把握を徹底する

とともに、長期

未更新者に対す

る現況調査によ

り、共済手帳の

更新、退職金の

請求等の手続を

とるよう要請す

ること。 

 被共済者の重

複加入の確認を

徹底し、重複加

入及び退職金の

支払い漏れを防

止すること。 

 

【指標】 

・長期未更新者

のうち住所が把

握できた全ての

者に対し、未更

新期間が３年経

過時点及びその

後一定の期間経

過時点に、共済

手帳の更新、退

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）確実な退職

金の支給に向けた

取組 

 

林退共事業にお

ける長期未更新者

のうち、業界引退

者への確実な退職

金支給のための以

下の取組等を行

い、中期目標期間

の最終年度まで

に、長期未更新者

数を前中期目標期

間の終了時から減

少させる。 

 

イ 新規加入時に

被共済者の住所把

握を徹底し、林退

共制度に加入した

ことを本人に通知

するとともに被共

済者の住所をシス

テムに登録する。

また、共済手帳の

住所欄に被共済者

の住所を記載して

もらうことを徹底

する。 

 

ロ 共済手帳の更

新時においても被

共済者の住所把握

を徹底し、システ

ム に登録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）確実な退職

金の支給に向けた

取組 

 

林退共事業にお

ける長期未更新者

のうち、業界引退

者への確実な退職

金支給のための以

下の取組等を行

い、中期目標期間

の最終年度まで

に、長期未更新者

数を前中期目標期

間の終了時から減

少させる。 

 

イ 新規加入時に

被共済者の住所把

握を徹底し、林退

共制度に加入した

ことを本人に通知

するとともに被共

済者の住所をシス

テムに登録する。

また、共済手帳の

住所欄に被共済者

の住所を記載して

もらうことを徹底

する。 

 

ロ 共済手帳の更

新時においても被

共済者の住所把握

を徹底し、システ

ムに登録する。 

見・要望並びに

各種統計等の情

報を整理・分析

し、対応策を検

討、実施するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・長期未更新者

数の縮減の観点

から、新規加入

時及び共済手帳

更新時における

被共済者の住所

把握を徹底する

とともに、長期

未更新者に対す

る現況調査によ

り、共済手帳の

更新又は退職金

の請求等の手続

をとるよう要請

したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）確実な退職金の支給に向けた取組 

 

 

 

林退共事業における長期未更新者のうち、業界引退者への確実な退職金支給のための

以下の取組等を行い、長期未更新者数を前中期目標期間の終了時から減少させた。 

 

前中期目標期間終了時 2,110人 

令和７年３月末現在   2,003人（△107人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 新規加入時に被共済者の住所把握を徹底し、林退共制度に加入したことを本人に通

知するとともに被共済者の住所をシステムに登録する。また、共済手帳の住所欄に被共

済者の住所を記載してもらうことを徹底した。 

・通知件数 1,404人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 共済手帳の更新時においても被共済者の住所把握を徹底し、システムに登録した。 

・更新件数  14,173件 

 

 

 

退共事業の運営に対す

る特段の意見・要望は

出されなかった。引き

続き、関係者からの意

見・要望等を聴取し適

切に対応する。（運営委

員会 6/26、3/17開催）

【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・長期未更新者数の縮

減の観点から、新規加

入時及び共済手帳更新

時における被共済者の

住所把握を徹底すると

ともに、長期未更新者

に対する現況調査によ

り、共済手帳の更新又

は退職金の請求等の手

続を取るよう要請し

た。 
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職金の請求等の

手続をとるよう

要請すること。 

・中期目標期間

の最終年度まで

に、長期未更新

者数を、前中期

目標期間の終了

時の数から減少

させること。 

 

[目標設定等の考

え方] 

共済手帳の更

新要請等を行う

ことで、長期未

更新者数を減少

させることを指

標として設定す

ることとする。 

※過去３年以上

手帳の更新を行

っておらず掛金

納付月数 24 月以

上の被共済者推

移 

2019（令和

元）年度末 

2,151 人、2020

（令和２）年度

末 2,125 人、 

2021（令和

３）年度末 

2,131 人、2022

（令和４）年 12

月末 2,110 人 

 

 

ハ 未更新期間が

３年経過している

被共済者に対して

現況調査を行い、

住所が把握できた

被共済者に対し、

共済手帳の更新、

業界引退者へ退職

金請求等の手続を

とるよう要請する

とともに、住所が

把握できない被共

済者に対しては、

住民基本台帳ネッ

トワーク等を活用

した追跡調査を実

施する。 

 

 

ニ 未更新期間が

３年経過時点で行

う現況調査におい

て、住民基本台帳

ネットワーク等も

活用しながらその

住所把握に努め、

把握できた住所を

全てシステムに登

録し、共済手帳の

更新、業界引退者

へ退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

また、上記の要

請から２年を経過

した後において

も、退職金請求等

の手続をとってい

ない長期未更新者

全員に対して、退

職金請求等の手続

をとるよう要請す

る。 

 

ホ 被共済者の年

齢構成を把握・分

析し、住所が把握

できている長期未

更新者のうち、65

歳に達した被共済

者に対して掛金納

付状況等を通知す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 未更新期間が

３年経過時点で行

う現況調査におい

て、住民基本台帳

ネットワーク等も

活用しながらその

住所把握に努め、

把握できた住所を

全てシステムに登

録し、共済手帳の

更新、業界引退者

へ退職金請求等の

手続をとるよう要

請する。 

また、上記の要

請から２年を経過

した後において

も、退職金請求等

の手続をとってい

ない長期未更新者

全員に対して、退

職金請求等の手続

をとるよう要請す

る。 

 

ニ 被共済者の年

齢構成を把握・分

析し、住所が把握

できている長期未

更新者のうち、65

歳に達した被共済

者に対して掛金納

付状況等を通知す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 未更新期間が３年経過時点で行う現況調査において、住民基本台帳ネットワーク等

も活用しながらその住所把握に努め、把握できた住所を全てシステムに登録し、共済手

帳の更新、業界引退者への退職金請求等の手続を取るよう要請した（9/30）。 

・調査対象件数 87事業所 116 人 

  また、上記の要請から２年を経過した後においても、退職金請求等の手続を取ってい

ない長期未更新者全員に対して、退職金請求等の手続を取るよう要請した（9/30）。 

・調査対象者数 33事業所 50 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 被共済者の年齢構成を把握・分析し、住所が把握できている長期未更新者のうち、

65歳に達した被共済者に対して掛金納付状況等を通知するとともに、共済手帳の更

新、業界引退者へ退職金請求等の手続をとるよう要請した。 

・調査対象者数   ８人 
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るとともに、共済

手帳の更新、業界

引退者へ退職金請

求等の手続をとる

よう要請する。 

 

 

ヘ 新たに長期未

更新者とさせない

ための取組みとし

て、掛金納付が

24月に達した者

で、かつ住所が把

握できている被共

済者に対して、掛

金納付状況等を通

知するとともに、

就労している場合

は共済手帳を事業

主に提出し、  

就労日数に応じて

共済証紙を適正に

貼付してもらうな

どの注意喚起を行

う。 

 

ト 被共済者の加

入時、退職時に名

寄せを行い、重複

加入が疑われる被

共済者に対し重複

加入調査票を送付

し注意喚起を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ 事業主団体の

広報誌、ポスター

等により、被共済

者に退職金の請求

に関する問い合わ

るとともに、共済

手帳の更新、業界

引退者へ退職金請

求等の手続をとる

よう要請する。 

 

 

ホ 新たに長期未

更新者とさせない

ための取組みとし

て、掛金納付が

24月に達した者

で、かつ住所が把

握できている被共

済者に対して、掛

金納付状況等を通

知するとともに、

就労している場合

は共済手帳を事業

主に提出し、就労

日数に応じて共済

証紙を適正に貼付

してもらうなどの

注意喚起を行う。 

 

 

ヘ 被共済者の加

入時、退職時に名

寄せを行い、重複

加入が疑われる被

共済者に対し重複

加入調査票を送付

し注意喚起を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト 事業主団体の

広報誌、ポスター

等により、被共済

者に退職金の請求

に関する問い合わ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・被共済者の重

複加入の確認を

徹底し、重複加

入及び退職金の

支払い漏れを防

止したか。 

 

 

 

 

 

 

 

・重複加入が疑

われる被共済者

に対し重複加入

調査票を送付し

注意喚起を実施

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 新たに長期未更新者とさせないための取組として、掛金納付が 24月に達した者

で、かつ住所が把握できている被共済者に対して、掛金納付状況等を通知するととも

に、就労している場合は共済手帳を事業主に提出し、就労日数に応じて共済証紙を適正

に貼付してもらうなどの注意喚起を行った。 

・通知件数 276人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ 被共済者の加入時、退職時に名寄せを行い、重複加入が疑われる被共済者に対し重

複加入調査票を送付し注意喚起を行った。 

・令和６年度新規加入者 1,404人 

 送付対象加入者 0人 

 

 

・令和６年度退職者 1,221人 

送付対象退職者 ３人 

 うち重複解消者 ３人 

 金額 4,118,962円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト 事業主団体の広報誌、ポスター等による退職金の請求勧奨について各団体へ依頼し

た。 

広報誌等への記事掲載状況は以下の通りである。 

・全国森林組合連合会 

 「森林組合」（10月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・被共済者の重複加入

の確認を徹底し、重複

加入及び退職金の支払

い漏れを防止した結

果、退職時に重複加入

が判明し、手帳実績の

合算処理を実施した上

で退職金を支払った。 

退職時重複処理件数 

３件 

退職金額 4,118,962

円 

 

・重複加入が疑われる

被共済者に対し重複加

入調査票を送付し注意

喚起を実施した。 
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４．その他参考情報 

特になし 

  

せを呼びかける。 

 

 

 

 

リ ホームページ

等を活用し、共済

手帳の更新、退職

金の請求等の手続

を行うよう注意喚

起を行う。 

 

 

 

ヌ マスメディア

を活用し、共済契

約者に対し、被共

済者の退職時等に

林業からの引退の

意思の有無を確認

し、引退の意思を

有する場合には退

職金を請求するこ

とを指導するよう

要請する。 

せを呼びかける。 

 

 

 

 

チ ホームページ

等を活用し、共済

手帳の更新、退職

金の請求等の手続

を行うよう注意喚

起を行う。 

 

 

 

リ マスメディア

を活用し、共済契

約者に対し、被共

済者の退職時等に

林業からの引退の

意思の有無を確認

し、引退の意思を

有する場合には退

職金を請求するこ

とを指導するよう

要請する。 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・ホームページ

等を活用し、共

済手帳の更新、

退職金の請求等

の手続を行うよ

う注意喚起を行

ったか。 

・福岡県森林組合連合会 

 「森連だより 93号」（１月） 

・林業・木材製造業労働災害防止協会 

 「第 60回全国林材業労働災害防止大会「大会誌」」（10月） 

 

チ ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行うよう注意

喚起を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

リ 振興山村市町村の広報誌を活用し、共済契約者に対し、被共済者の退職時等に林業

からの引退の意思の有無を確認し、引退の意思を有する場合には退職金を請求すること

を指導するよう要請するため、振興山村市町村へ広報記事掲載依頼を実施した。 

（昨年掲載していただいた 189自治体に対して再度掲載の依頼をした。） 

※振興山村とは、山村振興法に基づき、旧市町村単位に林野率 75％以上かつ人口密度

1.16人/町歩未満等で、都道府県知事の申請に基づき主務大臣（国土交通大臣、総務大

臣及び農林水産大臣）が指定するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・ホームページ等を活

用し、共済手帳の更

新、退職金の請求等の

手続を行うよう注意喚

起を行った。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６ Ⅱ財産形成促進事業 １ 融資業務の着実な実施  

２ 利用促進対策の効果的実施  

３ 財務運営 
業務に関連する政策・施

策 

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（厚生労働省 政策体

系 基本目標Ⅳ-施策大目標 3-2）  

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

中退法第 70条第 2項 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指 標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

 

 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

貸付決定までの審査

期間 

財形持家融資取

扱金融機関にお

いて借入申込書

を受理した日か

ら平均５業務日

以下 

4.22日 4.41日 日 日 日 

予算額（千

円） 
121,398,850 110,716,947    

決算額（千

円） 
107,381,966 93,967,507    

経常費用 

（千円） 
1,400,475 1,480,178    

同上【達成度】  【100％】 【100％】 【％】 【％】 【％】 
経常利益 

（千円） 
281,411 169,486    

財形持家転貸融資の

新規借入申込件数 

中期目標期間中

の合計で 1,800

件以上 

令和５年度 

目標 380 件以上 

実績：456 件 

令和６年度 

目標 370 件以上 

実績：264 件 

令和７年度 

目標件以上 

実績：件 

令和８年度 

目標件以上 

実績：件 

令和９年度 

目標件以上 

実績：件 

行政コスト

（千円） 
1,400,475 1,480,178    

同上【達成度】  【120.0％】 【71.4％】 【％】 【％】 【％】 

従事人員数 21 20    
財形持家転貸融資の
利用促進回数 

毎年度 30回以上 34回 35回 回 回 回 

同上【達成度】  【113.3％】 【116.7％】 【％】 【％】 【％】 

注）予算額、決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 Ⅱ 財産形成促

進事業 

 

 

 

 

 

１ 融資業務の

実施 

 

 勤労者世帯の

持家取得につい

て、勤労者の生

活の安定に資す

るため、融資業

務を実施するこ

と。 

 また、勤労者

に対して提供す

るサービスの質

を向上させるた

め、職員研修を

実施すること等

により審査業務

を的確かつ迅速

に処理するため

の取組を行うこ

と。 

 

【指標】 

 貸付決定まで

の審査期間につ

いて、財形持家

転貸融資取扱金

融機関において

借入申込書を受

理した日から平

均５業務日以下

とすること。 

 

[目標設定等の

考え方] 

迅速な審査を

行い、引き続き

利用者の利便性

を維持する必要

があるため、前

中期目標期間中

（2018（平成

30）～2022（令

Ⅱ 財産形成促

進事業 

 

 

 

 

 

１ 融資業務の

着実な実施 

 

勤労者世帯の

持家取得につい

て、勤労者の生

活の安定に資す

るため、融資業

務を着実に実施

する。 

また、審査の

妥当性確保と迅

速な審査処理の

維持を図るた

め、外部専門家

による職員研修

を毎年度１回以

上実施し、貸付

決定までの審査

期間について、

財形持家転貸融

資取扱金融機関

において借入申

込書を受理した

日から平均５業

務日以下とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 財産形成促

進事業 

 

 

 

 

 

１ 融資業務の

着実な実施 

 

勤労者世帯の

持家取得につい

て、勤労者の生

活の安定に資す

るため、融資業

務を着実に実施

する。 

また、審査の

妥当性確保と迅

速な審査処理の

維持を図るた

め、外部専門家

による職員研修

を１回以上実施

するとともに、

財形持家転貸融

資の新規借入申

込みに係る貸付

決定までの審査

期間について、

財形持家転貸融

資取扱金融機関

において借入申

込書を受理した

日から平均５業

務日以下とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・融資業務の運

営に当たって

は、勤労者の生

活の安定に資す

るため、融資業

務を着実に実施

しているか。 

また、勤労者

に対して提供す

るサービスの質

を向上させるた

め、審査業務の

妥当性確保と迅

速化に向けた取

組みを行った

か。 

 

＜定量的指標＞ 

・貸付決定まで

の審査期間につ

いて、財形持家

融資取扱金融機

関において借入

申込書を受理し

た日から平均５

業務日以下とす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 財産形成促進事業 

 

 

 

 

 

 

１ 融資業務の着実な実施 

 

 

勤労者世帯の持家取得について、勤労者の生活の安定に資するため、融資業務を着

実に実施した。 

また、審査の妥当性確保と迅速な審査処理の維持を図るため、外部専門家による職

員研修を実施した。 

貸付決定までの審査期間については、貸付決定した 264件について、財形持家融資

取扱金融機関において借入申込書を受理した日から平均５業務日以下で貸付決定した

（平均審査処理期間 4.41日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

以下のとおり、評価

の指標についておおむ

ね達成していることを

踏まえ、Ｂ評価とする。 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・融資業務の運営に当

たっては、勤労者の生

活の安定に資するた

め、融資業務を着実に

実施するよう努めた。 

また、勤労者に対して

提供するサービスの質

を向上させるため、審

査の妥当性確保と迅速

な審査処理の維持を目

的として、外部専門家

による職員研修を実施

した。 

 

 

 

 

 

・貸付決定までの審査

期間について、財形持

家融資取扱金融機関に

おいて借入申込書を受

理した日から平均５業

務日以下（平均 4.41

日）で貸付決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 
Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

「財形持家転貸融資の新規借入申込

件数」については、以下の要因により

目標を下回る結果となった。その他の

指標については、目標を達成した。 

・住宅価格が高騰しており、また住宅

着工件数が減少し続けていること。 

・住宅ローン市場において、変動金利

型商品のシェアが最も高い状態が継続

しており、財形持家融資が採用してい

る固定金利期間選択型の商品のシェア

が落ち続けていること。 

・令和 5年度以降の金利上昇局面にお

いて、資金調達と貸付金利の設定方法

の制約から、民間金融機関の変動金利

型の住宅ローンとの間で貸付金利の金

利差が拡大したこと。 

 

＜業務運営上の課題及び改善方策＞ 

財形持家転貸融資の利用に向けて、

引き続き原因分析を行い、状況に応じ

た取組を行う必要がある。 
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和４）年度）に

おける水準を指

標とすることと

する。 

※前中期目標期

間中(2018（平

成 30）～2022

（令和４）年

度)に目標とし

て定めた平均処

理日数（業務

日） ５日 

 

２ 利用促進対

策の効果的実施 

 

（１）関係機関

等と連携した利

用促進対策 

 

 財形持家融資

の関係機関等と

連携しつつ、財

形持家融資利用

者の動向とその

要因を踏まえた

利用促進対策に

取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用促進対

策の効果的実施 

 

（１）関係機関

等と連携した利

用促進対策 

 

財形持家融資

の関係機関等と

連携するなど

し、財形持家融

資利用者の減 

少の要因を踏ま

えた以下の利用

促進対策（あら

ゆる機会を捉え

て、毎年度 30

回以上、財形持

家転貸融資の利

用促進を図

る。）に取り組

むことにより、

中期目標期間中

の財形持家転貸

融資の新規借入

申込件数を合計

1,800件以上と

する。 

 

① 厚生労働省

に登録している

福利厚生会社と

連携し、同社に

出資する事 業

主等に対し財形

持家転貸融資の

利用促進を図

る。 

 

② 財形持家転

貸融資の利用に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用促進対

策の効果的実施 

 

（１）関係機関

等と連携した利

用促進対策 

 

財形持家融資

の関係機関等と

連携するなど

し、財形持家融

資利用者の減少

の要因を踏まえ

た以下の利用促

進対策（あらゆ

る機会を捉え

て、30回以上、

財形持家転貸融

資の利用促進を

図る。）に取り組

むことにより、

2024（令和６）

年度における財

形持家転貸融資

の新規借入申込

件数を 370件以

上とする。 

 

 

① 厚生労働省

に登録している

福利厚生会社と

連携し、同社に

出資する事業主

等に対し財形持

家転貸融資の利

用促進を図る。 

 

 

② 財形持家転

貸融資の利用に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈定量的指標〉 

・一般の中小企

業退職金共済の

未加入事業主に

対する説明会等

あらゆる機会を

捉えて、毎年度

30 回以上、財形

持家転貸融資の

利用促進を図る

こと。 

 

・中期目標期間

中の財形持家融

資の新規借入申

込件数を、合計

1,800件（う

ち、令和６年度

においては 370

件）以上とする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用促進対策の効果的実施 

 

 

（１）関係機関等と連携した利用促進対策 

 

 

 

財形持家融資の関係機関等と連携するなどし、①～⑥の利用促進対策（計 35回）に

取り組んだ。しかし、住宅価格の高騰や、金利が上昇していること等の影響により、

令和６年度における財形持家転貸融資の新規借入申込件数は 264件となり、数値目標

（370件）に対し達成率は 71.4％にとどまった。 

 

・働き方改革推進支援センター主催のオンラインセミナーへの参加    ７回 

・事業所に対する財形持家融資等の制度説明及び利用勧奨        １回 

・中退共の未加入事業主に対する説明会への参加            24回 

・ＳＮＳによる制度の周知広報                    ３回 

                                 計 35回 

 

また、利用促進を図るための周知活動として、業界誌等の機関誌において財形制度

の広告掲載を行った（計５誌）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 福利厚生会社と連絡会議を開催し、利用促進に係る取組等について協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 働き方改革推進支援センター主催のオンラインセミナーに参加し、財形持家融資等 

 についての説明を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財形持家転貸融資の

利用促進対策として、

一般の中小企業退職金

共済の未加入事業主に

対する説明会への参加

等の取組を 35回行っ

た。 

 

 

 

 

・財形持家転貸融資の

利用者の減少を踏ま

え、関係機関等と連携

するなどし、利用促進

に取り組んだ。 

しかしながら、以下

の要因により財形持家

融資の新規借入申込件

数は 264件となり、目

標達成率は 71.4％にと

どまったと考えてい

る。 

〇住宅価格が高騰して

おり、また住宅着工件

数が減少し続けている

こと。 

〇住宅ローン市場にお

いて、変動金利型商品

のシェアが最も高い状

態が継続しており、固

定金利期間選択型商品

のシェアが落ち続けて

いること。 

〇令和５年度以降の金

利上昇局面において、

資金調達と貸付金利の
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（２）特別な支

援を必要とする

者への対応 

 

 特別な支援を

必要とする利用

者への特例措置

については、政

府方針を踏ま

つなげるため、

資産形成のアド

バイザーである

ファイナンシャ

ルプランナー等

外部専門家に対

しセミナーを開

催するととも

に、外部専門家

が主催する会

議・集会・研修

等へ参加し、事

業主・勤労者へ

の周知・推奨を

依頼する。 

 

③ 住宅ローン

利用検討者向け

のセミナー等を

毎年度開催す

る。 

 

④ 中退共の未

加入事業主に対

する説明会に参

加し、中小企業

事業主への財形

持家転貸融資の

利用促進を図

る。 

 

⑤ 上記で活用

する媒体等を作

成し、必要に応

じて改良を加え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特別な支

援を必要とする

者への対応 

 

特別な支援を

必要とする利用

者への特例措置

については、政

府方針を踏 ま

つなげるため、

資産形成のアド

バイザーである

ファイナンシャ

ルプランナー等

外部専門家に対

しセミナーを開

催するととも

に、外部専門家

が主催する会

議・集会・研修

等へ参加し、事

業主・勤労者へ

の周知・推奨を

依頼する。 

 

③ 住宅ローン

利用検討者向け

のセミナー等を

開催する。 

 

 

④ 中退共の未

加入事業主に対

する説明会に参

加し、中小企業

事業主への財形

持家転貸融資の

利用促進を図

る。 

 

⑤ 機構が令和

５年度に開設し

たＳＮＳアカウ

ントを活用し、

ＳＮＳによる制

度の周知広報を

実施する。 

 

⑥ 上記で活用

する媒体等を作

成し、必要に応

じて改良を加え

る。 

 

（２）特別な支

援を必要とする

者への対応 

 

特別な支援を

必要とする利用

者への特例措置

については、政

府方針を踏ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・政府方針を踏

まえ、適時適切

に、特別な支援

を必要とする利

用者への融資内

容の見直し等に

取り組んだか。 

 ・岡山働き方改革推進支援センター １回 

 ・愛知働き方改革推進支援センター ６回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 住宅ローン利用検討者向けのセミナー等を以下のとおり開催した。 

・神奈川県内の事業所において、財形持家融資等の制度説明及び利用勧奨を行った。 

 

 

 

 

④ 中退共の未加入事業主に対する説明会に 24回参加し、中小企業事業主への財形 

持家転貸融資の利用促進を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ X（旧 Twitter）及び Instagramで各３回制度紹介を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 最近の電話相談の内容やホームページの閲覧者の意見等を踏まえ、ホームページの 

よくある質問の内容の見直しを行った。 

 

 

 

 

（２）特別な支援を必要とする者への対応 

 

 

 

政府方針を踏まえ、中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置と子育て勤労者支援貸

付金利引下げ特例措置を実施した。 

 

 

 

設定方法の制約から、

民間金融機関の変動金

利型の住宅ローンとの

間で貸付金利の金利差

が拡大したこと。 

なお、上記により財

形持家融資の利用者が

減少しているほか、金

利上昇局面において資

金調達と融資の金利差

を要因とする逆ざやが

発生し、財形勘定の安

定的な財政運営に影響

を与えていることか

ら、こうした状況につ

いて、厚生労働省が今

後実施する事業及び制

度の改善・見直しの検

討に資するよう、厚生

労働省に情報提供して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・政府方針を踏まえ、

中小企業勤労者貸付金

利引下げ特例措置と子

育て勤労者支援貸付金

利引下げ特例措置を実

施した。 
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え、適時適切に

見直しを行いつ

つ、引き続き行

うこと。 

 

【指標】 

・中期目標期間

中の財形持家転

貸融資の新規借

入申込件数を合

計 1,800件以上

とすること。 

・一般の中小企

業退職金共済の

未加入事業主に

対する説明会等

あらゆる機会を

捉えて、毎年度

30回以上、財形

持家転貸融資の

利用促進を図る

こと。 

 

[目標設定等の

考え方] 

 

・財形貯蓄件数

が減少傾向にあ

ることを踏ま

え、令和２年度

及び令和３年度

における「財形

貯蓄件数の減少

率」及び「新規

申込件数／財形

貯蓄件数の減少

率」に基づき令

和５年度の新規

申込件数を算出

した上で、令和

６～９年度の新

規申込件数は令

和５年度の新規

申込件数から財

形貯蓄件数の減

少率に従って減

少するとして算

出し、これらの

数値を合計して

指標を設定する

こととする。 

・前中期目標期

間中の実績を踏

まえ、指標を設

え、適時適切に

見直しを行いつ

つ、引き続き行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え、適時適切に

見直しを行いつ

つ、引き続き行

う。 
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定することとす

る。 

※説明会等の実

施回数実績 

 2018(平成 30)

年度 24回、

2019(令和元)年

度 14回、

2020(令和２)年

度 ４回、 

 2021(令和３)

年度 24回、

2022(令和４)年

度実績見込 29

回 

 

３ 財務運営 

 

（１）自立的な

財政規律の下、

安定的かつ効率

的な財政運営を

実施すること。 

 

（２）剰余金

は、金融リスク

への備え、政府

方針を踏まえた

特別な支援を必

要とする利用者

への融資内容の

見直し、融資業

務の体制強化等

に充てること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 財務運営 

 

自立的な財政

規律の下、安定

的かつ効率的な

財政運営を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 財務運営 

 

自立的な財政

規律の下、安定

的かつ効率的な

財政運営を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・自立的な財政

規律の下、安定

的かつ効率的な

財政運営を実施

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 財務運営 

 

中小企業勤労者支援貸付金利引下げ特例措置及び子育て勤労者支援貸付金利引下げ

特例措置については、政策的意義及び利用率の向上を踏まえ継続実施したが、その際

には、当該措置が財政状況に与える影響を検証の上、財務の健全性に問題が生じない

ことを確認した。効率的財務運営の観点からは、余裕資金の運用について、可能な限

り短期でも運用機会を活用するように努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・中小企業勤労者支援

貸付金利引下げ特例措

置及び子育て勤労者支

援貸付金利引下げ特例

措置については、政策

的意義及び利用率の向

上を踏まえ継続実施し

たが、その際には、当

該措置が財政状況に与

える影響を検証の上、

財務の健全性に問題が

生じないことを確認し

た。効率的財務運営の

観点からは、余裕資金

の運用について、可能

な限り短期でも運用機

会を活用するように努

めた。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―７ Ⅲ 雇用促進融資事業 
業務に関連する政策・施

策 

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（厚生労働省 政策体

系 基本目標Ⅳ-施策大目標 3-2）  

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
中退法附則第 2条第１項第 4号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指 標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度   令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

       予算額（千円）      

       決算額（千円）      

       経常費用（千円）      

       経常利益（千円）      

       行政コスト（千

円） 
     

従事人員数 
     

       

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 Ⅲ 雇用促進融

資事業 

 

 雇用促進融資

業務について

は、債権管理を

適切に行い、リ

スク管理債権

（貸倒懸念債権

及び破産更生債

権等）の処理を

進めること。 

Ⅲ 雇用促進融

資事業 

 

雇用促進融資

業務について

は、債権管理を

適切に行い、リ

スク管理債権

（貸倒懸念債権

及び破産更生債

権等）の処理を

進める。 

Ⅲ 雇用促進融

資事業 

 

雇用促進融資

業務について

は、債権管理を

適切に行い、リ

スク管理債権

（貸倒懸念債権

及び破産更生債

権等）の処理を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・雇用促進融資

Ⅲ 雇用促進融資事業 

 

 

雇用促進融資業務については、返済が困難となった債務者に対する貸付条件の変更決

定を３件行った。 

 

令和６年４月に発出した文書に基づき金融機関等との連携を密にし、債務者及び抵当

物件に係る情報収集と現状把握により債権の適切な管理に努めた。リスク管理債権（貸

倒懸念債権及び破産更生債権等）については、適切な管理とあわせて必要に応じた措置

を講ずる等して効果的な回収、処理に努めた。 

 

〇業務指導・監査 ３件 

〇リスク管理債権処理件数 ３件（完済１件、償却２件） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

雇用促進融資業務に

ついては、金融機関等

との連携を密にし、債

務者及び抵当物件に係

る情報収集と現状把握

により債権の適切な管

理に努めた。 

リスク管理債権（貸

倒懸念債権及び破産更

生債権等）について

は、適切な管理とあわ

せて必要に応じた措置

を講ずる等して効果的

な回収、処理に努め

た。 

以上の根拠を踏ま

え、Ｂ評価とする。 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・雇用促進融資業務に

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 
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業務について、

債権管理を適切

に行い、リスク

管理債権（貸倒

懸念債権及び破

産更生債権等）

の処理を進めた

か。 

ついては、返済が困難

となった債務者に対す

る貸付条件の変更決定

を３件行った。 

令和６年４月に発出

した文書に基づき金融

機関等との連携を密に

し、債務者及び抵当物

件に係る情報収集と現

状把握により債権の適

切な管理に努めた。リ

スク管理債権（貸倒懸

念債権及び破産更生債

権等）については、適

切な管理とあわせて必

要に応じた措置を講ず

る等して効果的な回

収、処理に努めた。 

 

〇業務指導・監査 ３

件 

〇リスク管理債権処理

件数 ３件（完済１

件、償却２件） 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ １ 効率的かつ効果的な業務実施体制の確立等 

２ 業務運営の効率化に伴う経費削減 

３ 給与水準の適正化 

４ 業務の電子化に関する取組 

５ 契約の適正化の推進 
当該項目の重要度、難易

度 

【重要度 高、困難度 高】 

４ 業務の電子化に関する取組 

（１）中退共システム【再掲】 

（２）建設業退職金共済制度の電子申請方式の利用促進【再掲】 

（３）情報システムの整備及び管理 

（４）手続の電子化 

 

【指標】 

（１）中退共システム【再掲】 

 一般の中小企業退職金共済事業における中退共システムについて、2026

（令和８）年度に新システムの運用を開始することを目指し、設計・開発の

着実な進捗管理を行うとともに、想定外の事態にも適切に対応すること。 

（２）建設業退職金共済制度の電子申請方式【再掲】 

・中期目標期間中に電子申請専用サイトの利用者登録を行う共済契約者数を

半数以上とすること。 

・中期目標期間中に電子申請による掛金の原資となる退職金ポイントの額を

掛金収入額の 30％以上とすること。 

 

（理由） 

一般の中小企業退職金共済制度の基幹業務に関わるシステムについて、制

度改正等に迅速かつ柔軟に対応するための再構築であることから、重要度を

高とする。 

 建設業退職金共済制度の電子申請方式について、建設技能労働者の高齢化

や建設業界の人手不足の深刻化といった状況の中、建設業退職金共済制度の

加入者の利便性の向上を図る必要があることから、重要度を高とする。 

中退共システムについて、中退共システム再構築は基本構造とプログラミ

ング言語を刷新するという大規模な再構築であること、加えて、システム再

構築と並行して、情報セキュリティを確保しつつ申請手続等のオンライン化

を実施する必要があることから、困難度を高とする。 

 電子申請方式導入後も就労実績報告作成ツールの改良を行うなど継続して

利用者の利便性向上を図るものの、中小零細企業ではパソコンやインターネ

ットが必ずしも十分に活用されていない実態もあり、電子申請方式の利用が

進んでいない現状にあることから、困難度を高とする。 

関連する政策評価・行政事業レビュー  
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２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 （参考） 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 
中期目標期間の最終年度まで

に、2022（令和４）年度予算

額に比べて一般管理費（人件

費を除く。）及び業務経費（財

産形成促進事業に係る貸付

金、償還金及び支払利息を除

く。）の削減を行う。 

【達成度】 

一般管理費 

15％以上削減 

 

業務経費 

5％以上削減 

令和４年度予算額 

 

一般管理費 

180,607,000 円 

 

業務経費 

4,130,850,000円 

－ － － － 

一般管理費 

％削減 

（円） 

【】 

 

業務経費 

％削減 

（円） 

【】 

 

中退共システムについて、2026

（令和８）年度に新システムの

運用を開始することを目指し、

設計・開発の着実な進捗管理を

行うとともに、想定外の事態に

も適切に対応する【再掲】 

設計・開発の

着実な進捗管

理を行い、順

調に進捗させ

た。想定外の

事態にも適切

に対応した。 

       

中期目標期間中に電子申請専用

サイトの利用者登録を行う共済

契約者数の比率【再掲】 50％以上  － － － － ％  

 同上【達成度】 

      【％】  

 中期目標期間中に掛金収入額に

対する電子申請による掛金の原

資となる退職金ポイント額の割

合【再掲】 

30％以上  
５年度目標 

6％ 

６年度目標 

9％ 

７年度目標 

％ 

８年度目標 

％ 

９年度目標 

％ 
 

 同上 

【達成度】   
4.97％ 

【83.3％】 

6.40％ 

【75.8％】 

％ 

【％】 

％ 

【％】 

％ 

【％】 
 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第４ 業務運営

の効率化に関す

る事項 

 

 通則法第 29

条第２項第３号

の業務運営の効

率化に関する事

項は、次のとお

りとする。 

 

 １ 効率的か

つ効果的な業務

実施体制の確立

第２ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置 

 

 

 

 

 

 

１ 効率的かつ

効果的な業務実

施体制の確立等 

第２ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためにとるべ

き措置 

 

 

 

 

 

 

１ 効率的かつ

効果的な業務実

施体制の確立等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務実施体制の確立等 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

業務運営については、

法人の長を中心に業務

の効率的・効果的実施、

働き方改革の推進等の

観点から、テレワークシ

ステムの構築等を行う

とともに、郵便物の収受

等業務について外部委

託化する等、事務処理の

効率化を図った。 

業務の電子化に関す

る取組として、中退共シ

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が

妥当であると確認できた。 

 

「サービスの向上」について、退職

金ポイントの掛金納付率に係る指標

は、目標を下回る結果となったもの

の、事業者や労働関係団体等からの聞

き取りを踏まえ電子申請システムの改

善を図るとともに、さらなる普及拡大

に向けた取組として、「金融機関サポ

ート型」、「発注者推奨型」、「地域企業

リーダーシップ型」、「大手企業 DX推
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等 

 

 機構の業務運

営については、

法人の長を中心

に、業務の効率

的・効果的実

施、働き方改革

の推進等の観点

から会議の電子

化、効率化、職

員のテレワーク

の推進をはじめ

とした見直しを

検討し、実施す

ること。また、

機構の事務につ

いては、外部委

託を拡大する等

により、事務処

理の効率化及び

経費の縮減を図

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構の業務運

営については、

法人の長を中心

に、業務の効率

的・効果的実

施、働き方改革

の推進等の観点

から以下の取組

をはじめとした

見直しを検討

し、実施する。

また、機構の事

務については、

外部委託を拡大

する等により、

事務処理の効率

化及び経費の縮

減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）会議の電

子化、効率化 

 

会議資料のペ

ーパーレス化

や、開催方法の

オンライン化に

より、会議の効

率化を推進す

 

 

機構の業務運

営については、

法人の長を中心

に、業務の効率

的・効果的実

施、働き方改革

の推進等の観点

から以下の取組

をはじめとした

見直しを検討

し、実施する。

また、機構の事

務については、

外部委託を拡大

する等により、

事務処理の効率

化及び経費の縮

減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）会議の電

子化、効率化 

 

会議資料のペ

ーパーレス化

や、開催方法の

オンライン化に

より、会議の効

率化を推進する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構の業務運営については、法人の長を中心に、業務の効率的・効果的実施、働き

方改革の推進等の観点から以下の取組をはじめとした見直しを検討し、実施した。ま

た、機構の事務については、外部委託の拡大等を行い、事務処理の効率化及び経費の

縮減を図った。 

 

 

○ 諸手続・事務処理等の再点検を行い、加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を

図るとともに、機構内の業務の改善、事務処理の簡素化・迅速化を図った。 

さらに、令和５年度に創設した業務改善の優れた取組を表彰する「業務改善表彰制

度」について、応募対象及び審査基準の明確化を図るとともに、実施時期の前倒し等

の運用の改善を行い、職員の意識啓発や組織の活性化に繋げた。 

 

[改善実績件数] 

・加入者が行う手続に関すること  14件 

・機構内事務処理に関すること    15件 

 

 

[主な改善実績] 

・中退共にて共済契約者を対象としたアンケート調査をオンライン化し、Ｗｅｂでの

回答を可能とした。これにより調査者及び回答者の負担軽減を図った。 

 

・建退共にて建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）を運営する建設業振興基金と

連携し、同基金が令和６年 12月に提供を開始した技能者向けアプリ「建キャリ」にお

いて、被共済者が掛金積立状況や現時点での退職金額（電子納付の場合は、週に 1回

情報更新）を閲覧できる仕組みを構築した。 

 

・清退共、林退共にて、費用を掛けない周知広報の方法として、機構のⅩ(Twitter）、

Instagramにおいて、令和６年度より職員が作成した画像および動画の投稿による広報

活動を実施した。 

 

〇郵便物の収受等を行う文書室業務について、セキュリティに配意した上で外部委託

化を実現し、併せて再雇用職員の配置転換を行うなど、効率的かつ効果的な業務体制

を確立した（9/1）。 

 

〇人的資源の有効活用、職員の就業環境の確保のため、カスタマーハラスメントに対

する方針を策定し、ホームページに公開した。あわせて、電話・窓口対応要領を作成

し、職員全体で対応方法を共有した。 

 

 

 

 

 

 

（１）会議の電子化、効率化 

 

 

会議資料のペーパーレス化に関し、当初の計画通り令和７年 10月の稼働に向けてセ

キュリティに配意した実施方法等について必要な検討を行った。 

 

 

 

 

ステムの再構築を着実

に進め、同システム本体

の結合テスト工程を開

始し、新システム基盤構

築と連動テスト工程を

開始したほか、新システ

ムへの移行や受入テス

トを円滑に実施するた

めの業務部門支援強化

を行った。 

建退共の電子ポイン

ト方式については普及

拡大に向けて、金融機関

の顧客に対する働きか

け、発注者に対する建退

共の手続きの電子化推

奨依頼、支部と連携して

説明会の開催や地域の

中心企業等の現場にお

けるモデル工事の実施

依頼、大手企業に電子ポ

イント方式の導入依頼

等を行った。加えて、Ｃ

ＣＵＳ技能者向けスマ

ートフォンアプリ「建キ

ャリ」において、被共済

者の掛金積立状況及び

退職金見込み額を本人

が手元で確認できるサ

ービスの提供を開始す

ることなどにより、電子

ポイント方式の一層の

利用促進を図った。 

 これらを踏まえ、Ｂ評

価とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進型」の枠組みを活かし、各所に合わ

せたアプローチを柔軟に行うなどの取

組により退職金ポイントの掛金納付率

は増加傾向にある。 

その他の指標については、目標を達

成した。 

 

＜業務運営上の課題及び改善方策＞ 

電子ポイント方式のさらなる普及拡

大に向けて、上記の４つの枠組みを活

用した取組やシステム改修等を継続し

て行うなど、これまで以上に電子ポイ

ント方式の普及促進を図ることが必要

である。 
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２ 業務運営の

効率化に伴う経

費削減 

 

 業務運営の効

率化に努め、中

期目標期間の最

終年度までに、

各退職金共済事

業における被共

済者管理システ

ム関連経費及び

勤労者財産形成

システム関連経

費（再構築・改

修費及び保守

費）等の新規追

加分並びに公租

公課等の所要計

上を必要とする

経費を除き、一

般管理費（人件

費を除く。）に

ついては、2022

（令和４）年度

予算額に比べて

15％以上、業務

経費（財産形成

促進事業に係る

貸付金、償還金

る。 

 

 

（２）職員のテ

レワークの推進 

 

業務における

高付加価値化・

生産性の向上、

職員の仕事と生

活の両立等の観

点から、働き方

改革の推進に資

するよう、職員

の在宅勤務の実

現可能性につい

て検討を行い、

実行可能な業務

について、速や

かにテレワーク

を実施する。 

 

 

 

２ 業務運営の

効率化に伴う経

費削減 

 

業務運営の効

率化に努め、中

期目標期間の最

終年度までに、

各退職金共済事

業における被共

済者管理システ

ム関連経費及び

勤労者財産形成

システム関連経

費（再構築・改

修費及び保守

費）等の新規追

加分及び公租公

課等の所要計上

を必要とする経

費を除き、一般

管理費（人件費

を除く。）につ

いては、2022

（令和４）年度

予算額に比べて

15％以上、業務

経費（財産形成

促進事業に係る

貸付金、償還金

ための検討を行

う。 

 

（２）職員のテ

レワークの推進 

 

業務における

高付加価値化・

生産性の向上、

職員の仕事と生

活の両立等の観

点から、働き方

改革の推進に資

するよう、テレ

ワークの実施に

向けて、必要な

検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の

効率化に伴う経

費削減 

 

一般管理費

（人件費を除

く。）及び業務

経費（財産形成

促進事業に係る

貸付金、償還金

及び支払利息を

除く。）につい

ては、業務運営

全体を通じて一

層の効率化を図

るとともに予算

の適切な執行を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・業務運営の効

率化に努め、中

期目標期間の最

終年度までに、

各退職金共済事

業における被共

済者管理システ

ム関連経費及び

勤労者財産形成

システム関連経

費（再構築・改

修費及び保守

費）等の新規追

加分並びに公租

公課等の所要計

上を必要とする

経費を除き、一

般管理費（人件

費を除く。）につ

いては、2022

（令和４）年度

予算額に比べて

15％以上、業務

経費（財産形成

促進事業に係る

貸付金、償還金

及び支払利息を

除く。）について

は、2022（令和

 

 

 

（２）職員のテレワークの推進 

 

 

業務における高付加価値化・生産性の向上、職員の仕事と生活の両立等の観点か

ら、働き方改革の推進に資するよう、セキュリティ面に最大限配意し、主として個人

情報を取り扱わない業務において、令和７年４月１日からテレワークが実施できるよ

うテレワークシステムの構築を行った。また、テレワーク実施時の情報セキュリティ

対策に係る手順書を策定するとともに、本システムの構築に合わせて、在宅勤務に関

する規程の改正を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務運営の効率化に伴う経費削減 

 

 

 

2022（令和４）年度予算額に対し、一般管理費（人件費を除く。）については

33.7％、業務経費（新規事業、財産形成促進事業に係る貸付金、償還金及び支払利息

を除く。）については 2.0％の削減を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・①一般管理費 

[定量的指標]一般管理

費のうち削減対象経費

の削減率（2022（令和４）

年度予算額比）  

目標値：15％以上削減  

＜参考＞2024（令和６）

年度実績値：119,673（千

円） 33.7％削減 

②業務経費 

[定量的指標] 業務経

費のうち削減対象経費

の削減率（2022（令和４）

年度予算額比）  

目標値： 5％以上削減 

＜参考＞2024（令和６）

年度実績値：4,048,677

（千円）2.0%削減 
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及び支払利息を

除く。）につい

ては、2022（令

和４）年度予算

額に比べて５％

以上の削減を行

うこと。 

 

【指標】 

 業務運営の効

率化に努め、中

期目標期間の最

終年度までに、

各退職金共済事

業における被共

済者管理システ

ム関連経費及び

勤労者財産形成

システム関連経

費（再構築・改

修費及び保守

費）等の新規追

加分並びに公租

公課等の所要計

上を必要とする

経費を除き、一

般管理費（人件

費を除く。）に

ついては、2022

（令和４）年度

予算額に比べて

15％以上、業務

経費（財産形成

促進事業に係る

貸付金、償還金

及び支払利息を

除く。）につい

ては、2022（令

和４）年度予算

額に比べて５％

以上の削減を行

うこと。 

 

３ 給与水準の

適正化 

 

 給与水準につ

いては、国家公

務員の給与水準

も十分考慮し、

手当を含めた役

員の報酬、職員

の給与等の在り

方について厳し

及び支払利息を

除く。）につい

ては、2022（令

和４）年度予算

額に比べて５％

以上の削減を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給与水準の

適正化 

 

給与水準につ

いては、国家公

務員の給与水準

も十分考慮し、

手当を含めた役

員の報酬、職員

の給与等のあり

方について厳し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給与水準の

適正化 

 

給与水準につ

いては、国家公

務員の給与水準

も十分考慮し、

手当を含めた役

員の報酬、職員

の給与等のあり

方について厳し

４）年度予算額

に比べて５％以

上の削減を行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・給与水準につ

いては、国家公

務員の給与水準

も十分考慮し、

手当を含めた役

員の報酬、職員

の給与等ついて

検証及び公表し

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 給与水準の適正化 

 

 

機構の令和６年度における給与水準について検証を行い、令和７年６月末に機構ホ

ームページ上に公表した。検証結果については以下のとおりである。 

 

 当法人の給与水準は、対国家公務員指数の年齢勘案では 112.3ポイントと国家公務

員の給与水準を上回るものの、職員の勤務地が全員東京都特別区であり、また、職員

の大卒者の割合が国家公務員と比較して高いことから、当法人の実態に近い比較指標

である年齢・地域・学歴勘案との比較では、99.4ポイントと国家公務員指数を下回っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・機構の令和６年度にお

ける給与水準について

検証を行い、令和７年６

月末に機構ホームペー

ジ上に公表した。検証結

果については以下のと

おりである。 

当法人の給与水準は、

対国家公務員指数の年
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く検証した上

で、目標水準・

目標期間を設定

して、その適正

化に計画的に取

り組むととも

に、その検証結

果及び取組状況

を公表するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務の電子

化に関する取組 

【重要度 高】 

【困難度 高】 

 

（１）中退共シ

ステム【再掲】 

 

 一般の中小企

業退職金共済事

業における中退

共システムにつ

いて、2026（令

和８）年度に新

システムの運用

を開始すること

を目指し、設

計・開発の着実

な進捗管理を行

うとともに、想

定外の事態にも

適切に対応する

こと。 

 システム再構

築プロジェクト

と並行して、情

報セキュリティ

の確保に配慮し

つつ、2025（令

和７）年末まで

に手続のオンラ

イン化導入を実

現するなど、利

用者に対するサ

ービス向上に取

り組むこと。 

 システム再構

く検証した上

で、目標水準・

目標期間を設定

して、その適正

化に計画的に取

り組むととも

に、その検証結

果や取組状況を

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務の電子

化に関する取組 

【重要度 高】 

【困難度 高】 

 

（１）中退共シ

ステム【再掲】 

 

中退共事業に

おける中退共シ

ステムについ

て、2026（令和

８）年度に新シ

ステムの運用を

開始することを

目指し、設計・

開発の着実な進

捗管理を行う。

この間、想定外

の事態にも適切

に対応する。 

システム再構

築プロジェクト

と並行して、情

報セキュリティ

の確保に配慮し

つつ、2025（令

和７）年末まで

に手続のオンラ

イン化導入を実

現するなど、利

用者に対するサ

ービス向上に取

り組む。 

システム再構

築後に事務効率

化の観点からの

く検証した上

で、引き続きそ

の適正化に取り

組むとともに、

その検証結果や

取組状況を公表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務の電子

化に関する取組 

 

 

 

（１）中退共シ

ステム【再掲】 

 

中退共事業に

おける中退共シ

ステムでは、プ

ログラミング言

語を刷新すると

ともに、システ

ム構造を制度改

正等に迅速かつ

柔軟に対応し得

るように見直す

再構築プロジェ

クトを計画通り

に完遂する

（2026（令和

８）年 10月 1

日運用開始）た

め、設計・開発

業務において

は、製造（プロ

グラミング）、

単体テスト、結

合テストを実施

する。 

 2023（令和

５）年 10月に

業者決定し設計

工程を開始した

システム基盤構

築等業務（シス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・中退共事業に

おける中退共シ

ステムについ

て、プログラミ

ング言語を刷新

し、制度改正等

に迅速かつ柔軟

に対応するため

のシステムの再

構築を着実に進

めているか。【再

掲】 

 

 

 

・一般の中小企

業退職金共済事

業における中退

共システムにつ

いて、2026（令

和８）年度に新

システムの運用

を開始すること

を目指し、設

計・開発と、機

器導入及び新シ

ステムへの移行

に向けた準備の

着実な進捗管理

を行うととも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務の電子化に関する取組 

 

 

 

 

（１）中退共システム【再掲】 

 

 

中退共事業における中退共システムについて、プログラミング言語を刷新し、ハー

ドウェア、ソフトウェア等の見直しを行い、制度改正等に迅速かつ柔軟に対応するた

めのシステム再構築に向けて、新システムのプログラミング／単体テスト工程を令和

６年６月中旬までに完了させ、結合テスト工程を開始した。 

新システムの基盤構築（ハードウェアのデータセンターへの導入・設定）について

は、令和６年10月中旬に基盤構築業者から設計・開発業者への基盤引き渡しが完了

し、令和６年11月下旬からはソフトウェア、ハードウェア間の連動テスト工程を開始

した。 

この間、役員、業務部門、システム部門一体となり、約500回に及ぶ会議や約5,500

件に及ぶ質疑応答等を行うと共に、新システムへの移行や受入テストを円滑に実施す

るための工程管理支援業者（ＰＪＭＯ支援業者）による業務部門支援強化を行い、計

画通りのプロジェクト完遂に向け、工程管理支援業者（ＰＪＭＯ支援業者）も活用し

て適切に進捗管理を行い、おおむね順調にプロジェクトを進捗させた。 

また、現行詳細設計書の不備等による修正案件ついて、コード解析工程を導入しつ

つ新システムへの移行時期を変えない形でのスケジュール見直しを実施するなど、想

定外の事象にも適切に対応した。 

なお、中退共システムの周辺システムについては、退職金（解約手当金）請求書自

動読取(ＯＣＲ)等システムに続き、被共済者退職届等を読み取るＯＣＲシステムにつ

いても、再構築後の中退共システムに対応するシステムの構築・運用・保守業務を担

う業者を令和６年12月下旬に決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齢勘案では 112.3ポイン

トと国家公務員の給与

水準を上回るものの、職

員の勤務地が全員東京

都特別区であり、また、

職員の大卒者の割合が

国家公務員と比較して

高いことから、当法人の

実態に近い比較指標で

ある年齢・地域・学歴勘

案との比較では、99.4ポ

イントと国家公務員指

数を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・中退共システムの再

構築を着実に進め、同

システム本体の結合テ

スト工程を開始し、新

システム基盤構築と連

動テスト工程を開始し

たほか、新システムへ

の移行や受入テストを

円滑に実施するための

業務部門支援強化を行

った。ＯＣＲシステム

について業者を決定し

た。【再掲】 

 

 

・この間、工程管理支

援業者も活用して適切

に進捗管理を行うとと

もに、現行詳細設計書

の不備等による修正案

件について、コード解

析工程を導入しつつ新

システムへの移行時期

を変えない形でのスケ

ジュール見直しを実施

するなど、想定外の事

象にも適切に対応し

た。 
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築後に事務効率

化の観点からの

システム化を進

めること。ま

た、手続のオン

ライン化につい

ても機能の改善

を図ること。 

 

 

 

 

 

 

（２）建設業退

職金共済制度の

電子申請方式の

利用促進【再

掲】 

 

 確実な掛金納

付・退職金支

給、共済契約者

の事務負担の軽

減等を図ること

を目的として導

入した電子申請

方式について、

建設キャリアア

ップシステム

（ＣＣＵＳ)と

のデータ連携

や、オンライン

申請機能・メニ

ューの充実・改

善を行うことに

より、一層の利

用促進を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム化を進

める。また、手

続のオンライン

化についても機

能の改善を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）建退共の

電子申請方式の

利用促進【再

掲】 

 

 

確実な掛金納

付・退職金支

給、元請事業者

等の共済契約者

の事務負担の軽

減等を図るため

に前中期目標期

間において導入

した電子申請方

式の一層の利用

促進を図る。 

具体的には、

事業者向けだけ

ではなく、事業

者の協力会社や

工事発注者、労

働関係団体など

ニーズに応じた

オーダーメイド

型の説明会の開

催、電子申請専

用の相談窓口を

設け集中的に普

及促進を図るモ

デル地区の設

置、既存の共済

契約者に対し、

電子申請方式の

利用者ＩＤを交

付するような仕

組みの構築をす

るとともに、申

請件数の多い共

済手帳の更新手

テム基盤構築、

ツール開発、ハ

ードウエア設

置、データセン

ター等）では、

構築、単体テス

トを進め、年度

後半には、設

計・開発業者に

システム基盤を

引き渡し、結合

テストを開始す

る。 

 

（２）建退共の

電子申請方式の

利用促進【再

掲】 

 

 

確実な掛金納

付・退職金支

給、元請事業者

等の共済契約者

の事務負担の軽

減等を図るため

に前中期目標期

間において導入

した電子申請方

式の一層の利用

促進を本部及び

支部相互に連携

し図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、想定外の事

態が生じた場合

は適切に対応し

たか。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・建退共制度に

おける確実な掛

金納付・退職金

支給、元請事業

者等の共済契約

者の事務負担の

軽減等を図るた

めに前中期目標

期間において導

入した電子申請

方式の一層の利

用促進を本部及

び支部相互に連

携し図ったか。 

【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）建退共の電子申請方式の利用促進【再掲】 

 

 

 

 

 

電子ポイント方式の説明会を支部と連携し開催した。 

また、電子申請専用サイトの次期改修に向けて、事業者、協力会社及び労働関係団

体に対して意見交換会を開催し（9/17）、電子ポイント方式に対する課題及び改善点等

の聞き取りを行った。 

さらに、電子ポイント方式の普及拡大に向けて、「金融機関サポート型」、「発注者推

奨型」、「地域企業リーダーシップ型」、「大手企業ＤＸ推進型」の枠組みを活かし、金

融機関の顧客に対する働きかけ、発注者に対する建退共の手続きの電子化推奨依頼、

支部と連携し地域の中心企業等の現場におけるモデル工事の実施依頼、大手企業に電

子ポイント方式の導入依頼等を行った。 

なお、令和６年度における新たな取組は以下の通り。 

 

（様々なアプローチによる電子ポイント方式の普及促進） 

・「金融機関サポート型」として、金融機関と合同で電子化セミナーを開催（４回、

参加企業 261社）し、また、金融機関 11行の窓口でパンフレットを配布（総提供枚

数 22,900枚） 

・「発注者推奨型」として、国等に対し手続きの電子化推奨の依頼を順次実施 

・「地域企業リーダーシップ型」として、群馬県で受注者希望型の電子ポイント方式

のモデル工事を試行、また、岐阜県で建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）と

の連携工事を実施 

・「大手企業ＤＸ推進型」として、大手企業 32社に対して本部長による個別訪問を

行い、電子ポイント方式の導入及び更なる利用を依頼 

・各都道府県支部と連携し電子ポイント方式の利用促進等に向けた説明会を行っ

た。 

 なお、10月からは厚生労働省及び国土交通省後援のもと、「建退共の掛金納付電子

化セミナー」として開催した。 

・厚生労働省宛後援名義使用許可願（9/12） 

・国土交通省宛後援名義使用許可願（8/19） 

 （対面）39会場 出席者数 2,439人 

     うち、10月以降開催 14会場 出席者数 496人 

 （Ｗｅｂ）9回  出席者数  891人 

     うち、10月以降開催 出席者数 891人 

 

元請事業者等の代表企業で構成される「建設業退職金共済制度に関する大手懇談会」

において、電子ポイント方式に関する意見・要望等を収集し、電子申請システムの次期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・事業者の協力会社や労

働関係団体などの説明

会参加者に対し、多様な

手法やニーズに応じた

オーダーメイド型の説

明会を開催した。 

39会場 

出席者数 2,439人 

Ｗｅｂ開催９回 

出席者数 891人 

事業者、協力会社及び労

働 関 係 団 体  26 回  

出席者数 364人 

元請事業者等の代表

企業で構成される「建設

業退職金共済制度に関

する大手懇談会」におい

て、電子ポイント方式に

関する意見・要望等を収

集し、電子申請システム

の次期改修に反映させ

た。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

＜業務運営上の課題及

び改善方策＞ 

電子申請方式のさら

なる普及拡大に向け

て、上記の４つの枠組

みを活用した取組やシ

ステム改修等を継続し

て行うなど、電子申請

方式の一層の促進を図

ることが必要である。 
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続等について、

オンラインを活

用した仕組みで

申請するシステ

ムの構築を目指

す。 

あわせて共済

契約者が保有す

る建設業許可番

号等を活用する

ことで、共済 

契約者の住所等

の変更手続のワ

ンストップ化を

図る。 

さらに、建設

キャリアアップ

システム（ＣＣ

ＵＳ）との更な

る連携強化や就

労実績報告作成

ツールの機能改

善を図る。 

以上の取組に

より、中期目標

期間中に電子申

請専用サイトの

利用者登録（ロ

グイン）を行う

共済契約者数を

半数以上とする

とともに、電子

申請方式による

掛金の原資とな

る退職金ポイン

トの額を掛金収

入額（※）の

30％以上とす

る。 

（※掛金収入額

とは共済証紙と

退職金ポイント

の額を合算した

もの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 事業者向け

だけではなく、

事業者の協力会

社や工事発注

者、労働関係団

体の説明会参加

対象者に対し、

電子申請方式の

概要や基本的な

操作のほか、エ

クセルを使った

データ作成や建

設キャリアアッ

プシステム（Ｃ

ＣＵＳ）とのデ

ータ連携など、

多様な手法やニ

ーズに応じたオ

ーダーメイド型

の説明会を開催

する。 

 

ロ 電子申請方

式の普及促進を

図るモデル地区

において、同方

式の普及促進活

動を集中的に実

施し、効果的な

電子申請利用促

進策を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 新規に共済

契約の申込みを

する事業者に対

して、共済契約

者の住所や名称

等の変更手続の

ワンストップ化

を図るため、共

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修に反映させた。 

 

イ 事業者の協力会社や労働関係団体などの説明会参加者に対し、多様な手法やニー

ズに応じたオーダーメイド型の説明会を開催した。 

 

事業者、協力会社及び労働関係団体 26回  出席者数 364人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電子ポイント方式利用促進のためのモデル地区における取組） 

ロ 令和５年度に電子ポイント方式の集中的な利用促進を図るためのモデル地区を３

地区（宮城県、群馬県、沖縄県）選定し、令和６年度は地区の地域性等を勘案した活

動及び効果的な利用促進策の検証を行うにあたり、モデル地区ごとに実施計画を策定

し、以下の取組を実施した。 

 

・共済契約者に対して掛金納付電子化セミナーを開催し、電子ポイント方式の概要

説明及び操作説明を実施した（宮城県・群馬県・沖縄県）。 

・金融機関の本支店において、電子ポイント方式のリーフレットを設置し、証紙購

入で来店した共済契約者に配布し、電子化への勧奨を実施した（宮城県・群馬県）。 

・電子ポイント方式を利用している共済契約者に対してヒアリングを実施し、意

見・要望等を収集し、電子申請システムの次期改修に反映させた（宮城県・群馬

県・沖縄県）。 

・地方整備局及び県等の発注機関に対して、電子ポイント方式の概要説明及び普及

に向けた協力を要請した（宮城県・群馬県・沖縄県）。 

これを受けて、群馬県において、受注者希望型によるモデル工事の試行が開始さ

れ、電子化を実施した。 

また、中期目標期間中に電子申請専用サイトの利用者登録（ログイン）を行う共済

契約者数を半数以上とする目標値において、令和６年度３月時点で宮城県 31.82％（対

前年比 5.08ポイント増）、群馬県 30.13％（対前年比 3.68ポイント増）、沖縄県

28.56％（対前年比 4.61ポイント増）となり、全国平均 26.76％を上回る比率を達成し

た。 

 

ハ 新規に共済契約の申込みをする事業者に対して、共済契約者の住所や名称等の変

更手続のワンストップ化を図るため、共済契約申込書の様式変更を行い、建設業の許

可番号等を活用する変更事務手続きのワンストップサービスの同意確認を行った。 

また、電子申請専用サイト上で共済契約者証（電子ファイル）の発行を行うことを

可能とした。 

 

新規契約者数  4,444社 

 

 

＜令和５年度業務実績

評価結果の反映状況＞ 

電子ポイント方式の

普及拡大に向けて、「金

融機関サポート型」、

「発注者推奨型」、「地

域企業リーダーシップ

型」、「大手企業ＤＸ推

進型」の枠組みを活か

し、金融機関の顧客に

対する働きかけ、発注

者に対する建退共の手

続きの電子化推奨依

頼、支部と連携し地域

の中心企業等の現場に

おけるモデル工事の実

施依頼、大手企業に電

子ポイント方式の導入

依頼等を行った。ま

た、電子申請専用サイ

トの次期改修に向け

て、電子申請専用サイ

トと就労実績報告作成

ツールを一体化するこ

とにより、元請・下請

間及び就労実績データ

の連携に係るデータフ

ァイルの受け渡しを不

要とする等のシステム

開発を進めた。 

さらに、ＣＣＵＳ技

能者向けスマートフォ

ンアプリ「建キャリ」

において、被共済者の

掛金積立状況及び退職

金見込み額を本人が手

元で確認できるサービ

スの提供を開始した。 

【再掲】 
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済契約申込書の

様式変更を行

い、建設業の許

可番号等を活用

する変更事務手

続きのワンスト

ップサービスの

同意確認を行

う。また、電子

申請専用サイト

上で共済契約者

証（電子ファイ

ル）の発行を行

う。 

 

ニ 電子申請方

式における各シ

ステムのリプレ

ースを迎える

2025（令和７）

年度に合わせ、

オンラインを活

用した仕組みで

申請するシステ

ムの構築をシス

テム開発等の事

業者及びコンサ

ルティング事業

者とより分かり

やすく、かつ使

いやすいシステ

ム開発に着手す

る。 

 

ホ 電子申請専

用サイトにおい

ては、ＣＣＵＳ

との更なる連携

強化や、共済契

約者からの意見

を踏まえ、より

分かりやすく、

かつ使いやすい

システムに改善

していくことで

利便性の向上を

図る。 

 

 

 

以上の取組に

より、2024（令

和６）年度中に

電子申請による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・2024（令和

６）年度中に電

子申請による掛

金の原資となる

退職金ポイント

の額を掛金収入

額の９％以上と

する。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ オンライン申請システムを構築するため、現行の手続きの流れを踏まえつつ、ユ

ーザが見やすく操作しやすいデザインや、使い勝手のよいシステムを目指し、電子ポ

イント方式におけるシステムのリプレースを迎える令和７年度に合わせて、システム

開発等の事業者及びコンサルティング業者とシステム開発を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電子ポイント方式利用促進のためのシステム改善・建キャリによる利便性向上） 

ホ 電子申請専用サイトの次期改修に向けて、電子申請専用サイトと就労実績報告作

成ツールを一体化することにより、元請・下請間及び就労実績データの連携に係るデ

ータファイルの受け渡しを不要とする等のシステム開発を進めた。 

 ＣＣＵＳとの連携においては、「ＣＣＵＳ利用拡大に向けた３か年計画」により、

「技能者の処遇改善に資する退職金共済制度の検討」や「技能者アプリの導入」並び

に「ＣＣＵＳと建退共の完全連携」が示され、さらに今般の担い手三法改正を受けた

国の各指針・告示等によって、電子ポイント方式の一層の利用促進及びＣＣＵＳの現

場就業履歴を活用した就労実績報告等の促進を図る旨の記載がされたことを受け、Ｃ

ＣＵＳとのデータ連携方法をファイル連携から自動連携へ変更するとともに、取込み

データの補正機能の強化といった仕組みを設計し、機能改善を図った。 

さらに、ＣＣＵＳ技能者向けスマートフォンアプリ「建キャリ」において、被共済者

の掛金積立状況及び退職金見込み額を本人が手元で確認できるサービスの提供を開始

した。 

また、ＣＣＵＳとの更なる連携強化を図るため、ＣＣＵＳを運営する一般財団法人

建設業振興基金との連携会議を定期的に実施した。 

 

以上の取組により、掛金収入額に対する電子ポイント方式による掛金の原資となる

退職金ポイントの割合は、令和６年度３月時点において 6.40％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各都道府県支部及び大

手共済契約者の協力の

もと、電子ポイント方式

の利用促進等に向けた

説明会を実施したこと

等により、掛金収入額に

対する電子ポイントに

よる掛金の原資となる

退職金ポイントの割合

は、令和６年度３月時点

において 6.40％となっ

た。【再掲】 
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（３）情報シス

テムの整備及び

管理 

 

デジタル庁が

策定した「情報

システムの整備

及び管理の基本

的な方針」（令

和３年 12月 24

日デジタル大臣

決定）にのっと

り、情報システ

ムの適切な整備

及び管理を行う

こと。 

 

 

 

 （４）手続の

電子化  

 

情報システム

の整備及び管理

を行うＰＪＭＯ

（Project 

Management 

Office（プロジ

ェクト推進組

織））を支援す

るため、ＰＭＯ

（Portfolio  

Management 

Office（全体管

理組織））の設

置等の体制整備

を進めること。

また、各種の申

請手続について

保有する個人情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報シス

テムの整備及び

管理 

 

デジタル庁が

策定した「情報

システムの整備

及び管理の基本

的な方針」（令

和３年 12月 24

日デジタル大臣

決定）にのっと

り、情報システ

ムの適切な整備

及び管理を行

う。 

 

 

 

（４）手続の電

子化  

 

情報システム

の整備及び管理

を行うＰＪＭＯ

（Project 

Management 

Office（プロジ

ェクト推進組

織））を支援す

るため、ＰＭＯ

（Portfolio  

Management 

Office（全体管

理組織））の設

置等の体制整備

を進める。ま

た、手続につい

て、「経済財政

運営と改革の基

掛金の原資とな

る退職金ポイン

トの額を掛金収

入額（※）の

９％以上とす

る。 

（※掛金収入額

とは共済証紙と

退職金ポイント

の額を合算した

もの） 

 

 

 

（３）情報シス

テムの整備及び

管理 

 

デジタル庁が

策定した「情報

システムの整備

及び管理の基本

的な方針」（令

和３年 12月 24

日デジタル大臣

決定）にのっと

り、情報システ

ムの適切な整備

及び管理を行

う。 

 

 

 

（４）手続の電

子化 

 

情報システム

の整備及び管理

を行うＰＪＭＯ

（Project 

Management 

Office（プロジ

ェクト推進組

織））を支援す

るため、2023

（令和５）年度

に設置したＰＭ

Ｏ（Portfolio  

Management 

Office（全体管

理組織））にお

いて、適切な予

算管理及び進捗

管理等を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・デジタル庁が

策定した「情報

システムの整備

及び管理の基本

的な方針」（令和

３年 12月 24日

デジタル大臣決

定）にのっと

り、情報システ

ムの適切な整備

及び管理を行う

とともに、ＰＭ

Ｏにおいて、適

切な予算管理及

び進捗管理等を

行ったか。 

 

＜評価の視点＞ 

 

・手続につい

て、「経済財政運

営と改革の基本

方針 2020」（令和

２年７月 17日閣

議決定）及び

「規制改革実施

計画」（令和２年

７月 17日閣議決

定）に基づき、

保有する個人情

報の保護を確実

に確保した上

で、ｅ－Ｇｏｖ

の活用等、2025

（令和７）年末

までにオンライ

ン化の導入を実

現するための検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（３）情報システムの整備及び管理 

 

 

 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12

月 24日デジタル大臣決定）にのっとり、2023（令和５）年度にＰＭＯ（Portfolio  

Management Office（全体管理組織））として設置したＰＭＯ・システム化委員会にお

いて、適切な予算管理及び進捗管理を行うとともに、機構内のシステムの整備及び管

理を行うＰＪＭＯ（Project Management Office（プロジェクト推進組織））が情報シ

ステムの適切な整備及び管理を行えるよう支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）手続の電子化 

 

 

情報システムの整備及び管理を行うＰＪＭＯを支援するため、ＰＭＯ・システム化

委員会において、適切な予算管理及び進捗管理等を行った。 

 

また、手続について、「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月 17日閣

議決定）及び「規制改革実施計画」（令和２年７月 17日閣議決定）に基づき、保有す

る個人情報の保護を確実に確保した上で、ｅ－Ｇｏｖの活用等、2025（令和７）年末

までにオンライン化の導入を実現するための検討を次のとおり進めた。 

中退共申請・届出等手続については e-Gov利用に係るデジタル庁との調整を進めつ

つ、事務体制、事務フロー、作業場所（「デジタル化作業室（仮）」）の検討等の要件定

義から、開発業務や通信回線等の調達に至る計画工程を完了させて導入工程に進み、

ツール開発、「デジタル化作業室（仮）」の工事等を実施した。 

建退共申請・届出等手続については、オンライン申請システムを構築するため、現行

の手続きの流れを踏まえつつ、ユーザーが見やすく操作しやすいデザインや、使い勝

手のよいシステムを目指し、電子ポイント方式におけるシステムのリプレースを迎え

る令和７年度に合わせて、システム開発等の事業者及びコンサルティング業者とシス

テム開発を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・デジタル庁が策定し

た「情報システムの整

備及び管理の基本的な

方針」にのっとり、

2023（令和５）年度に

ＰＭＯとして設置した

ＰＭＯ・システム化委

員会において、適切な

予算管理及び進捗管理

を行うとともに、機構

内のシステムの整備及

び管理をを行うＰＪＭ

Ｏが情報システムの適

切な整備及び管理を行

えるよう支援した。 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・手続について、保有す

る個人情報の保護を確

実に確保した上で、ｅ－

Ｇｏｖの活用等、2025

（令和７）年末までにオ

ンライン化の導入を実

現するための検討を進

めた。 
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報の保護を確実

に確保した上

で、ｅ－Ｇｏｖ

の活用等、オン

ライン化を進め

ること。 

 

【指標】 

（１）中退共シ

ステム【再掲】 

一般の中小企

業退職金共済事

業における中退

共システムにつ

いて、2026（令

和８）年度に新

システムの運用

を開始すること

を目指し、設

計・開発の着実

な進捗管理を行

うとともに、想

定外の事態にも

適切に対応する

こと。 

 

（２）建設業退

職金共済制度の

電子申請方式

【再掲】 

・中期目標期間

中に電子申請専

用サイトの利用

者登録を行う共

済契約者数を半

数以上とするこ

と。 

・中期目標期間

中に電子申請に

よる掛金の原資

となる退職金ポ

イントの額を掛

金収入額の 30％

以上とするこ

と。 

 

[目標設定等の

考え方]【再

掲】 

・一般の中小企

業退職金共済事

業における中退

共システムにつ

いて、新システ

本方針 2020」

（令和２年７月

17日閣議決定）

及び「規制改革

実施計画」（令

和２年７月 17

日閣議決定）に

基づき、保有す

る個人情報の保

護を確実に確保

した上で、ｅ－

Ｇｏｖの活用

等、2025（令和

７）年末までに

オンライン化の

導入を実現す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、手続につ

いて、「経済財

政運営と改革の

基本方針 2020」

（令和２年７月

17日閣議決定）

及び「規制改革

実施計画」（令

和２年７月 17

日閣議決定）に

基づき、保有す

る個人情報の保

護を確実に確保

した上で、ｅ－

Ｇｏｖの活用

等、2025（令和

７）年末までに

オンライン化の

導入を実現する

ため、2023（令

和５）年度に公

募決定したコン

サルティング業

者による支援を

受け、デジタル

化に係る構想策

定、要件定義と

計画策定を実

施、さらに開発

業者（機器等の

導入を含む）の

調達を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討を進めたか。 
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ムの運用開始時

期及びシステム

再構築の過程で

必要となる対応

を指標として設

定することとす

る。 

・建設業退職金

共済制度の電子

申請方式につい

て、電子申請方

式の利用の現状

を踏まえつつ、

既存の契約者に

対して電子申請

方式の利用者Ｉ

Ｄを交付する仕

組みを構築する

ことを通じて利

用促進を図るこ

と等を考慮し、

指標を設定す

る。 

 

【重要度 高】 

 一般の中小企

業退職金共済制

度の基幹業務に

関わるシステム

について、制度

改正等に迅速か

つ柔軟に対応す

るための再構築

であることか

ら、重要度を高

とする。 

 建設業退職金

共済制度の電子

申請方式につい

て、建設技能労

働者の高齢化や

建設業界の人手

不足の深刻化と

いった状況の

中、建設業退職

金共済制度の加

入者の利便性の

向上を図る必要

があることか

ら、重要度を高

とする。 

 

【困難度 高】 

 中退共システ
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ムについて、中

退共システム再

構築は基本構造

とプログラミン

グ言語を刷新す

るという大規模

な再構築である

こと、加えて、

システム再構築

と並行して、情

報セキュリティ

を確保しつつ申

請手続等のオン

ライン化を実施

する必要がある

ことから、困難

度を高とする。 

 電子申請方式

導入後も就労実

績報告作成ツー

ルの改良を行う

など継続して利

用者の利便性向

上を図るもの

の、中小零細企

業ではパソコン

やインターネッ

トが必ずしも十

分に活用されて

いない実態もあ

り、電子申請方

式の利用が進ん

でいない現状に

あることから、

困難度を高とす

る。 

 

 

 ５ 契約の適

正化の推進 

 

 契約について

は、「独立行政

法人における調

達等合理化の取

組の推進につい

て」（平成 27 年

５月 25日総務

大臣決定）に基

づく取組を着実

に実施すること

とし、以下の取

組により、契約

の適正化を推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 契約の適正

化の推進 

 

契約について

は、「独立行政

法人における調

達等合理化の取

組の推進につい

て」（平成 27年

５月 25日総務

大臣決定）に基

づく取組を着実

に実施すること

とし、以下の取

組により、契約

の適正化を推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 契約の適正

化の推進 

 

契約について

は、「独立行政

法人における調

達等合理化の取

組の推進につい

て」（平成 27年

５月 25日総務

大臣決定）に基

づく取組を着実

に実施すること

とし、以下の取

組により、契約

の適正化を推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・「調達等合理化

計画」に基づき

取組を着実に実

施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 契約の適正化の推進 

 

 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平

成 27年５月 25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施することとし、以下の取

組により、契約の適正化を推進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・2024（令和６）年度随

意契約及び一者応札・応

募に係る契約について

調達等合理化検討チー

ムに事前に説明を行う

とともに自ら点検・見直

しを行うことにより、

「令和６年度調達等合

理化計画」に基づく取組

を着実に実施した。 
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すること。 

（１）公正かつ

透明な調達手続

による適切、迅

速かつ効果的な

調達を実現する

観点から、機構

の「調達等合理

化計画」に基づ

き取組を着実に

実施すること。

特に、システム

改修等の調達に

ついては、安易

に随意契約とせ

ず、透明性を確

保すること。ま

た、契約監視委

員会において、

契約の適正な実

施について点検

を受けること。 

 

 

（２）契約につ

いては、原則と

して一般競争入

札によるものと

し、企画競争や

公募を行う場合

には、競争性及

び透明性が十分

確保される方法

により実施する

こと。中期目標

期間における一

者応札の平均件

数を前中期目標

期間における一

者応札の平均件

数よりも増加さ

せないよう努め

ること。 

 

（３）監事及び

会計監査人によ

る監査におい

て、入札・契約

の適正な実施に

ついて徹底的な

チェックを受け

ること。 

する。 

（１）公正かつ

透明な調達手続

による適切で、

迅速かつ効果的

な調達を実現す

る観点から、機

構の「調達等合

理化計画」に基

づき取組を着実

に実施する。特

に、システム改

修等の調達につ

いては、安易に

随意契約とせ

ず、透明性を確

保する。また、

契約監視委員会

等を通じて、契

約の適正な実施

について点検を

受けることとす

る。 

 

（２）契約につ

いては、原則と

して一般競争入

札によるものと

し、企画競争や

公募を行う場合

には、競争性及

び透明性が十分

確保される方法

により実施す

る。 

中期目標期間

における一者応

札の平均件数を

前中期目標期間

における一者応

札の平均件数よ

り増加させない

よう努める。 

 

（３）監事及び

会計監査人によ

る監査におい

て、入札・契約

の適正な実施に

ついて徹底的な

チェックを受け

る。 

する。 

（１）公正かつ

透明な調達手続

による適切で、

迅速かつ効果的

な調達を実現す

る観点から、機

構の「調達等合

理化計画」に基

づき取組を着実

に実施する。特

に、システム改

修等の調達につ

いては、安易に

随意契約とせ

ず、透明性を確

保する。また、

契約監視委員会

等を通じて、契

約の適正な実施

について点検を

受けることとす

る。 

 

（２）契約につ

いては、原則と

して一般競争入

札によるものと

し、企画競争や

公募を行う場合

には、競争性及

び透明性が十分

確保される方法

により実施す

る。 

2024（令和６）

年度における一

者応札の件数を

前中期目標期間

における一者応

札の平均件数よ

り増加させない

よう努める。 

 

（３）監事及び

会計監査人によ

る監査におい

て、入札・契約

の適正な実施に

ついて徹底的な

チェックを受け

る。 

 

＜評価の視点＞ 

 

・契約監視委員

会において、契

約の適正な実施

について点検が

行われたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・契約は原則、

一般競争入札に

よるものとし、

企画競争や公募

を行う場合に

は、競争性及び

透明性が十分確

保される方法に

より実施してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・監事及び会計

監査人による監

査において、入

札・契約の適正

な実施について

徹底的なチェッ

クを受けている

か。 

 

（１）公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点

から、機構の「調達等合理化計画」（6/28ホームページ公表）に基づき取組を着実に実

施した。特に、システム改修等の調達については、安易に随意契約とせず、透明性を

確保するよう努めた。競争性のない随意契約及び前回の同種の入札において一者応

札・応募であった調達案件等については、調達等合理化検討チームに調達の内容等に

関する事前説明を行い、点検を受けた（24件）。また、契約監視委員会（6/13、9/26、

12/17、3/4実施）等を通じて、契約の適正な実施について点検を受けた。 

なお、競争性のない随意契約に係る契約情報を下記のとおりホームページに公表し

た。 

・令和５年度第４・四半期(5/10) 

・令和６年度第１・四半期(8/15) 

・令和６年度第２・四半期(11/11) 

・令和６年度第３・四半期(2/12) 

（添付資料② 調達等合理化計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約については、原則として一般競争入札によるものとし、企画競争や公募を

行う場合には、競争性及び透明性が十分確保される方法により実施した。 

 2024（令和６）年度における一者応札の件数を前中期目標期間における一者応札の

平均件数より増加させないために、十分な公告期間、履行期間の確保及び競争参加資

格等に過度の制限を設けないよう要件を点検するなど努めた。 

・第４期中期目標期間における一者応札の年間平均件数 36件 

・令和６年４月～令和７年３月における一者応札の件数 32件 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）業務監査（5/31、9/12、12/11、2/17実施）、会計検査（12/18、12/19実施）に

よる監査・検査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを受け

た。 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・外部有識者による契約

監視委員会を４回開催

し、2024（令和６）年度

随意契約及び一者応札・

応募に係る契約につい

て審議を行った結果、契

約内容はおおむね適正

であるとの意見を得て

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・契約は原則、一般競争

入札によるものとし、企

画競争や公募を行う場

合には、競争性及び透明

性が十分確保される方

法により実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・監事及び会計監査人に

よる監査において、入

札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェッ

クを受けた。 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 財務内容の改善に関する事項 
当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報）  
         
         
         

         
         
         

注）削減対象となる一般管理費は、人件費を除いた金額である。 

削減対象となる業務経費は、特定業種退職金共済事業における被共済者管理システムの改修や勤労者財産形成システムの再構築等の新規業務追加分、財産形成促進事業及び雇用促進融資事業に係る貸付金、償還金及び支払利息を除い

た金額である。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第５ 財務内容

の改善に関する

事項 

 

 通則法第29条

第２項第４号の

財務内容に関す

る事項は、次の

とおりとする。 

 「第３ Ⅰ ５

（１）累積欠損

金の処理」で定

めた事項に基づ

き、累積欠損金

の着実な解消を

図ること。ま

た、「第４ 業

務運営の効率化

に関する事項」

で定めた事項を

考慮した中期計

画の予算を作成

し、当該予算の

適切な管理を通

じた運営を行う

こと。 

 

 

第３ 財務内容

の改善に関する

事項 

 

「第１ Ⅰ ５

（１）累積欠損

金の処理等」で

定めた事項に基

づき、着実な累

積欠損金の解消

を図る。 

また、「第２ 

業務運営の効率

化に関する目標

を達成するため

にとるべき措

置」で定めた事

項を考慮した中

期計画の予算を

作成し、当該予

算の適切な管理

を通じた運営を

行う。 

第３ 財務内容

の改善に関する

事項 

 

「第１ Ⅰ ５

（１）累積欠損

金の処理等」で

定めた事項に基

づき、着実な累

積欠損金の解消

を図る。 

また、「第２ 

業務運営の効率

化に関する目標

を達成するため

にとるべき措

置」で定めた事

項を考慮して作

成した令和６年

度予算に基づ

き、当該予算の

適切な管理を通

じた運営を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

2020（令和２）年 11月に策定した解消計画を踏まえて累積欠損金の着実な削減に努

めた。令和６年度末における累積欠損金は△145百万円となり、解消計画に定める累積

剰余金（欠損金）目安額△654百万円を上回った。なお、令和６年度は当期純損失が△

261百万円となり、令和５年度末の累積剰余金 116百万円から△145百万円の累積欠損

金となったが、これは運用環境の悪化等により委託運用部分の収益が伸び悩んだことに

よるものである。 

 

中期目標・中期計画に定める経費節減目標を達成するため、2022（令和４）年度予算

（中期計画（第４期）から削減対象外とした経費を除いた額）と比較して、一般管理費

15％減及び業務経費５％減とした中期計画予算を踏まえた 2024（令和６）年度予算を策

定し当該予算の適切な管理を通じた運営を行った。 

＊削減対象外経費（水道光熱費、事務室借料、システム関連経費、新規事業など） 

一般管理費のうち削減対象経費の削減率（2022（令和４）年度予算額比） 

2024（令和６）年度実績値：119,673（千円） 33.7％削減 

業務経費のうち削減対象経費の削減率（2022（令和４）年度予算額比） 

2024（令和６）年度実績値：4,048,677（千円）2.0％削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和２年 11月に策

定した解消計画に沿

って着実な累積欠損

金の解消に努めた。

令和６年度末におけ

る累積欠損金は△145

百万円となり、解消

計画に定める累積剰

余金（欠損金）目安

額△654百万円を上回

った。なお、令和６

年度は当期純損失が

△261百万円となり、

令和５年度末の累積

剰余金 116百万円か

ら△145百万円の累積

欠損金となったが、

これは運用環境の悪

化等により委託運用

部分の収益が伸び悩

んだことによるもの

である。 

中期目標・中期計

画に定める経費節減

目標を達成するた

め、2022（令和４）

年度予算（中期計画

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

・「累積欠損金

解消計画」に定

める当該年度の

累積欠損金の金

額を達成するこ

と。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・令和２年 11

月に策定した

「累積欠損金解

消計画」に沿っ

て、着実な累積

欠損金の解消に

努めたか。【再

掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第４期）から削減

対象外とした経費を

除いた額）と比較し

て、一般管理費６％

減及び業務経費２％

減とした令和６年度

予算を策定し当該予

算の適切な管理を通

じた運営を行った。 

＊削減対象外経費

（水道光熱費、事務

室借料、システム関

連経費、新規事業な

ど） 

 これらを踏まえ、

Ｂ評価とする。 

 

 

・令和６年度末にお

ける累積欠損金は△

145百万円となり、解

消計画に定める累積

剰余金（欠損金）目

安額△654百万円を上

回った。なお、令和

６年度は当期純損失

が△261百万円とな

り、令和５年度末の

累積剰余金 116百万

円から△145百万円の

累積欠損金となった

が、これは運用環境

の悪化等により委託

運用部分の収益が伸

び悩んだことによる

ものである。【再掲】 

 

＜評価の視点に対す

る措置＞ 

・令和２年 11月に策

定した解消計画に沿

って着実な累積欠損

金の解消に努めた。

令和６年度末におけ

る累積欠損金は△145

百万円となり、解消

計画に定める累積剰

余金（欠損金）目安

額△654百万円を上回

った。なお、令和６

年度は当期純損失が

△261百万円となり、

令和５年度末の累積

剰余金 116百万円か
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＜評価の視点＞ 

 

・業務運営の効

率化に考慮した

予算を作成し、

適切な管理を行

ったか。 

ら△145百万円の累積

欠損金となったが、

これは運用環境の悪

化等により委託運用

部分の収益が伸び悩

んだことによるもの

である。【再掲】 

 

＜評価の視点に対す

る措置＞ 

・中期目標・中期計

画に定める経費節減

目標を達成するた

め、令和４年度予算

（中期計画（第４

期）から削減対象外

とした経費を除いた

額）と比較して、一

般管理費 15％以上減

及び業務経費５％以

上減とした中期計画

予算を踏まえた令和

６年度予算を策定し

当該予算の適切な管

理を通じた運営を行

った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１ １ ガバナンスの徹底 

２ 人事に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度 高】 

１ ガバナンスの徹底 

（１）内部統制の徹底 

（２）情報セキュリティ対策の推進等 

（３）事業及び制度の改善・見直しに向けた取組 

 

（理由） 

法人のガバナンスについては、通則法改正により強化が求められた

ものであり、機構のように、金融業務を行い、大量の機微な個人情

報を保有している法人にとっては、その徹底が特に重要であること

から、重要度を高とする。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報）  
         
         
         

         
         
         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第６ その他

業務運営に関

する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ その他業

務運営に関する

重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ その他業

務運営に関する

重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ  

ガバナンスについて

は、以下の３つの取組

を通じて徹底した。 

〇内部統制について、

機構が将来の退職金給

付の貴重な原資と大量

の個人情報を国民から

託されていることを踏

まえ、毎月の理事会に

おいて各種施策・計画

の進捗状況等をモニタ

リングしてＰＤＣＡサ

イクルを適切に機能さ

せるとともに、監事に

よる監査や、左欄 ①～

⑥の各委員会の有識者

委員による助言等の外

評定 Ｂ 

 自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部モニタリング等に基

づき有効な内部統制を

図った。特に、統制が

急務である個人情報を

取り扱う業務につい

て、新たにＣＳＡ手法

によるリスク管理表を

作成し、内部統制の更

なる強化を図った。 

〇情報セキュリティに

ついて、対策基準の改

定等や各種研修・訓練

により、迅速かつ適切

な対応を確保するため

の組織体制と手順の確

立・浸透を図るととも

に、情報資産管理シス

テムの導入等により情

報セキュリティ対策の

改善を図った。 

〇事業及び制度の改

善・見直しに向けた取

組について、厚生労働

省が行う中小企業退職

金共済制度の財政検証

に必要な情報等、適

宜、厚生労働省への必

要な情報の提供を行っ

た。 

 

 これらを踏まえ、Ｂ

評価とする。 
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１ ガバナン

スの徹底 

【重要度 高】 

 

（１）内部統

制の徹底 

 

 通則法によ

りガバナンス

の強化が求め

られたことを

踏まえ、内部

統制を徹底す

ること。具体

的には、統制

環境として、

金融業務を行

う公的機関に

ふさわしい高

い職業倫理の

徹底、金融シ

ョックやサイ

バーテロなど

のリスクに対

する不断の備

え、エビデン

スに基づく施

策立案の徹底

等を図るとと

もに、統制活

動として、責

任の所在の明

確化の徹底を

図ること。 

中期計画、

年度計画の進

捗状況につい

て、理事会、

運営委員会な

どでの報告・

審議等を通じ

てＰＤＣＡサ

イクルを適切

に機能させ、

引き続き効率

的かつ効果的

な組織運営を

確保するこ

と。 

大量の個人

情報を適切に

管理するた

め、個人情報

の保護に関す

１ ガバナンス

の徹底 

【重要度 高】 

 

（１）内部統制

の徹底 

 

内部統制につ

いては、機構が

将来の退職金給

付の貴重な原資

を国民から 託

されていること

を念頭に置いた

上で、独立行政

法人通則法の改

正により、独立

行政法人のガバ

ナンスが強化さ

れたことを踏ま

え、特に以下の

事項を重点に、

内部統制を更に

強化する。 

・統制環境とし

て、金融業務を

行う公的機関に

ふさわしい高い

職業倫理の徹

底、金融ショッ

クやサイバーテ

ロなどのリスク

に対する不断の

備え、エビデン

スに基づく施策

立案の徹底、施

策の失敗を総括

して成功に導く

組織文化の定着

を図る。 

・中期計画、年

度計画の進捗状

況について、理

事会、運営委員

会などでの報

告・審議等を通

じてＰＤＣＡサ

イクルを適切に

機能させ、引き

続き効率的かつ

効果的な組織運

営を確保する。 

・統制活動とし

て、文書決裁ル

１ ガバナンス

の徹底 

 

 

（１）内部統制

の徹底 

 

内部統制につ

いては、機構が

将来の退職金給

付の貴重な原資

を国民から託さ

れていることを

念頭に置いたう

えで、独立行政

法人通則法の改

正により、独立

行政法人のガバ

ナンスが強化さ

れたことを踏ま

え、特に以下の

事項を重点に、

内部統制の更な

る強化を図るた

め、以下①～⑥

の体制で取り組

む。 

 

・統制環境とし

て、金融業務を

行う公的機関に

ふさわしい高い

職業倫理の徹

底、金融ショッ

クやサイバーテ

ロなどのリスク

に対する不断の

備え、エビデン

スに基づく施策

立案の徹底、施

策の失敗を総括

して成功に導く

組織文化の定着

を図る。 

・中期計画、年

度計画の進捗状

況について、理

事会、運営委員

会などでの報

告・審議等を通

じてＰＤＣＡサ

イクルを適切に

機能させ、引き

続き効率的かつ

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・内部統制各種

の仕組みに基づ

き有効な内部統

制を図ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ガバナンスの徹底 

 

 

 

（１）内部統制の徹底 

 

 

内部統制については、機構が将来の退職金給付の貴重な原資を国民から託されてい

ることを念頭に置いた上で、独立行政法人通則法の改正により、独立行政法人のガバ

ナンスが強化されたことを踏まえ、内部統制の更なる強化を図るため、以下①～⑥の

体制で取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・統制環境について、業務遂行上のリスクに対する不断の備えを行い、インシデント

発生時には、原因の解明、再発防止策の策定を速やかに行うとともに、理事会での報

告を通じて機構内の情報共有を図ることで、統制環境の向上を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中期計画、年度計画の進捗状況について、理事会、運営委員会などでの報告・審議

等を通じてＰＤＣＡサイクルを適切に機能させ、引き続き効率的かつ効果的な組織運

営を確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・機構が将来の退職金

給付の貴重な原資を国

民から託されているこ

とを念頭に置き、引き

続き、毎月の理事会に

おいて各種施策・計画

の進捗状況等をモニタ

リングしてＰＤＣＡサ

イクルを適切に機能さ

せるとともに、監事に

よる監査や、独法通則

法改正に伴うガバナン

ス体制強化のために設

置した左欄 ①～⑥の各

委員会の有識者委員に

よる助言等の外部モニ

タリング等に基づき有

効な内部統制を図っ

た。 

特に、機構のリス

ク・マップの更新を行

うとともに、統制が急

務である個人情報を取

り扱う業務について、

新たにＣＳＡ手法によ

るリスク管理表を作成

し、内部統制の更なる

強化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

る法律（平成

15年法律第57

号）に基づき

定めた個人情

報管理規程に

のっとり、個

人情報の適切

な取扱いを行

い、管理状況

に係る監査を

徹底するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ールの徹底を始

めとした責任の

所在の明確化の

徹底を図る。 

・機構が大量の

個人情報を国民

から託されてい

ることを念頭に

置いた上で、個

人情報を適切に

管理するため、

個人情報の保護

に関する法律

（平成 15年法律

第 57号）に基づ

き定めた個人情

報管理規程にの

っとり、個人情

報の適切な取扱

いを行い、管理

状況に係る監査

を徹底する。加

えて、システム

投資案件につい

ては情報セキュ

リティの観点か

らの検討を行

う。 

 

 

 

 

また、「「独立

行政法人の業務

の適正を確保す

るための体制等

の整備」につい

て」（平成 26年

11月 28日付け総

務省行政管理局

長通知）に基づ

く業務方法書に

定める規程を適

時適切に見直

し、各種会議や

研修等を通じて

認識を共有す

る。 

 

 

 

 

 

 

効果的な組織運

営を確保する。 

・統制活動とし

て、文書決裁ル

ールの徹底を始

めとした責任の

所在の明確化の

徹底を図る。 

・機構が大量の

個人情報を国民

から託されてい

ることを念頭に

置いた上で、個

人情報を適切に

管理するため、

個人情報の保護

に関する法律

（平成 15年法

律第 57号）に

基づき定めた個

人情報管理規程

にのっとり、個

人情報の適切な

取扱いを行い、

管理状況に係る

監査を徹底す

る。加えて、シ

ステム投資案件

については情報

セキュリティの

観点からの検討

を行う。 

また、「「独立

行政法人の業務

の適正を確保す

るための体制等

の整備」につい

て」（平成 26年

11月 28日付け

総務省行政管理

局長通知）に基

づく業務方法書

に定める規程を

適時適切に見直

し、各種会議や

研修等を通じて

認識を共有す

る。 

 

① 資産運用委

員会 

 

当機構のガバ

ナンス強化策の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部統制につ

いては、「独立行

政法人の業務の

適正を確保する

ための体制等の

整備」（平成 26

年 11月 28日付

け総務省行政管

理局長通知）に

基づく業務方法

書に定める規程

を適時適切に見

直し、各種会議

及び研修等を通

じて、役職員で

認識を共有した

か。 

 

 

 

 

 

 

 

・統制活動について、機構の重要な意思決定は引き続き文書決裁を徹底し、責任の所

在を明確にした。 

 

 

 

 

・個人情報の適切な取扱いを行い、管理状況に係る監査を徹底した。また、各種規程

の見直しの必要性について検討し、適時適切に見直し、会議等を通じて役職員へ周知

を行うことにより認識を共有した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 資産運用委員会 

 

 

資産運用に関する重要事項を随時「資産運用委員会」に諮り、了承を得てから実施

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部統制について

は、「独立行政法人の業

務の適正を確保するた

めの体制等の整備」（平

成 26年 11月 28日付け

総務省行政管理局長通

知）に基づく業務方法

書に定める規程の見直

しの必要性について検

討するとともに、業務

の適正を確保するた

め、各種会議や委員会

において規程を適時適

切に見直し、会議等を

通じて役職員へ周知を

行うことにより認識を

共有した。 
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一環として設置

された厚生労働

大臣任命の資産

運用委員会で

は、基本指針を

始め資産運用に

係る重要事項に

ついて、本委員

会での議を経て

決定する。 

資産運用の健

全性を確保する

ため、資産運用

委員会による資

産運用の状況そ

の他の運用に関

する業務の実施

状況の監視を徹

底し、その結果

を事後の資産運

用に反映させ

る。 

審議内容につ

いては、議事要

旨等の形で速や

かに公表し、透

明性、対外説明

力の維持･向上

に努める。 

 

② 情報セキュ

リティ委員会 

 

情報セキュリ

ティ委員会で

は、サイバーセ

キュリティ基本

法（平成 26年

法律第 104号）

及び政府機関等

のサイバーセキ

ュリティ対策の

ための統一基準

群を踏まえ、情

報セキュリティ

に係る規程等に

ついて審議する

ほか、情報セキ

ュリティに関す

る総括を行い、

問題意識の共有

と施策の策定を

行う。 

委員会にはＣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産運用委員会を５回（4/19、6/17、9/10、12/24、2/27）開催したほか、メール報

告もあわせて、余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況及び運用結果

を報告した。 

令和５年度の資産運用に関する評価報告書において、「環境変化に的確に対応しつ

つ、運用の目的に則し、運用の目標を踏まえて適切に実施されている」との評価を受

けた。同評価報告書は、独立行政法人評価に関する有識者会議の参考資料として、厚

生労働省に提出された。 

審議内容について、資産運用委員会議事要旨（令和５年度第５回及び令和６年度第

１～第４回）を公表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 情報セキュリティ委員会 

 

 

ＣＩＯ補佐官を委員に加えた情報セキュリティ委員会を開催し、以下について審議

を行った。 

・第 24回情報セキュリティ委員会（6/18 書面開催）において、外部委託における情

報セキュリティ対策運用手順書の策定、クラウドサービス(要機密情報を取り扱わない

場合)の利用に係る運用手順書の策定について審議を行い、了承を得た。 

・第 25回情報セキュリティ委員会（8/28 書面開催）において、情報システムの重要

度分類と対策に係る運用手順書の策定、防犯カメラに係る設置・運用要領の一部改定

について審議を行い、了承を得た。 

・第 26回情報セキュリティ委員会（11/6 書面開催）において、情報取扱手順書の改

定について審議を行い、了承を得た。 

・第 27回情報セキュリティ委員会（3/12 書面開催）において、機構におけるサイバ

ーセキュリティのための対策基準の改定、防犯カメラに係る設置・運用要領の改定、

テレワーク実施時の情報セキュリティ対策に係る手順書の策定について審議を行い、

了承を得た。 

・第 28回情報セキュリティ委員会（3/31 書面開催）において、令和６年度情報セキ

ュリティに係る対策推進計画にかかる実施状況報告（標的型メール訓練及び自己点検

の実施結果を含む）を行い、また、令和７年度情報セキュリティに係る対策推進計画

及び内部監査計画書の策定について審議を行い、了承を得た。 
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ＩＯ補佐官も委

員として出席

し、専門的見地

から審議に加わ

る。 

 

③ 情報セキュ

リティ有識者委

員会 

 

情報セキュリ

ティ有識者委員

会では、情報シ

ステムにおける

情報セキュリテ

ィ強化及び中退

共システムの再

構築等の円滑な

遂行に資するた

め、情報セキュ

リティ施策に関

する現状・計画

や、再構築等の

進捗状況・予定

等を情報セキュ

リティ有識者委

員会に報告し、

外部有識者委員

による審議、助

言、提言を受け

る。 

併せて、ＣＩ

Ｏ補佐官から年

次活動報告を受

け、審議を行

う。 

 

④ ＰＭＯ・シ

ステム化委員会 

 

ＰＭＯ・シス

テム化委員会で

は、機構内のシ

ステム化を統合

的に管理するた

め、システム化

案件の内容とそ

の予算措置状況

を全体として把

握するととも

に、各プロジェ

クトの進捗状況

について管理を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 情報セキュリティ有識者委員会 

 

 

 

情報セキュリティ有識者委員会を開催し、以下について審議を行った。また、これ

らについて有識者から助言を受けた（3/24）。 

〇ＣＩＯ補佐官年次活動実績報告 

〇情報セキュリティ対策における状況報告 

〇情報セキュリティに係る対策推進計画 

〇サイバーセキュリティのための対策基準の改定 

〇中退共電算システムの再構築の進捗状況・予定 

〇中退共申請・届出オンライン化 

〇建退共電子ポイント方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ＰＭＯ・システム化委員会 

 

 

ＣＩＯ補佐官を委員に加えた令和６年度第１回ＰＭＯ・システム化委員会（8/30）、

令和６年度第２回ＰＭＯ・システム化委員会（1/9）を開催し、以下について審議を行

った。 

・第５期中期目標期間におけるシステムの新規追加案件等を確認したうえで、必要経

費予定額について第５期中期目標期間予算の範囲内に収まっていることを確認した。 

・情報システムの整備及び管理を行うＰＪＭＯを支援するため、ＰＪＭＯの進捗管理

を行い、各ＰＪＭＯの状況についてより詳細な共有を図った。 
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⑤ リスク管

理・コンプライ

アンス体制 

機構が抱える

リスクの鳥瞰図

（リスク・マッ

プ）に関し、個

人情報取扱業務

については、事

務単位で内在す

るリスクを捉え

た統制方法を強

化する必要があ

ることから、現

行のリスク・マ

ップにおける管

理・評価に加

え、担当部門が

自らリスクの検

討及びモニタリ

ングを行うＣＳ

Ａ（Control 

Self 

Assessment（統

制自己評価））

手法に基づくリ

スク管理表作成

の取組を進め

る。 

また、法曹関係

の外部有識者委

員を加えたリス

ク管理・コンプ

ライアンス委員

会で審議すべき

事項が生じた場

合には、リスク

管理・コンプラ

イアンス委員会

を開催し、客観

的・専門的見地

に立った助言を

受けるととも

に、最新のリス

ク・マップにつ

いての検証を行

う。 

 

⑥ モニタリン

グ体制 

 

各種施策・計

画の進捗状況等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ リスク管理・コンプライアンス体制 

 

 

・機構が抱えるリスクの鳥瞰図（リスク・マップ）について、環境変化に伴う新たな

リスクの追加や、それに伴う対応策の実施などを踏まえ、リスク項目・リスク度合い

等に関するリスク・マップの更新を行った。 

・特に統制が急務である個人情報を取り扱う業務については、新たにＣＳＡ手法によ

るリスク管理表を作成した。 

・法曹関係の外部有識者委員を加えたリスク管理・コンプライアンス委員会を書面開

催（3/14）し、更新後のリスク・マップやＣＳＡ手法によるリスク管理表等について

審議を行った。また、これらについて外部有識者委員から客観的・専門的見地に立っ

た助言を受けた。 

 

・特定個人情報を含む郵便物を収受する部署に防犯カメラを設置（7/25）し、インシ

デント発生時の原因究明の迅速化を図るとともに、文書管理体制の更なる強化を図っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ モニタリング体制 

 

 

・引き続き、理事会において各種施策・計画の進捗状況等をモニタリングし、ＰＤＣ

Ａサイクルを適切に機能させた。 
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（２）情報セ

キュリティ対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）情報セキ

ュリティ対策の

をモニタリング

し、ＰＤＣＡサ

イクルを適切に

機能させる。 

中期計画・本

計画の進捗状況

について、理事

会、運営委員会

などでの報告・

審議等を通じて

モニタリングす

ることに加え、

業務運営・推進

会議を開催し、

問題の把握・分

析と対応策の検

討を行う。ただ

し、情報セキュ

リティ及びシス

テム化に関する

計画について

は、それぞれ情

報セキュリティ

委員会、ＰＭ

Ｏ・システム化

委員会において

検討を行う。 

支部・コーナ

ーを含む業務の

運営状況、各種

施策の実施･運

用状況について

は、監事及び監

査室においてモ

ニターし、問

題･課題の指摘

と、是正、改善

に向けた提言を

行う。 

なお、金融･

経済情勢の急激

な変化や、急速

に進化している

サイバー攻撃に

対し機動的に対

応するため、厚

生労働省と連携

を密にし、情報

と現状認識、問

題意識の共有を

図る。 

 

（２）情報セキ

ュリティ対策の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理事会において、中期計画及び年度計画の進捗状況等を月次でモニタリングした。 

・業務運営・推進会議を開催し、令和５事業年度実績報告の審議を行うとともに、そ

れらを取りまとめた機構の「令和５事業年度業務実績等報告書（案）」の審議を行い、

厚生労働大臣に「報告書」を提出した（6/28）。 

〇第１回業務運営・推進会議（4/23) 

 機構内各部署に係る令和５事業年度実施報告に基づき審議 

〇第２回業務運営・推進会議（6/12） 

 機構の「令和５事業年度業務実績報告書（案）」に基づき審議 

〇第３回業務運営・推進会議（11/14） 

 令和６事業年度計画に係る上半期進捗状況及び要因分析等の報告、下半期の実行計

画について審議。 

・過去の実績（事業を取り巻く環境変化及び変化への対応）を総括し、機構の使命を

踏まえた上で、令和７事業年度計画を策定した。 

・情報セキュリティ及びシステム化に関する計画については、それぞれ情報セキュリ

ティ委員会、ＰＭＯ・システム化委員会において検討を行った。 

 

・財務諸表の信頼性を確保するため、監事による監査を受けた（６月）。また、監査法

人による前事業年度の期末監査を、４月から６月にわたって受け、監査報告書を受領

した。 

・業務執行状況について、監事による業務監査を受けた（７月、11月）。あわせて、建

退共支部業務の執行状況について、監事より監査を受けた。 

 熊本県支部（10/3）、大分県支部（10/4） 

 

内部監査計画書に基づき、以下の通り実施し、問題の把握・分析と対応策の検討を

行った。 

〇内部統制等 

・旅費の執行状況及び規程の遵守状況等に係る監査（12/13） 

・建退共・清退共・林退共都道府県支部に対する個人情報・情報セキュリティ対策等

に係る監査（1/28～3/13） 

  対象支部：建退共（中部ブロック 8県及び兵庫県）、清退共・林退共（中部ブロッ

ク 8県） 

 

〇情報セキュリティ関係 

・ＰＣ、ＵＳＢ及び記録媒体等の情報機器の保有・管理状況に係る監査：6/7～7/4、

2/25～3/19） 

 

〇業務執行状況 

・令和 5年度の個人情報漏えい等のインシデント事案の事案発生後の対応状況のヒア

リング実施（6/7） 

・契約業務部及び給付業務部に対する業務執行状況に係る監査（8/21、8/27） 

・考査役に対する業務執行状況に係る監査（12/9） 

・業務運営部に対する業務執行状況に係る監査（2/21） 

 

〇令和 4年度及び 5年度監査フォローアップ（8/6、8/7、8/9、9/18、9/20、9/24、

9/30、11/7、11/20、1/31、2/3、3/5～3/19） 

 

なお、金融･経済情勢の急激な変化や、急速に進化しているサイバー攻撃に対し機動

的に対応できるよう、厚生労働省と密に連携して業務を行った。 

 

 

 

 

（２）情報セキュリティ対策の推進等 
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策の推進等 

 

① 情報セキ

ュリティ対策

の推進 

 

 サイバー攻

撃の脅威が急

速に高まる

中、機構が大

量に保有する

銀行口座番号

を含む重要な

個人情報を適

切に管理・保

護する観点か

ら、サイバー

セキュリティ

基本法（平成

26年法律第104

号）に基づく

適切な措置と

して、各種規

程の整備、研

修・教育等を

行いつつ、イ

ンシデント発

生時の迅速か

つ適切な対応

を確保するた

めの組織体制

と手順の浸透

を図ること。 

 また、シス

テムの運用委

託先におい

て、機構のイ

ンシデント発

生時等に同法

等に基づき適

切な対処がな

されるよう、

リスク管理体

制の強化を図

ること。 

 さらに、上

記の対策の実

施状況を毎年

度把握し、Ｐ

ＤＣＡサイク

ルにより情報

セキュリティ

対策の改善を

図ること。 

推進等 

 

① 情報セキュ

リティ対策の推

進 

 

サイバー攻撃

の脅威が急速に

高まる中、機構

が大量に保有す

る銀行口座番号

を含む重要な個

人情報を適切に

管理・保護する

観点から、サイ

バーセキュリテ

ィ基本法（平成

26年法律第 104

号）に基づく適

切な措置とし

て、各種規程の

整備、研修・教

育等を行いつ

つ、インシデン

ト発生時の迅速

かつ適切な対応

を確保するため

の組織体制と手

順の浸透を図

る。 

また、システ

ムの運用委託先

において、機構

のインシデント

発生時等に同法

等に基づき適切

な対処がなされ

るよう、リスク

管理体制の強化

を図る。 

さらに、上記

の対策の実施状

況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情

報セキュリティ

対策の改善を図

る。具体的に

は、監事監査及

び監査室による

内部監査に、外

部機関による情

報セキュリティ

監査、外部有識

推進等 

 

① 情報セキュ

リティ対策の推

進 

 

サイバー攻撃

の脅威が急速に

高まる中、機構

が大量に保有す

る銀行口座番号

を含む重要な個

人情報を適切に

管理・保護する

観点から、サイ

バーセキュリテ

ィ基本法（平成

26年法律第 104

号）に基づく適

切な措置とし

て、各種規程の

整備、研修・教

育等を行いつ

つ、インシデン

ト発生時の迅速

かつ適切な対応

を確保するため

の組織体制と手

順の浸透を図

る。 

また、システ

ムの運用委託先

において、機構

のインシデント

発生時等に同法

等に基づき適切

な対処がなされ

るよう、リスク

管理体制の強化

を図る。 

さらに、上記

の対策の実施状

況を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情

報セキュリティ

対策の改善を図

る。具体的に

は、監事監査及

び監査室による

内部監査に、外

部機関による情

報セキュリティ

監査、外部有識

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・サイバーセキ

ュリティ基本法

（平成 26年法律

第 104号）に基

づく適切な措置

として、各種規

程の整備、研

修・教育等を行

いつつ、インシ

デント発生時の

迅速かつ適切な

対応を確保する

ための組織体制

と手順の確立・

浸透を図った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・システムの運

用委託先におい

て、機構のイン

シデント発生時

等に同法等に基

づき適切な対処

がなされるよ

う、リスク管理

体制の強化を図

ったか。 

 

・セキュリティ

対策の実施状況

を毎年度把握

し、ＰＤＣＡサ

イクルにより情

報セキュリティ

対策の改善を図

ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

① 情報セキュリティ対策の推進 

 

 

 

・サイバー攻撃の脅威が急速に高まる中、サイバー攻撃等の脅威に対して強固なシス

テム環境の構築、ヒューマン・エラー対策（研修・教育等）など、適時適切な情報セ

キュリティ対策を実施した。 

・政府の情報セキュリティポリシーの改定（令和５年７月１日付）に伴い、機構にお

けるサイバーセキュリティのための対策基準（以下、対策基準）の改定を行った（令

和６年４月１日、令和７年３月 31日改定）。あわせて以下のとおり対策基準に紐づく

各種手順書の改定等を行った。 

○外部委託における情報セキュリティ対策運用手順書 

○クラウドサービス(要機密情報を取り扱わない場合)の利用に係る運用手順書 

○情報システムの重要度分類と対策に係る運用手順書 

○情報取扱手順書 

○テレワーク実施時の情報セキュリティ対策に係る手順書 

 

【設備面】 

・年末年始及び大型連休時において、機構のＷｅｂサーバを閉鎖し、ホームページの

一時閲覧停止の旨を退避用サーバにて掲示することで、セキュリティ・インシデント

のリスクを回避した。 

 

・情報資産管理システムを導入（9/30）し、ＰＣ端末等の資産情報を自動収集し、情

報資産台帳を整備するとともに、ＰＣ端末等の操作ログを取得することで、サイバー

攻撃や内部不正による情報漏洩時の原因特定に活用する体制を整備した。 

 

【運用面】 

・毎週定期的に、更新プログラムのインストール及び完全スキャンを実施した。毎週

実施当日には、全役職員に当該措置のための準備作業を実施するよう注意喚起メール

を送信した。 

 

・ハードウェア・ソフトウェア両面での情報セキュリティ対策に関する最新情報を入

手するとともに、委託事業者から定期的に保守報告を受け、情報共有、意見交換を行

うことで、リスク管理体制の強化を図った。 

 

・令和６年度情報セキュリティに係る対策推進計画・教育実施計画に基づき、以下の

取組を行った。 

 

〇ＮＩＳＣ勉強会（4/18・4/23・9/19・9/20、オンライン開催） 

〇全役職員を対象としたインシデント抜線訓練（5/22） 

〇情報セキュリティ対策推進連絡会議（6/20、厚生労働省主催、オンライン開催） 

〇第二ＧＳＯＣ報告会（8/5・2/25、オンライン開催） 

〇「ＩＴ調達申合せ」担当者説明会（9/18、ＮＩＳＣ主催、オンライン開催） 

〇令和６年度インシデントハンドリング研修（9/25・10/18、ＮＩＳＣ主催、オンライ

ン開催） 

〇インシデント発生時を想定した厚生労働省との連携訓練の実施（11/6実施、厚生労

働省主催） 

〇全役職員に対し、ｅラーニングによる個人情報保護に係る研修（11/8～12/27） 

〇職員の情報セキュリティへの意識向上を目指し、標的型メール攻撃に対する教育訓

練の実施（9/3、12/4） 

〇外部業者による脆弱性診断（Ｗｅｂアプリケーション）を受検（1/14～1/21） 

〇全役職員を対象とした情報セキュリティに係る自己点検（1/14～1/28） 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・対策基準の改定等を

行うとともに、インシ

デントハンドリング研

修、ＮＩＳＣ勉強会等

への参加、インシデン

ト発生時を想定した厚

生労働省との連携訓

練、インシデント発生

時におけるＬＡＮケー

ブルの抜線訓練、標的

型攻撃メール訓練等を

実施し、迅速かつ適切

な対応を確保するため

の組織体制と手順の確

立・浸透を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ハードウェア・ソフ

トウェア両面での情報

セキュリティ対策に関

する最新情報を入手す

るとともに、委託事業

者から定期的に保守報

告を受け、情報共有、

意見交換を行うこと

で、リスク管理体制の

強化を図った。 

 

・情報資産管理システ

ムの導入により、サイ

バー攻撃や内部不正に

よる情報漏洩時の原因

特定に活用する体制を

整備し、情報セキュリ

ティ対策の改善を図っ

た。 

また、セキュリティ

対策の実施状況の把握

及び今後の改善につい

て、監事監査、内部監

査の結果を踏まえた対
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② 災害時等

における事業

継続性の強化 

 

 災害やサイ

バー攻撃等に

よるシステム

の機能停止や

データ破損等

に備えて、デ

ータのバック

アップ、業務

継続のための

体制整備及び

対応マニュア

ルの整備など

事業継続性を

強化するため

の対策を講ず

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者を加えた情報

セキュリティ委

員会なども活用

して、実効性を

検証し、その結

果を踏まえて迅

速に対策の見直

しを行う。 

インシデント

発生時に、各自

がインシデント

手順書等に定め

られた役割、責

任、権限に基づ

き迅速かつ適切

な対応がとれる

よう、関係機

関・システム運

用委託先との連

携体制、内部の

指揮命令・連絡

体制等を確立す

るための訓練や

研修等を行う。 

 

② 災害時等に

おける事業継続

性の強化 

 

災害やサイバ

ー攻撃等による

システムの機能

停止やデータ破

損等に備 え

て、データのバ

ックアップ、業

務継続のための

体制整備及び対

応マニュアルの

整備など事業継

続性を強化する

ための対策を講

ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者を加えた情報

セキュリティ委

員会なども活用

して、実効性を

検証し、その結

果を踏まえて迅

速に対策の見直

しを行う。 

インシデント

発生時に、各自

がインシデント

手順書等に定め

られた役割、責

任、権限に基づ

き迅速かつ適切

な対応がとれる

よう、関係機

関・システム運

用委託先との連

携体制、内部の

指揮命令・連絡

体制等を確立す

るための訓練や

研修等を行う。 

 

② 災害時等に

おける事業継続

性の強化 

 

災害やサイバ

ー攻撃等による

システムの機能

停止やデータ破

損等に備えて、

データのバック

アップ、業務継

続のための体制

整備及び対応マ

ニュアルの整備

など事業継続性

を強化するため

の対策を講ず

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・災害やサイバ

ー攻撃等による

システムの機能

停止やデータ破

損等発生時にお

ける事業継続性

強化のための対

策を講じている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇全役職員に対し、eラーニングによる情報セキュリティ研修（1/15～3/14） 

〇外部業者による脆弱性診断（Ｗｅｂアプリケーション）を受検（1/14～21） 

〇ＣＳＩＲＴ担当者会議（2/7、ＮＩＳＣ主催、オンライン開催） 

 

なお、実施状況については、監事監査（実施方法等を前年度から改善）及び監査室

による内部監査のほか外部委託による情報セキュリティ監査、情報セキュリティ有識

者委員会なども活用して検証し、その結果を踏まえ、対策の見直しを進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 災害時等における事業継続性の強化 

 

 

 

・災害時等の事業継続性強化のため、役職員の安否確認訓練を行った。今回は出社時

以外の状況を想定し、組織内の端末を使用せずに安否報告を行うことを徹底する等、

より現実に即した訓練内容とした(9/25)。 

 

・消防計画上の自衛消防訓練を実施したほか、計画外の取組として、就業中の災害発

生を想定した機構の役職員全体の一斉避難訓練を行った(12/10)。 

 

・引き続き災害やサイバー攻撃等によるシステムの機能停止やデータ破損等に備え

て、システムバックアップや各業務のデータバックアップとその外部保管を行った。 

一般の中小企業退職金共済事業における支払指図関連データの遠隔地への転送を実施

し（毎営業日）、また、非常時に大阪コーナーで転送データを利用する訓練について

は、大阪コーナーへ本部職員が出張して４回実施した（6/7、9/5、11/29、3/7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応や、情報セキュリテ

ィ有識者委員会、情報

セキュリティ委員会に

おいて当年度の実績報

告及び来年度の対策推

進計画を審議する等に

より、対策の見直しを

進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・災害時等の事業継続

性強化のため、より現

実に即した役職員の安

否確認訓練を行った。

また、消防計画上の自

衛消防訓練を実施した

ほか、計画外の取組と

して、就業中の災害発

生を想定した機構の役

職員全体の一斉避難訓

練を行った。 

さらに、引き続き災

害やサイバー攻撃等に

よるシステムの機能停

止やデータ破損等に備

えて、システムバック

アップや各業務のデー

タバックアップとその

外部保管を行った。ま

た、中退共において

は、支払指図関連デー

タの遠隔地への転送及

び転送データを利用す

る訓練を実施した。 

これらにより、事業

継続性強化のための対

策を講じた。 
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（３）事業及

び制度の改

善・見直しに

向けた取組 

 

 中小企業退

職金共済法に

基づき厚生労

働省が行う中

小企業退職金

共済制度の財

政検証に必要

な情報を提供

すること。 

 特に、令和

２年度の特定

業種退職金共

済制度の財政

検証の結果を

踏まえ、厚生

労働省が次期

財政検証に向

けて実施する

特定業種退職

金共済制度の

あり方につい

ての検討に資

するよう、必

要な情報を提

供し、その検

討結果を踏ま

え、必要な対

策を講ずるこ

と。 

 また、財産

形成促進事業

について、民

間金融機関に

おける住宅ロ

ーン利用者等

の拡大により

財形持家融資

の利用者が減

少している状

況を踏まえ、

厚生労働省が

次期中期目標

に向けて実施

する事業及び

制度の改善・

見直しの検討

に資するよ

 

 

（３）事業及び

制度の改善・見

直しに向けた取

組 

 

中小企業退職

金共済法に基づ

き厚生労働省が

行う中小企業退

職金共済制度の

財政検証に必要

な情報を提供す

る。 

特に、2020

（令和２）年度

の特定業種退職

金共済制度の財

政検証の結果を

踏まえ、厚生労

働省が次期財政

検証に向けて実

施する特定業種

退職金共済制度

のあり方につい

ての検討に資す

るよう、必要な

情報を提供し、

その検討結果を

踏まえ、必要な

対策を講ずる。 

 また、財産形

成促進事業につ

いて、民間金融

機関における住

宅ローン利用者

等の拡大により

財形持家融資の

利用者が減少し

ている状況を踏

まえ、厚生労働

省が次期中期目

標に向けて実施

する事業及び制

度の改善・見直

しの検討に資す

るよう、必要な

情報を収集し、

厚生労働省に提

供する。 

さらに、機構

が実施する各種

事業に関し、必

 

 

（３）事業及び

制度の改善・見

直しに向けた取

組 

 

中小企業退職

金共済法に基づ

き厚生労働省が

行う中小企業退

職金共済制度の

財政検証に必要

な情報を提供す

る。 

また、特定業

種退職金共済制

度のあり方につ

いての検討及び

財産形成促進事

業の事業及び制

度の改善・見直

しの検討に資す

るよう、必要に

応じ引き続き厚

生労働省に情報

を提供する。 

さらに、機構

が実施する各種

事業に関し、必

要に応じて、事

業及び制度の改

善・見直しに資

する情報を収集

し、厚生労働省

に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・中小企業退職

金共済法に基づ

き厚生労働省が

行う中小企業退

職金共済制度の

財政検証や、特

定業種退職金共

済制度のあり方

についての検討

などに必要な情

報の提供を適時

適切に行った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業及び制度の改善・見直しに向けた取組 

 

 

 

 

中小企業退職金共済法に基づき厚生労働省が行う中小企業退職金共済制度の財政検

証に必要な情報を提供した。 

機構が担うべき役割を踏まえた、持続可能な事業の在り方等について、不断に検討

を行っていくため、機構と厚生労働省との認識の共有化を図ることを目的として意見

交換会(第５回)を開催し、令和５事業年度業務実績の報告を行うとともに、令和６年

度実施予定の特退共財政検証や今後の制度の在り方についての議論を行った（7/31）。 

そのうえで、特退共の財政検証における議論に資するよう、今後５年間の累積剰余

金の推移等に係る将来推計を行うため、過去の掛金収入・退職金支払・運用収入・制

度運営に必要な経費の実績等を厚生労働省へ情報提供した。 

また、建退共においては建設技能者の技能レベル等に応じた処遇改善に資するよ

う、元請や事業主が掛金を上乗せできる複数掛金制度の導入等の制度の在り方につい

ての検討等に必要な情報を厚労省に提供した。 

また、財産形成促進事業については、民間金融機関における住宅ローン利用者等の

拡大により財形持家融資の利用者が減少している状況を踏まえ、事業及び制度の改

善・見直しの検討に資するよう、必要な情報を収集し、厚生労働省に提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・中小企業退職金共済

法に基づき厚生労働省

が行う中小企業退職金

共済制度の財政検証に

必要な情報等、適宜、

厚生労働省への必要な

情報の提供を行った。 
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う、必要な情

報を収集し、

厚生労働省に

提供するこ

と。 

 さらに、機

構が実施する

各種事業に関

し、必要に応

じて、事業及

び制度の改

善・見直しに

資する情報を

収集し、厚生

労働省に提供

すること。 

 

【重要度 高】 

 法人のガバ

ナンスについ

ては、通則法

改正により強

化が求められ

たものであ

り、機構のよ

うに、金融業

務を行い、大

量の機微な個

人情報を保有

している法人

にとっては、

その徹底が特

に重要である

ことから、重

要度を高とす

る。 

 

 

２ 人事に関

する事項  

 

・令和元年に

策定した人材

の確保・育成

に係る方針に

基づき、人材

の確保・育成

や職員の士気

の向上に引き

続き取り組む

とともに、必

要に応じ、同

方針の見直し

を行うこと。 

要に応じて、事

業及び制度の改

善・見直しに資

する情報を収集

し、厚生労働省

に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人事に関す

る事項  

 

人材の確保・

育成については

以下のとおり取

り組む。 

① 新規採用で

はＰＲ手法・選

考方法の工夫に

より、有為な人

材の確保に努め

る。 

 

② 資産運用や

システム管理な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人事に関す

る事項  

 

人材の確保・

育成については

以下のとおり取

り組む。 

① 新規採用で

はＰＲ手法・選

考方法の工夫に

より、有為な人

材の確保に努め

る。 

 

② 資産運用や

システム管理な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人事に関する事項  

 

 

人材の確保・育成については以下のとおり取り組んだ。 

 

 

 

① 新規採用では、機構が求める有為な人材を確保するため、募集案内と併せて機構

紹介動画を機構ホームページ及び就職情報サイト「マイナビ」に掲載することで幅広

く募集を行い、９名を新規採用した（10月１名、４月８名）。 

 

 

 

 

② 必要な人材を中途採用し得るよう、市場賃金を勘案し職務経歴等を適切に評価・

反映できるような処遇の在り方を検討し、中途採用活動を行った。これにより、実務
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・資産運用や

システム管理

など特に高度

な専門性が求

められる部門

の体制を整備

するため、専

門的知識を有

する人材を確

保するととも

に、役員や管

理職への女性

登用、障害者

の積極的な採

用等によりダ

イバーシティ

を推進するこ

と。 

ど特に高度な専

門性が求められ

る部門におい

て、処遇体系そ

の他雇用環境の

整備をしつつ、

必要な人材を採

用する。その他

必要な人材を中

途採用し得るよ

う、職務経歴等

を適切に評価・

反映できるよう

な処遇の在り方

を検討する。 

 

③ 育成につい

ては、引き続き

人材の確保・育

成に係る方針に

基づき、専門

的、実務的な研

修等の実施、多

様なポストを経

験させるための

積極的な人事異

動等を行う。さ

らに、資産運用

やシステム管理

など特に高度な

専門性が求めら

れる部門におい

ては、外部専門

家との議論等を

通じた育成を図

る。 

 

④ ダイバーシ

ティの推進につ

いて、2025（令

和７）年度末に

役員６名のうち

２名を女性にす

ること及び管理

職の女性割合を

30％にすること

を目標として、

女性職員の採用

を積極的に行う

とともに幹部候

補者の育成を進

める。障害者の

積極的な採用を

進めるととも

ど特に高度な専

門性が求められ

る部門におい

て、処遇体系そ

の他雇用環境の

整備をしつつ、

必要な人材を採

用する。その他

必要な人材を中

途採用し得るよ

う、職務経歴等

を適切に評価・

反映できるよう

な処遇の在り方

を検討する。 

 

③ 育成につい

ては、引き続き

人材の確保・育

成に係る方針に

基づき、専門

的、実務的な研

修等の実施、多

様なポストを経

験させるための

積極的な人事異

動等を行う。さ

らに、資産運用

やシステム管理

など特に高度な

専門性が求めら

れる部門におい

ては、外部専門

家との議論等を

通じた育成を図

る。 

 

④ ダイバーシ

ティの推進につ

いて、2025（令

和７）年度末に

役員６名のうち

２名を女性にす

ること及び管理

職の女性割合を

30％にすること

を目標として、

女性職員の採用

を積極的に行う

とともに幹部候

補者の育成を進

める。障害者の

積極的な採用を

進めるととも

経験が豊富な、専門知識を有する人材を適切な処遇で採用した。また、資産運用とい

う特に高度な専門性が求められる部門において、当該人材について、年齢、社会経験

年数のみならず職務経歴等を吟味し、妥当と考えられる処遇を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 令和６年度の実施計画を踏まえ、各職務に応じた「能力開発プログラム」に基づ

いた研修を実施した。 

実施回数   ：51回  延べ参加人数：1,046人 

 うち基本研修  14回              656人 

 うち実務研修  37回               390人 

 

 人事評価結果等を活用し、職員の能力・適正・経験等を踏まえた適材適所の人事配

置を行った。 

 特に、人材育成・職員のキャリアアップの観点から、多様なポストを経験させるべ

く、令和６年度中に機構職員のうち 10.7％の人事異動を行った（10/1、1/1、4/1）。 

 

 資産運用部門については、金融機関主催の研修の積極的な受講等を通じて人材育成

を進めたほか、システム部門においても中退共システムの再構築に係る全体工程管理

等におけるコンサルタントとの協働を通じたＩＴリテラシー等の強化によりＩＴ人材

の育成に繋げた。 

 

 

 

 

 

 

④ 役員については６名のうち２名を女性としたが、管理職の女性割合は 26.3％（令

和６年度末時点）のため、令和７年度末の目標達成に向けて引き続き女性幹部候補者

の育成、登用を進めている。障害者雇用については、独立行政法人における法定雇用

率に対して 3.09％を確保しており（令和６年６月１日現在）、人事部門と配属部門とが

連携し、定期的な面談を行う等定着のためのきめ細やかな対応を行った。 
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に、人事部門と

配属部門とが連

携し、定着のた

めきめ細やかな

対応を行う。 

に、人事部門と

配属部門とが連

携し、定着のた

めきめ細やかな

対応を行う。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

５－１ 第５ 予算、収支計画及び資金計画 

第６ 短期借入金の限度額 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

第８ 剰余金の使途 

第９ 積立金の処分に関する事項 

当該項目の重要度、難

易度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 
 

 達成目標 （参考） 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 （参考情報） 

         

         

         

         
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  第５ 予算、収

支計画及び資金

計画 

 

１ 予算  

 

① 機構総括     

別紙－１のと

おり 

② 中退共事業

等勘定 別紙

－２のとおり 

③ 建退共事業

等勘定 別紙

－３のとおり 

④ 清退共事業

等勘定 別紙

－４のとおり 

⑤ 林退共事業

等勘定 別紙

－５のとおり 

⑥ 財形勘定     

別紙－６のと

おり 

⑦ 雇用促進融

資勘定 別紙

－７のとおり 

  

２ 収支計画 

第５ 予算、収支

計画及び資金計画 

 

 

１ 予算  

 

① 機構総括     

別紙－１のとお

り 

② 中退共事業等

勘定 別紙－２

のとおり 

③ 建退共事業等

勘定 別紙－３

のとおり 

④ 清退共事業等

勘定 別紙－４

のとおり 

⑤ 林退共事業等

勘定 別紙－５

のとおり 

⑥ 財形勘定     

別紙－６のとお

り 

⑦ 雇用促進融資

勘定 別紙－７

のとおり 

  

２ 収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・中期計画の予

算の範囲内で適

正に予算を執行

しているか。 

 

 

第５ 予算、収支計画及び資金計画 

 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：短期借入金に

ついては、財形融資事

業における資金繰り上

発生した資金不足に対

するつなぎ資金とし

て、借入限度額の範囲

内で、借入を行った。 

前期中期目標期間繰

越積立金について、清

退共事業等勘定給付経

理、清退共事業等勘定

特別給付経理における

業務に充てた。 

これらを踏まえ、Ｂ

評価とする。 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・年度計画の予算を踏

まえて支出超過が見込

まれる部分(退職給付金

等)を含め、適正に執行

した。 

 

評定 Ｂ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥

当であると確認できた。 
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① 機構総括     

別紙－８のと

おり 

② 中退共事業

等勘定 別紙

－９のとおり 

③ 建退共事業

等勘定 別紙

－10のとおり 

④ 清退共事業

等勘定 別紙

－11のとおり 

⑤ 林退共事業

等勘定 別紙

－12のとおり 

⑥ 財形勘定     

別紙－13のと

おり 

⑦ 雇用促進融

資勘定 別紙

－14のとおり 

 

３ 資金計画 

 

① 機構総括     

別紙－15のと

おり 

② 中退共事業

等勘定 別紙

－16のとおり 

③ 建退共事業

等勘定 別紙

－17のとおり 

④ 清退共事業

等勘定 別紙

－18のとおり 

⑤ 林退共事業

等勘定 別紙

－19のとおり 

⑥ 財形勘定     

別紙－20のと

おり 

⑦ 雇用促進融

資勘定 別紙

－21のとおり 

 

 

第６ 短期借入

金の限度額 

 

１  限度額 

 

① 中退共事業

 

① 機構総括     

別紙－８のとお

り 

② 中退共事業等

勘定 別紙－９

のとおり 

③ 建退共事業等

勘定 別紙－10

のとおり 

④ 清退共事業等

勘定 別紙－11

のとおり 

⑤ 林退共事業等

勘定 別紙－12

のとおり 

⑥ 財形勘定     

別紙－13のとお

り 

⑦ 雇用促進融資

勘定 別紙－14

のとおり 

 

３ 資金計画 

 

① 機構総括     

別紙－15のとお

り 

② 中退共事業等

勘定 別紙－16

のとおり 

③ 建退共事業等

勘定 別紙－17

のとおり 

④ 清退共事業等

勘定 別紙－18

のとおり 

⑤ 林退共事業等

勘定 別紙－19

のとおり 

⑥ 財形勘定     

別紙－20のとお

り 

⑦ 雇用促進融資

勘定 別紙－21

のとおり 

 

 

第６ 短期借入金

の限度額 

 

１  限度額 

 

① 中退共事業に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・短期借入金の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 短期借入金の限度額 

 

 

１  限度額 

 

① 中退共事業、② 建退共事業、③ 清退共事業、④ 林退共事業における借入実

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・短期借入金について
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においては     

20億円 

② 建退共事業

においては     

20億円 

③ 清退共事業

においては     

１億円 

④ 林退共事業

においては     

３億円 

⑤ 財形融資事

業においては    

305億円 

 

 

 

⑥ 雇用促進融

資事業におい

ては 0.1億

円 

 

２ 想定される

理由 

 

① 予定してい

た掛金等収入

額の不足によ

り、一時的に

退職金等支払

資金 の支出

超過が見込ま

れる場合に、

支払いの遅延

を回避するた

め。 

② 財産形成促

進事業におい

て資金繰り

上、発生する

資金不足への

対応の た

め。 

③ 運営費交付

金の受入の遅

延等による資

金不足に対応

するため。 

④ 予定外の役

職員等の退職

者の発生に伴

う退職手当の

支給等の出費

に対応するた

おいては     

20億円 

② 建退共事業に

おいては     

20億円 

③ 清退共事業に

おいては     

１億円 

④ 林退共事業に

おいては     

３億円 

⑤ 財形融資事業

においては   

305億円 

 

 

 

⑥ 雇用促進融資

事業においては  

0.1億円 

 

 

２ 想定される理

由 

 

① 予定していた

掛金等収入額の

不足により、一

時的に退職金等

支払資金の支出

超過が見込まれ

る場合に、支払

いの遅延を回避

するため。 

 

 

② 財産形成促進

事業において資

金繰り上、発生

する資金不足へ

の対応のため。 

 

 

③ 運営費交付金

の受入の遅延等

による資金不足

に対応するた

め。 

④ 予定外の役職

員等の退職者の

発生に伴う退職

手当の支給等の

出費に対応する

ため。 

限度額を超えな

かったか。ま

た、借入を行う

理由は適切であ

ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

績はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 財形融資事業においては、資金繰り上発生した資金不足に対するつなぎ資金とし

て、借入限度額の範囲内で、借入を行った。 

73億円（令和６年９月 25日～９月 27日） 

46億円（令和６年 12月 24日～12月 26日） 

139億円（令和７年３月 25日～３月 28日） 

 

⑥ 雇用促進融資事業における借入実績はなかった。 

 

 

 

 

２ 想定される理由 

 

 

① 予定していた掛金等収入額の不足により、一時的に退職金等支払資金の支出超過

が見込まれる場合に、支払いの遅延を回避するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 財産形成促進事業において資金繰り上、発生する資金不足への対応のため。 

 

 

 

 

 

 

③ 運営費交付金の受入の遅延等による資金不足に対応するため。 

 

 

 

 

④ 予定外の役職員等の退職者の発生に伴う退職手当の支給等の出費に対応するた

め。 

 

 

 

 

は、財形融資事業にお

ける資金繰り上発生し

た資金不足に対するつ

なぎ資金として、借入

限度額の範囲内で、借

入を行った。 
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め。 

 

第７ 重要な財

産を譲渡し、又

は担保に供しよ

うとするとき

は、その計画 

 

なし 

 

第８ 剰余金の

使途 

 

財形勘定にお

ける決算におい

て剰余金が発生

したときは、財

産形成促進事業

の金融リスクへ

の備え、政府方

針を踏まえた特

別な支援を必要

とする利用者へ

の融資内容の見

直し、融資業務

の体制強化等に

充てる。 

 

第９ 積立金の

処分に関する事

項 

 

前期中期目標

期間繰越積立金

は、中退共事業

等勘定、特定業

種のそれぞれの

退職金共済事業

等勘定、財形勘

定及び雇用促進

融資勘定の勘定

ごとに次に掲げ

る業務に充てる

こととする。 

① 退職金共済

契約又は特定業

種退職金共済契

約に係る中小企

業退職金共済事

業 

② 前記①の業

務に附帯する業

務 

③ 財産形成促

 

 

第７ 重要な財産

を譲渡し、又は担

保に供しようとす

るときは、その計

画 

 

なし 

 

第８ 剰余金の使

途 

 

財形勘定におけ

る決算において剰

余金が発生したと

きは、財産形成促

進事業の金融リス

クへの備え、政府

方針を踏まえた特

別な支援を必要と

する利用者への融

資内容の見直し、

融資業務の体制強

化等に充てる。 

 

 

 

第９ 積立金の処

分に関する事項 

 

 

前期中期目標期

間繰越積立金は、

中退共事業等勘

定、特定業種のそ

れぞれの退職金共

済事業等勘定、財

形勘定及び雇用促

進融資勘定の勘定

ごとに次に掲げる

業務に充てること

とする。 

 

① 退職金共済契

約又は特定業種

退職金共済契約

に係る中小企業

退職金共済事業 

 

② 前記①の業務

に附帯する業務 

 

③ 財産形成促進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・財形勘定にお

ける決算におい

て剰余金が発生

し目的積立金と

して積み立てた

際には、適切に

執行している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

・前期中期目標

期間繰越積立金

について、取り

崩しを行った場

合には各勘定に

おける業務に充

てたか。 

 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 

 

 

 

 

なし 

 

第８ 剰余金の使途 

 

 

剰余金は発生したものの、目的積立金として積み立てていないため実績なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９ 積立金の処分に関する事項 

 

 

 

主務大臣の承認を受けた前期中期目標期間繰越積立金については、各勘定の経理のう

ち当期損失金を計上した経理について積立金を取り崩し、以下のとおりの業務に充て

た。 

 

① 清退共事業等勘定  給付経理     59,478,405円 

② 清退共事業等勘定 特別給付経理      955,706円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・剰余金は発生したも

のの、目的積立金とし

て積み立てていないた

め実績なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点に対する

措置＞ 

・前期中期目標期間繰

越積立金について、取

り崩しを行った場合に

は各勘定における業務

に充てた。 
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進事業 

④ 雇用促進融

資事業 

事業 

④ 雇用促進融資

事業 
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４．その他参考情報 

 

○目的積立金等の状況 

 
一般の中小企業退職金共済事業等勘定 

  
（単位：百万円、％） 

 
建設業退職金共済事業等勘定 

   
（単位：百万円、％） 

  令和 5 年度末 

（初年度） 
令和 6 年度末 令和 7 年度末 令和 8 年度末 

令和 9 年度末 

（最終年度） 

 
  令和 5 年度末 

（初年度） 
令和 6 年度末 令和 7 年度末 令和 8 年度末 

令和 9 年度末 

（最終年度） 

前期中（長）期目標期間繰越積立金 448,562 448,562 
    

前期中（長）期目標期間繰越積立金 73,863 73,863    

目的積立金 - - 
    

目的積立金 - -    

積立金 - 190,386    
 

積立金 - 27,751    

  うち経営努力認定相当額       
   

  うち経営努力認定相当額         

その他の積立金等 - -    
 

その他の積立金等 - -    

運営費交付金債務 - -    
 

運営費交付金債務 - -    

当期の運営費交付金交付額（a） - -    
 

当期の運営費交付金交付額（a） - -    

  うち年度末残高（b） - -    
 

  うち年度末残高（b） - -    

当期運営費交付金残存率（b÷a） - -    
 

当期運営費交付金残存率（b÷a） - -     
 

 

 

 

          
 

  

清酒製造業退職金共済事業等勘定 
   

（単位：百万円、％） 
 

林業退職金共済事業等勘定 
   

（単位：百万円、％） 

  令和 5 年度末 

（初年度） 
令和 6 年度末 令和 7 年度末 令和 8 年度末 

令和 9 年度末 

（最終年度） 

 
  令和 5 年度末 

（初年度） 
令和 6 年度末 令和 7 年度末 令和 8 年度末 

令和 9 年度末 

（最終年度） 

前期中（長）期目標期間繰越積立金 2,616 2,556    
 

前期中（長）期目標期間繰越積立金 - -    

目的積立金 - -    
 

目的積立金 - -    

積立金 - 20    
 

積立金 - 113    

  うち経営努力認定相当額         
 

  うち経営努力認定相当額         

その他の積立金等 - -    
 

その他の積立金等 - -    

運営費交付金債務 - -    
 

運営費交付金債務 - -    

当期の運営費交付金交付額（a） - -    
 

当期の運営費交付金交付額（a） - -    

  うち年度末残高（b） - -    
 

  うち年度末残高（b） - -    

当期運営費交付金残存率（b÷a） - -    
 

当期運営費交付金残存率（b÷a） - -     
 

 

 

 

             

財形勘定 
   

（単位：百万円、％） 
 

雇用促進融資勘定 
   

（単位：百万円、％） 

  令和 5 年度末 

（初年度） 
令和 6 年度末 令和 7 年度末 令和 8 年度末 

令和 9 年度末 

（最終年度） 

  
令和 5 年度末 

（初年度） 
令和 6 年度末 令和 7 年度末 令和 8 年度末 

令和 9 年度末 

（最終年度） 

前期中（長）期目標期間繰越積立金 14,246 14,246    
 

前期中（長）期目標期間繰越積立金 187 187    

目的積立金 - -    
 

目的積立金 - -    

積立金 - 281    
 

積立金 - 47    

  うち経営努力認定相当額         
   

うち経営努力認定相当額 
    

 

その他の積立金等 - -    
 

その他の積立金等 - -    

運営費交付金債務 - -    
 

運営費交付金債務 - -    

当期の運営費交付金交付額（a） - -    
 

当期の運営費交付金交付額（a） 28 28    

  うち年度末残高（b） - -    
 

  うち年度末残高（b） 0 0    

当期運営費交付金残存率（b÷a） - -    
 

当期運営費交付金残存率（b÷a） 0.00％ 0.00％    
 

 
 



予算（令和６年度）
[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 収    入 515,575    515,287    △ 287    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

　　 給付経理より受入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 7,068    6,744    △ 323    

   　業務収入 505,359    505,520    161    

     　　掛金等収入 484,086    483,189    △ 898    

     　　運用収入等 21,272    22,331    1,059    

         勤労者財産形成促進業務収入 －   －   －   

         雇用促進融資業務収入 －   －   －   

   　業務外収入 83    23    △ 60    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 516    482    △ 34    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 2,408    2,192    △ 216    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 2    －   △ 2    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 139    326    187    

 支    出 518,063    500,327    △ 17,737    

   　退職給付金等 494,381    480,569    △ 13,813    

   　業務経費 3,459    2,686    △ 773    

     　　退職金共済事業関係経費 －   －   －   

     　　運用費用等 3,459    2,686    △ 773    

     　　業務委託手数料 －   －   －   

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 －   －   －   

　　　　 雇用促進融資業務経費 －   －   －   

   　一般管理費 －   －   －   

   　人件費 －   －   －   

　　 業務経理へ繰入 17,157    14,072    △ 3,085    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 2,532    2,494    △ 38    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 521    479    △ 42    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －   △ 0    

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 12    27    15    

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

給付経理



予算（令和６年度）
[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 収    入

   　運営費交付金収入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

         勤労者財産形成促進業務収入

         雇用促進融資業務収入

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費

　　　　 雇用促進融資業務経費

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

501    550    50    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

500    550    50    

454    500    46    

47    50    4    

－   －   －   

－   －   －   

1    0    △ 0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

1,761    1,455    △ 306    

1,372    1,205    △ 167    

77    5    △ 72    

－   －   －   

77    5    △ 72    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

312    245    △ 66    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

特別給付経理



予算（令和６年度）
[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 収    入

   　運営費交付金収入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

         勤労者財産形成促進業務収入

         雇用促進融資業務収入

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費

　　　　 雇用促進融資業務経費

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

110,723    94,416    △ 16,307    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

110,721    94,412    △ 16,309    

－   －   －   

－   －   －   

110,721    94,412    △ 16,309    

－   －   －   

2    4    2    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

110,717    93,968    △ 16,749    

－   －   －   

110,330    93,597    △ 16,733    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

110,330    93,597    △ 16,733    

－   －   －   

138    77    △ 61    

249    294    45    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

財形勘定



予算（令和６年度）
[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 収    入

   　運営費交付金収入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

         勤労者財産形成促進業務収入

         雇用促進融資業務収入

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費

　　　　 雇用促進融資業務経費

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

143    184    41    

28    28    －   

－   －   －   

45    45    －   

70    111    41    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

70    111    41    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

73    62    △ 11    

－   －   －   

45    37    △ 8    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

45    37    △ 8    

11    9    △ 2    

16    16    △ 1    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

雇用勘定



予算（令和６年度）
[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 収    入

   　運営費交付金収入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

         勤労者財産形成促進業務収入

         雇用促進融資業務収入

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費

　　　　 雇用促進融資業務経費

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

17,798    14,646    △ 3,152    

－   －   －   

17,469    14,317    △ 3,151    

329    328    △ 1    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

17,798    14,554    △ 3,244    

－   －   －   

15,221    10,879    △ 4,343    

15,221    10,879    △ 4,343    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

76    1,276    1,199    

2,500    2,400    △ 100    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

勘定共通



予算（令和６年度）
[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 収    入

   　運営費交付金収入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

         勤労者財産形成促進業務収入

         雇用促進融資業務収入

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費

　　　　 雇用促進融資業務経費

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 17,469    △ 14,317    3,151    

－   －   －   

△ 17,469    △ 14,317    3,151    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 17,469    △ 14,317    3,151    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 17,469    △ 14,317    3,151    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



予算（令和６年度）
[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 収    入

   　運営費交付金収入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

         勤労者財産形成促進業務収入

         雇用促進融資業務収入

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費

　　　　 雇用促進融資業務経費

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

627,271    610,766    △ 16,505    

28    28    －   

－   －   －   

7,441    7,117    △ 324    

616,651    600,594    △ 16,057    

484,540    483,689    △ 851    

21,319    22,382    1,063    

110,721    94,412    △ 16,309    

70    111    41    

85    27    △ 59    

516    482    △ 34    

2,408    2,192    △ 216    

2    －   △ 2    

139    326    187    

630,943    596,049    △ 34,895    

495,754    481,773    △ 13,980    

129,133    107,204    △ 21,929    

15,221    10,879    △ 4,343    

3,537    2,691    △ 845    

－   －   －   

110,330    93,597    △ 16,733    

45    37    △ 8    

226    1,362    1,136    

2,766    2,709    △ 56    

－   －   －   

2,532    2,494    △ 38    

521    479    △ 42    

0    －   △ 0    

12    27    15    

計



予算（令和６年度）
[別紙２]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 収    入 452,448    451,871    △ 577    

　　 給付経理より受入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 6,030    5,270    △ 760    

   　業務収入 443,886    444,092    206    

     　　掛金等収入 425,684    424,902    △ 782    

     　　運用収入等 18,202    19,190    988    

   　業務外収入 －   15    15    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 2,400    2,179    △ 221    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 2    －   △ 2    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 130    315    185    

 支    出 441,600    433,230    △ 8,371    

   　退職給付金等 426,029    420,207    △ 5,822    

   　業務経費 2,980    2,484    △ 496    

     　　退職金共済事業関係経費 －   －   －   

     　　運用費用等 2,980    2,484    △ 496    

     　　業務委託手数料 －   －   －   

   　一般管理費 －   －   －   

   　人件費 －   －   －   

　　 業務経理へ繰入 12,075    10,056    △ 2,019    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 512    469    △ 43    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 4    14    9    

給付経理



予算（令和６年度）
[別紙２]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

12,199    10,180    △ 2,019    

12,075    10,056    △ 2,019    

124    124    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

12,199    10,102    △ 2,098    

－   －   －   

10,388    7,413    △ 2,976    

10,388    7,413    △ 2,976    

－   －   －   

－   －   －   

44    1,008    964    

1,767    1,681    △ 86    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

勘定共通



予算（令和６年度）
[別紙２]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



予算（令和６年度）
[別紙２]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

452,572    451,995    △ 577    

－   －   －   

6,154    5,394    △ 760    

443,886    444,092    206    

425,684    424,902    △ 782    

18,202    19,190    988    

－   15    15    

－   －   －   

2,400    2,179    △ 221    

2    －   △ 2    

130    315    185    

441,724    433,276    △ 8,449    

426,029    420,207    △ 5,822    

13,369    9,897    △ 3,472    

10,388    7,413    △ 2,976    

2,980    2,484    △ 496    

－   －   －   

44    1,008    964    

1,767    1,681    △ 86    

－   －   －   

－   －   －   

512    469    △ 43    

－   －   －   

4    14    9    

計



予算（令和６年度）
[別紙３]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 収    入 61,568    61,877    309    

　　 給付経理より受入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 999    1,437    438    

   　業務収入 59,965    59,953    △ 12    

     　　掛金等収入 56,939    56,858    △ 80    

     　　運用収入等 3,027    3,095    68    

   　業務外収入 83    8    △ 75    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 512    469    △ 43    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 0    －   △ 0    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 9    11    2    

 支    出 74,324    65,243    △ 9,081    

   　退職給付金等 66,532    58,975    △ 7,557    

   　業務経費 472    192    △ 280    

     　　退職金共済事業関係経費 －   －   －   

     　　運用費用等 472    192    △ 280    

     　　業務委託手数料 －   －   －   

   　一般管理費 －   －   －   

   　人件費 －   －   －   

　　 業務経理へ繰入 4,912    3,885    △ 1,028    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 2,400    2,179    △ 221    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －   △ 0    

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 8    13    5    

給付経理



予算（令和６年度）
[別紙３]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

500    549    49    

－   －   －   

－   －   －   

499    549    50    

453    499    46    

47    50    4    

1    0    △ 0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

1,754    1,452    △ 303    

1,368    1,201    △ 167    

77    5    △ 72    

－   －   －   

77    5    △ 72    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

309    245    △ 64    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

特別給付経理



予算（令和６年度）
[別紙３]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

5,372    4,280    △ 1,092    

5,221    4,129    △ 1,092    

150    150    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

5,372    4,262    △ 1,110    

－   －   －   

4,713    3,372    △ 1,341    

4,713    3,372    △ 1,341    

－   －   －   

－   －   －   

31    262    231    

628    628    0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

勘定共通



予算（令和６年度）
[別紙３]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 5,221    △ 4,129    1,092    

△ 5,221    △ 4,129    1,092    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 5,221    △ 4,129    1,092    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 5,221    △ 4,129    1,092    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



予算（令和６年度）
[別紙３]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

62,218    62,576    359    

－   －   －   

1,149    1,587    438    

60,464    60,502    38    

57,391    57,357    △ 34    

3,073    3,145    72    

84    8    △ 76    

512    469    △ 43    

－   －   －   

0    －   △ 0    

9    11    2    

76,229    66,827    △ 9,402    

67,900    60,176    △ 7,724    

5,262    3,569    △ 1,693    

4,713    3,372    △ 1,341    

549    197    △ 352    

－   －   －   

31    262    231    

628    628    0    

－   －   －   

2,400    2,179    △ 221    

－   －   －   

0    －   △ 0    

8    13    5    

計



予算（令和６年度）
[別紙４]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 収    入 57    53    △ 3    

　　 給付経理より受入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 2    1    △ 1    

   　業務収入 55    52    △ 2    

     　　掛金等収入 43    39    △ 3    

     　　運用収入等 12    13    1    

   　業務外収入 0    －   △ 0    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 0    －   △ 0    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 0    －   △ 0    

 支    出 207    139    △ 67    

   　退職給付金等 114    82    △ 32    

   　業務経費 0    －   △ 0    

     　　退職金共済事業関係経費 －   －   －   

     　　運用費用等 0    －   △ 0    

     　　業務委託手数料 －   －   －   

   　一般管理費 －   －   －   

   　人件費 －   －   －   

　　 業務経理へ繰入 91    58    △ 33    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 2    －   △ 2    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －   △ 0    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －   △ 0    

給付経理



予算（令和６年度）
[別紙４]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

1    1    0    

－   －   －   

－   －   －   

1    1    0    

1    1    0    

－   0    0    

0    －   △ 0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

7    4    △ 3    

4    3    △ 1    

0    －   △ 0    

－   －   －   

0    －   △ 0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

3    1    △ 2    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

特別給付経理



予算（令和６年度）
[別紙４]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

113    77    △ 36    

94    58    △ 35    

19    18    △ 1    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

113    81    △ 32    

－   －   －   

52    32    △ 19    

52    32    △ 19    

－   －   －   

－   －   －   

1    4    3    

60    44    △ 16    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

勘定共通



予算（令和６年度）
[別紙４]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 94    △ 58    35    

△ 94    △ 58    35    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 94    △ 58    35    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 94    △ 58    35    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



予算（令和６年度）
[別紙４]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

77    73    △ 4    

－   －   －   

21    19    △ 2    

56    54    △ 2    

44    41    △ 3    

12    13    1    

0    －   △ 0    

－   －   －   

0    －   △ 0    

－   －   －   

0    －   △ 0    

233    165    △ 67    

118    85    △ 33    

52    32    △ 20    

52    32    △ 19    

0    －   △ 0    

－   －   －   

1    4    3    

60    44    △ 16    

－   －   －   

2    －   △ 2    

0    －   △ 0    

－   －   －   

0    －   △ 0    

計



予算（令和６年度）
[別紙５]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 収    入 1,502    1,486    △ 16    

　　 給付経理より受入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 37    37    △ 1    

   　業務収入 1,453    1,422    △ 30    

     　　掛金等収入 1,421    1,389    △ 32    

     　　運用収入等 32    33    2    

   　業務外収入 0    －   △ 0    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 4    14    9    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 8    13    5    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 0    －   △ 0    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

 支    出 1,932    1,715    △ 217    

   　退職給付金等 1,707    1,305    △ 402    

   　業務経費 7    10    3    

     　　退職金共済事業関係経費 －   －   －   

     　　運用費用等 7    10    3    

     　　業務委託手数料 －   －   －   

   　一般管理費 －   －   －   

   　人件費 －   －   －   

　　 業務経理へ繰入 78    74    △ 5    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 130    315    185    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 9    11    2    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －   △ 0    

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

給付経理



予算（令和６年度）
[別紙５]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

114    110    △ 5    

78    74    △ 5    

36    36    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

114    111    △ 4    

－   －   －   

68    62    △ 7    

68    62    △ 7    

－   －   －   

－   －   －   

0    2    2    

46    46    1    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

勘定共通



予算（令和６年度）
[別紙５]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 78    △ 74    5    

△ 78    △ 74    5    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 78    △ 74    5    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 78    △ 74    5    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



予算（令和６年度）
[別紙５]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

 収    入

　　 給付経理より受入

   　国庫補助金収入

   　業務収入

     　　掛金等収入

     　　運用収入等

   　業務外収入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入

   　林業退職金共済事業等勘定より受入

 支    出

   　退職給付金等

   　業務経費

     　　退職金共済事業関係経費

     　　運用費用等

     　　業務委託手数料

   　一般管理費

   　人件費

　　 業務経理へ繰入

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

1,538    1,522    △ 16    

－   －   －   

73    73    △ 1    

1,453    1,422    △ 30    

1,421    1,389    △ 32    

32    33    2    

0    －   △ 0    

4    14    9    

8    13    5    

0    －   △ 0    

－   －   －   

1,968    1,752    △ 216    

1,707    1,305    △ 402    

75    72    △ 4    

68    62    △ 7    

7    10    3    

－   －   －   

0    2    2    

46    46    1    

－   －   －   

130    315    185    

9    11    2    

0    －   △ 0    

－   －   －   

計



予算（令和６年度）
[別紙６]

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額 差額 備考

 収    入 110,723    94,416    △ 16,307    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 －   －   －   

   　業務収入 110,721    94,412    △ 16,309    

     　　掛金等収入 －   －   －   

     　　運用収入等 －   －   －   

         勤労者財産形成促進業務収入 110,721    94,412    △ 16,309    

         雇用促進融資業務収入 －   －   －   

   　業務外収入 2    4    2    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

 支    出 110,717    93,968    △ 16,749    

   　退職給付金等 －   －   －   

   　業務経費 110,330    93,597    △ 16,733    

     　　退職金共済事業関係経費 －   －   －   

     　　運用費用等 －   －   －   

     　　業務委託手数料 －   －   －   

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 110,330    93,597    △ 16,733    

　　　　 雇用促進融資業務経費 －   －   －   

   　一般管理費 138    77    △ 61    

   　人件費 249    294    45    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   



予算（令和６年度）
[別紙７]

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額 差額 備考

 収    入 143    184    41    

   　運営費交付金収入 28    28    －   

   　国庫補助金収入 45    45    －   

   　業務収入 70    111    41    

     　　掛金等収入 －   －   －   

     　　運用収入等 －   －   －   

         勤労者財産形成促進業務収入 －   －   －   

         雇用促進融資業務収入 70    111    41    

   　業務外収入 －   －   －   

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 －   －   －   

 支    出 73    62    △ 11    

   　退職給付金等 －   －   －   

   　業務経費 45    37    △ 8    

     　　退職金共済事業関係経費 －   －   －   

     　　運用費用等 －   －   －   

     　　業務委託手数料 －   －   －   

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 －   －   －   

　　　　 雇用促進融資業務経費 45    37    △ 8    

   　一般管理費 11    9    △ 2    

   　人件費 16    16    △ 1    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 －   －   －   



収支計画（令和６年度）
[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 経常費用 6,473,406    619,623    △ 5,853,783    

   　事業費用 501,299    553,542    52,243    

   　一般管理費 －   －   －   

　　 業務経理へ繰入 17,157    14,072    △ 3,085    

   　貸倒引当金繰入 －   －   －   

   　支払備金繰入 114,380    8,590    △ 105,790    

   　責任準備金繰入 5,840,555    43,419    △ 5,797,135    

   　事業外費用 16    －   △ 16    

　　 財務費用 －   －   －   

 経常収益 6,465,886    513,505    △ 5,952,381    

   　事業収益 543,755    506,421    △ 37,334    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 7,068    6,744    △ 323    

　　 給付経理より受入 －   －   －   

   　資産見返補助金等戻入 －   －   －   

 　　貸倒引当金戻入 －   －   －   

   　支払備金戻入 110,784    165    △ 110,619    

   　責任準備金戻入 5,804,280    175    △ 5,804,105    

   　事業外収益 －   0    0    

   　賞与引当金見返に係る収益 －   －   －   

   　退職給付引当金見返に係る収益 －   －   －   

 純利益（△純損失） △ 7,520    △ 106,118    △ 98,598    

 目的積立金取崩額 －   59    59    

 総利益（△総損失） △ 7,520    △ 106,059    △ 98,538    

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

   　賞与引当金見返に係る収益

   　退職給付引当金見返に係る収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

17,362    1,708    △ 15,654    

1,452    1,462    10    

－   －   －   

312    245    △ 66    

－   －   －   

70    0    △ 70    

15,528    －   △ 15,528    

0    －   △ 0    

－   －   －   

17,113    1,136    △ 15,978    

649    555    △ 93    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

56    1    △ 55    

16,409    579    △ 15,830    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 248    △ 572    △ 323    

－   1    1    

△ 248    △ 571    △ 322    

特別給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

   　賞与引当金見返に係る収益

   　退職給付引当金見返に係る収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

1,652    1,480    △ 172    

432    258    △ 174    

387    373    △ 14    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

832    849    16    

1,843    1,650    △ 193    

1,839    1,647    △ 192    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

1    1    △ 0    

3    2    △ 1    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

191    169    △ 21    

－   －   －   

191    169    △ 21    

財形勘定



収支計画（令和６年度）
[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

   　賞与引当金見返に係る収益

   　退職給付引当金見返に係る収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

74    56    △ 18    

45    37    △ 8    

29    19    △ 10    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

134    131    △ 4    

7    32    25    

28    26    △ 2    

45    37    △ 8    

－   －   －   

－   0    0    

53    39    △ 14    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

1    1    △ 0    

0    △ 5    △ 5    

60    74    14    

－   －   －   

60    74    14    

雇用勘定



収支計画（令和６年度）
[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

   　賞与引当金見返に係る収益

   　退職給付引当金見返に係る収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

18,273    9,163    △ 9,110    

－   7,701    7,701    

18,273    1,445    △ 16,828    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   17    17    

－   －   －   

17,810    14,669    △ 3,141    

－   －   －   

－   －   －   

329    328    △ 1    

17,469    14,317    △ 3,151    

12    21    9    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   2    2    

－   －   －   

－   －   －   

△ 463    5,506    5,969    

－   －   －   

△ 463    5,506    5,969    

勘定共通



収支計画（令和６年度）
[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

   　賞与引当金見返に係る収益

   　退職給付引当金見返に係る収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 17,469    △ 18,238    △ 769    

－   △ 3,000    △ 3,000    

－   －   －   

△ 17,469    △ 14,317    3,151    

－   －   －   

－   △ 166    △ 166    

－   △ 754    △ 754    

－   －   －   

－   －   －   

△ 17,469    △ 18,238    △ 769    

－   △ 3,000    △ 3,000    

－   －   －   

－   －   －   

△ 17,469    △ 14,317    3,151    

－   －   －   

－   －   －   

－   △ 166    △ 166    

－   △ 754    △ 754    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



収支計画（令和６年度）
[別紙８]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

   　賞与引当金見返に係る収益

   　退職給付引当金見返に係る収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

6,493,299    613,792    △ 5,879,507    

503,228    560,000    56,772    

18,689    1,837    △ 16,852    

－   －   －   

－   －   －   

114,450    8,424    △ 106,026    

5,856,083    42,665    △ 5,813,417    

16    17    1    

832    849    16    

6,485,318    512,852    △ 5,972,466    

546,250    505,655    △ 40,595    

28    26    △ 2    

7,441    7,110    △ 332    

－   －   －   

13    22    9    

56    41    △ 15    

110,840    －   △ 110,840    

5,820,689    －   △ 5,820,689    

－   2    2    

1    1    △ 0    

0    △ 5    △ 5    

△ 7,980    △ 100,940    △ 92,960    

－   60    60    

△ 7,980    △ 100,879    △ 92,899    

計



収支計画（令和６年度）
[別紙９]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 経常費用 5,417,904    541,677    △ 4,876,227    

   　事業費用 429,886    481,814    51,928    

   　一般管理費 －   －   －   

　　 業務経理へ繰入 12,075    10,056    △ 2,019    

   　貸倒引当金繰入 －   －   －   

   　支払備金繰入 109,964    8,580    △ 101,384    

   　責任準備金繰入 4,865,964    41,227    △ 4,824,737    

   　事業外費用 15    －   △ 15    

　　 財務費用 －   －   －   

 経常収益 5,410,032    449,531    △ 4,960,501    

   　事業収益 476,592    444,261    △ 32,330    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 6,030    5,270    △ 760    

　　 給付経理より受入 －   －   －   

   　資産見返補助金等戻入 －   －   －   

 　　貸倒引当金戻入 －   －   －   

   　支払備金戻入 106,917    －   △ 106,917    

   　責任準備金戻入 4,820,493    －   △ 4,820,493    

   　事業外収益 －   0    0    

 純利益（△純損失） △ 7,872    △ 92,146    △ 84,274    

 目的積立金取崩額 －   －   －   

 総利益（△総損失） △ 7,872    △ 92,146    △ 84,274    

給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙９]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

12,322    5,258    △ 7,063    

－   4,466    4,466    

12,322    777    △ 11,544    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   15    15    

－   －   －   

12,211    10,183    △ 2,028    

－   －   －   

－   －   －   

124    124    －   

12,075    10,056    △ 2,019    

12    3    △ 9    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

△ 110    4,925    5,035    

－   －   －   

△ 110    4,925    5,035    

勘定共通



収支計画（令和６年度）
[別紙９]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

－   －   －   

－   －   －   

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 12,075    △ 10,056    2,019    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



収支計画（令和６年度）
[別紙９]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

　　 業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

　　 給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

5,418,150    536,879    △ 4,881,271    

429,886    486,280    56,394    

12,322    777    △ 11,544    

－   －   －   

－   －   －   

109,964    8,580    △ 101,384    

4,865,964    41,227    △ 4,824,737    

15    15    0    

－   －   －   

5,410,168    449,658    △ 4,960,510    

476,592    444,261    △ 32,330    

－   －   －   

6,154    5,394    △ 760    

－   －   －   

12    3    △ 9    

－   －   －   

106,917    －   △ 106,917    

4,820,493    －   △ 4,820,493    

－   0    0    

△ 7,982    △ 87,221    △ 79,239    

－   －   －   

△ 7,982    △ 87,221    △ 79,239    

計



収支計画（令和６年度）
[別紙１０]

建設業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 経常費用 1,036,522    75,901    △ 960,621    

   　事業費用 69,437    69,824    387    

   　一般管理費 －   －   －   

   　業務経理へ繰入 4,912    3,885    △ 1,028    

   　貸倒引当金繰入 －   －   －   

   　支払備金繰入 4,329    －   △ 4,329    

   　責任準備金繰入 957,843    2,192    △ 955,651    

   　事業外費用 1    －   △ 1    

　　 財務費用 －   －   －   

 経常収益 1,036,958    62,274    △ 974,684    

   　事業収益 65,558    60,677    △ 4,881    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 999    1,437    438    

   　給付経理より受入 －   －   －   

   　資産見返補助金等戻入 －   －   －   

 　　貸倒引当金戻入 －   －   －   

   　支払備金戻入 3,789    160    △ 3,629    

   　責任準備金戻入 966,612    －   △ 966,612    

   　事業外収益 －   －   －   

 純利益（△純損失） 435    △ 13,627    △ 14,062    

 目的積立金取崩額 －   －   －   

 総利益（△総損失） 435    △ 13,627    △ 14,062    

給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙１０]

建設業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

17,294    1,704    △ 15,590    

1,448    1,459    11    

－   －   －   

309    245    △ 64    

－   －   －   

70    －   △ 70    

15,467    －   △ 15,467    

0    －   △ 0    

－   －   －   

17,049    1,133    △ 15,916    

648    554    △ 94    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

56    1    △ 55    

16,345    577    △ 15,768    

－   －   －   

△ 245    △ 571    △ 326    

－   －   －   

△ 245    △ 571    △ 326    

特別給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙１０]

建設業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

5,712    3,711    △ 2,000    

－   3,064    3,064    

5,712    645    △ 5,066    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   2    2    

－   －   －   

5,372    4,288    △ 1,083    

－   －   －   

－   －   －   

150    150    －   

5,221    4,129    △ 1,092    

－   7    7    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   2    2    

△ 340    577    917    

－   －   －   

△ 340    577    917    

勘定共通



収支計画（令和６年度）
[別紙１０]

建設業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 5,221    △ 4,707    515    

－   －   －   

－   －   －   

△ 5,221    △ 4,129    1,092    

－   －   －   

－   －   －   

－   △ 577    △ 577    

－   －   －   

－   －   －   

△ 5,221    △ 4,707    515    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 5,221    △ 4,129    1,092    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   △ 577    △ 577    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



収支計画（令和６年度）
[別紙１０]

建設業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

1,054,306    76,609    △ 977,697    

70,885    74,347    3,462    

5,712    645    △ 5,066    

－   －   －   

－   －   －   

4,399    －   △ 4,399    

973,310    1,615    △ 971,695    

1    2    1    

－   －   －   

1,054,156    62,988    △ 991,168    

66,205    61,231    △ 4,974    

－   －   －   

1,149    1,587    438    

－   －   －   

－   7    7    

－   －   －   

3,845    161    △ 3,684    

982,957    －   △ 982,957    

－   2    2    

△ 150    △ 13,621    △ 13,471    

－   －   －   

△ 150    △ 13,621    △ 13,471    

計



収支計画（令和６年度）
[別紙１１]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 経常費用 1,244    161    △ 1,083    

   　事業費用 116    103    △ 13    

   　一般管理費 －   －   －   

   　業務経理へ繰入 91    58    △ 33    

   　貸倒引当金繰入 －   －   －   

   　支払備金繰入 3    －   △ 3    

   　責任準備金繰入 1,035    －   △ 1,035    

   　事業外費用 0    －   △ 0    

　　 財務費用 －   －   －   

 経常収益 1,163    77    △ 1,086    

   　事業収益 60    45    △ 16    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 2    1    △ 1    

   　給付経理より受入 －   －   －   

   　資産見返補助金等戻入 －   －   －   

 　　貸倒引当金戻入 －   －   －   

   　支払備金戻入 2    5    3    

   　責任準備金戻入 1,098    26    △ 1,072    

   　事業外収益 －   －   －   

 純利益（△純損失） △ 82    △ 85    △ 3    

 目的積立金取崩額 －   59    59    

 総利益（△総損失） △ 82    △ 25    57    

給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙１１]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

68    4    △ 64    

4    3    △ 1    

－   －   －   

3    1    △ 2    

－   －   －   

－   0    0    

61    －   △ 61    

0    －   △ 0    

－   －   －   

65    3    △ 62    

1    1    0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

64    2    △ 62    

－   －   －   

△ 3    △ 1    2    

－   1    1    

△ 3    －   3    

特別給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙１１]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

113    74    △ 39    

－   68    68    

113    6    △ 107    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

－   －   －   

113    77    △ 36    

－   －   －   

－   －   －   

19    18    △ 1    

94    58    △ 35    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

△ 0    3    3    

－   －   －   

△ 0    3    3    

勘定共通



収支計画（令和６年度）
[別紙１１]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 94    △ 59    35    

－   －   －   

－   －   －   

△ 94    △ 58    35    

－   －   －   

－   △ 0    △ 0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 94    △ 59    35    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 94    △ 58    35    

－   －   －   

－   －   －   

－   △ 0    △ 0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



収支計画（令和６年度）
[別紙１１]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

1,332    180    △ 1,151    

120    175    54    

113    6    △ 107    

－   －   －   

－   －   －   

3    －   △ 3    

1,096    －   △ 1,096    

0    0    △ 0    

－   －   －   

1,247    98    △ 1,149    

61    46    △ 16    

－   －   －   

21    19    △ 2    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

2    5    3    

1,162    28    △ 1,134    

－   0    0    

△ 85    △ 83    2    

－   60    60    

△ 85    △ 22    63    

計



収支計画（令和６年度）
[別紙１２]

林業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 経常費用 17,736    1,884    △ 15,852    

   　事業費用 1,860    1,800    △ 60    

   　一般管理費 －   －   －   

   　業務経理へ繰入 78    74    △ 5    

   　貸倒引当金繰入 －   －   －   

   　支払備金繰入 85    10    △ 75    

   　責任準備金繰入 15,713    －   △ 15,713    

   　事業外費用 0    －   △ 0    

　　 財務費用 －   －   －   

 経常収益 17,734    1,623    △ 16,111    

   　事業収益 1,545    1,438    △ 107    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 37    37    △ 1    

   　給付経理より受入 －   －   －   

   　資産見返補助金等戻入 －   －   －   

 　　貸倒引当金戻入 －   －   －   

   　支払備金戻入 75    －   △ 75    

   　責任準備金戻入 16,077    149    △ 15,928    

   　事業外収益 －   －   －   

 純利益（△純損失） △ 2    △ 261    △ 259    

 目的積立金取崩額 －   －   －   

 総利益（△総損失） △ 2    △ 261    △ 259    

給付経理



収支計画（令和６年度）
[別紙１２]

林業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

127    119    △ 8    

－   103    103    

127    17    △ 110    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

－   －   －   

114    121    6    

－   －   －   

－   －   －   

36    36    －   

78    74    △ 5    

－   11    11    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   0    0    

△ 12    2    14    

－   －   －   

△ 12    2    14    

勘定共通



収支計画（令和６年度）
[別紙１２]

林業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 78    △ 74    5    

－   －   －   

－   －   －   

△ 78    △ 74    5    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 78    △ 74    5    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 78    △ 74    5    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



収支計画（令和６年度）
[別紙１２]

林業退職金共済事業等勘定

区　　　　分

 経常費用

   　事業費用

   　一般管理費

   　業務経理へ繰入

   　貸倒引当金繰入

   　支払備金繰入

   　責任準備金繰入

   　事業外費用

　　 財務費用

 経常収益

   　事業収益

   　運営費交付金収入

   　国庫補助金収入

   　給付経理より受入

   　資産見返補助金等戻入

 　　貸倒引当金戻入

   　支払備金戻入

   　責任準備金戻入

   　事業外収益

 純利益（△純損失）

 目的積立金取崩額

 総利益（△総損失）

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

17,784    1,930    △ 15,855    

1,860    1,903    43    

127    17    △ 110    

－   －   －   

－   －   －   

85    10    △ 75    

15,713    －   △ 15,713    

0    0    △ 0    

－   －   －   

17,770    1,670    △ 16,100    

1,545    1,438    △ 107    

－   －   －   

73    73    △ 1    

－   －   －   

－   11    11    

－   －   －   

75    －   △ 75    

16,077    149    △ 15,928    

－   0    0    

△ 14    △ 259    △ 245    

△ 14    △ 259    △ 245    

計



収支計画（令和６年度）
[別紙１３]

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額 差額 備考

 経常費用 1,652    1,480    △ 172    

   　事業費用 432    258    △ 174    

   　一般管理費 387    373    △ 14    

   　貸倒引当金繰入 －   －   －   

   　支払備金繰入 －   －   －   

   　責任準備金繰入 －   －   －   

   　事業外費用 －   －   －   

　　 財務費用 832    849    16    

 経常収益 1,843    1,650    △ 193    

   　事業収益 1,839    1,647    △ 192    

   　運営費交付金収入 －   －   －   

   　国庫補助金収入 －   －   －   

   　資産見返補助金等戻入 1    1    △ 0    

 　　貸倒引当金戻入 3    2    △ 1    

   　支払備金戻入 －   －   －   

   　責任準備金戻入 －   －   －   

   　事業外収益 －   －   －   

 純利益（△純損失） 191    169    △ 21    

 目的積立金取崩額 －   －   －   

 総利益（△総損失） 191    169    △ 21    



収支計画（令和６年度）
[別紙１４]

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額 差額 備考

 経常費用 74    56    △ 18    

   　事業費用 45    37    △ 8    

   　一般管理費 29    19    △ 10    

   　貸倒引当金繰入 －   －   －   

   　支払備金繰入 －   －   －   

   　責任準備金繰入 －   －   －   

   　事業外費用 －   －   －   

　　 財務費用 －   0    0    

 経常収益 134    131    △ 4    

   　事業収益 7    32    25    

   　運営費交付金収入 28    26    △ 2    

   　国庫補助金収入 45    37    △ 8    

   　資産見返補助金等戻入 －   0    0    

 　　貸倒引当金戻入 53    39    △ 14    

   　支払備金戻入 －   －   －   

   　責任準備金戻入 －   －   －   

   　事業外収益 －   －   －   

   　賞与引当金見返に係る収益 1    1    △ 0    

   　退職給付引当金見返に係る収益 0    △ 5    △ 5    

 純利益（△純損失） 60    74    14    

 目的積立金取崩額 －   －   －   

 総利益（△総損失） 60    74    14    



資金計画（令和６年度）
[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 資金支出 1,076,081    1,095,280    19,199    

     業務活動による支出 517,320    500,404    △ 16,917    

       　業務支出 517,320    500,404    △ 16,917    

       　人件費 －   －   －   

       　管理諸費 －   －   －   

     投資活動による支出 319,412    454,947    135,535    

     財務活動による支出 －   －   －   

　　 業務外支出 －   －   －   

     次年度への繰越金 239,349    139,929    △ 99,419    

 資金収入 1,076,081    1,095,280    19,199    

     業務活動による収入 515,590    515,602    12    

       　業務収入 508,522    508,789    266    

       　運営費交付金収入 －   －   －   

      　 国庫補助金収入 7,068    6,813    △ 254    

       　その他の収入 －   －   －   

　　　　 利息の受取額 －   －   －   

     投資活動による収入 308,948    326,505    17,557    

     財務活動による収入 －   －   －   

　　 業務外収入 －   －   －   

     前年度よりの繰越金 251,544    253,173    1,630    

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　　 業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

6,055    7,427    1,372    

1,731    1,524    △ 207    

1,731    1,524    △ 207    

－   －   －   

－   －   －   

1,500    1,608    108    

－   －   －   

－   －   －   

2,823    4,295    1,472    

6,055    7,427    1,372    

501    615    115    

501    615    115    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

1,680    2,915    1,235    

－   －   －   

－   －   －   

3,874    3,896    22    

特別給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　　 業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

114,379    120,623    6,244    

21,752    5,462    △ 16,290    

20,932    4,870    △ 16,062    

249    309    60    

570    283    △ 287    

－   22,586    22,586    

88,965    88,484    △ 481    

－   －   －   

3,662    4,090    428    

114,379    120,623    6,244    

36,666    31,456    △ 5,210    

36,666    31,452    △ 5,214    

－   －   －   

－   －   －   

－   2    2    

0    2    2    

－   22,570    22,570    

74,057    62,960    △ 11,097    

－   －   －   

3,655    3,637    △ 19    

財形勘定



資金計画（令和６年度）
[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　　 業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

232    357    125    

73    70    △ 3    

45    8    △ 37    

16    20    3    

11    42    31    

－   100    100    

－   0    0    

－   －   －   

159    187    27    

232    357    125    

143    186    43    

70    111    41    

28    28    －   

45    47    2    

－   －   －   

－   0    0    

－   100    100    

－   －   －   

－   －   －   

89    71    △ 18    

雇用勘定



資金計画（令和６年度）
[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　　 業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

24,877    20,715    △ 4,162    

17,798    8,662    △ 9,136    

－   9    9    

2,500    2,674    174    

15,298    5,979    △ 9,318    

－   4,979    4,979    

－   162    162    

－   －   －   

7,079    6,911    △ 168    

24,877    20,715    △ 4,162    

17,798    16,516    △ 1,282    

17,469    16,187    △ 1,282    

－   －   －   

329    329    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

7,079    4,198    △ 2,881    

勘定共通



資金計画（令和６年度）
[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　　 業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 17,469    △ 19,587    △ 2,118    

△ 17,469    △ 19,587    △ 2,118    

△ 17,469    △ 19,587    △ 2,118    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 17,469    △ 19,587    △ 2,118    

△ 17,469    △ 19,587    △ 2,118    

△ 17,469    △ 19,587    △ 2,118    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



資金計画（令和６年度）
[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括）

区　　　　分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　　 業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

1,204,155    1,224,814    20,659    

541,205    496,535    △ 44,670    

522,560    487,227    △ 35,332    

2,766    3,003    237    

15,880    6,305    △ 9,575    

320,913    484,221    163,308    

88,965    88,646    △ 319    

－   －   －   

253,072    155,412    △ 97,660    

1,204,155    1,224,814    20,659    

553,229    544,788    △ 8,440    

545,760    537,568    △ 8,192    

28    28    －   

7,441    7,189    △ 252    

－   2    2    

0    2    2    

310,628    352,090    41,462    

74,057    62,960    △ 11,097    

－   －   －   

266,241    264,976    △ 1,265    

計



資金計画（令和６年度）
[別紙１６]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 資金支出 894,059    894,567    508    

     業務活動による支出 441,098    431,926    △ 9,171    

       　業務支出 441,098    431,926    △ 9,171    

       　人件費 －   －   －   

       　管理諸費 －   －   －   

     投資活動による支出 254,916    366,539    111,623    

     財務活動による支出 －   －   －   

　   業務外支出 －   －   －   

     次年度への繰越金 198,045    96,102    △ 101,943    

 資金収入 894,059    894,567    508    

     業務活動による収入 452,464    451,375    △ 1,089    

       　業務収入 446,434    446,037    △ 397    

       　運営費交付金収入 －   －   －   

      　 国庫補助金収入 6,030    5,338    △ 692    

       　その他の収入 －   －   －   

　　　　 利息の受取額 －   －   －   

     投資活動による収入 245,734    245,587    △ 147    

     財務活動による収入 －   －   －   

　　 業務外収入 －   －   －   

     前年度よりの繰越金 195,861    197,605    1,744    

給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１６]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　   業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

17,331    13,836    △ 3,495    

12,199    5,042    △ 7,158    

－   7    7    

1,767    1,863    96    

10,433    3,172    △ 7,261    

－   4,855    4,855    

－   129    129    

－   －   －   

5,132    3,810    △ 1,322    

17,331    13,836    △ 3,495    

12,199    11,320    △ 880    

12,075    11,196    △ 880    

－   －   －   

124    124    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

5,132    2,516    △ 2,616    

勘定共通



資金計画（令和６年度）
[別紙１６]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　   業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 12,075    △ 11,196    880    

△ 12,075    △ 11,196    880    

△ 12,075    △ 11,196    880    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 12,075    △ 11,196    880    

△ 12,075    △ 11,196    880    

△ 12,075    △ 11,196    880    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



資金計画（令和６年度）
[別紙１６]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

　   業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

　　 業務外収入

     前年度よりの繰越金

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

899,314    897,207    △ 2,107    

441,222    425,772    △ 15,449    

429,022    420,738    △ 8,285    

1,767    1,863    96    

10,433    3,172    △ 7,261    

254,916    371,394    116,478    

－   129    129    

－   －   －   

203,177    99,912    △ 103,265    

899,314    897,207    △ 2,107    

452,588    451,499    △ 1,089    

446,434    446,037    △ 397    

－   －   －   

6,154    5,462    △ 692    

－   －   －   

－   －   －   

245,734    245,587    △ 147    

－   －   －   

－   －   －   

200,992    200,121    △ 871    

計



資金計画（令和６年度）
[別紙１７]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 資金支出 177,485    196,154    18,669    

     業務活動による支出 74,084    66,585    △ 7,499    

       　業務支出 74,084    66,585    △ 7,499    

       　人件費 －   －   －   

       　管理諸費 －   －   －   

     投資活動による支出 63,696    87,605    23,909    

     財務活動による支出 －   －   －   

     業務外支出 －   －   －   

     次年度への繰越金 39,705    41,965    2,259    

 資金収入 177,485    196,154    18,669    

     業務活動による収入 61,568    62,644    1,076    

       　業務収入 60,569    61,207    638    

       　運営費交付金収入 －   －   －   

      　 国庫補助金収入 999    1,437    438    

       　その他の収入 －   －   －   

　　　　 利息の受取額 －   －   －   

     投資活動による収入 62,214    79,917    17,704    

     財務活動による収入 －   －   －   

     業務外収入 －   －   －   

     前年度よりの繰越金 53,704    53,593    △ 111    

給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１７]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

5,784    7,056    1,272    

1,724    1,520    △ 204    

1,724    1,520    △ 204    

－   －   －   

－   －   －   

1,500    1,508    8    

－   －   －   

－   －   －   

2,559    4,028    1,469    

5,784    7,056    1,272    

500    614    114    

500    614    114    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

1,680    2,815    1,135    

－   －   －   

－   －   －   

3,604    3,626    23    

特別給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１７]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

7,119    6,526    △ 593    

5,372    3,410    △ 1,962    

－   2    2    

628    707    79    

4,744    2,701    △ 2,043    

－   124    124    

－   32    32    

－   －   －   

1,747    2,960    1,212    

7,119    6,526    △ 593    

5,372    5,010    △ 362    

5,221    4,859    △ 362    

－   －   －   

150    150    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

1,747    1,517    △ 231    

勘定共通



資金計画（令和６年度）
[別紙１７]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 5,221    △ 5,221    －   

△ 5,221    △ 5,221    －   

△ 5,221    △ 5,221    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 5,221    △ 5,221    －   

△ 5,221    △ 5,221    －   

△ 5,221    △ 5,221    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



資金計画（令和６年度）
[別紙１７]

建設業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

185,166    204,515    19,348    

75,958    66,293    △ 9,665    

70,587    62,885    △ 7,701    

628    707    79    

4,744    2,701    △ 2,043    

65,197    89,237    24,041    

－   32    32    

－   －   －   

44,011    48,952    4,940    

185,166    204,515    19,348    

62,218    63,046    828    

61,069    61,459    390    

－   －   －   

1,149    1,587    438    

－   －   －   

－   －   －   

63,894    82,733    18,839    

－   －   －   

－   －   －   

59,055    58,735    △ 319    

計



資金計画（令和６年度）
[別紙１８]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 資金支出 691    733    43    

     業務活動による支出 207    172    △ 35    

       　業務支出 207    172    △ 35    

       　人件費 －   －   －   

       　管理諸費 －   －   －   

     投資活動による支出 200    202    2    

     財務活動による支出 －   －   －   

     業務外支出 －   －   －   

     次年度への繰越金 284    360    76    

 資金収入 691    733    43    

     業務活動による収入 57    93    36    

       　業務収入 56    92    36    

       　運営費交付金収入 －   －   －   

      　 国庫補助金収入 2    1    △ 0    

       　その他の収入 －   －   －   

　　　　 利息の受取額 －   －   －   

     投資活動による収入 200    200    △ 0    

     財務活動による収入 －   －   －   

     業務外収入 －   －   －   

     前年度よりの繰越金 434    440    7    

給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１８]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

271    371    100    

7    4    △ 3    

7    4    △ 3    

－   －   －   

－   －   －   

－   100    100    

－   －   －   

－   －   －   

264    267    3    

271    371    100    

1    1    0    

1    1    0    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   100    100    

－   －   －   

－   －   －   

270    270    △ 0    

特別給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１８]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

223    180    △ 42    

113    94    △ 19    

－   0    0    

60    51    △ 8    

53    42    △ 11    

－   0    0    

－   0    0    

－   －   －   

110    87    △ 24    

223    180    △ 42    

113    77    △ 35    

94    59    △ 35    

－   －   －   

19    19    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

110    103    △ 7    

勘定共通



資金計画（令和６年度）
[別紙１８]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 94    △ 92    2    

△ 94    △ 92    2    

△ 94    △ 92    2    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 94    △ 92    2    

△ 94    △ 92    2    

△ 94    △ 92    2    

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



資金計画（令和６年度）
[別紙１８]

清酒製造業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

1,091    1,194    103    

233    178    △ 55    

120    84    △ 36    

60    51    △ 8    

53    42    △ 11    

200    302    102    

－   0    0    

－   －   －   

658    713    55    

1,091    1,194    103    

77    80    3    

57    60    3    

－   －   －   

21    20    △ 0    

－   －   －   

－   －   －   

200    300    100    

－   －   －   

－   －   －   

814    813    △ 0    

計



資金計画（令和６年度）
[別紙１９]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

年度計画額 決　算　額 差額 備考

 資金支出 3,847    3,826    △ 21    

     業務活動による支出 1,932    1,721    △ 211    

       　業務支出 1,932    1,721    △ 211    

       　人件費 －   －   －   

       　管理諸費 －   －   －   

     投資活動による支出 600    601    1    

     財務活動による支出 －   －   －   

     業務外支出 －   －   －   

     次年度への繰越金 1,315    1,504    189    

 資金収入 3,847    3,826    △ 21    

     業務活動による収入 1,501    1,491    △ 11    

       　業務収入 1,464    1,454    △ 10    

       　運営費交付金収入 －   －   －   

      　 国庫補助金収入 37    37    △ 1    

       　その他の収入 －   －   －   

　　　　 利息の受取額 －   －   －   

     投資活動による収入 800    800    0    

     財務活動による収入 －   －   －   

     業務外収入 －   －   －   

     前年度よりの繰越金 1,546    1,535    △ 11    

給付経理



資金計画（令和６年度）
[別紙１９]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

204    172    △ 32    

114    117    3    

－   0    0    

46    52    7    

69    65    △ 4    

－   0    0    

－   0    0    

－   －   －   

90    55    △ 35    

204    172    △ 32    

114    110    △ 5    

78    74    △ 5    

－   －   －   

36    36    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

90    63    △ 27    

勘定共通



資金計画（令和６年度）
[別紙１９]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

年度計画額 決　算　額 差額 備考

△ 78    △ 78    －   

△ 78    △ 78    －   

△ 78    △ 78    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

△ 78    △ 78    －   

△ 78    △ 78    －   

△ 78    △ 78    －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

－   －   －   

セグメント間相殺



資金計画（令和６年度）
[別紙１９]

林業退職金共済事業等勘定

区        分

 資金支出

     業務活動による支出

       　業務支出

       　人件費

       　管理諸費

     投資活動による支出

     財務活動による支出

     業務外支出

     次年度への繰越金

 資金収入

     業務活動による収入

       　業務収入

       　運営費交付金収入

      　 国庫補助金収入

       　その他の収入

　　　　 利息の受取額

     投資活動による収入

     財務活動による収入

     業務外収入

     前年度よりの繰越金

(単位：百万円)

年度計画額 決　算　額 差額 備考

3,973    3,920    △ 53    

1,968    1,759    △ 209    

1,853    1,642    △ 211    

46    52    7    

69    65    △ 4    

600    601    1    

－   0    0    

－   －   －   

1,405    1,559    154    

3,973    3,920    △ 53    

1,537    1,522    △ 15    

1,464    1,449    △ 15    

－   －   －   

73    73    △ 1    

－   －   －   

－   －   －   

800    800    0    

－   －   －   

－   －   －   

1,635    1,598    △ 38    

計



資金計画（令和６年度）

[別紙２０]

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額 差額 備考

 資金支出 114,379    120,623    6,244    

     業務活動による支出 21,752    5,462    △ 16,290    

       　業務支出 20,932    4,870    △ 16,062    

       　人件費 249    309    60    

       　管理諸費 570    283    △ 287    

     投資活動による支出 －   22,586    22,586    

     財務活動による支出 88,965    88,484    △ 481    

     次年度への繰越金 3,662    4,090    428    

 資金収入 114,379    120,623    6,244    

     業務活動による収入 36,666    31,456    △ 5,210    

       　業務収入 36,666    31,452    △ 5,214    

       　運営費交付金収入 －   －   －   

      　 国庫補助金収入 －   －   －   

       　その他の収入 －   2    2    

　　　　 利息の受取額 0    2    2    

     投資活動による収入 －   22,570    22,570    

     財務活動による収入 74,057    62,960    △ 11,097    

     前年度よりの繰越金 3,655    3,637    △ 19    



資金計画（令和６年度）

[別紙２１]

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額 差額 備考

 資金支出 232    357    125    

     業務活動による支出 73    70    △ 3    

       　業務支出 45    8    △ 37    

       　人件費 16    20    3    

       　管理諸費 11    42    31    

     投資活動による支出 －   100    100    

     財務活動による支出 －   0    0    

     次年度への繰越金 159    187    27    

 資金収入 232    357    125    

     業務活動による収入 143    186    43    

       　業務収入 70    111    41    

       　運営費交付金収入 28    28    －   

      　 国庫補助金収入 45    47    2    

       　その他の収入 －   －   －   

　　　　 利息の受取額 －   0    0    

     投資活動による収入 －   100    100    

     財務活動による収入 －   －   －   

     前年度よりの繰越金 89    71    △ 18    



独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

 

 

令和６事業年度業務実績等報告書添付資料 

 

 

 

添付資料① 令和６年度資産運用に関する評価報告書 

 

添付資料② 調達等合理化計画 
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資産運用に関する評価報告書

令和７年６月 30 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

資 産 運 用 委 員 会            

添付資料①
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は  じ  め  に  

 

資 産 運 用 委 員 会 （ 以 下 「 当 委 員 会 」 と い う 。） は 、 中 小 企 業 退

職 金 共 済 法 第 六 十 九 条 の 二 ～ 第 六 十 九 条 の 四 に 基 づ き 、 独 立 行 政

法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 (以 下 「 機 構 」 と い う 。 )が 行 う 退 職

金 共 済 業 務 に 係 る 業 務 上 の 余 裕 金 の 運 用 に 関 す る 業 務 の

適 正 な 運 営 を 図 る た め に 設 置 さ れ た （ 委 員 名 簿 は P45 参

照 ） 。  

こ の 目 的 を 果 た す た め 、 当 委 員 会 は 、「 資 産 運 用 の 基 本 方 針 」

の 作 成 又 は 変 更 に 関 す る 審 議 や 、 業 務 上 の 余 裕 金 の 運 用

状 況 そ の 他 の 運 用 に 関 す る 業 務 の 実 施 状 況 の 監 視 、 そ の

他 重 要 事 項 に 関 す る 理 事 長 へ の 助 言 ・ 提 言 等 を 行 う こ と

と さ れ て い る 。  

令 和 ６ 年 度 に お い て も 、 ５ 回 開 催 さ れ た 当 委 員 会 の 場 で 、 機 構

の 資 産 運 用 業 務 に つ い て 様 々 な 側 面 ・ 観 点 か ら 審 議 し 、 意 見 を 述

べ て き た と こ ろ で あ る （ 開 催 実 績 は P46 参 照 ）。  

本 報 告 書 は 、 厚 生 労 働 大 臣 の 評 価 に 資 す る た め に 、 令 和 ６ 年 度

中 の 当 委 員 会 の 活 動 を 総 括 し つ つ 、 令 和 ６ 年 度 の 資 産 運 用 実 績 も

踏 ま え て 、 機 構 に よ る 資 産 運 用 業 務 に 対 す る 当 委 員 会 の 見 解 を 取

り ま と め た も の で あ る 。   

な お 、 評 価 の 基 準 と な る 「 資 産 運 用 の 基 本 方 針 」 に つ い て は 、

令 和 ４ 年 ７ 月 に 制 定 、 令 和 ６ 年 ７ 月 に 改 正 さ れ た も の を 使 用 し て

い る 。  

 

 

  

※ 数 値 の 端 数 処 理 に つ い て は 四 捨 五 入 と し て い る 。  
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略 語 、 用 語 の 説 明  

 

・  中 退 共  

 一 般 の 中 小 企 業 退 職 金 共 済 制 度 を 指 す 。  

 

・  建 退 共  

 建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 を 指 す 。  

 

・  清 退 共  

 清 酒 製 造 業 退 職 金 共 済 制 度 を 指 す 。  

 

・  林 退 共  

 林 業 退 職 金 共 済 制 度 を 指 す 。  

 

・  給 付 経 理  

 中 小 企 業 者 を 対 象 と し た 退 職 金 共 済 事 業 の 経 理 。  

 

・  特 別 給 付 経 理  

 中 小 企 業 者 以 外 の 者 で あ っ て 、 特 定 業 種 に 属 す る 事 業 の

事 業 主 を 対 象 と し た 退 職 金 共 済 事 業 の 経 理 。  

 

・  労 政 審  

 厚 生 労 働 省 労 働 政 策 審 議 会 中 小 企 業 退 職 金 共 済 部 会 を 指

す 。  

 

・  付 加 退 職 金  

 中 退 共 に お い て 、 基 本 退 職 金 に 上 積 み す る も の で 、 運 用

収 入 の 状 況 等 に 応 じ て 定 め ら れ る 金 額 。 具 体 的 に は 、 掛 金

納 付 月 数 の 43 月 目 と そ の 後 12 か 月 ご と の 基 本 退 職 金 相 当
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額 に 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る そ の 年 の 支 給 率 を 乗 じ て 得 た

額 を 、 退 職 時 ま で 累 計 し た 総 額 。 現 在 、 各 年 度 の 利 益 見 込

額 の ２ 分 の １ を 付 加 退 職 金 に 充 て る が 、 利 益 見 込 額 が 単 年

度 累 積 剰 余 金 積 立 目 標 額 の ２ 倍 を 下 回 る 場 合 は 、 当 該 目 標

額 を 優 先 的 に 剰 余 金 の 積 立 て に 充 て る こ と と さ れ て い る 。

ま た 令 和 ４ 年 度 決 定 分 か ら は 、 制 度 の 財 政 の 安 定 性 を 損 な

わ な い よ う な 取 扱 い に 見 直 す こ と が 適 当 と の 観 点 か ら 、 付

加 退 職 金 に 充 て る 額 に 上 限 （ 注 ） が 設 定 さ れ て い る 。  

（ 注 ） 前 年 度 の 決 算 に お け る 累 積 剰 余 金 の 額 ×0.01（ 0.01

は 予 定 運 用 利 回 り ）。  

 

・  中 期 目 標  

 中 期 目 標 管 理 型 の 独 立 行 政 法 人 に 対 し 、 主 務 大 臣 が 指 示

す る 、 業 務 運 営 に 関 す る 目 標 を 指 す 。 機 構 の 中 期 目 標 期 間

は ５ 年 間 。  

 

・  中 期 計 画  

 独 立 行 政 法 人 が 、 主 務 大 臣 に 指 示 さ れ た 中 期 目 標 を 達 成

す る た め に 定 め る 計 画 で あ り 、 主 務 大 臣 に よ る 認 可 を 受 け

て 策 定 さ れ る 。  
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１ .  概 論  

〔 運 用 実 績 〕  

・   機 構 は 、 清 退 共 （ 特 別 給 付 経 理 ） を 除 く ５ 経 理 の 委 託 運

用 部 分 を 合 同 運 用 し て い る 。 令 和 ６ 年 度 に お け る 当 該 ５ 経

理 の 収 益 率 実 績 は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 設 定 時 の 期 待 収 益

率 （ 注 ） を 下 回 っ た 。  

（ 注 ） 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 設 定 時 の 期 待 収 益 率 は 、 １ 年

毎 に 推 計 さ れ 、 ５ 年 間 通 算 の 利 回 り が 必 要 な 利 回 り に

見 合 う 水 準 に な る よ う に 設 定 さ れ て い る 。  

・   収 益 率 実 績 は 、 自 家 運 用 部 分 に お い て は 各 経 理 の 期 待 収

益 率 と 大 き な 差 異 は な か っ た が 、 委 託 運 用 部 分 で 期 待 収 益

率 を 大 き く 下 回 っ た 。 委 託 運 用 部 分 の マ イ ナ ス 寄 与 に 関 す

る 要 因 を 分 解 す る と 、 市 場 収 益 要 因 （ 委 託 運 用 の ベ ン チ マ

ー ク 収 益 率 と 期 待 収 益 率 の 差 異 、 以 下 同 じ ） の マ イ ナ ス 寄

与 が 最 も 大 き く 影 響 し て い る 。 超 過 収 益 要 因 （ 委 託 運 用 の

収 益 率 実 績 と ベ ン チ マ ー ク 収 益 率 と の 差 異 、 以 下 同 じ ） は

僅 か な プ ラ ス 寄 与 に 留 ま っ た 。  

・   上 記 の 運 用 実 績 を 受 け た 、 各 経 理 の 令 和 ６ 年 度 末 の 利 益

剰 余 金 を み る と 、 ま ず 中 退 共 （ 給 付 経 理 ） で は 5,410 億 円

と 前 年 度 末 対 比 921 億 円 減 少 し た 。 向 こ う ５ 年 間 に 想 定 し

得 る 最 悪 の 状 況 で 発 生 す る 損 失 額 （ 以 下 「 想 定 損 失 額 」 と

い う 。） を 上 回 る 水 準 は 維 持 し て お り 、 財 務 基 盤 に 特 段 の 不

安 は な い 。  

・   建 退 共 （ 給 付 経 理 ） で は 、 利 益 剰 余 金 は 734 億 円 と 前 年

度 末 対 比 で 136 億 円 減 少 し た 。 中 退 共 同 様 、 想 定 損 失 額 を

上 回 る 水 準 は 維 持 し て お り 、 財 務 基 盤 に 特 段 の 不 安 は な

い 。  

・   清 退 共 （ 給 付 経 理 ） で は 、 利 益 剰 余 金 は 24 億 円 と 前 年 度

末 対 比 微 減 と な っ た 。 責 任 準 備 金 の ２ 倍 と い う 極 め て 高 い
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水 準 が 維 持 さ れ て お り 、 財 務 基 盤 に 不 安 は な い 。  

・   林 退 共 （ 給 付 経 理 ） で は 再 び １ 億 円 強 の 累 積 欠 損 金 と な

っ た 。 た だ し 累 積 欠 損 金 の 水 準 は 、 令 和 ２ 年 に 策 定 し た 累

積 欠 損 金 解 消 計 画 の 範 囲 内 に 収 ま っ て い る 。  

〔 機 構 資 産 の 運 用 の 基 本 的 な 方 針 〕  

・   資 産 運 用 の 目 的 と の 関 係 で は 、 金 融 経 済 環 境 の 大 き な 変

化 を 踏 ま え 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 見 直 し を 実 施 し た ほ

か 、 分 散 投 資 と 長 期 的 投 資 の 観 点 か ら の 運 用 受 託 機 関 管 理

に 加 え 、 マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー の 見 直 し に 着 手 し て

い る 。 ま た サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 関 連 で も 活 発 に 活 動 し て い

る 。 以 上 の よ う に 、 適 切 な 対 応 が な さ れ て い る 。  

・   資 産 運 用 の 目 標 と の 関 連 で は 、 今 第 ５ 期 中 期 目 標 に お い

て 、 機 構 の 資 産 運 用 評 価 方 法 が 、 定 性 的 に プ ロ セ ス 責 任 を

問 う 形 に 見 直 さ れ て い る 。 令 和 ６ 年 度 の 運 用 実 績 は 上 述 の

と お り 、 各 経 理 と も に 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 を

下 回 る 結 果 と な っ た 。 機 構 は こ の 収 益 下 振 れ に つ い て 要 因

分 析 を 行 っ て 、 必 要 な 対 応 を 検 討 し て お り 、 適 切 な 行 動 を

と っ て い る も の と 評 価 で き る 。  

〔 機 構 資 産 の 運 用 に 関 し 遵 守 す べ き 事 項 〕  

・   受 託 者 責 任 の 考 え 方 は 、 適 切 に 理 解 さ れ て 「 資 産 運 用 の

基 本 方 針 」 等 に 反 映 さ れ 、 役 職 員 へ の 浸 透 度 合 い も 問 題 な

い 水 準 に あ る も の と 評 価 で き る 。  

〔 機 構 資 産 の 運 用 に お け る 長 期 的 な 観 点 か ら の 資 産 の 構 成 に 関

す る 事 項 〕  

・   基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ に つ い て は 、 重 要 な 前 提 条 件 で あ る

金 融 経 済 情 勢 が 変 化 し た 可 能 性 に つ い て 令 和 ４ 年 度 よ り 検

討 を 継 続 し て き た 。 春 季 労 使 交 渉 や 日 本 銀 行 の 金 融 政 策 の

動 向 な ど を 注 視 し つ つ 検 討 を 行 っ た 結 果 、 令 和 ６ 年 ７ 月 付

け で 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 改 定 を 実 施 し た 。 注 視 す る ポ イ ン
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ト を 明 確 に し つ つ 適 切 な 手 順 を 踏 ん で 検 討 を 行 っ て き た も

の と 評 価 で き る 。  

・   運 用 手 法 に つ い て は 、 委 託 運 用 に お け る 清 退 共 （ 特 別 給

付 経 理 ） を 除 く 全 経 理 が 合 同 運 用 と な っ て お り 、 機 構 横 断

的 な 運 用 体 制 が 構 築 さ れ 、 運 用 の 効 率 化 、 ノ ウ ハ ウ の 共 有

化 と 均 質 化 が 進 め ら れ た こ と は 評 価 で き る 。  

・   運 用 受 託 機 関 の 選 定 ・ 評 価 に つ い て は 、 定 期 的 な 書 面 報

告 と 面 談 、 更 に は 随 時 の 情 報 提 供 依 頼 な ど を 通 じ て 適 切 に

実 施 さ れ て い る 。 ま た 、 ア ク テ ィ ブ 運 用 に つ い て 、 前 回 の

マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー 見 直 し 時 か ら ５ 年 超 が 経 過

し 、 当 初 見 込 ん だ ス タ イ ル 分 散 や ポ ー ト フ ォ リ オ 特 性 か ら

の 乖 離 が 大 き く な っ て き た こ と に 鑑 み 、 マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト

ラ ク チ ャ ー 見 直 し に 着 手 し た こ と は 、 適 切 な 対 応 で あ る と

評 価 で き る 。  

・   リ ス ク 管 理 に つ い て は 、 資 産 全 体 と し て の リ ス ク 量 （ 即

ち 、 想 定 損 失 額 ） の 定 期 的 把 握 に 加 え 、 リ バ ラ ン ス の 実 施

に よ る 資 産 構 成 割 合 の 適 切 な 管 理 、 個 々 の フ ァ ン ド の ト ラ

ッ キ ン グ エ ラ ー （ TE）（ 注 ） 等 に よ る リ ス ク テ イ ク 状 況 の モ

ニ タ リ ン グ な ど 、 必 要 な 措 置 が 適 切 に 行 わ れ て い る も の と

評 価 で き る 。  

（ 注 ） フ ァ ン ド と ベ ン チ マ ー ク の 収 益 率 の 乖 離 度 合 い を

表 す 数 値 。  

〔 ガ バ ナ ン ス 体 制 〕  

・   厚 生 労 働 省 や 労 政 審 に 対 し て は 、 毎 年 度 実 施 し て い る 、

中 退 共 の 付 加 退 職 金 支 給 率 の 算 定 に 向 け た 利 益 見 込 額 等 の

情 報 提 供 に 加 え 、 令 和 ６ 年 度 は 特 退 共 の 財 政 検 証 に 必 要 な

資 産 運 用 関 連 デ ー タ を 適 時 適 切 に 提 供 し て き た 。 関 係 機 関

へ の 情 報 提 供 責 任 を 適 切 に 果 た し て い る と 評 価 で き る 。  

・  ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 活 動 に つ い て は 、 平 成 30 年 度 に 活 動
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を 活 発 化 さ せ て か ら ７ 年 目 に 入 っ た 。 大 手 金 融 機 関 及 び そ

の グ ル ー プ の ト ッ プ マ ネ ジ メ ン ト と 理 事 長 と の 面 談 （ 以 下

「 ト ッ プ 面 談 」 と い う 。）、 実 務 レ ベ ル で の エ ン ゲ ー ジ メ ン

ト 実 施 部 署 と の 意 見 交 換 と い う 複 層 的 か つ 充 実 し た 活 動 を

継 続 し て い る 点 は 、 積 極 的 に 評 価 で き る 。  

さ ら に 「 資 産 運 用 立 国 実 現 プ ラ ン 」 の 一 環 と し て 公 表 さ

れ た ア セ ッ ト オ ー ナ ー の 運 用 ・ ガ バ ナ ン ス ・ リ ス ク 管 理 に

係 る 共 通 の 原 則 （ ア セ ッ ト オ ー ナ ー ・ プ リ ン シ プ ル ） を 踏

ま え 、 令 和 ６ 年 ９ 月 に 「 ア セ ッ ト オ ー ナ ー ・ プ リ ン シ プ ル

に 関 す る 受 入 れ 及 び 取 組 方 針 の 表 明 に つ い て 」 を 策 定 ・ 公

表 し た 。 公 的 ア セ ッ ト オ ー ナ ー と し て 、 ス チ ュ ワ ー ド シ ッ

プ 責 任 を 十 分 に 果 た す こ と を 目 指 す 姿 勢 は 、 高 く 評 価 で き

る 。  

〔 総 括 〕  

・   上 述 の と お り 、 機 構 に お け る 令 和 ６ 年 度 中 の 資 産 運 用

は 、 環 境 変 化 に 的 確 に 対 応 し つ つ 、 運 用 の 目 的 に 則 し 、 運

用 の 目 標 を 踏 ま え て 適 切 に 実 施 さ れ た も の と 評 価 で き る 。  

・   重 要 な 前 提 条 件 で あ る 金 融 経 済 情 勢 の 変 化 が な い か 等 に

つ き 、 検 討 を 重 ね た 上 で 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 見 直 し を 実

施 し た こ と や 、 当 初 期 待 し た ス タ イ ル 分 散 や ポ ー ト フ ォ リ

オ 特 性 か ら の 乖 離 を 分 析 し た 上 で マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ

ャ ー 見 直 し に 着 手 し た こ と は 、 プ ロ セ ス 責 任 を 果 た し 、 運

用 の 目 標 達 成 に 向 け た 取 組 を 適 切 に 行 っ て い る も の と 評 価

で き る 。  

・   ま た 同 時 に 、 活 発 な サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 関 連 活 動 を 継 続

し 、 ア セ ッ ト オ ー ナ ー ・ プ リ ン シ プ ル を 受 け 入 れ る な ど 公

的 ア セ ッ ト オ ー ナ ー と し て の 責 任 を 果 た す べ く 行 動 し て い

る こ と は 、 高 く 評 価 で き る 。  

・   以 下 に 項 目 ご と に 敷 衍 す る 。   
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２ .  運 用 実 績  

（ 1）  中 退 共 （ 給 付 経 理 ）  

ア ． 運 用 実 績  

 
※ 1 必 要 な 利 回 り は 、 予 定 運 用 利 回 り と 業 務 経 費 率 の 和 で あ る 。  
※ 2 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 は 、 金 融 経 済 環 境 の 見 通 し を

前 提 に １ 年 ご と に 推 計 し 、 ５ 年 間 通 算 の 利 回 り が 必 要 な 利 回 り に
見 合 う 水 準 に な る よ う に 設 定 し て い る 。 本 表 の 期 待 収 益 率 （ Ａ ）
は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 策 定 時 点 の 年 度 別 内 訳 で あ る 。 令 和 ２ 年
度 に つ い て は 平 成 28 年 度 改 定 の 、 令 和 ３ 年 度 ～ ５ 年 度 に つ い て は
令 和 ３ 年 度 改 定 の 、 令 和 ６ 年 度 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 改 定 の 基 本
ポ ー ト フ ォ リ オ （ ５ 年 間 平 均 期 待 収 益 率 は 1.1％ ） に 基 づ く 。  

 
 
 
 
 
 
 

【中退共（給付経理）　運用状況】　（収益率実績は委託手数料控除後） （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

予定運用利回り（年率） 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

必要な利回り（年率） 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

期待収益率　（A) 1.00 1.68 1.17 0.99 0.71 1.11

うち自家運用（簿価） 0.57 0.50 0.44 0.36 0.42 0.46

うち委託運用（時価） 1.64 3.23 2.13 1.81 1.10 1.98

 収益率実績      （B） 5.25 0.78 △ 0.68 4.50 △ 0.75 1.79

うち自家運用（簿価） 0.50 0.44 0.35 0.39 0.53 0.44

うち委託運用（時価） 12.17 1.25 △ 2.04 10.16 △ 2.36 3.66

実績－期待　　（B-A） 4.25 △ 0.90 △ 1.85 3.51 △ 1.47 0.68

うち自家運用（簿価） △ 0.07 △ 0.06 △ 0.09 0.03 0.12 △ 0.02

うち委託運用（時価） 10.54 △ 1.98 △ 4.17 8.35 △ 3.46 1.68

市場収益要因 8.52 △ 1.25 △ 4.20 6.43 △ 3.41 1.09

超過収益要因 2.14 △ 0.62 0.12 2.03 0.03 0.69

資産配分効果 0.93 △ 0.48 0.03 1.70 0.17 0.50

個別資産効果 1.17 △ 0.35 0.13 0.26 △ 0.17 0.21

複合効果 0.04 0.20 △ 0.04 0.06 0.03 △ 0.02

手数料要因 △ 0.12 △ 0.11 △ 0.10 △ 0.11 △ 0.08 △ 0.10

※1

※4

※4

※2、3

※4

【中退共（給付経理）　現行基本ポートフォリオ（R6策定）の年度別期待収益率】 （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

6 7 8 9 10 (R6～

年度 年度 年度 年度 年度 R10）
（７月以降）

期待収益率 0.71 1.25 1.11 1.26 1.25 1.10
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※ 3 令 和 ３ 年 度 は 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 見 直 し を 行 い 、 10 月 に 新 基 本
ポ ー ト フ ォ リ オ に 移 行 し た 。 そ の 後 令 和 ６ 年 度 に も 見 直 し を 行
い 、 ７ 月 に 新 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ に 移 行 し た 。 向 こ う ５ 年 間 の 平
均 期 待 収 益 率 は 、「 資 産 運 用 の 基 本 方 針 」 に 定 め ら れ た 運 用 の 目 標
を 踏 ま え 、 引 き 続 き 、 予 定 運 用 利 回 り 年 1.0％ と 業 務 経 費 率 0.1％
を 加 え た 必 要 な 利 回 り の 水 準 （ 年 1.1％ ） に 設 定 さ れ た 。  

※ 4 自 家 運 用 （ 簿 価 ） に は 生 命 保 険 資 産 と 有 価 証 券 信 託 を 含 む 。  
 

 

 

※    自 家 運 用 （ 簿 価 ） に は 生 命 保 険 資 産 と 有 価 証 券 信 託 を 含 む 。  
 

・   令 和 ６ 年 度 の 資 産 全 体 の 収 益 率 実 績 は △ 0.75％ と な り 、同

年 度 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 期 待 収 益 率 +0.71％ を 1.47％ 下 回

っ た 。内 訳 を み る と 、自 家 運 用 の 収 益 率 実 績 が 期 待 収 益 率 を

上 回 っ た （ +0.12％ ） 一 方 で 、 委 託 運 用 の 収 益 率 実 績 が △

2.36％ と 、同 期 待 収 益 率 +1.10％ を 大 き く 下 回 っ た（ △ 3.46％ ）

こ と が 影 響 し て い る 。 資 産 全 体 の 運 用 損 益 額 は △ 418 億 円 と

な っ た 。内 訳 は 、自 家 運 用 が +165 億 円 、委 託 運 用 が △ 582 億

円 で あ る 。  

・   委 託 運 用 の 収 益 率 実 績 が 期 待 収 益 率 を 下 回 っ た 要 因 を み

る と 、市 場 収 益 要 因 が △ 3.41％ と な っ た こ と が 最 も 大 き く 影

響 し て い る 。超 過 収 益 要 因 は 小 幅 の プ ラ ス 寄 与（ +0.03％ ）と

な っ て い る 。  

・   超 過 収 益 要 因 の 寄 与 の 内 訳 を み る と 、 資 産 配 分 効 果 が

+0.17％ 、個 別 資 産 効 果 が △ 0.17％ と 、両 効 果 が 相 殺 す る 状 況

と な っ て い る 。  

・   個 別 資 産 効 果 は マ イ ナ ス と な っ た が 、特 殊 要 因 の 影 響 が 大

き い 。基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 改 定 に 向 け て ６ 月 に 資 産 間 で の 移

【中退共（給付経理）　運用損益】　（委託手数料控除後） （単位：億円）

令和 令和 令和 令和 令和 5年累計

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

運用損益 2,588 410 △ 360 2,388 △ 418 4,609

うち自家運用（簿価） 146 132 105 121 165 668

うち委託運用（時価） 2,442 279 △ 465 2,267 △ 582 3,941

※
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受 管 を 行 っ た 際 、一 部 資 産 の 一 時 的 な 現 金 化 が 生 じ 、外 国 株

式 の 収 益 率 に マ イ ナ ス の 影 響 が 発 生 し た 。こ れ に よ り 個 別 資

産 効 果 が 0.3％ 強 押 し 下 げ ら れ た と 試 算 さ れ る 。 当 該 特 殊 要

因 が な け れ ば 、個 別 資 産 効 果 は 小 幅 の プ ラ ス だ っ た と 考 え ら

れ る 。  

 

イ ． 利 益 剰 余 金  

 

※ 1 必 要 な 利 益 剰 余 金 は 、 向 こ う ５ 年 間 を 対 象 と し た モ ン テ カ ル ロ
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お け る 下 位 １ パ ー セ ン タ イ ル 水 準 の 想 定 損 失
額 で あ り 、 機 構 が 算 出 し た 額 で あ る 。  

※ 2 付 加 退 職 金 は 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め た 支 給 率 を も と に 機 構 で 算
出 し た 金 額 で あ る 。  
 

・   前 述 の よ う な 運 用 状 況 に よ り 、 令 和 ６ 年 度 の 当 期 損 益 金

の 見 込 額 が マ イ ナ ス と な っ た た め 、 令 和 ６ 年 度 決 定 分 の 付

加 退 職 金 支 給 率 は ０ と な っ た 。 令 和 ６ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金

は 5,410 億 円 と な り 、 令 和 ５ 年 度 末 の 水 準 6,331 億 円 か ら

921 億 円 減 少 し た 。  

・   基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ を 改 定 し て 資 産 全 体 の リ ス ク を 引 き

下 げ た （ 後 述 ５ .（ 1） 参 照 ） こ と に よ り 、 想 定 損 失 額 が

5,276 億 円 か ら 4,024 億 円 に 減 少 し て い る 。 こ う し た 措 置 も

あ っ て 、 令 和 ６ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金 水 準 は 、 想 定 損 失 額 を

上 回 る 水 準 を 維 持 し て い る 。 財 務 基 盤 に 特 段 の 不 安 は な い

も の と 判 断 さ れ る 。  

  

【中退共（給付経理）　利益剰余金の推移】 （単位：億円）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元 2 3 4 5 6

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

5,150 5,025 5,290 5,218 5,276 4,024

3,742 5,317 5,272 4,475 6,331 5,410

△1,408 292 △18 △743 1,055 1,386

- 599 - - 45 -付加退職金

必要な利益剰余金　（A)

利益剰余金　（B）

利益剰余金過不足（B-A）

※1

※2
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（ 2）  建 退 共 （ 給 付 経 理 ）  

ア ． 運 用 実 績  

 
※ 1 令 和 ３ 年 10 月 １ 日 に 予 定 運 用 利 回 り を 改 定 し た 。 令 和 ３ 年 度

の 予 定 運 用 利 回 り の 数 値 は 、 改 定 後 の も の で あ る 。  
※ 2 必 要 な 利 回 り は 手 帳 更 新 期 間 等 に よ り 変 動 す る た め 、 利 益 剰 余

金 水 準 が 増 減 し な い 水 準 の 利 回 り を 事 後 的 に 計 算 し て 必 要 な 利 回
り と し て い る 。 令 和 ４ 年 度 以 降 は 、 令 和 ４ 年 度 に 見 直 し た 計 算 式
に よ る 数 値 を 記 載 し て い る 。  

※ 3 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 は 、 金 融 経 済 環 境 の 見 通 し を
前 提 に １ 年 ご と に 推 計 し 、 ５ 年 間 通 算 の 利 回 り が 必 要 な 利 回 り に
見 合 う 水 準 に な る よ う に 設 定 し て い る 。 本 表 の 期 待 収 益 率 （ Ａ ）
は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 策 定 時 点 の 年 度 別 内 訳 で あ る 。 令 和 ２ 年
度 ～ ３ 年 度 に つ い て は 平 成 27 年 度 改 定 の 、 令 和 ４ 年 度 ～ ５ 年 度 に
つ い て は 令 和 ４ 年 度 改 定 の 、 令 和 ６ 年 度 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 改
定 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ （ ５ 年 間 平 均 期 待 収 益 率 は 0.97％ ） に 基
づ く 。  

 
 
 

【建退共（給付経理）　運用状況】　（収益率実績は委託手数料控除後） （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

予定運用利回り（年率） 3.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.64

必要な利回り（年率） 2.12 1.88 0.95 0.95 1.03 1.38

期待収益率　（A) 1.78 1.27 1.03 0.89 0.66 1.13

うち自家運用（簿価） 1.34 0.60 0.53 0.46 0.46 0.68

うち委託運用（時価） 2.68 2.62 2.13 1.81 1.10 2.07

 収益率実績      （B） 3.99 1.03 △ 0.35 3.50 △ 0.49 1.52

うち自家運用（簿価） 0.60 0.52 0.44 0.45 0.47 0.50

うち委託運用（時価） 11.24 2.18 △ 2.04 10.16 △ 2.36 3.67

実績－期待　　（B-A） 2.21 △ 0.24 △ 1.38 2.61 △ 1.15 0.39

うち自家運用（簿価） △ 0.74 △ 0.08 △ 0.09 △ 0.01 0.01 △ 0.18

うち委託運用（時価） 8.56 △ 0.44 △ 4.17 8.35 △ 3.46 1.60

市場収益要因 7.69 △ 1.24 △ 4.20 6.43 △ 3.41 0.92

超過収益要因 1.12 1.03 0.12 2.03 0.03 0.83

資産配分効果 0.52 0.07 0.03 1.70 0.17 0.50

個別資産効果 0.57 0.60 0.13 0.26 △ 0.17 0.28

複合効果 0.03 0.35 △ 0.04 0.06 0.03 0.06

手数料要因 △ 0.25 △ 0.23 △ 0.10 △ 0.11 △ 0.08 △ 0.15

※1

※4

※4

※3

※4

※5

※2
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※ 4 自 家 運 用 （ 簿 価 ） に は 生 命 保 険 資 産 と 有 価 証 券 信 託 を 含 む 。  
※ 5 令 和 ３ 年 度 は 、 既 存 包 括 信 託 契 約 解 約 の 令 和 ４ 年 ３ 月 ２ 日 ま で

の 手 数 料 で あ る 。  
 

 

 

※    自 家 運 用 （ 簿 価 ） に は 生 命 保 険 資 産 と 有 価 証 券 信 託 を 含 む 。  
 

・   令 和 ６ 年 度 の 資 産 全 体 の 収 益 率 実 績 は △ 0.49％ と な り 、同

年 度 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 期 待 収 益 率 +0.66％ を 1.15％ 下 回

っ た 。内 訳 を み る と 、自 家 運 用 の 収 益 率 実 績 が 期 待 収 益 率 を

小 幅 に 上 回 っ た（ +0.01％ ）一 方 で 、委 託 運 用 の 収 益 率 実 績 が

△ 2.36％ と 、 同 期 待 収 益 率 +1.10％ を 大 き く 下 回 っ た （ △

3.46％ ） こ と が 影 響 し て い る 。  

・   委 託 運 用 に 係 る 評 価 は 、 中 退 共 と 同 様 で あ る （ 注 ）。  

（ 注 ） 令 和 ４ 年 度 か ら 中 退 共 と 合 同 運 用 を 行 っ て い る た

め 。  

・   資 産 全 体 の 運 用 損 益 額 は △ 51 億 円 と な っ た 。 内 訳 は 、 自

家 運 用 が +33 億 円 、 委 託 運 用 が △ 84 億 円 で あ る 。  

 

 

 

 

【建退共（給付経理）　運用損益】　（委託手数料控除後） （単位：億円）

令和 令和 令和 令和 令和 5年累計

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

運用損益 396 107 △ 36 360 △ 51 775

うち自家運用（簿価） 40 35 31 32 33 171

うち委託運用（時価） 356 72 △ 67 328 △ 84 604

※

【建退共（給付経理）　現行基本ポートフォリオ（R6策定）の年度別期待収益率】 （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

6 7 8 9 10 (R6～

年度 年度 年度 年度 年度 R10）
（７月以降）

期待収益率 0.66 1.05 0.97 1.09 1.12 0.97
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イ ． 利 益 剰 余 金   

 

※  必 要 な 利 益 剰 余 金 は 、 向 こ う ５ 年 間 を 対 象 と し た モ ン テ カ ル ロ
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お け る 下 位 １ パ ー セ ン タ イ ル 水 準 の 想 定 損 失
額 で あ り 、 機 構 が 算 出 し た 額 で あ る 。  
 

・   前 述 の 運 用 実 績 の 結 果 、 令 和 ６ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金 は 734

億 円 と な り 、 令 和 ５ 年 度 末 の 水 準 871 億 円 か ら 137 億 円 減

少 し た 。  

・   基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ を 改 定 し て 資 産 全 体 の リ ス ク を 引 き

下 げ た （ 後 述 ５ .（ 1） 参 照 ） こ と に よ り 、 想 定 損 失 額 が 790

億 円 か ら 613 億 円 に 減 少 し て い る 。 こ う し た 措 置 に よ り 、

令 和 ６ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金 水 準 は 想 定 損 失 額 を 上 回 る 水 準

を 維 持 し て い る 。 財 務 基 盤 に 特 段 の 不 安 は な い も の と 判 断

さ れ る 。  

  

【建退共（給付経理）　利益剰余金の推移】 （単位：億円）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元 2 3 4 5 6

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

1,311 1,345 829 738 790 613

630 811 725 600 871 734

△681 △534 △104 △138 81 121

利益剰余金　（B）

利益剰余金過不足（B-A）

必要な利益剰余金　（A) ※
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（ 3）  建 退 共 （ 特 別 給 付 経 理 ）  

ア ． 運 用 実 績  

 
※ 1 令 和 ３ 年 10 月 １ 日 に 予 定 運 用 利 回 り を 改 定 し た 。 令 和 ３ 年 度

の 予 定 運 用 利 回 り の 数 値 は 、 改 定 後 の も の で あ る 。  
※ 2 必 要 な 利 回 り は 手 帳 更 新 期 間 等 に よ り 変 動 す る た め 、 利 益 剰 余

金 水 準 が 増 減 し な い 水 準 の 利 回 り を 事 後 的 に 計 算 し て 必 要 な 利 回
り と し て い る 。 令 和 ４ 年 度 以 降 は 、 令 和 ４ 年 度 に 見 直 し た 計 算 式
に よ る 数 値 を 記 載 し て い る 。  

※ 3 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 は 、 金 融 経 済 環 境 の 見 通 し を
前 提 に １ 年 ご と に 推 計 し 、 ５ 年 間 通 算 の 利 回 り が 必 要 な 利 回 り に
見 合 う 水 準 に な る よ う に 設 定 し て い る 。 本 表 の 期 待 収 益 率 （ Ａ ）
は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 策 定 時 点 の 年 度 別 内 訳 で あ る 。 令 和 ２ 年
度 ～ ３ 年 度 に つ い て は 平 成 27 年 度 改 定 の 、 令 和 ４ 年 度 ～ ５ 年 度 に
つ い て は 令 和 ４ 年 度 改 定 の 、 令 和 ６ 年 度 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 改
定 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ （ ５ 年 間 平 均 期 待 収 益 率 は 0.87％ ） に 基
づ く 。  

 
 
 

【建退共（特別給付経理）　運用状況】　（収益率実績は委託手数料控除後） （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

予定運用利回り（年率） 3.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.64

必要な利回り（年率） 1.76 2.10 1.21 1.21 1.51 1.56

期待収益率　（A) 1.78 1.28 0.90 0.76 0.56 1.05

うち自家運用（簿価） 1.17 0.44 0.33 0.27 0.31 0.50

うち委託運用（時価） 2.55 2.33 2.13 1.81 1.10 1.98

 収益率実績      （B） 4.50 0.94 △ 0.51 3.47 △ 0.67 1.52

うち自家運用（簿価） 0.48 0.35 0.21 0.23 0.28 0.31

うち委託運用（時価） 9.14 1.68 △ 2.04 10.16 △ 2.36 3.17

実績－期待　　（B-A） 2.72 △ 0.34 △ 1.41 2.71 △ 1.23 0.47

うち自家運用（簿価） △ 0.69 △ 0.09 △ 0.12 △ 0.04 △ 0.03 △ 0.19

うち委託運用（時価） 6.59 △ 0.65 △ 4.17 8.35 △ 3.46 1.19

市場収益要因 5.63 △ 1.50 △ 4.20 6.43 △ 3.41 0.48

超過収益要因 1.21 1.08 0.12 2.03 0.03 0.86

資産配分効果 △ 0.02 0.41 0.03 1.70 0.17 0.46

個別資産効果 1.23 0.32 0.13 0.26 △ 0.17 0.35

複合効果 0.00 0.34 △ 0.04 0.06 0.03 0.05

手数料要因 △ 0.25 △ 0.23 △ 0.10 △ 0.11 △ 0.08 △ 0.15

※1

※4

※4

※3

※4

※2

※5
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※ 4 自 家 運 用 （ 簿 価 ） に は 生 命 保 険 資 産 を 含 む 。  
※ 5 令 和 ３ 年 度 は 、 既 存 包 括 信 託 契 約 解 約 の 令 和 ４ 年 ３ 月 ２ 日 ま で

の 手 数 料 で あ る 。  
 

 

 

※    自 家 運 用 （ 簿 価 ） に は 生 命 保 険 資 産 を 含 む 。  
 

・   令 和 ６ 年 度 の 資 産 全 体 の 収 益 率 実 績 は △ 0.67％ と な り 、同

年 度 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 期 待 収 益 率 +0.56％ を 1.23％ 下 回

っ た 。内 訳 を み る と 、自 家 運 用 、委 託 運 用 と も 、収 益 率 実 績

が 期 待 収 益 率 を 下 回 っ て い る が 、大 部 分 は 委 託 運 用 の 収 益 率

実 績 が △ 2.36％ と 、 同 期 待 収 益 率 +1.10％ を 大 き く 下 回 っ た

（ △ 3.46％ ） こ と に よ る 。  

・   委 託 運 用 に 係 る 評 価 は 、 中 退 共 と 同 様 で あ る （ 注 ）。  

（ 注 ） 令 和 ４ 年 度 か ら 中 退 共 と 合 同 運 用 を 行 っ て い る た

め 。  

・   資 産 全 体 の 運 用 損 益 額 は △ 197 百 万 円 と な っ た 。 内 訳 は 、

自 家 運 用 が +53 百 万 円 、 委 託 運 用 が △ 250 百 万 円 で あ る 。  

【建退共（特別給付経理）　運用損益】　（委託手数料控除後） （単位：百万円）

令和 令和 令和 令和 令和 5年累計

2 3 4 5 6 (R元～

年度 年度 年度 年度 年度 R5）

運用損益 1,381 293 △ 155 1,019 △ 197 2,341

うち自家運用（簿価） 78 55 44 47 53 276

うち委託運用（時価） 1,303 239 △ 199 973 △ 250 2,065

※

【建退共（特別給付経理）　現行基本ポートフォリオ（R6策定）の年度別期待収益率】 （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

6 7 8 9 10 (R6～

年度 年度 年度 年度 年度 R10）
（７月以降）

期待収益率 0.56 0.96 0.87 1.00 1.03 0.87
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イ ． 利 益 剰 余 金  

 

※  必 要 な 利 益 剰 余 金 は 、 向 こ う ５ 年 間 の モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン に お け る 下 位 １ パ ー セ ン タ イ ル 水 準 の 想 定 損 失 額 で あ り 、
機 構 が 算 出 し た 額 で あ る 。  
 利 益 剰 余 金 が 高 い 水 準 に 達 し て い る た め 、 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン の 実 施 及 び 必 要 な 利 益 剰 余 金 の 算 出 は 、 令 和 元 年 度 末
以 降 省 略 し て い る 。  
 

・   前 述 の 運 用 実 績 の 結 果 、 令 和 ６ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金 は 131

億 円 と な り 、 令 和 ５ 年 度 末 の 水 準 137 億 円 か ら ６ 億 円 減 少

し た 。  

・   利 益 剰 余 金 の 水 準 は 、 責 任 準 備 金 （ 158 億 円 ） の ８ 割 強 に

達 し て お り 、 財 務 基 盤 に 不 安 の な い 水 準 を 確 保 し て い る 。  

  

【建退共（特別給付経理）　利益剰余金の推移】 （単位：億円）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元 2 3 4 5 6

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

- - - - - -

133 141 136 130 137 131

- - - - - -

利益剰余金　（B）

利益剰余金過不足（B-A）

必要な利益剰余金　（A) ※



 19

（ 4）  清 退 共 （ 給 付 経 理 ）  

ア ． 運 用 実 績   

 
※ 1 必 要 な 利 回 り は 手 帳 更 新 期 間 等 に よ り 変 動 す る た め 、 利 益 剰 余

金 水 準 が 増 減 し な い 水 準 の 利 回 り を 事 後 的 に 計 算 し て 必 要 な 利 回
り と し て い る 。 令 和 ４ 年 度 以 降 は 、 令 和 ４ 年 度 に 見 直 し た 計 算 式
に よ る 数 値 を 記 載 し て い る 。  

※ 2 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 は 、 金 融 経 済 環 境 の 見 通 し を
前 提 に １ 年 ご と に 推 計 し 、 ５ 年 間 通 算 の 利 回 り が 必 要 な 利 回 り に
見 合 う 水 準 に な る よ う に 設 定 し て い る 。 本 表 の 期 待 収 益 率 （ Ａ ）
は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 策 定 時 点 の 年 度 別 内 訳 で あ る 。 令 和 ２ 年
度 に つ い て は 令 和 ２ 年 度 改 定 の 、 令 和 ３ 年 度 ～ ５ 年 度 に つ い て は
令 和 ３ 年 度 改 定 の 、 令 和 ６ 年 度 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 改 定 の 基 本
ポ ー ト フ ォ リ オ （ ５ 年 間 平 均 期 待 収 益 率 は 0.62％ ） に 基 づ く 。  

 

 

【清退共（給付経理）　運用状況】　（収益率実績は委託手数料控除後） （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

予定運用利回り（年率） 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

必要な利回り（年率） 2.28 1.99 1.94 1.94 2.21 2.07

期待収益率　（A) 0.51 0.87 0.61 0.51 0.39 0.58

うち自家運用（簿価） 0.23 0.20 0.18 0.14 0.19 0.19

うち委託運用（時価） 1.64 3.23 2.13 1.81 1.10 1.98

 収益率実績      （B） 2.59 0.44 △ 0.34 2.57 △ 0.48 0.95

うち自家運用（簿価） 0.22 0.21 0.19 0.16 0.20 0.20

うち委託運用（時価） 12.17 1.25 △ 2.04 10.16 △ 2.36 3.59

実績－期待　　（B-A） 2.08 △ 0.43 △ 0.95 2.06 △ 0.88 0.37

うち自家運用（簿価） △ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01

うち委託運用（時価） 10.54 △ 1.98 △ 4.17 8.35 △ 3.46 1.61

市場収益要因 8.52 △ 1.25 △ 4.20 6.43 △ 3.41 1.09

超過収益要因 2.14 △ 0.62 0.12 2.03 0.03 0.62

資産配分効果 0.93 △ 0.48 0.03 1.70 0.17 0.47

個別資産効果 1.17 △ 0.35 0.13 0.26 △ 0.17 0.21

複合効果 0.04 0.20 △ 0.04 0.06 0.03 △ 0.05

手数料要因 △ 0.12 △ 0.11 △ 0.10 △ 0.11 △ 0.08 △ 0.10

※1

※2

【清退共（給付経理）　現行基本ポートフォリオ（R6策定）の年度別期待収益率】 （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

6 7 8 9 10 (R6～

年度 年度 年度 年度 年度 R10）
（７月以降）

期待収益率 0.39 0.69 0.63 0.71 0.72 0.62
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・   令 和 ６ 年 度 の 資 産 全 体 の 収 益 率 実 績 は △ 0.48％ と な り 、同

年 度 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 期 待 収 益 率 +0.39％ を 0.88％ 下 回

っ た 。内 訳 を み る と 、自 家 運 用 の 収 益 率 実 績 が 期 待 収 益 率 を

小 幅 に 上 回 っ た（ +0.01％ ）一 方 で 、委 託 運 用 の 収 益 率 実 績 が

△ 2.36％ と 、同 期 待 収 益 率 +1.10％ を 大 き く（ △ 3.46％ ）下 回

っ た こ と が 影 響 し て い る 。  

・   委 託 運 用 に 係 る 評 価 は 、 中 退 共 と 同 様 で あ る （ 注 ）。  

（ 注 ） 令 和 ２ 年 度 か ら 中 退 共 と 合 同 運 用 を 行 っ て い る た

め 。  

・   資 産 全 体 の 運 用 損 益 額 は △ 17 百 万 円 と な っ た 。 内 訳 は 、

自 家 運 用 が +５ 百 万 円 、 委 託 運 用 が △ 22 百 万 円 で あ る 。  

 

イ ． 利 益 剰 余 金  

 

※  必 要 な 利 益 剰 余 金 は 、 向 こ う ５ 年 間 を 対 象 と し た モ ン テ カ ル ロ
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お け る 下 位 １ パ ー セ ン タ イ ル 水 準 の 想 定 損 失
額 で あ り 、 機 構 が 算 出 し た 額 で あ る 。  
 利 益 剰 余 金 が 高 い 水 準 に 達 し て い る た め 、 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン の 実 施 及 び 必 要 な 利 益 剰 余 金 の 算 出 は 、 令 和 ４ 年 度 末
以 降 省 略 し て い る 。  
 

【清退共（給付経理）　運用損益】　（委託手数料控除後） （単位：百万円）

令和 令和 令和 令和 令和 5年累計

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

運用損益 99 16 △ 12 89 △ 17 175

うち自家運用（簿価） 7 6 5 4 5 27

うち委託運用（時価） 92 10 △ 17 85 △ 22 148

【清退共（給付経理）　利益剰余金の推移】 （単位：百万円）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元 2 3 4 5 6

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

415 419 439 - - -

2,547 2,552 2,495 2,411 2,436 2,351

2,132 2,133 2,056 - - -

必要な利益剰余金　（A)

利益剰余金　（B）

利益剰余金過不足（B-A）

※
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・   前 述 の 運 用 実 績 の 結 果 、 令 和 ６ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金 は

2,351 百 万 円 と な り 、 令 和 ５ 年 度 末 の 水 準 2,436 百 万 円 か ら

85 百 万 円 減 少 し た 。  

・   利 益 剰 余 金 の 水 準 は 、 責 任 準 備 金 （ 1,086 百 万 円 ） の ２ 倍

以 上 に 達 し て お り 、 財 務 基 盤 に 不 安 の な い 水 準 を 確 保 し て

い る 。  

  



 22

（ 5）  清 退 共 （ 特 別 給 付 経 理 ）  

ア ． 運 用 実 績

 
※ 1 必 要 な 利 回 り は 手 帳 更 新 期 間 等 に よ り 変 動 す る た め 、 利 益 剰 余

金 水 準 が 増 減 し な い 水 準 の 利 回 り を 事 後 的 に 計 算 し て 必 要 な 利 回
り と し て い る 。 令 和 ４ 年 度 以 降 は 、 令 和 ４ 年 度 に 見 直 し た 計 算 式
に よ る 数 値 を 記 載 し て い る 。  

※ 2 期 待 収 益 率 （ Ａ ） は 、 各 年 度 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 検 証 時 の 期
待 収 益 率 で あ る 。  

 

【清退共（特別給付経理）　運用状況】　（収益率実績は委託手数料控除後） （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

予定運用利回り（年率） 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

必要な利回り（年率） 0.42 0.55 0.52 0.52 0.52 0.51

期待収益率　（A) 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

うち自家運用（簿価） 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

うち委託運用（時価） - - - - - -

 収益率実績      （B） 0.03 0.00 - - 0.02 0.01

うち自家運用（簿価） 0.03 0.00 - - 0.02 0.01

うち委託運用（時価） - - - - - -

実績－期待　　（B-A） △ 0.01 0.00 - - 0.02 0.00

うち自家運用（簿価） △ 0.01 0.00 - - 0.02 0.00

うち委託運用（時価） - - - - - -

市場収益要因 - - - - - -

超過収益要因 - - - - - -

資産配分効果 - - - - - -

個別資産効果 - - - - - -

複合効果 - - - - - -

手数料要因 - - - - - -

※1

※2
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・   清 退 共（ 特 別 給 付 経 理 ）に つ い て は 従 来 、自 家 運 用 の 決 済

用 預 金 の み で の 運 用 が 続 い て い た が 、市 中 金 利 上 昇 を 考 慮 し 、

令 和 ６ 年 度 よ り 一 部 を 大 口 定 期 預 金 と し た 。令 和 ６ 年 度 の 資

産 全 体 の 収 益 率 実 績 は +0.02％ 、 運 用 損 益 額 は +0.1 百 万 円 と

な っ た 。  

 

イ ． 利 益 剰 余 金   

 

※  必 要 な 利 益 剰 余 金 は 、 向 こ う ５ 年 間 を 対 象 と し た モ ン テ カ ル ロ
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お け る 下 位 １ パ ー セ ン タ イ ル 水 準 の 想 定 損 失
額 で あ り 、 機 構 が 算 出 し た 額 で あ る 。  
 利 益 剰 余 金 が 高 い 水 準 に 達 し て い る こ と 、 か つ 委 託 運 用 を 行 わ
ず リ ス ク の 高 い 資 産 を 保 有 し て い な い た め 、 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン の 実 施 及 び 必 要 な 利 益 剰 余 金 の 算 出 は 省 略 し て い る 。  
 

・   令 和 ６ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金 は 204 百 万 円 と な り 、 令 和 ５

年 度 末 の 水 準 205 百 万 円 か ら １ 百 万 円 減 少 し た 。  

・   利 益 剰 余 金 の 水 準 は 、 責 任 準 備 金 （ 63 百 万 円 ） の ３ 倍 以

上 に 達 し て お り 、 財 務 基 盤 に 不 安 の な い 水 準 を 確 保 し て い

る 。  

 

【清退共（特別給付経理）　運用損益】　（委託手数料控除後） （単位：百万円）

令和 令和 令和 令和 令和 5年累計

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

運用損益 0.1 0.0 - - 0.1 0.1

うち自家運用（簿価） 0.1 0.0 - - 0.1 0.1

うち委託運用（時価） - - - - - -

【清退共（特別給付経理）　利益剰余金の推移】 （単位：百万円）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元 2 3 4 5 6

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

- - - - - -

210 209 208 206 205 204

- - - - - -

必要な利益剰余金　（A)

利益剰余金　（B）

利益剰余金過不足（B-A）

※
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（ 6）  林 退 共 （ 給 付 経 理 ）  

ア ． 運 用 実 績  

 
※ 1 令 和 ３ 年 10 月 １ 日 に 予 定 運 用 利 回 り を 改 定 し た 。 令 和 ３ 年 度

の 予 定 運 用 利 回 り の 数 値 は 、 改 定 後 の も の で あ る  
※ 2 必 要 な 利 回 り は 手 帳 更 新 期 間 等 に よ り 変 動 す る た め 、 利 益 剰 余

金 水 準 が 増 減 し な い 水 準 の 利 回 り を 事 後 的 に 計 算 し 、 か つ 累 積 欠
損 金 解 消 充 当 分 の 利 回 り を 上 乗 せ し て 、 必 要 な 利 回 り と し て い る
（ た だ し 令 和 ６ 年 度 に つ い て は 、 前 年 度 末 時 点 で 累 積 欠 損 金 が 解
消 さ れ た た め 、 累 積 欠 損 金 解 消 充 当 分 の 利 回 り を 上 乗 せ し て い な
い ）。 令 和 ４ 年 度 以 降 は 、 令 和 ４ 年 度 に 見 直 し た 計 算 式 に よ る 数 値
を 記 載 し て い る 。  

※ 3 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 は 、 金 融 経 済 環 境 の 見 通 し を
前 提 に １ 年 ご と に 推 計 し 、 ５ 年 間 通 算 の 利 回 り が 必 要 な 利 回 り に
見 合 う 水 準 に な る よ う に 設 定 し て い る 。 本 表 の 期 待 収 益 率 （ Ａ ）
は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 策 定 時 点 の 年 度 別 内 訳 で あ る 。 令 和 ２ 年
度 に つ い て は 令 和 ２ 年 度 改 定 の 、 令 和 ３ 年 度 ～ ５ 年 度 に つ い て は
令 和 ３ 年 度 改 定 の 、 令 和 ６ 年 度 に つ い て は 令 和 ６ 年 度 改 定 の 基 本
ポ ー ト フ ォ リ オ （ ５ 年 間 平 均 期 待 収 益 率 は 0.94％ ） に 基 づ く 。  

 

【林退共（給付経理）　運用状況】　（収益率実績は委託手数料控除後） （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

予定運用利回り（年率） 0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.18

必要な利回り（年率） 1.19 1.42 0.64 0.64 0.57 0.89

期待収益率　（A) 0.84 1.46 0.99 0.84 0.59 0.94

うち自家運用（簿価） 0.37 0.32 0.25 0.21 0.26 0.28

うち委託運用（時価） 1.64 3.23 2.13 1.81 1.10 1.98

 収益率実績      （B） 4.70 0.67 △ 0.66 4.11 △ 0.86 1.57

うち自家運用（簿価） 0.37 0.30 0.24 0.21 0.24 0.27

うち委託運用（時価） 12.17 1.25 △ 2.04 10.16 △ 2.36 3.66

実績－期待　　（B-A） 3.86 △ 0.79 △ 1.65 3.27 △ 1.45 0.62

うち自家運用（簿価） 0.00 △ 0.02 △ 0.01 0.00 △ 0.02 △ 0.01

うち委託運用（時価） 10.54 △ 1.98 △ 4.17 8.35 △ 3.46 1.68

市場収益要因 8.52 △ 1.25 △ 4.20 6.43 △ 3.41 1.09

超過収益要因 2.14 △ 0.62 0.12 2.03 0.03 0.69

資産配分効果 0.93 △ 0.48 0.03 1.70 0.17 0.50

個別資産効果 1.17 △ 0.35 0.13 0.26 △ 0.17 0.21

複合効果 0.04 0.20 △ 0.04 0.06 0.03 △ 0.02

手数料要因 △ 0.12 △ 0.11 △ 0.10 △ 0.11 △ 0.08 △ 0.10

※1

※3

※2
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・   令 和 ６ 年 度 の 資 産 全 体 の 収 益 率 実 績 は △ 0.86％ と な り 、同

年 度 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 期 待 収 益 率 +0.59％ を 1.45％ 下 回

っ た 。内 訳 を み る と 、自 家 運 用 、委 託 運 用 と も 、収 益 率 実 績

が 期 待 収 益 率 を 下 回 っ て い る が 、大 部 分 は 委 託 運 用 の 収 益 率

実 績 が △ 2.36％ と 、 同 期 待 収 益 率 +1.10％ を 大 き く 下 回 っ た

（ △ 3.46％ ） こ と に よ る 。  

・   委 託 運 用 に 係 る 評 価 は 、 中 退 共 と 同 様 で あ る （ 注 ）。  

（ 注 ） 平 成 28 年 度 か ら 中 退 共 と 合 同 運 用 を 行 っ て い る た

め 。  

・   資 産 全 体 の 運 用 損 益 額 は △ 137 百 万 円 と な っ た 。 内 訳 は 、

自 家 運 用 +22 百 万 円 、 委 託 運 用 が △ 159 百 万 円 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

【林退共（給付経理）　運用損益】　（委託手数料控除後） （単位：百万円）

令和 令和 令和 令和 令和 5年累計

2 3 4 5 6 (R2～

年度 年度 年度 年度 年度 R6）

運用損益 703 105 △ 104 640 △ 137 1,207

うち自家運用（簿価） 35 29 23 20 22 129

うち委託運用（時価） 668 76 △ 127 620 △ 159 1,078

【林退共（給付経理）　現行基本ポートフォリオ（R6策定）の年度別期待収益率】 （単位：％）

令和 令和 令和 令和 令和 5年平均

6 7 8 9 10 (R6～

年度 年度 年度 年度 年度 R10）
（７月以降）

期待収益率 0.59 1.07 0.94 1.09 1.09 0.94



 26

イ ． 利 益 剰 余 金  

 

※  必 要 な 利 益 剰 余 金 は 、 向 こ う ５ 年 間 を 対 象 と し た モ ン テ カ ル ロ
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お け る 下 位 １ パ ー セ ン タ イ ル 水 準 の 想 定 損 失
額 で あ り 、 機 構 が 算 出 し た 額 で あ る 。  
 

・   林 退 共 で は 、 累 積 欠 損 金 解 消 計 画 に 沿 っ た 運 営 に よ り 、

令 和 ５ 年 度 末 に 一 旦 累 積 欠 損 金 を 解 消 し た 。 し か し 想 定 損

失 額 を 確 保 す る 剰 余 金 水 準 に は 至 ら な い た め 、 財 務 基 盤 に

比 し て 多 め の リ ス ク を 取 っ た 資 産 運 用 を 継 続 し て い る 中 、

令 和 ６ 年 度 末 で は △ 145 百 万 円 と 、 再 び 累 積 欠 損 金 の 状 態 と

な っ た 。 令 和 ５ 年 度 末 の 利 益 剰 余 金 116 百 万 円 か ら 261 百

万 円 の 悪 化 で あ る 。 た だ し 累 積 欠 損 金 の 水 準 は 、 令 和 ２ 年

に 策 定 し た 累 積 欠 損 金 解 消 計 画 の 範 囲 内 に 収 ま っ て い る 。  

 

 

  

【林退共（給付経理）　利益剰余金の推移】 （単位：百万円）

令和 令和 令和 令和 令和 令和

元 2 3 4 5 6

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

1,378 1,234 1,240 1,066 1,209 875

△704 △187 △306 △486 116 △145

△2,082 △1,421 △1,546 △1,552 △1,093 △1,020

必要な利益剰余金　（A)

利益剰余金　（B）

利益剰余金不足額（B-A）

※
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３ .  機 構 資 産 の 運 用 の 基 本 的 な 方 針  

（ 1）  基 本 的 な 考 え 方  

・   令 和 ６ 年 度 は 引 き 続 き 分 散 投 資 と 長 期 的 投 資 の 観 点 か ら

運 用 受 託 機 関 の パ フ ォ ー マ ン ス 管 理 に 継 続 的 に 取 り 組 ん だ

ほ か 、 金 融 経 済 環 境 の 大 き な 変 化 を 踏 ま え て 基 本 ポ ー ト フ

ォ リ オ の 見 直 し を 実 施 し た 。 ま た ア ク テ ィ ブ 運 用 に つ い て

ス タ イ ル 分 散 や ポ ー ト フ ォ リ オ 特 性 の 状 況 を 分 析 し た 上

で 、 マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー の 見 直 し に 着 手 し た 。  

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ を 重 視 し た 運 用 の 観 点 で は 、 PRI 署 名 機

関 と し て 活 発 な ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 活 動 を 行 い 、「 責 任 投 資

活 動 報 告 書 」 の 公 表 を 開 始 し た 。 ま た 、「 ア セ ッ ト オ ー ナ

ー ・ プ リ ン シ プ ル に 関 す る 受 入 れ 及 び 取 組 方 針 の 表 明 に つ

い て 」 の 策 定 ・ 公 表 も 行 っ た 。  

こ れ ら の 活 動 は 、「 資 産 運 用 の 基 本 方 針 」 に 規 定 さ れ た 、

「 専 ら 受 益 者 た る 共 済 契 約 者 及 び 被 共 済 者 の 利 益 の た め に

長 期 的 な 観 点 か ら 安 全 か つ 効 率 的 に 行 う こ と に よ り 、 将 来

に わ た っ て 退 職 金 共 済 事 業 を 安 定 的 に 運 営 し て い く 上 で 必

要 と さ れ る 収 益 を 長 期 的 に 確 保 」 す る と い う 目 的 に 適 う 運

用 が 行 わ れ た も の と 評 価 で き る 。  

 

（ 2）  資 産 運 用 の 目 標  

・   今 第 ５ 期 中 期 目 標 に お い て 、 機 構 の 資 産 運 用 業 務 の 評 価

方 法 が 、 従 来 の 資 産 毎 の 超 過 収 益 率 を 単 年 度 ご と に 評 価 す

る 、 定 量 的 に 単 年 度 の 結 果 責 任 を 問 う 形 か ら 、 定 性 的 に プ

ロ セ ス 責 任 を 問 う 形 に 見 直 し が 行 わ れ て い る 。  

・   令 和 ６ 年 度 の 運 用 実 績 は 、 ２ .運 用 実 績 で 記 載 し た と お

り 、 清 退 共 （ 特 別 給 付 経 理 ） を 除 く ５ 経 理 に つ い て 、 基 本

ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 を 下 回 る 結 果 と な っ た （ 注 ）。  

（ 注 ） い ず れ の 経 理 に つ い て も 、 令 和 ２ 年 度 ～ ６ 年 度 の
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５ 年 平 均 で み る と 、 期 待 収 益 率 を 上 回 る 運 用 実 績 を 実

現 し て い る 。  

・   令 和 ６ 年 度 の 収 益 の 下 振 れ は 、 ほ ぼ 委 託 運 用 部 分 に よ る

も の で あ る 。 委 託 運 用 の 収 益 下 振 れ を 要 因 分 解 す る と 、 市

場 収 益 要 因 の マ イ ナ ス 寄 与 が 大 部 分 を 占 め る 。 超 過 収 益 要

因 の 内 訳 で は 、 資 産 配 分 効 果 の プ ラ ス 寄 与 と 個 別 資 産 効 果

の マ イ ナ ス 寄 与 が 相 殺 す る 形 と な っ た 。 た だ し 個 別 資 産 効

果 の マ イ ナ ス は 、 前 述 の と お り （ ２ .（ 1） ア ．）、 主 と し て

基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 改 定 時 の 特 殊 要 因 に よ る も の で あ る 。  

 機 構 は 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 重 要 な 前 提 条 件 で あ る 、 金

融 経 済 情 勢 が 変 化 し た 可 能 性 が 高 い と 判 断 し 、 ７ 月 に 基 本

ポ ー ト フ ォ リ オ を 改 定 し て い る （ 後 述 ５ .（ 1） 参 照 ）。 こ の

基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 見 直 し に よ っ て 市 場 収 益 要 因 の ブ レ が

収 束 し て く る か 、 引 き 続 き 注 視 し て い く 姿 勢 で あ る 。  

資 産 配 分 効 果 の プ ラ ス 寄 与 は 、 収 益 率 の 高 か っ た 外 国 株

式 の 資 産 構 成 割 合 が 高 め に 推 移 し た こ と に よ る が 、 期 中 に

２ 回 、 リ バ ラ ン ス ル ー ル に 基 づ く 資 産 間 リ バ ラ ン ス を 行 っ

て お り 、 こ の 影 響 で 振 れ 幅 は 比 較 的 小 幅 に 収 ま っ た も の と

み ら れ る 。 な お 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 改 定 の 際 に 、 乖 離 許

容 幅 の 妥 当 性 に つ い て も 検 証 し 、 従 前 の 方 針 を 踏 襲 す る こ

と と し て い る 。  

個 別 資 産 効 果 は 既 述 の 特 殊 要 因 を 除 け ば プ ラ ス 寄 与 と な

っ て は い る が 、 ス タ イ ル 分 散 や ポ ー ト フ ォ リ オ 特 性 の 分 析

を も と に 、 マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー の 見 直 し に 着 手 し

て い る （ 後 述 ５ .（ 2） イ ． 参 照 ）。  

以 上 、 機 構 は 運 用 実 績 と 期 待 収 益 率 と の 差 異 の 原 因 を 分

析 、 確 認 し 、 そ の 原 因 を 踏 ま え て 必 要 な 対 応 を 検 討 、 実 施

し て い る も の と 評 価 す る 。  
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４ .  機 構 資 産 の 運 用 に 関 し 遵 守 す べ き 事 項  

（ 1）  受 託 者 責 任 の 徹 底  

・   受 託 者 責 任 に つ い て は 、 令 和 ３ 年 ７ 月 に ガ バ ナ ン ス に 係

る 議 論 を 集 約 す る 形 で 制 定 さ れ た 「 資 産 運 用 業 務 に 携 わ る

役 職 員 の 行 動 規 範 」 の 中 に 明 記 さ れ 、 職 員 へ の 意 識 の 浸 透

が 図 ら れ て い る 。  

・   ま た 、 受 託 者 責 任 の あ り 方 に 関 す る 理 解 と 検 討 結 果 は 、

厚 生 労 働 省 と も 共 有 さ れ 、 第 ５ 期 中 期 目 標 に お い て 採 用 さ

れ た 資 産 運 用 業 務 の 評 価 方 法 変 更 に 結 び 付 い て い る こ と

は 、 機 構 の 理 解 や 取 組 姿 勢 の 適 切 さ を 示 す も の と し て 評 価

さ れ る 。  

 

（ 2）  市 場 及 び 民 間 の 活 動 へ の 影 響 に 対 す る 配 慮  

・   資 産 規 模 の 大 き い 公 的 ア セ ッ ト オ ー ナ ー と し て は 、 そ の

資 産 運 用 が 市 場 に 過 大 な 影 響 を 与 え な い よ う 、 十 分 な 留 意

が 必 要 で あ る 。  

令 和 ６ 年 度 は 、 資 産 間 リ バ ラ ン ス を ３ 回 実 施 し て い る 。

１ 度 目 と ３ 度 目 の リ バ ラ ン ス は 、 そ れ ぞ れ 資 産 構 成 割 合 が

乖 離 許 容 幅 を 超 え た こ と に よ り リ バ ラ ン ス ル ー ル に 則 っ て

実 施 し た も の で あ る 。 な お 、 １ 度 目 の リ バ ラ ン ス は 令 和 ６

年 ３ 月 末 時 点 に お け る ４ 資 産 そ れ ぞ れ の 資 産 構 成 割 合 、 ３

度 目 の リ バ ラ ン ス は 10 月 末 時 点 に お け る 外 国 株 式 の 資 産 構

成 割 合 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ か ら の 乖 離 が 乖 離 許 容 幅 を 超

え た こ と を 受 け 、 い ず れ も 翌 月 に 実 施 し て い る 。 ま た 、 ２

度 目 の リ バ ラ ン ス は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 移 行 に よ る も の

で あ り 、 ６ 月 に 実 施 し た 。 そ れ ぞ れ の 資 産 間 リ バ ラ ン ス の

際 、 機 構 内 部 は 勿 論 、 資 産 運 用 受 託 機 関 や 資 産 管 理 受 託 機

関 を 含 め て 、 情 報 管 理 を 徹 底 し た 。 ま た 、 売 買 に 際 し て

は 、 十 分 な 期 間 を 取 っ て 取 引 を 行 い 、 市 場 へ の 影 響 を 抑 制
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し た 。  

以 上 は ひ と つ の 代 表 例 で あ る が 、 機 構 の 資 産 運 用 に お い

て は 常 日 頃 よ り 市 場 へ の 影 響 を 抑 制 す る よ う 適 切 な 措 置 が

採 ら れ て い る も の と 評 価 さ れ る 。  

 

５ .  機 構 資 産 の 運 用 に お け る 長 期 的 な 観 点 か ら の 資 産 の 構 成

に 関 す る 事 項  

（ 1）  基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ  

・   機 構 で は 「 資 産 運 用 の 基 本 方 針 」 に 基 づ い て 毎 年 度 、 基

本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 定 例 検 証 を 実 施 し て い る 。 検 証 の 結

果 、 策 定 時 に 想 定 し た 重 要 な 前 提 条 件 が 変 化 し 、 修 正 す る

必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の

見 直 し を 検 討 す る と し て い る 。  

令 和 ４ 年 ９ 月 開 催 の 当 委 員 会 以 降 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ

策 定 の 重 要 な 前 提 条 件 で あ る 金 融 経 済 情 勢 が 変 化 し た か ど

う か の 検 討 が 行 わ れ て き た 。 令 和 ６ 年 ４ 月 開 催 の 当 委 員 会

に お い て 、 春 季 労 使 交 渉 の 賃 上 げ 等 注 目 し て い た 物 価 動 向

が 明 ら か に 変 化 し 、 日 本 銀 行 の 金 融 政 策 が 変 更 さ れ た こ と

を 踏 ま え 、 金 融 経 済 情 勢 が 変 化 し た と 判 断 し て 、 基 本 ポ ー

ト フ ォ リ オ を 見 直 す こ と と し た 。 こ れ に よ り 、 令 和 ６ 年 ７

月 １ 日 に 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ を 改 定 し た 。  

・   当 機 構 は 積 立 型 の 退 職 金 共 済 と い う 制 度 設 計 上 、 収 入 源

は 基 本 的 に 掛 金 と 運 用 益 の み で あ り 、 累 積 欠 損 金 が 発 生 し

て も 政 府 や 他 の 事 業 か ら 補 填 を 受 け る 仕 組 み が な い こ と に

特 に 留 意 し 、 専 ら 受 益 者 の 利 益 の た め に 長 期 的 な 観 点 か ら

安 全 か つ 効 率 的 な 運 用 を 行 う こ と を 求 め ら れ て い る 。「 資 産

運 用 の 基 本 方 針 」 に お い て も 「 必 要 な 利 回 り を 最 低 限 の リ

ス ク で 確 保 す る 」 と し て い る が 、 物 価 動 向 、 金 融 政 策 ス タ

ン ス の 変 更 等 を 背 景 と す る 金 融 経 済 情 勢 の 変 化 を 考 慮 し 、
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必 要 な 利 回 り を よ り 小 さ な リ ス ク で 確 保 す る ポ ー ト フ ォ リ

オ の 構 築 が 可 能 に な っ た 状 況 を 受 け 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ

の 見 直 し を 行 っ て い る （ 具 体 的 な 見 直 し 内 容 に つ い て は 、

別 添 ２ を 参 照 ）。  

 

【 令 和 ６ 年 ７ 月 改 定 前 後 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 】  

 

 

 

 

【中退共（給付経理）】
ポートフォリオ 資産構成割合

期待 リスク 自家運用 委託運用（時価）
収益率 （簿価） 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

改定前 1.17% 2.01% 56.9% 21.8% 3.9% 9.5% 7.9%

改定後 1.10% 1.43% 56.9% 31.2% 4.0% 5.9% 2.0%

※1 ※1
※3※2

【建退共（給付経理）】
ポートフォリオ 資産構成割合

期待 リスク 自家運用 委託運用（時価）
収益率 （簿価） 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

改定前 1.02% 1.47% 68.5% 16.0% 2.8% 6.9% 5.8%

改定後 0.97% 1.03% 68.5% 22.9% 2.9% 4.3% 1.4%

※1 ※1
※3※2

【建退共（特別給付経理）】
ポートフォリオ 資産構成割合

期待 リスク 自家運用 委託運用（時価）
収益率 （簿価） 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

改定前 0.93% 1.47% 68.5% 16.0% 2.8% 6.9% 5.8%

改定後 0.87% 1.03% 68.5% 22.9% 2.9% 4.3% 1.4%

※1 ※1

※3※2

【清退共（給付経理）】
ポートフォリオ 資産構成割合

期待 リスク 自家運用 委託運用（時価）
収益率 （簿価） 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

改定前 0.66% 1.04% 77.8% 11.2% 2.0% 4.9% 4.1%

改定後 0.62% 0.74% 77.8% 16.1% 2.1% 3.0% 1.0%

※1 ※1
※3
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※ 1 改 定 前 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 期 待 収 益 率 と リ ス ク は 、 令 和 ６

年 に 推 計 し 直 し た 数 値 を 表 示 。  
※ 2 中 退 共 （ 給 付 経 理 ） と 建 退 共 （ 給 付 経 理 ） は 、 自 家 運 用 （ 簿

価 ） に 生 命 保 険 資 産 と 有 価 証 券 信 託 を 含 む 。 建 退 共 （ 特 別 給 付 経
理 ） は 、 自 家 運 用 （ 簿 価 ） に 生 命 保 険 資 産 を 含 む 。  

※ 3 外 国 債 券 に つ い て 、 改 定 前 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ で は 為 替 ヘ ッ
ジ を 行 っ た が 、 改 定 後 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ で は 為 替 ヘ ッ ジ を 行
わ な い 。  

 

・   令 和 ４ 年 か ら 行 わ れ て き た 前 提 条 件 に 関 す る 一 連 の 検 証

プ ロ セ ス は 、「 資 産 運 用 の 基 本 方 針 」 に 即 し た も の で あ り 、

春 季 労 使 交 渉 や 日 本 銀 行 の 金 融 政 策 の 動 向 な ど を 注 視 し つ

つ 行 っ た 今 回 の 対 応 は 適 切 な も の と 評 価 す る 。  

・   見 直 し の 結 果 に 加 え 、 背 景 の デ ー タ や 主 な 論 点 を 取 り ま

と め た 資 料 は 、 令 和 ６ 年 ７ 月 に 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 さ

れ た （ 別 添 ２ 参 照 ）。 開 示 の 適 時 性 、 ま た 内 容 に つ い て も 詳

し く 記 述 さ れ て お り 、 公 的 機 関 と し て の 信 頼 性 、 透 明 性 に

向 け た 取 組 の 一 環 と し て 評 価 で き る 。  

・   な お 、 見 直 し 後 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ に お け る 財 務 状 況

（ 剰 余 金 と 想 定 損 失 額 の バ ラ ン ス ） に つ い て は 、 中 退 共 、

建 退 共 で は 、 現 状 の 財 務 基 盤 お よ び 将 来 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

結 果 に 鑑 み 、 問 題 が な い 剰 余 金 の 水 準 と 考 え ら れ る 。  

清 退 共 に つ い て も 、 責 任 準 備 金 対 比 、 か つ リ ス ク 対 比 で

十 分 な 剰 余 金 を 有 し て い る た め 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 見

直 し が 必 要 な 状 況 に は な い も の と 考 え ら れ る 。  

 一 方 、 林 退 共 に つ い て は 、 令 和 ６ 年 度 末 で 再 び 累 積 欠 損

金 の 状 態 と な っ た 。 た だ し 累 積 欠 損 金 の 水 準 は 、 累 積 欠 損

金 解 消 計 画 の 範 囲 内 に 収 ま っ て い る 。  

【林退共（給付経理）】
ポートフォリオ 資産構成割合

期待 リスク 自家運用 委託運用（時価）
収益率 （簿価） 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

改定前 1.01% 1.83% 60.8% 19.9% 3.5% 8.6% 7.2%

改定後 0.94% 1.29% 60.8% 28.4% 3.6% 5.4% 1.8%

※1 ※1
※3
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（ 2）  運 用 手 法 等 に つ い て  

ア ． 自 家 運 用 の 運 用 手 法  

・   自 家 運 用 に つ い て は 、 退 職 金 等 支 払 の た め の 流 動 性 を 確

保 す る 役 割 を 割 り 当 て て い る 。 こ の た め 、 資 金 フ ロ ー を 安

定 さ せ る 趣 旨 か ら 、 簿 価 評 価 が 認 め ら れ る 満 期 保 有 を 前 提

と し 、 投 資 戦 略 と し て ラ ダ ー 型 戦 略 （ 注 ） を 採 用 す る こ と

で 毎 年 の 償 還 金 額 を ほ ぼ 同 額 と な る よ う に し て い る 。 投 資

期 間 に つ い て は 、 各 制 度 に お け る 掛 金 納 付 期 間 に 応 じ て 設

定 さ れ て い る 。 中 退 共 は 20 年 、 建 退 共 は 15 年 、 清 退 共 、

林 退 共 は 10 年 の ラ ダ ー 型 運 用 を 目 指 し て い る 。  

（ 注 ） 債 券 の ポ ー ト フ ォ リ オ 運 用 形 式 の 一 つ 。 償 還 期 限

の 異 な る 債 券 を 、 各 期 間 に ほ ぼ 同 額 ず つ 組 み 込 む 方 式

で あ り 、 期 間 毎 の 償 還 金 額 の 水 準 が 同 一 で あ る た め 、

残 存 期 間 と 投 資 額 の 関 係 を グ ラ フ に し た 際 に は し ご の

よ う な 形 状 と な る こ と か ら 、「 は し ご （ ラ ダ ー ） 型 」 と

呼 ば れ て い る 。 機 構 で は 、 毎 年 度 の 元 利 金 受 取 額 を 平

準 化 さ せ 、 退 職 金 支 払 額 の 変 動 に よ る 収 支 差 の 変 動

が 、 元 利 金 受 取 額 の 変 動 に よ っ て 増 幅 さ れ る こ と を 回

避 す る 目 的 で 採 用 し て い る 。  

・   入 金 と 出 金 の タ イ ミ ン グ の ず れ 等 に 備 え る た め の 銀 行 預

金 等 流 動 性 資 産 に つ い て は 、 基 本 的 に 出 来 る だ け 金 額 を 抑

え て い る 。 た だ し 、 令 和 ２ 年 度 以 降 は 、 コ ロ ナ 禍 等 に よ る

資 金 フ ロ ー の 急 激 な 変 化 に 備 え 、 債 券 投 資 額 を 一 部 抑 制

し 、 各 経 理 と も 退 職 金 支 払 額 の 10 か 月 相 当 を 超 え る 豊 富 な

流 動 性 を 確 保 し て い た 。  

令 和 ５ 年 度 に 入 り 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 が ５ 類 に

移 行 、 経 済 活 動 も コ ロ ナ 禍 以 前 の 状 態 に 戻 る 中 、 各 経 理 の

収 支 状 況 に 極 端 な 動 き が み ら れ な い こ と か ら 、 当 委 員 会 へ

の 報 告 の 上 で 、 流 動 性 を 従 来 の 水 準 ま で 段 階 的 に 引 き 下 げ
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る 方 針 に 切 り 替 え た 。 足 元 で は コ ロ ナ 前 の 手 元 流 動 性 の 水

準 に 戻 し て い る 。  

こ う し た 環 境 変 化 を 見 据 え た 柔 軟 な 対 応 は 、 制 度 の 安 定

性 を 維 持 す る 上 で 必 要 な も の で あ り 、 適 切 な も の と し て 評

価 で き る 。  

・   な お 機 構 は 、 自 家 運 用 資 産 の 利 回 り が 低 位 に 留 ま り 、 全

体 の 運 用 利 回 り を 引 き 下 げ る 状 態 が 続 く こ と に つ い て 、 課

題 と し て 認 識 し て お り 、 令 和 ６ 年 度 は 対 応 の 可 能 性 を 探 る

検 討 を 行 っ た 。 ま ず 一 定 期 間 の 余 裕 金 に つ い て は 、 市 中 金

利 上 昇 を 考 慮 し 、 大 口 定 期 預 金 等 の 短 期 運 用 に よ っ て 利 回

り 向 上 を 目 指 し た と の こ と で あ る 。 清 退 共 （ 特 別 給 付 経

理 ） に つ い て は 、 １ 億 円 の 大 口 定 期 預 金 を 実 施 し た 。 生 命

保 険 資 産 の 解 約 に 伴 う 余 裕 金 に つ い て は 、 建 退 共 （ 給 付 経

理 ） で 300 億 円 の 大 口 定 期 預 金 を ３ 月 に 実 施 し た 。 ま た 、

円 金 利 の 上 昇 基 調 が 強 ま る な か 、 自 家 運 用 保 有 債 券 の 利 回

り 向 上 策 を 検 討 し た が 、 自 家 運 用 債 券 は 満 期 保 有 目 的 と し

て い る た め に 、 低 利 回 り 債 の 入 れ 替 え を 行 う に は い く つ か

の 条 件 を 満 た す 必 要 が あ る 。 さ ら に 、 売 却 損 発 生 時 の 財 務

へ の 影 響 も 考 慮 す る 必 要 が あ る た め 、 継 続 検 討 と な っ て い

る 。  

 短 期 運 用 の 改 善 に つ い て は 、 金 利 の 動 向 を 注 視 し つ つ 、

適 切 な 対 応 を 図 っ た と 言 え る が 、 引 き 続 き 検 討 が 必 要 で あ

ろ う 。 債 券 利 回 り 向 上 に つ い て も 、 諸 々 の 課 題 解 決 は 決 し

て 容 易 な も の で は な い と み ら れ る が 、 検 討 の 継 続 に 期 待 し

た い 。  

 

イ ． 委 託 運 用 の 運 用 手 法  

・   委 託 運 用 に つ い て は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 清 退 共 （ 特 別 給

付 経 理 ） を 除 く 全 経 理 で 、 包 括 信 託 に 関 す る 合 同 運 用 が 行
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わ れ て お り 、 そ の 内 訳 と し て は 国 内 外 の 債 券 ・ 株 式 の 資 産

ご と に 特 化 型 ア ク テ ィ ブ 運 用 と パ ッ シ ブ 運 用 が 併 用 さ れ て

い る 。  

・   ア ク テ ィ ブ 運 用 に つ い て は 、 採 用 時 に 期 待 さ れ た 要 件 が

満 た さ れ て い る か 否 か を 定 性 的 及 び 定 量 的 に 評 価 す る ほ

か 、 個 別 フ ァ ン ド の パ フ ォ ー マ ン ス だ け で な く 、 全 体 と し

て の ス タ イ ル 分 散 の 有 効 性 に つ い て も モ ニ タ リ ン グ し 、 マ

ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー 見 直 し の 要 否 を 継 続 的 に 確 認 し

て い る 。 今 回 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 改 定 で ベ ン チ マ ー ク 及

び 資 産 構 成 割 合 が 変 更 に な っ た こ と に 加 え 、 前 回 見 直 し 時

（ 平 成 30 年 ～ 令 和 元 年 ） の ス タ イ ル 分 散 や ポ ー ト フ ォ リ オ

特 性 か ら の 乖 離 が 大 き く な っ た こ と か ら 、 マ ネ ジ ャ ー ・ ス

ト ラ ク チ ャ ー 見 直 し に 着 手 し た 。  

運 用 機 関 の 選 考 に 当 た っ て は 、 金 融 の 知 見 の 深 い 理 事 長

及 び 資 産 運 用 担 当 理 事 に 加 え 、 資 産 運 用 の 専 門 人 材 で あ る

運 用 調 査 役 他 の メ ン バ ー で 選 考 委 員 会 を 組 成 し 、 書 面 審 査

や 面 談 で の 質 疑 応 答 を 通 し て 充 実 し た 吟 味 が 行 わ れ て い る

こ と は 、 高 く 評 価 で き よ う 。  

ま た 、 採 用 フ ァ ン ド の 評 価 の 手 法 に つ い て は 、 当 委 員 会

へ の 年 度 評 価 結 果 報 告 等 を 通 じ て 、 各 評 価 項 目 に 沿 っ た 適

切 な チ ェ ッ ク が な さ れ て い る こ と を 確 認 し た 。  

 

ウ ． 委 託 運 用 の 合 同 運 用  

・   委 託 運 用 に つ い て は 、 平 成 28 年 度 よ り 、 最 も 規 模 が 大 き

く 、 既 に 資 産 ご と に 特 化 し た 委 託 形 態 を 採 用 し て い た 中 退

共 の 運 用 に 林 退 共 が 参 加 す る 形 で 合 同 運 用 が 開 始 さ れ た

が 、 そ こ に 清 退 共 が 令 和 ２ 年 度 か ら 、 建 退 共 が 令 和 ４ 年 度

か ら 参 加 し て い る 。  

・   委 託 運 用 を 行 っ て い る 全 て の 経 理 が 合 同 運 用 に 参 加 し た



 36

こ と を 受 け 、 運 用 受 託 機 関 の モ ニ タ リ ン グ や ス チ ュ ワ ー ド

シ ッ プ 活 動 は 、 中 退 共 と 特 退 共 を 分 け ず 、 機 構 横 断 的 に 実

施 さ れ て い る 。  

こ の こ と は 、 ノ ウ ハ ウ の 共 有 や 事 務 効 率 性 改 善 等 を 通 じ

て 資 産 運 用 体 制 の 強 化 に 繋 が る も の と し て 評 価 で き る 。  

 

（ 3）  運 用 受 託 機 関 の 選 定 、 評 価 及 び 管 理 等 に つ い て  

・   機 構 は 既 存 フ ァ ン ド に 関 し 、 収 益 の 獲 得 能 力 や 運 用 ス タ

イ ル ・ 戦 略 の 将 来 的 な 継 続 性 や 安 定 性 に つ い て ど の 程 度 確

信 が 得 ら れ る か と い う 観 点 で 、 複 数 の 定 量 情 報 と 定 性 情 報

を 用 い て 複 合 的 に 評 価 し て い る 。 そ の 評 価 の 結 果 、 令 和 ６

年 度 は ２ フ ァ ン ド を 解 約 し た 。  

・   ま た 、 上 述 の と お り 、 前 回 見 直 し 時 （ 平 成 30 年 ～ 令 和 元

年 ） の ス タ イ ル 分 散 や ポ ー ト フ ォ リ オ 特 性 か ら の 乖 離 が 大

き く な っ た こ と か ら 、 マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー 見 直 し

に 着 手 し た 。  

・   各 フ ァ ン ド の パ フ ォ ー マ ン ス 管 理 に つ い て は 、 毎 月 の 報

告 書 の 内 容 確 認 に 加 え 、 半 期 に 一 度 の 報 告 会 を 通 じ て 、 適

切 に 行 わ れ て い る 。 報 告 会 に は 毎 回 、 資 産 運 用 担 当 理 事 、

資 産 運 用 部 長 、 運 用 調 査 役 、 運 用 リ ス ク 管 理 役 他 の 専 門 性

を 有 す る メ ン バ ー が 出 席 し 、 運 用 内 容 を 確 認 し て い る と の

こ と で あ る 。 運 用 や 管 理 の 体 制 に つ い て も 、 年 次 の 調 査 票

に 加 え 、 事 務 ミ ス 発 生 時 や 体 制 変 更 時 の 報 告 書 等 の 提 出 を

受 け て お り 、 適 切 な 把 握 に 努 め て い る も の と 評 価 す る 。  
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委 託 機 関 ・ フ ァ ン ド 数 は 令 和 ６ 年 度 末 の 状 況 。  
( )内 は 期 中 増 減 数 。  

* 合 同 運 用 し て い る の は 、 中 退 共 （ 給 付 経 理 ）、 建 退 共 （ 給 付 経
理 ）、 建 退 共 （ 特 別 給 付 経 理 ）、 清 退 共 （ 給 付 経 理 ）、 林 退 共 （ 給 付
経 理 ） の 、 計 ５ 経 理 。  

** 運 用 機 関 と 管 理 機 関 で 重 複 が あ る た め 、 機 関 数 の 合 計 は 内 訳 と
必 ず し も 一 致 し な い 。  

 

 

（ 4）  機 構 資 産 の 運 用 に お け る リ ス ク 管 理  

ア ． 資 産 全 体  

・   資 産 全 体 の リ ス ク に つ い て は 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 定

例 検 証 時 に 、 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 想 定 損

失 額 の 推 計 を 中 心 と し つ つ 、 リ ー マ ン シ ョ ッ ク 時 と 同 様 の

ス ト レ ス テ ス ト や VaR、 CVaR 分 析 （ 注 ） も 補 完 的 に 実 施 し

て い る 。 こ の フ ォ ワ ー ド ル ッ キ ン グ の 観 点 を 取 り 入 れ た 一

連 の 分 析 に よ り 、 剰 余 金 水 準 と の 比 較 に お け る リ ス ク テ イ

【令和６年度資産運用・管理委託状況（包括信託）】
合同運用資産 清退共

* (特別給付経理)

17(△2) －

 運用機関 17 －
 管理機関 1 －

特化型 －
28 －

 国内債券アクティブ 6 －
 国内債券パッシブ 2 －
 国内株式アクティブ 6 －
 国内株式パッシブ 2 －
 外国債券アクティブ 4 －
 外国債券パッシブ 2 －
 外国株式アクティブ 4 －
 外国株式パッシブ 2 －

21 －
 減額 16 －
 解約 3 －
 増額 2 －

0 －
 減額 0 －

うち  解約 0 －
 増額 0 －

0 －

 運用シェア変更ファンド数

うち

 管理シェア変更機関数

 法令違反・運用ガイドライン
 抵触事案（件）

 運用を委託している機関数**

うち

 運用形式
 ファンド数

うち
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ク 水 準 の 妥 当 性 検 証 が な さ れ て い る 。  

（ 注 ） 市 場 リ ス ク 定 量 化 の 手 法 の 一 つ 。 VaR（ バ リ ュ ー ア

ッ ト リ ス ク ） は 、 現 在 の 保 有 資 産 が 将 来 の あ る 一 定 期

間 に 、 あ る 一 定 の 確 率 の 範 囲 内 で 被 る 可 能 性 が あ る 最

大 損 失 額 を 、 統 計 的 手 法 で 推 計 し た も の 。 CVaR(条 件 付

バ リ ュ ー ア ッ ト リ ス ク )は 、 現 在 の 保 有 資 産 が 将 来 の あ

る 一 定 期 間 に 、 あ る 確 率 水 準 を 上 回 る 場 合 の 平 均 損 失

額 を 、 統 計 的 手 法 で 推 計 し た も の 。  

・   リ ス ク 管 理 の 強 化 に つ い て は 、 機 構 も 課 題 と し て 認 識 し

て い る 。 令 和 ６ 年 度 は 、 発 行 体 集 中 リ ス ク に つ い て の 検 証

な ど 一 定 の 取 組 が み ら れ た が 、 更 な る 強 化 に 向 け た 継 続 的

な 取 組 を 期 待 す る 。  

 

イ ． 自 家 運 用  

・   令 和 ６ 年 度 に お け る 自 家 運 用 の 投 資 対 象 金 融 資 産 は 、 全

て 円 建 て で あ り 、 満 期 前 に 売 却 さ れ た 資 産 は な く 、 基 本 方

針 に 沿 っ た 運 用 が 行 わ れ て い る 。  

・   将 来 の 償 還 金 額 を 安 定 さ せ る ラ ダ ー 型 ポ ー ト フ ォ リ オ を

構 築 す る た め 、 ７ 年 ～ 20 年 の 残 存 期 間 の 債 券 を 購 入 し て い

る 。  

・   各 経 理 に お い て 毎 年 の 退 職 金 等 支 払 に 必 要 な 流 動 性 を 確

保 す る 金 額 で の ラ ダ ー 型 運 用 に 向 け た 債 券 取 得 が 行 わ れ て

お り 、 残 存 期 間 の 分 散 化 が 図 ら れ て い る 。 発 行 体 別 の 構 成

比 は 、「 資 産 運 用 の 業 務 方 針 」 に お け る 規 定 の 範 囲 内 に 収 ま

っ て お り 、 発 行 体 の 分 散 化 も 実 施 さ れ て い る 。  

・   掛 金 収 入 額 と 退 職 金 支 払 額 の 動 向 に つ い て 適 時 の 情 報 更

新 を 行 い な が ら 、 ALM の 観 点 で ポ ー ト フ ォ リ オ と 将 来 収 支 の

整 合 性 を 長 期 に わ た り 確 認 す る こ と は 、 機 構 も 課 題 認 識 し

て お り 、 今 後 の 取 組 に 期 待 す る 。  
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※ 委 託 運 用 に は 生 命 保 険 資 産 を 含 む 。  
※ 端 数 処 理 の 関 係 で 、 構 成 比 の 合 計 が 100％ に な ら な い こ と が あ る 。  
 

 

 ※ 端 数 処 理 の 関 係 で 、 各 経 理 の 合 計 が 100％ に な ら な い こ と が あ る 。  

 

 

 

【令和６年度末における運用の内訳】
中退共 建退共 建退共 清退共 清退共 林退共

(給付経理） (給付経理）
(特別

給付経理)
(給付経理）

(特別
給付経理)

(給付経理）

46.63 33.18 35.63 26.44 - 41.64

53.37 66.82 64.37 73.56 100.00 58.36

国債 30.07 20.92 12.08 27.86 - 13.66

地方債 5.77 12.58 13.13 - - -

政府保証債 9.62 17.99 24.30 35.25 - 35.51

財投機関債 0.04 3.59 - - - -

金融債 6.13 5.16 1.04 - - -

預金 1.73 6.57 13.82 10.45 100.00 9.19

構成比％

委託運用

自家運用

【自家運用債券の償還年限別構成比】 （構成比：％）
中退共 建退共 建退共 清退共 清退共 林退共

（給付経理） （給付経理）
（特別給付

経理）
（給付経理）

（特別給付
経理）

（給付経理）

令和7年度 8.2 9.3 10.3 9.5 - 16.9
8年度 8.1 7.3 10.3 9.5 - 11.7
9年度 5.4 7.9 11.0 9.5 - 13.0

10年度 5.4 11.2 10.3 9.5 - 5.2
11年度 5.4 8.3 10.3 14.3 - 20.8
12年度 5.4 6.3 6.8 9.5 - 7.8
13年度 5.4 6.2 10.3 9.5 - 9.1
14年度 5.4 6.3 10.3 9.5 - 1.3
15年度 5.4 6.3 10.3 9.5 - 6.5
16年度 5.4 6.3 10.3 9.5 - 7.8
17年度 4.6 1.3 - - - -
18年度 4.6 5.4 - - - -
19年度 4.4 5.4 - - - -
20年度 4.3 6.3 - - - -
21年度 4.1 6.3 - - - -
22年度 4.0 - - - - -
23年度 4.2 - - - - -
24年度 4.1 - - - - -
25年度 3.8 - - - - -
26年度 2.5 - - - - -
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ウ ． 委 託 運 用  

・   機 構 は ポ ー ト フ ォ リ オ を 適 切 に 管 理 す る た め 、 委 託 運 用

資 産 の 資 産 構 成 割 合 と 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ と の 乖 離 状 況 を

毎 月 把 握 し 、 必 要 な 場 合 は リ バ ラ ン ス ル ー ル に 則 っ て 調 整

を 行 っ て い る 。  

・   令 和 ６ 年 度 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 末 時 点 で 国 内 株 式 と 外 国 株

式 の 資 産 構 成 割 合 が 乖 離 許 容 幅 を 超 え て 上 昇 し 、 か つ 国 内

債 券 と 外 国 債 券 の 資 産 構 成 割 合 が 乖 離 許 容 幅 を 超 え て 低 下

し た こ と を 受 け 、 リ バ ラ ン ス ル ー ル に 則 り 、 ４ 月 に 国 内 株

式 ・ 外 国 株 式 か ら 国 内 債 券 ・ 外 国 債 券 へ の 一 部 資 産 移 管 を

実 施 し た 。 ま た 、 10 月 末 時 点 で 外 国 株 式 の 資 産 構 成 割 合 が

乖 離 許 容 幅 を 超 え て 上 昇 し た こ と を 受 け 、 リ バ ラ ン ス ル ー

ル に 則 り 、 11 月 に 外 国 株 式 か ら 、 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ か ら

の マ イ ナ ス 乖 離 幅 が 最 も 大 き い 資 産 で あ っ た 国 内 債 券 へ

の 、 一 部 資 産 移 管 を 実 施 し た 。  

・   ま た 、 運 用 受 託 機 関 か ら 徴 求 し て い る 毎 月 の 報 告 書 を 基

に 、 ト ラ ッ キ ン グ エ ラ ー （ TE） の 動 向 を モ ニ タ リ ン グ し 、

運 用 受 託 機 関 が 過 剰 な い し 過 少 な リ ス ク テ イ ク を 行 っ て い

な い か を 検 証 す る な ど 、 フ ァ ン ド 毎 に も 適 切 な リ ス ク 管 理

が 行 わ れ て い る も の と 評 価 す る 。  

 

６ .  ガ バ ナ ン ス 体 制  

（ 1）  ガ バ ナ ン ス 体 制 の 確 立 及 び 業 務 運 営 の 透 明 性 の 確 保  

・   機 構 の 資 産 運 用 業 務 の 推 進 に 当 た っ て は 、 厚 生 労 働 省 を

は じ め 関 係 機 関 と の 連 携 に よ っ て 、 退 職 金 制 度 の 運 営 ・ 運

用 に 関 わ る 諸 課 題 を 解 決 し な が ら 進 め て い く こ と が 肝 要 で

あ る 。  

・   令 和 ６ 年 度 は 特 退 共 の 財 政 検 証 が 実 施 さ れ た 。 機 構 は 厚

生 労 働 省 勤 労 者 生 活 課 を 通 し て 労 政 審 に 対 し 、 財 務 シ ミ ュ
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レ ー シ ョ ン に 必 要 な 資 産 運 用 関 連 デ ー タ を 適 時 適 切 に 提 供

し た 。 こ う し た 対 応 は 、 関 係 機 関 へ の 情 報 提 供 責 任 を 適 切

に 果 た し た も の と 評 価 で き る 。  

 

（ 2）  ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 責 任 に 係 る 取 組  

・   機 構 の ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 活 動 は 、 運 用 受 託 機 関 と そ の

先 の 投 資 先 企 業 を 意 識 し た 建 設 的 な 対 話 を 行 う こ と に よ っ

て 、 制 度 の 受 益 者 の 利 益 を 高 め て い く こ と を 目 指 す も の で

あ る が 、 機 構 自 身 も ア セ ッ ト オ ー ナ ー と し て の 責 務 を 果 た

す こ と が 重 要 と 認 識 し て い る 。  

・   機 構 は 、 平 成 29 年 11 月 の 日 本 版 ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ ・

コ ー ド 改 訂 版 の 受 入 れ を 踏 ま え 、 公 的 ア セ ッ ト オ ー ナ ー と

し て 、 平 成 30 年 度 よ り ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 活 動 へ の 取 組 を

一 段 と 活 発 化 さ せ て お り 、 令 和 ５ 年 度 に は PRI へ の 署 名

や 、 機 構 に お け る 責 任 投 資 の 考 え 方 や 方 針 を 定 め た 「 責 任

投 資 方 針 」 を 策 定 ・ 公 表 し た 。  

・   令 和 ６ 年 度 も 、 エ ン ゲ ー ジ メ ン ト 実 施 部 署 か ら 実 務 レ ベ

ル の 報 告 を 受 け る ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 活 動 報 告 会 と 、 理 事

長 に よ る 大 手 金 融 機 関 及 び そ の グ ル ー プ に お け る ト ッ プ マ

ネ ジ メ ン ト と の ト ッ プ 面 談 と い う 複 層 的 な 活 動 が 実 施 さ れ

た 。  

 理 事 長 も 参 加 し た ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ 活 動 報 告 会 で は 、エ

ン ゲ ー ジ メ ン ト の 内 容 や 議 決 権 行 使 に お け る 考 え 方 等 に つ

い て 説 明 を 受 け 、 意 見 交 換 が 行 わ れ て い る 。  

ト ッ プ 面 談 で は 、運 用 受 託 機 関 と 親 会 社 の 間 の フ ァ イ ア ー

ウ ォ ー ル に 反 し な い よ う 配 慮 し つ つ 、グ ル ー プ に お け る 資 産

運 用 分 野 を 巡 る 長 期 的 戦 略 や ESG 課 題 等 に つ い て 、意 見 交 換

が 行 わ れ て い る 。  

「 資 産 運 用 立 国 」政 策 の 一 環 で も あ る「 資 産 運 用 の 高 度 化 」
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は わ が 国 の 喫 緊 の 課 題 と も な っ て お り 、運 用 分 野 に お け る 長

期 的 経 営 戦 略 や 資 源 投 入 は 経 営 ト ッ プ や 親 会 社 の 意 向 も 欠

か せ な い た め 、こ の よ う な 取 組 は 運 用 の 質 的 な 維 持・向 上 に

と っ て も 意 義 深 い も の と 考 え る 。  

ま た 、 ESG 課 題 に つ い て は 、 公 的 ア セ ッ ト オ ー ナ ー の 立 場

か ら 、 以 下 の 二 点 を 挙 げ た 。  

一 点 は 厚 生 労 働 省 が 所 管 す る 中 小 企 業 に お け る 従 業 員 の

福 利 厚 生 拡 充 を 目 指 す 独 立 行 政 法 人 と し て 、社 会（ Ｓ ）要 素

に お い て 、大 企 業 だ け で な く 中 小 企 業 や 非 正 規 労 働 者 も 含 め

た 労 働 環 境 の 改 善 や 多 様 性 へ の 取 組 が 重 要 で あ る と の 問 題

意 識 を 共 有 す る と と も に 、 足 許 の 取 組 状 況 を 確 認 し た 。  

も う 一 点 は 、環 境（ Ｅ ）要 素 に つ い て で あ る 。林 退 共 を 運

営 す る 機 関 と し て 、2050 年 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル を 実 現 す る

に は 、炭 酸 ガ ス の 排 出 量 削 減 だ け で な く 吸 収 を 図 る こ と が 必

要 で あ り 、そ の 方 策 と し て 日 本 の 国 土 の ３ 分 の ２ を 占 め る 森

林 を 、日 本 固 有 の 里 山 文 化 も 活 か し て 活 用 す る こ と が 、林 業

の 振 興 に も 繋 が り 望 ま し い と 考 え ら れ る 、 と の 意 見 を 述 べ 、

実 装 に 向 け た 課 題 や 足 許 の 取 組 状 況 を 共 有 し た 。加 え て 、気

候 変 動 対 応 に お け る ト ラ ン ジ シ ョ ン・フ ァ イ ナ ン ス の 重 要 性

に つ い て 共 有 す る と と も に 、 具 体 的 な 取 組 状 況 を 確 認 し た 。 

上 記 の テ ー マ に つ い て は 、ト ッ プ 面 談 な ど に お け る 意 見 交

換 を 通 じ 、多 く の ト ッ プ マ ネ ジ メ ン ト と 問 題 意 識 、足 許 の 取

組 状 況 や 課 題 を 共 有 で き た と の こ と で あ る 。 6.6 兆 円 と い う

資 産 規 模 を 有 す る 公 的 ア セ ッ ト オ ー ナ ー と し て 、受 益 者 の 利

益 に 反 し な い 形 で ESG 課 題 な ど に 係 る 発 信 力 を 高 め て い る こ

と は 評 価 で き る 。  

・   上 記 に 加 え 令 和 ６ 年 度 に は 、 運 用 受 託 機 関 の ス チ ュ ワ ー

ド シ ッ プ 活 動 へ の 評 価 導 入 （ 投 資 戦 略 に お け る ESG 要 素 の

考 慮 を 含 む ） を 実 施 す る と と も に 、 機 構 の ス チ ュ ワ ー ド シ
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ッ プ 活 動 も 含 め た 責 任 投 資 へ の 取 組 状 況 に つ い て 、「 令 和 ５

年 度 責 任 投 資 活 動 報 告 書 」（ 令 和 ６ 年 ６ 月 ） と し て 公 表 し

た 。  

・   さ ら に 、「 資 産 運 用 立 国 実 現 プ ラ ン 」 の 一 環 と し て 、 ア セ

ッ ト オ ー ナ ー シ ッ プ 改 革 の 観 点 か ら ８ 月 に 公 表 さ れ た 、 ア

セ ッ ト オ ー ナ ー の 運 用 ・ ガ バ ナ ン ス ・ リ ス ク 管 理 に 係 る 共

通 の 原 則 （ ア セ ッ ト オ ー ナ ー ・ プ リ ン シ プ ル ） を 踏 ま え 、

「 ア セ ッ ト オ ー ナ ー ・ プ リ ン シ プ ル に 関 す る 受 入 れ 及 び 取

組 方 針 の 表 明 に つ い て 」 を ９ 月 に 策 定 ・ 公 表 し た 。  

・   こ う し た 取 組 は 、 受 益 者 に 対 し て 長 期 安 定 的 な 利 益 を も

た ら す と い う 機 構 の 投 資 目 的 の 範 囲 内 で あ り 、 6.6 兆 円 と い

う 大 き な 資 金 を 運 用 す る 公 的 ア セ ッ ト オ ー ナ ー と し て ス チ

ュ ワ ー ド シ ッ プ 責 任 を 果 た す 上 で 適 切 な も の で あ る と 高 く

評 価 で き る 。  

 

７ .  そ の 他 機 構 資 産 の 適 切 な 運 用 に 関 し 必 要 な 事 項  

（ 1）  透 明 性 の 向 上  

・   対 外 公 表 に つ い て は 、 財 務 諸 表 等 は 官 報 に 公 告 し て い る

（ 令 和 ６ 年 ９ 月 ）。 ま た 、 当 委 員 会 の 議 事 要 旨 を は じ め 、 年

度 及 び 四 半 期 毎 の 運 用 実 績 と 資 産 構 成 の ほ か 、 令 和 ５ 年 度

運 用 結 果 報 告 （ 令 和 ６ 年 ８ 月 ）、 令 和 ５ 年 度 責 任 投 資 活 動 報

告 書 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 ）、 中 退 共 資 産 等 に 係 る 基 本 ポ ー ト フ ォ

リ オ 見 直 し に つ い て （ 令 和 ６ 年 度 ）（ 令 和 ６ 年 ７ 月 ）、 等 が

ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 公 表 さ れ た 。  

・   議 事 要 旨 に つ い て は 、 概 ね 委 員 会 後 ２ か 月 以 内 に 公 表 さ

れ て い る 。  

・   当 委 員 会 の 議 事 録 に つ い て は 、 各 委 員 会 の 開 催 日 か ら ７

年 経 過 し た も の か ら 半 年 分 ず つ 順 次 公 表 す る も の と し て い

る 。 令 和 ６ 年 ７ 月 に は 平 成 28 年 度 第 ８ 回 か ら 平 成 29 年 度
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第 ２ 回 ま で の 委 員 会 議 事 録 が 、 令 和 ７ 年 １ 月 に は 平 成 29 年

度 第 ３ 回 か ら 第 ５ 回 ま で の 委 員 会 議 事 録 が 、 ホ ー ム ペ ー ジ

に 掲 載 さ れ た 。  

・   上 記 の と お り 、各 種 資 料 の 公 開 に つ い て は 、適 切 に 実 施 さ

れ て い る と 評 価 す る 。  

 

（ 2）  運 用 管 理 体 制  

・   運 用 業 務 を 行 う 資 産 運 用 部 に は 、 業 務 を 的 確 に 遂 行 で き

る 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 担 当 者 と し て 、 運 用 調 査

役 、 運 用 リ ス ク 管 理 役 及 び サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 統 括 役 を 配 置

し て い る 。  

・   専 門 的 知 識 を 持 っ た 人 材 の 育 成 に つ い て は 、 機 構 も 課 題

と し て 認 識 し て い る と の こ と で あ る 。 令 和 ６ 年 度 も 、 準 備

段 階 で 毎 回 内 部 の 議 論 を 重 ね た 上 で ５ 回 に 亘 る 当 委 員 会 で

の 審 議 を 受 け た こ と 、 金 融 機 関 主 催 の 研 修 等 を 積 極 的 に 受

講 し た こ と 等 に 加 え 、 中 堅 ・ 若 手 向 け を 中 心 に OJT や 資 格

取 得 サ ポ ー ト を 強 化 す る な ど の 取 組 を 行 っ て い る 。「 責 任 投

資 活 動 報 告 書 」 等 の 公 表 資 料 の 内 容 充 実 に 、 成 果 の 一 端 が

現 れ て お り 、 資 産 運 用 関 係 職 員 の 資 産 運 用 に 係 る 専 門 的 知

見 の 向 上 が み ら れ る も の と 評 価 す る 。  

・   機 構 は 、 機 構 資 産 の 運 用 に 関 す る 基 本 方 針 の 案 、 運 用 計

画 及 び 資 産 の 配 分 等 の 重 要 事 項 を 審 議 す る こ と を 目 的 と し

て 、 担 当 役 職 員 で 構 成 す る 資 産 運 用 企 画 会 議 を 設 置 し て い

る 。 従 来 は 原 則 経 理 毎 に 会 議 を 開 催 し て い た が 、 令 和 ５ 年

度 よ り 全 経 理 で 一 本 化 し て い る 。 令 和 ６ 年 度 は 、 月 次 の 定

例 会 議 を 12 回 、 臨 時 会 議 を ６ 回 開 催 し て い る 。  

 

 

以  上  
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資 産 運 用 委 員 会  委 員 名 簿  

第 ５ 期 （ 令 和 ５ 年 10 月 ～ 令 和 ７ 年 ９ 月 ）  

 

大
おお

 野
の

 早
さ

 苗
なえ

 武 蔵 大 学 副 学 長  

黒
くろ

 木
き

 彰
しょう

 子
こ

 帝 京 大 学 経 済 学 部 教 授  

菅
すが

 原
わら

 周
しゅう

 一
いち

 文 教 大 学 国 際 学 部 教 授  

玉
たま

 木
き

 伸
のぶ

 介
すけ

 大 妻 女 子 大 学 短 期 大 学 部 教 授  

馬
ま

 庭
にわ

 昭
あき

 弘
ひろ

 
全 労 済 グ ル ー プ 企 業 年 金 基 金  

常 務 理 事  

 

     ◎ 委 員 長  

     ○ 委 員 長 代 理  

 

（ 五 十 音 順 、 敬 称 略 ）  

 

  

◎  

○  
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【 令 和 ６ 年 度 資 産 運 用 委 員 会  開 催 実 績 （ 全 ５ 回 ）】  

第 １ 回 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 19 日 ）  

・ <審 議 事 項 > 中 退 共 の 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 見 直 し に つ い て  

・ <審 議 事 項 > 令 和 ５ 年 度 資 産 運 用 に 関 す る 評 価 報 告 書 （ 案 ）  

・ <審 議 事 項 > 令 和 ５ 年 度 責 任 投 資 活 動 報 告 書 （ 案 ）  

第 ２ 回 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 17 日 ）  

・ <審 議 ・ 報 告 事 項 > 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ 見 直 し に つ い て  

・ <審 議 事 項 > 令 和 ５ 年 度 資 産 運 用 に 関 す る 評 価 報 告 書 （ 案 ）  

・ <報 告 事 項 > 令 和 ５ 年 ４ 月 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 の 資 産 運 用 実 績 報

告 （ ６ 経 理 ）  

・ <報 告 事 項 > マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー 見 直 し に つ い て  

・ <報 告 事 項 > PRI 年 次 報 告 に つ い て  

第 ３ 回 （ 令 和 ６ 年 ９ 月 10 日 ）  

・ <審 議 事 項 > 基 本 ポ ー ト フ ォ リ オ の 定 例 検 証 に つ い て  

・ <報 告 事 項 > 退 職 金 共 済 業 務 に 係 る 業 務 上 の 余 裕 金 の 運 用 状 況

に つ い て （ ６ 経 理 ）  

・ <報 告 事 項 > ア セ ッ ト オ ー ナ ー ・ プ リ ン シ プ ル 受 入 れ 表 明 案 に

つ い て  

第 ４ 回 （ 令 和 ６ 年 12 月 24 日 ）  

・ <報 告 事 項 > マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー 見 直 し に つ い て  

・ <報 告 事 項 > 令 和 ６ 年 度 責 任 投 資 活 動 に つ い て （ ス チ ュ ワ ー ド

シ ッ プ 活 動 報 告 会 ）  

第 ５ 回 （ 令 和 ７ 年 ２ 月 27 日 ）  

・ <報 告 事 項 > 退 職 金 共 済 業 務 に 係 る 業 務 上 の 余 裕 金 の 運 用 状 況

に つ い て （ ６ 経 理 ）  

・ <報 告 事 項 > マ ネ ジ ャ ー ・ ス ト ラ ク チ ャ ー 見 直 し に つ い て   

・ <報 告 事 項 > 令 和 ６ 年 度 責 任 投 資 活 動 に つ い て （ ト ッ プ 面 談 な

ど ）  



給付経理 特別給付経理 給付経理 特別給付経理

△ 0.75 △ 0.49 △ 0.67 △ 0.48 0.02 △ 0.86

自家運用利回り 0.47 0.46 0.26 0.20 0.02 0.24

委託運用利回り △ 2.09 △ 2.22 △ 2.13 △ 2.37 - △ 2.37

△ 417.67 △ 51.16 △ 1.97 △ 0.17 0.00 △ 1.37

自家運用 135.39 31.30 0.47 0.05 0.00 0.22

委託運用 △ 553.06 △ 82.46 △ 2.44 △ 0.22 - △ 1.59

55,263 10,470 289 34 3 158

※1. 上段の表においては、自家運用は、国内債券（簿価）のほか、預金を含む。委託運用は、包括信託のほか、生命保険（一般勘定）及び有価証券信託を含む。

（単位：％）

1.00 1.30 1.30 2.30 2.30 0.10

1.10 1.03 1.51 2.21 0.52 0.57

56.9 68.5 68.5 77.8 100.0 60.8

31.2 22.9 22.9 16.1 - 28.4

4.0 2.9 2.9 2.1 - 3.6

5.9 4.3 4.3 3.0 - 5.4

2.0 1.4 1.4 1.0 - 1.8

43.1 31.5 31.5 22.2 - 39.2

72.4
(±3.6)

9.3
(±2.3)

13.7
(±1.7)

4.6
(±1.3)

1.23 1.01 0.86 0.67 0.00 0.92

1.43 1.03 1.03 0.74 0.00 1.29

令和５年度末 6,331.43 870.75 136.58 24.36 2.05 1.16

令和６年度末 5,409.98 734.48 130.87 23.51 2.04 △ 1.45

令和５年度末 48,157.80 9,693.99 163.74 11.12 0.65 160.22

令和６年度末 48,570.07 9,715.92 157.96 10.86 0.63 158.73

令和５年度末 13.15 8.98 83.41 219.06 315.38 0.72

令和６年度末 11.14 7.56 82.85 216.48 323.81 △ 0.91

4,024 613 - - - 8.75

※2.

※3.

※4.

※5.

※6.

中段の表においては、自家運用（簿価）は、国内債券（簿価）のほか、生命保険（一般勘定）、預金を含む。委託運用（時価）は、包括信託のみである。

退職金共済事業経理別運用状況（令和７年３月末）

外国債券については、為替ヘッジを行わない。

令和６年度基本ポートフォリオ検証時の数値（データは令和６年７月時点）。

モンテカルロシミュレーション1%tile。令和６年度基本ポートフォリオ検証時の数値（データは令和６年７月時点）。

中退共給付経理は、予定運用利回り+業務経費相当分。その他の経理は、責任準備金必要利回り（資産運用ベース）+業務経費相当分の推計値。

リスク値（標準偏差） ※5

リターン予想値 ※5

累積剰余(欠損）金
（A)  　(億円）

責任準備金
（B)　　（億円）

予定運用利回り

想定損失額　※6（億円）

リスク・バッファー
比率

（A)／（B)

林退共事業
給付経理

9.3
(±2.3)

令和６年４月～令和７年３月の資産運用実績報告

国 内 株 式

　　外 国 債 券　※4

外 国 株 式

委 託 運 用　小計

必要な利回り（推計値）※3

基
本
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ

(

括
弧
内
は
乖
離
許
容
幅

)

委
託
運
用

（
時
価

）

自 家 運 用　(簿　価）

国 内 債 券

う
ち
委
託
運
用

（
時
価

）

部
分
の
み

国 内 債 券

外 国 株 式

運用資産総額　（億円）

1.運用概要

13.7
(±1.7)

4.6
(±1.3)

（％）

(億円）

運用損益

国 内 株 式

　　外 国 債 券 ※4

72.4
(±3.6)

中退共事業
給付経理

建退共事業 清退共事業

運用利回り（手数料控除後）

別紙

1



予定運用利回り （年間）

必要な利回り （推計値、年間）　※2

期待収益率　　（A）

うち自家運用（簿価）

うち委託運用（時価）

収益率実績　　（B）

うち自家運用（簿価）

うち委託運用（時価）

実績 ― 期待　（B-A）

うち自家運用（簿価）

うち委託運用（時価）

市場収益要因

超過収益要因

資産配分効果

個別資産効果

複合効果

手数料要因

※1.

※2.

3.包括信託の内訳
（単位：％）

※1.

※2.

※3.

　・ 国 内 債 券 　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

　・ 国 内 株 式 　ＴＯＰＩＸ（配当込み）

　・ 外 国 債 券 　《６月まで》　FTSE世界国債インデックス（除く日本、除く中国、円ヘッジ・円ベース） 

                  　 　《７月以降》　FTSE世界国債インデックス（除く日本、除く中国、円ベース）

　・ 外 国 株 式 　ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ（円ベース、配当込み、ＧＲＯＳＳ）

※4.

※5.

７月１日付けの基本ポートフォリオ改定に向けて、６月に資産間で移受管を行った。一部資産の一時的な現金化に伴い、外国株式の超過

収益率に約▲2.0％の影響が生じている。

合同運用資産は、中退共給付経理、建退共給付経理、建退共特別給付経理、 清退共給付経理及び林退共給付経理の、包括信託による

委託運用部分を、合同して運用しているものである。

単位未満は四捨五入しているため、内訳と計が一致しないことがある。

委託運用（包括信託）の資産クラス毎のベンチマークは、 資産運用の基本方針に定める以下の指標による。

2.運用実績

本表においては、自家運用（簿価）は、国内債券（簿価）のほか、生命保険（一般勘定）、有価証券信託、及び預金を含む。委託運用（時価）は、包括信託

中退共給付経理は、予定運用利回り+業務経費相当分。その他の経理は、責任準備金必要利回り（資産運用ベース）+業務経費相当分の推計値。

国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

合　　計

個別資産効果 資産配分効果 複合効果

△ 0.17 0.17 0.03

外国債券 0.00 0.03 0.00

外国株式 △ 0.32 0.14 0.00

国内債券 0.10 0.00 0.03

国内株式 0.05 0.00 △ 0.01

100.00 △ 2.31 △ 2.28 0.03

9.33 6.82 4.55 △ 2.27

14.97 △ 5.33 △ 5.26 0.07

構成比
ベンチマーク

収益率
(a)

時間加重収益率
(手数料控除前）

(b)

超過収益率
(b-a)

9.58 △ 1.55 △ 1.08 0.46

66.12 △ 4.73 △ 4.57 0.16

合同運用資産

手数料率
(ｃ)

手数料控除後収益率
(b-ｃ)

0.04 △ 4.61

0.20 △ 1.28

△ 0.08 △ 0.08 △ 0.08 △ 0.08 - △ 0.08

0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03

のみである。

△ 0.17 △ 0.17 △ 0.17 △ 0.17 - △ 0.17

0.17 0.17 0.17 0.17 - 0.17

0.03 0.03 0.03 0.03 - 0.03

△ 3.41 △ 3.41 △ 3.41 △ 3.41 - △ 3.41

△ 3.46 △ 3.46 △ 3.46 △ 3.46 - △ 3.46

0.12 0.01 △ 0.03 0.01 0.02 △ 0.02

△ 1.47 △ 1.15 △ 1.23 △ 0.88 0.02 △ 1.45

△ 2.36 △ 2.36 △ 2.36 △ 2.36 - △ 2.36

0.53 0.47 0.28 0.20 0.02 0.24

△ 0.75 △ 0.49 △ 0.67 △ 0.48 0.02 △ 0.86

1.10 1.10 1.10 1.10 - 1.10

0.42 0.46 0.31 0.19 0.00 0.26

令和６年４月～令和７年３月の資産運用実績報告

（単位：％）

0.71 0.66 0.56 0.39 0.00 0.59

中退共事業
給付経理

建退共事業 清退共事業 林退共事業
給付経理

0.12 △ 5.38

0.21 4.34

0.08 △ 2.36

外国債券については、為替ヘッジを行っていたが、６月28日にヘッジを解除し、以降はヘッジを行っていない。

0.1

1.10 1.03 1.51 2.21 0.52 0.57

給付経理 特別給付経理 給付経理 特別給付経理

1.0 1.3 1.3 2.3 2.3

※4
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（1）経理別資産状況
（単位：億円、％）

構成比 利回り 構成比 利回り 構成比 利回り

51.63 0.48 60.24 0.49 50.55 0.31

1.73 0.02 6.57 0.03 13.82 0.01

43.45 △ 2.37 33.18 △ 2.37 35.63 △ 2.37

3.18 1.26 - 0.74 - 0.63

(56.61) 0.04 (35.47) 0.03 - -

100.00 △ 0.75 100.00 △ 0.49 100.00 △ 0.67

構成比 利回り 構成比 利回り 構成比 利回り

63.11 0.23 - - 49.16 0.27

10.45 0.01 100.00 0.02 9.19 0.02

26.44 △ 2.37 - - 41.64 △ 2.37

- - - - - -

- - - - - -

100.00 △ 0.48 100.00 0.02 100.00 △ 0.86

（注1）包括信託は時価総額、その他の資産は帳簿価額である。

（注2）利回りは決算利回りであり、計算式は「収益額/平均残高」である。(費用控除後）

（注3）有価証券信託は自家運用により取得した有価証券の信託による運用であり、内数である。また、構成比は有価証券に対する構成比である。

 ※ 「包括信託」の利回りと前ページ「3.包括信託の内訳」に掲載の「手数料控除後収益率」は同じものであるが、算出方法が異なるため、必ずしも一致しない。

（2）経理別 資産構成割合
（単位：％）

構成比
基本
ポート

フォリオ
構成比

基本
ポート

フォリオ
構成比

基本
ポート

フォリオ
構成比

基本
ポート

フォリオ
構成比

基本
ポート

フォリオ
構成比

基本
ポート

フォリオ

56.5 56.9 66.8 68.5 64.4 68.5 73.6 77.8 100.0 100.0 58.4 60.8

43.5 43.1 33.2 31.5 35.6 31.5 26.4 22.2 - - 41.6 39.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（単位：億円、％）

外国株式

合計

4.資産状況

自家運用（簿価）

委託運用（時価）

合計

国内債券 19,834

2,610

27,666

合同運用資産

100.0 -

3,755

5.3 4.6±1.31,466

13.6 13.7±1.7

72.4±3.6

国内株式

外国債券

建退共事業（給付経理）

生命保険資産

令和６年４月～令和７年３月の資産運用実績報告

9.4

林退共事業
給付経理

建退共事業 清退共事業

給付経理 特別給付経理 給付経理 特別給付経理

基本ポートフォリオ

中退共事業
給付経理

9.3±2.3

（注6）本表で、自家運用（簿価）は、国内債券（簿価）のほか、生命保険（一般勘定）、預金を含む。委託運用（時価）は、包括信託のみである。

構成比資産残高

71.7

158

146

40

103

-

-

289

78

34

-

3

-

-

-

3

154

21

9

-

有価証券

1,757

(16,153)

55,263

預金

包括信託

資産額

有価証券信託

66

-

--

運用の方法等
資産額

28,534

958

24,014

有価証券信託

委託運用

自家運用

運用の方法等

合　　　　計

合　　　　計

（注4）包括信託について、会計文書の勘定科目名は「金銭信託」を使用している。

（注5）単位未満は四捨五入しているため内訳と合計額が一致しないことがある。

建退共事業（特別給付経理）

資産額

清退共事業（給付経理） 清退共事業（特別給付経理） 林退共事業（給付経理）

10,470

資産額

資産額 資産額

有価証券

預金

包括信託

生命保険資産

6,308

688

3,474

-

(2,237)

中退共事業（給付経理）

自家運用

委託運用

3



（3）合同運用資産  資産構成割合の推移

・

・

令和６年４月～令和７年３月の資産運用実績報告

令和6年3月末時点で、国内株式
と外国株式の資産構成割合が乖
離許容幅の上限を超過し、かつ
国内債券と外国債券の資産構成
割合が下限を超過した。

このため4月に、国内株式及び外
国株式から、国内債券及び外国
債券へ一部資産移管する、資産
間リバランスを実施した。

令和6年10月末時点で、外国株
式の資産構成割合が乖離許容
幅の上限を超過した。

このため11月に、外国株式から
国内債券へ一部資産移管する、
資産間リバランスを実施した。

資産構成割合

71.7%

40

45

50

55

60

65

70

75

80

24/3 24/6 24/9 24/12 25/3

単位：％ 国内債券

(4～6月） 50.7%±5.3%

(7～3月） 72.4%±3.6%

乖離許容幅（上限）

基本ポートフォリオ

乖離許容幅（下限）

資産構成割合 9.4%

6

7

8

9

10

11

12

24/3 24/6 24/9 24/12 25/3

単位：％ 国内株式

（4～6月） 9.0%±2.4%

（7～3月） 9.3%±2.3%

乖離許容幅（上限）

基本ポートフォリオ

乖離許容幅（下限）

資産構成割合
13.6%

10

12

14

16

18

20

22

24

26

24/3 24/6 24/9 24/12 25/3

単位：％ 外国債券

（4～6月）22.0%±2.4%

（7～3月）13.7%±1.7%

乖離許容幅（上限）

基本ポートフォリオ

乖離許容幅（下限）

資産構成割合
5.3%

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

24/3 24/6 24/9 24/12 25/3

単位：％ 外国株式

（4～6月）18.3%±5.3%

（7～3月） 4.6%±1.3%

乖離許容幅（上限）

基本ポートフォリオ

乖離許容幅（下限）
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勤退機構の資産運⽤業務の評価における留意事項 
― 各種利回りの読み⽅について ― 

 
〇 勤退機構における資産運⽤実績や基本ポートフォリオを評価するに際しては、各経理（共済制度）の
制度上の特徴点と、財務状況を勘案する必要がある点に留意が必要である。 
 

１. 必要な利回り 
 必要な利回りとは、「資産運⽤の基本⽅針」において「資産運⽤の⽬標」として掲げられているもの
であり、「中期的に退職⾦共済事業の運営に必要な利回り」と定義されている。「資産運⽤の⽬標」では、
この「必要な利回り」を「最低限のリスクで確保すること」、が求められている。 
 必要な利回りの内訳は、基本的には「予定運⽤利回りに従って増加する責任準備⾦の額」と「業務経
費」の合計の資産に対する割合、で定義される。林退共については、更に「累積⽋損⾦の計画的な解消
を図るための費⽤」を加えることとしているが、令和５年度末に累積⽋損⾦を解消したことを受けて、
令和６年度での計算においてはこの加算を⾏っていない。 
 中退共の場合は、加⼊期間と就労期間が基本的に等しいため、予定運⽤利回りに業務経費率を加えた
ものが必要な利回りになる。 
 ⼀⽅、特退共については、予定運⽤利回りと必要な利回りの関係は、次の２．で記すとおり、制度や
経済情勢等様々な影響を受けて変動する。 

 
２. 予定運⽤利回りと必要な利回り 

中退共については、毎⽉積み⽴てられる掛⾦に対して制度全体として付与されるのが予定運⽤利回り
（1.0%）であり、それに業務経費率（0.1%）を加えたのが必要な利回りであって、分かり易い構造で
あるが、特退共（建退共、清退共、林退共）における予定運⽤利回りと必要な利回りの関係は中退共と
は異なるため、留意が必要である。 

特退共（建退共、清退共、林退共）では、期間雇⽤労働者を対象としているため、就業形態の特殊性
（⾮連続的就労、職場の異動）から１⽇分の就労に対して証紙 1 枚を⼿帳に貼付する仕組みで運営され
ている。証紙貼付⽇数（掛⾦納付⽇数）を業種ごとに定められた１⽉分の⽇数（建退共：21 ⽇、清退
共：15 ⽇、林退共：17 ⽇）で割って掛⾦納付⽉数を求め、その⽉数に応じて退職⾦額が算定されるが、
その際の算定の基礎として平均的な年利として設定されるのが予定運⽤利回りである。ただし、1 年（12
カ⽉）分（＝⼿帳 1 冊分）の証紙が貼られるのに要する平均的な期間は 1 年を上回っていることから、
必要な利回りが予定運⽤利回りよりも低くなり得る。 

 
 

 
 
 

以 上 



（単位：％）

令和６年度

予定運用利回り（年率） 1.00 【定例検証】（毎年度）

必要な利回り（年率） 1.10

期待収益率　（A) 0.71

うち自家運用（簿価） 0.42

うち委託運用（時価） 1.10

 収益率実績      （B） ▲ 0.75

うち自家運用（簿価） 0.53

うち委託運用（時価） ▲ 2.36

実績－期待　　（B-A） ▲ 1.47

うち自家運用（簿価） 0.12

うち委託運用（時価） ▲ 3.46

市場収益要因 ▲ 3.41

超過収益要因 0.03

資産配分効果 0.17

個別資産効果 ▲ 0.17

複合効果 0.03

手数料要因 ▲ 0.08

5,410

4,024

1,386

リスク量の適否
（利益剰余金水準と
想定損失額の差）

募集・選考方法の選択

評価・選考基準の設定

現代ポートフォリオ理論
　・リスク・リターン・バランス評価
　・スタイル分析・選択
　・金額配分　等

面談による定性評価
　・投資哲学
　・組織体制、資本関係
　・人材育成　等

利益剰余金（C）（億円）

想定損失額（D）（億円）

利益剰余金過不足（C－D） 労政審中退部会

運用受託機関の
期待からの乖離

（運用哲学転換等）

マネジャー・ストラクチャー
見直し

資産運用におけるプロセス評価のイメージ
（長期投資家としての視点での評価）

《指摘責任》

予定運用利回り
見直し

長期金利の想定からの乖離
（金融政策転換等）

金融経済情勢分析
　・地政学リスク動向分析
  ・長期金利見通し
　・期待収益率推計　　等

負債側の動向分析
　・加入・脱退者数見通し
　・自家運用の必要水準
　・必要な利回り　等

現代ポートフォリオ理論
　・投資期間の決定
　・資産構成算定手法の選択
　・資産構成の決定
　・想定損失額推計　等

期待収益率に係る
重要な前提条件の変化

（市場構造変化等）

要
因
分
解
・
分
析

【審議・報告事項】（中長期的視点）

資産運用委員会
中退共運用実績

乖離許容幅等
リバランス・ルールの問題
（過大な乖離許容幅等）

リバランス・ルール
見直し

現代ポートフォリオ理論
　・乖離許容幅
　・頻度
　・修正幅

基本ポートフォリオ

見直し

別添１



令和6年7月１日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

中退共資産等に係る
基本ポートフォリオ見直しについて

（令和６年度）

0733ta
テキストボックス
別添２



１．新基本ポートフォリオ

１）基本ポートフォリオ見直しの背景 P2

２）考え方 P3

３）資産構成割合 P4

４）基本ポートフォリオ見直しにおけるポイント P5

２．背景となるデータ

１）各資産の期待収益率 P7

２）最新の日本経済見通しまとめ P8

３）リスク値・相関係数 P9

４）最適化結果の選択肢 P10

３．資産運用委員会の議事要旨

１）令和５年度第４回資産運用委員会（令和５年12月26日） P11

２）令和５年度第５回資産運用委員会（令和６年２月26日） P12

３）令和６年度第１回資産運用委員会（令和６年４月19日） P13

４．特退共の新基本ポートフォリオ

１）建退共の新基本ポートフォリオ（資産構成割合） P14

２）清退共の新基本ポートフォリオ（資産構成割合） P16

３）林退共の新基本ポートフォリオ（資産構成割合） P17

（参考資料）資産運用委員会 委員名簿 P18
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• 中退共の基本ポートフォリオについては、令和３年10月に見直しを行った。

• 基本ポートフォリオは中長期的に維持されるべきものであり、通常は５年程度が見直しの周期と考えている。ただし、基本ポート
フォリオ策定の重要な前提条件が変化した場合には、５年を待たずに見直しを検討する方針としている。

• 令和４年度第３回資産運用委員会（令和４年９月26日）において、基本ポートフォリオ策定の最も重要な前提条件の一つである金
融経済情勢の見通しが変化した可能性が高いと思われるが、当面は状況の帰趨を見守る方針とし、以降重要な前提条件につい
ての検証を行ってきた。

• 令和６年度第１回資産運用委員会（令和６年４月19日）において、注目していた物価動向が明らかに変化し、金融政策が変更され
たことを踏まえ、基本ポートフォリオ策定の重要な前提条件である金融経済情勢が変化したと判断し、基本ポートフォリオを見直
すこととした。

• 本資料は、今回の見直しに際しての機構の基本的スタンスや考え方、主な論点、結論の背景となる主要データ、主な議論の内容
等を総括したものである。

１.  新基本ポートフォリオ １）基本ポートフォリオ見直しの背景

2



中退共制度の特徴

• 運用資産は中小企業従業員の大切な退職金の原資であり、確実な支払いが求められる。

• 賦課方式でなく、積立型の退職金共済制度であり、掛金とその運用益のみを原資として、将来にわたり退職金を確実に給付する
仕組みである。

• 累積欠損金が発生しても政府や他事業から補填を受ける仕組みがない。

「安全かつ効率的な運用」の考え方

• 中退共制度の特徴を踏まえ、「資産運用の基本方針」（令和４年７月１日策定）では、機構の資産の運用は、「安全かつ効率的に
行う」としており、資産運用の目標を「中期的に必要な利回りを最低限のリスクで確保する」としている。

• 「必要な利回り」については、累積剰余金の水準や市場環境等を踏まえると、リスクを極力抑制した「予定運用利回り＋業務経費
率」に相当する水準とすることが適当。具体的には、予定運用利回り1％に業務経費率0.1％程度を加えた1.10％となる。

• 今回の基本ポートフォリオ見直しにおいても、「安全かつ効率的な運用」を行う、即ち中期的に必要な利回りを最低限のリスクで
確保するとの従来の考え方を踏襲した。

１.  新基本ポートフォリオ ２）考え方
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※1 今回推計し直した数値を表示。

前回改定時点（令和３年10月１日）では、期待収益率は1.10％、リスクは1.92％。

※2 自家運用（簿価）は、国内債券（簿価）のほか、生命保険資産（一般勘定）、短期資産を含む。

※3 外国債券について、現行基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行うが、新基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行わない。

１.  新基本ポートフォリオ ３）資産構成割合
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ポートフォリオ 資産構成割合

委託運用（時価）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

うち委託運用部分 － － - 50.7% 9.0% 22.0% 18.3%

乖離許容幅 － － - ±5.3％ ±2.4％ ±2.4％ ±5.3％

うち委託運用部分 － － - 72.4% 9.3% 13.7% 4.6%

乖離許容幅　 － － - ±3.6％ ±2.3％ ±1.7％ ±1.3％

△0.07％ △0.59％ 0.0% 9.4% 0.1% △3.6％ △5.9％

期待
収益率

リスク
自家運用
（簿価）

現行基本ポートフォリオ (A)
1.17% 2.01% 56.9% 21.8% 3.9% 9.5% 7.9%

（令和３年10月１日改定）

4.0% 5.9% 2.0%
（令和６年7月1日改定）

変化幅 (B-A)

新基本ポートフォリオ (B)
1 .10% 1.43% 56.9% 31.2%

※1 ※1
※3※2



１.  新基本ポートフォリオ ４）基本ポートフォリオ見直しにおけるポイント
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今回の見直しに関する方針
・今回の見直しは、基本ポートフォリオ策定の最も重要な前提条件の一つである金融経済情勢の見通しが変化したことを
契機としたものであるため、新しい金融経済見通しで最適化計算に基づき、資産構成割合を算出する。

・現行基本ポートフォリオ策定時に採用した、各資産クラスのリスク値等の計算期間、自家運用資産の水準の決定方法な
どは、それらに係る重要な前提条件が変化したという明確な状況証拠が無い限りにおいては、不変とする。

重要な前提条件（金融経済情勢）に係る検証の推移
・令和４年度第３回資産運用委員会（令和４年９月26日）

基本ポートフォリオ策定の最も重要な前提条件の一つである金融経済情勢の見通しが変化した可能性が高いと思
われるが、当面は状況の帰趨を見守る方針とした。

・令和５年度第３回資産運用委員会（令和５年９月12日）
１年前に注視するポイントとして挙げたものは、いずれも先行きを見定めにくい状況にある。引き続き、各ポイ
ントの動向を注視しつつ、具体的な資産構成割合の再計算作業開始のタイミングを計ることとした。

基本ポートフォリオは中期的に維持されるべきものであり、前回見直しから２年しか経っていないことから、今
回の見直しは、国内長期金利に係る前提条件（超低位安定）が大きく変化したことに伴う見直しという位置付け
とし、基本的には、その部分をアップデートすることが見直しの内容とした。

・令和５年度第４、５回資産運用委員会（令和５年12月24日、令和６年２月24日）
物価動向や日銀の金融政策をみるに、金融経済情勢の見通しが変化したと判断するタイミングが近づいている可
能性が高く、春闘の結果や日銀の政策等を確認する方針とした。

・令和６年度第１回資産運用委員会（令和６年４月19日）
基本ポートフォリオ策定の重要な前提条件である金融経済情勢の見通しが変化した、と判断し、基本ポートフォ
リオ見直しに着手する方針とした。



１.  新基本ポートフォリオ ４）基本ポートフォリオ見直しにおけるポイント
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為替リスク保有資産の構成割合上限の導入

• 為替リスクを現状より拡大させないという趣旨で、為替リスクを有する資産（＝為替ヘッジの無い外国債券及び外国株
式）の資産構成割合合計を、現行基本ポートフォリオにおける同資産構成割合合計である7.9％以下、とする条件を導
入した。

最低資産配分の導入

• 最新の期待収益率・リスク・相関係数を元に最適化計算をすると、外国株式の構成割合がゼロとなるが、国際分散投資
を重視する観点から、この結果は回避することが適当と考えられる。最適化計算にて導かれる各資産クラスの構成割合
の順番は変えない範囲で、最低資産配分を２％に設定し（P10参照）、外国株式の組み入れを維持した。

制約条件を設定しなかった場合の最適化結果

国内債券
自家運用
（既存）

国内債券
自家運用
（新規）

国内債券
委託運用

国内株式 外国債券 外国株式
ヘッジ付き
外国債券

今回推計

現行基本ポートフォリオ 1.16% 1.98% 56.9% 0.0% 21.8% 3.9% 0.0% 7.9% 9.5%
期待リターン：1.10％ 1.10% 1.47% 56.9% 0.0% 28.6% 4.5% 10.0% 0.0% 0.0%
期待リターン：1.20％ 1.20% 1.69% 56.9% 0.0% 25.9% 5.1% 12.1% 0.0% 0.0%
リスク：1.92％ 1.30% 1.92% 56.9% 0.0% 23.3% 5.6% 14.2% 0.0% 0.0%

参考

現行基本ポートフォリオ策定時 1.10% 1.92% 56.9% 0.0% 21.8% 3.9% 0.0% 7.9% 9.5%

期待
収益率

リスク

資産構成割合

（注1）計算に用いた各資産の期待収益率は、2023年度～2027年度の５年間を対象に推計したものであり、P7右表の数値とは異なる。

（注2）計算に用いたリスク値と相関係数は、2003年4月～2023年3月の期間のデータを用いて推計したものであり、 P9右表の数値とは異なる。



２.  背景となるデータ １）各資産の期待収益率

• 現行基本ポートフォリオ策定時の各資産の期待収益率と比べて、今回新基本ポートフォリオ策定時の各資産の期待収益率は、
国内外の長期金利水準の上昇に伴い、国内債券・外国債券の期待収益率が上昇している。

現行基本ポートフォリオ策定時 新基本ポートフォリオ策定時
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2024年度 0.44% 1.12% -0.30% 6.75% 1.90% 5.03% -0.49% 0.90% 0.64%

2025年度 0.50% 1.14% 5.25% 4.98% 5.08% 0.95% 2.23% 1.25%

2026年度 0.58% 0.50% 4.85% 5.49% 5.62% 0.31% 1.82% 1.11%

2027年度 0.64% 1.22% 4.45% 3.72% 5.71% 1.03% 2.07% 1.26%

2028年度 0.69% 1.22% 4.45% 3.12% 5.78% 1.03% 1.99% 1.25%

5年平均 0.57% 1.12% 0.75% 5.15% 3.83% 5.44% 0.57% 1.80% 1.10%

資産配分 56.9% 0.0% 31.2% 4.0% 5.9% 2.0% 0.0% 43.1% 100.0%

外国株式
ヘッジ付き
外国債券

委託運用
計

ﾎﾟー ﾄﾌｫﾘｵ
全体

期待
リターン

自家運用
自家運用
（新規）

国内債券
（委託）

国内株式 外国債券

（注1）金利・経済シナリオは、国内は内閣府ベースラインケース（2024年1月）、海外はEIU予測（2024年1月）を使用。

（注2）推計に用いたベンチマークはNOMURA-BPI総合、TOPIX（配当込み）、FTSE WGBI（除く日本、除く中国、円ベース）、MSCI Kokusai（配当込み、

円ベース）、FTSE WGBI（除く日本、除く中国、円ヘッジ・円ベース）

2021年度 0.50% 0.33% 1.13% 6.44% -0.35% 10.21% 0.96% 3.23% 1.68%

2022年度 0.44% 0.43% 5.62% -0.41% 7.43% 0.26% 2.13% 1.17%

2023年度 0.36% 0.43% 5.33% 0.47% 5.80% 0.26% 1.81% 0.99%

2024年度 0.35% 0.43% 5.17% 0.58% 5.28% 0.26% 1.70% 0.93%

2025年度 0.34% -0.18% 4.88% 1.48% 5.53% -0.35% 1.28% 0.74%

5年平均 0.40% 0.33% 0.45% 5.49% 0.35% 6.83% 0.28% 2.03% 1.10%

資産配分 56.9% 0.0% 21.8% 3.9% 0.0% 7.9% 9.5% 43.1% 100.0%

外国株式
ヘッジ付き
外国債券

委託運用
計

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
全体

期待
収益率

自家運用
自家運用
（新規）

国内債券
（委託）

国内株式 外国債券
期待
収益率



内閣府「中長期の経済財政に関する試算」 ベースラインケースによる見通し

２.  背景となるデータ ２）最新の日本経済見通しまとめ
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→5年・10年平均対象期間 単位：%
名目長期金利予測（日本） 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 5年平均 10年平均

2024年1月 0.1 0.3 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 0.86 0.96
策定時（2021年7月） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.54 1.02
（2023年3月末　10年国債利回り） 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.39 0.39

単位：%
消費者物価上昇率予測（日本） 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 5年平均 10年平均

2024年1月 0.1 3.2 3.0 2.5 1.5 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.34 1.07
策定時（2021年7月） 0.1 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.68 0.69

単位：%
実質GDP成長率予測（日本） 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 5年平均 10年平均

2024年1月 2.6 1.5 1.6 1.3 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.80 0.63
策定時（2021年7月） 3.7 2.2 2.0 1.8 1.5 1.2 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 1.26 1.04

0.0
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2.5

3.0

3.5

4.0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

実質GDP成長率予測（日本）

2024年1月 策定時（2021年7月）
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1.4

1.6

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

名目長期金利予測（日本）

2024年1月 策定時（2021年7月）

（2023年3月末 10年国債利回り）
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3.5

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

消費者物価上昇率予測（日本）

2024年1月 策定時（2021年7月）

（注1）名目長期金利の「2023年3月末 10年国債利回り」は2023年3月末時点の10年国債利回りを横這いとしている
（注2）名目長期金利予測値は、策定時（2021年7月）では起点を2021年3月末の10年国債利回りとして修正している
（注3）5年平均、10年平均は2024年をスタートとした各期間単純平均
（注4）図表のグレー部分は予測期間外の値（実績値または横置き）
（出所）内閣府、財務省公表資料よりNFRC作成

• 現行基本ポートフォリオ策定時と比較すると、実質GDP成長率予測が、下方修正された一方で、2024年度から2027年度におい
て、消費者物価上昇率予測及び名目長期金利予測が上方修正された。



国内債券
自家運用

国内債券
委託運用

国内株式 外国債券 外国株式
ヘッジ付き
外国債券

委託運用
計

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
全体

リスク 0.18% 1.90% 17.46% 9.02% 19.25% 3.72% 4.48% 1.92%

相関
国内債券

自家運用

国内債券

委託運用
国内株式 外国債券 外国株式

ヘッジ付き
外国債券

国内債券
自家運用

1.00 0.03 -0.09 0.06 -0.08 0.03

国内債券
委託運用

0.03 1.00 -0.32 -0.05 -0.21 0.46

国内株式 -0.09 -0.32 1.00 0.46 0.75 -0.30 

外国債券 0.06 -0.05 0.46 1.00 0.60 0.08

外国株式 -0.08 -0.21 0.75 0.60 1.00 -0.38 

ヘッジ付き
外国債券

0.03 0.46 -0.30 0.08 -0.38 1.00

（注1）ベンチマークデータ（月次）のリスク値（標準偏差）、相関係数を算出

（注2）推計に用いたベンチマークはNOMURA-BPI総合、TOPIX（配当込み）、FTSE WGBI（除く日本、除く中国、円ベース）、MSCI Kokusai（配当込み、

円ベース）、FTSE WGBI（除く日本、除く中国、円ヘッジ・円ベース）

（注3）各資産クラスの構成比は小数点第一位まで丸めて算出。そのため新基本ポートフォリオ全体のリスク値（1.43％）はP10表 赤囲みのリスク値

（1.42％）と異なる。

新基本ポートフォリオ策定時： 過去20年間（2004/4～2024/3）現行基本ポートフォリオ策定時： 過去20年間（2001/4～2021/3）

２.  背景となるデータ ３）リスク値・相関係数

• リスク値・相関係数は、過去20年間のデータから推計する。

• ITバブル崩壊が観測対象期間から抜けたことで、国内債券・ヘッジ付き外国債券を除く各資産クラスのリスク値は、現行基本
ポートフォリオ策定時と比べて低下している｡

• 委託運用資産全体、及び自家運用資産も合わせたポートフォリオ全体でのリスク値は現行基本ポートフォリオ策定時に比べて
大幅に低下している。

（出所）MSCI、FTSE RussellのデータよりNFRC作成
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国内債券
自家運用

国内債券
委託運用

国内株式 外国債券 外国株式
ヘッジ付き
外国債券

委託運用
計

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
全体

リスク 0.13% 2.03% 16.82% 8.46% 18.65% 4.25% 3.29% 1.43%

相関
国内債券

自家運用

国内債券

委託運用
国内株式 外国債券 外国株式

ヘッジ付き
外国債券

国内債券
自家運用

1.00 0.16 -0.07 0.01 -0.06 0.15

国内債券
委託運用

0.16 1.00 -0.22 -0.05 -0.15 0.55

国内株式 -0.07 -0.22 1.00 0.60 0.81 -0.21 

外国債券 0.01 -0.05 0.60 1.00 0.71 0.00

外国株式 -0.06 -0.15 0.81 0.71 1.00 -0.21 

ヘッジ付き
外国債券

0.15 0.55 -0.21 0.00 -0.21 1.00



（出所）機構提供資料よりNFRC作成

最適化結果

２.  背景となるデータ ４）最適化結果の選択肢

• 各資産の期待収益率・リスク値はP7及びP9の値を使用し、下記の制約条件を設定した。

• ポートフォリオ全体の期待収益率は1.10％とし、委託運用各資産の最低配分を１％刻みで、最適化のケース分けを行った。

• 全体での為替リスクは増やさない、配分ゼロの資産ができることは避ける、資産クラスごとの配分順列は付ける、リスク値を抑
制する、といった諸条件のバランスを考慮すると、最低資産配分を２％に設定することが妥当、と判断した。
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※1制約条件

制約条件①：国内債券自家運用（既存）の比率は、現行の56.9％を維持する。

制約条件②：為替リスク保有資産（外国債券、外国株式）の合計≦7.9％（現行基本ポートフォリオと同等）

※2最適化のケース分け

外国債券については、「外国債券」と「ヘッジ付き外国債券」の２資産の和について最低資産配分を適用する。

（上記２資産は為替ヘッジの有無のみが異なり、リターン源泉となる資産（先進国国債）は同一のため。）

自家運用

期待
収益率

リスク
期待

収益率
期待

収益率
リスク

国内債券
自家運用
（既存）

国内債券
自家運用
（新規）

国内債券
委託運用

国内株式 外国債券 外国株式
ヘッジ付き
外国債券

（為替リスク
保有資産）

為替リスク保有資産（外国債券＋外国株式）≦7.9%
現行基本ポートフォリオ 1.17% 2.01% 1.97% 4.65% 56.9% 0.0% 21.8% 3.9% 0.0% 7.9% 9.5% 7.9%
最低資産配分 0% 1.10% 1.36% 3.14% 56.9% 0.0% 30.5% 4.7% 7.9% 0.0% 0.0% 7.9%
最低資産配分 1% 1.10% 1.39% 3.21% 56.9% 0.0% 30.9% 4.3% 6.9% 1.0% 0.0% 7.9%
最低資産配分 2% 1.10% 1.42% 3.29% 56.9% 0.0% 31.2% 4.0% 5.9% 2.0% 0.0% 7.9%
最低資産配分 3% 1.10% 1.47% 1.80% 3.39% 56.9% 0.0% 31.6% 3.6% 4.9% 3.0% 0.0% 7.9%
最低資産配分 4% 1.10% 1.55% 3.59% 56.9% 0.0% 31.1% 4.0% 2.9% 4.0% 1.1% 6.9%
最低資産配分 5% 1.10% 1.69% 3.91% 56.9% 0.0% 28.1% 5.0% 0.2% 5.0% 4.8% 5.2%
最低資産配分 6%

参考

現行基本ポートフォリオ策定時 1.10% 1.92% 0.40% 2.03% 4.48% 56.9% 0.0% 21.8% 3.9% 0.0% 7.9% 9.5% 7.9%

解なし

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ全体 委託運用 資産構成割合

0.57%



３.  資産運用委員会の議事要旨 １）令和５年度第４回資産運用委員会（令和５年12月26日）
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説明内容

〇資産構成割合を再計算する際に想定される論点

・資産構成割合を再計算する際に想定される論点として、第一に、外国株式の配分がゼロとなる可能性、第二にヘッジ付き外国債券の配分がゼロとなる
一方で為替オープンの外国債券が配分され、結果ポートフォリオ全体の為替リスクが増える可能性が挙げられる。これらの問題は平均分散法による資産
構成割合の計算結果が前提のわずかな変化で大きく変動することからくるものであるが、資産構成割合の再計算に関して、平均分散法以外の手法で評
価が確立している手法はない。資産運用の分野で評価が確立していない手法等に当機構が先鞭をつけてチャレンジしていくようなことは行わないという
当機構の基本的なスタンスに基づき、引き続き今回も平均分散法を採用したい。

・対応策としては、①最適化結果に従う、②平均分散法モデルの使用データを再検討する、③配分ゼロを避けるために制約条件を設けるの３つを考えて
いる。今回の委員会で結論を出すものではないが、後々、速やかなポートフォリオの組み換えができるように事前準備をしていきたい。なお、実際に１月
の内閣府シナリオにて再計算した結果が、今回の論点と異なる場合がありうる。

主な質問、意見等

（委 員） 最適化計算は、少し前提を変えると大きく結果が変わることがある。他機関では均等に資産を分散しているところもあり、分散
することによりリスクを低減させる努力をしていると外からは見える。相関係数によってリスクを分散する、ポートフォリオ全体でボラティ
リティを抑える、リスクの低減効果というところは引き続き御検討いただきたい。また、資産の配分が極端に違っている場合には、その理由
を説明できるようにしておいた方がよいのではないか。

（事務局） 他機関との大きな乖離が出ている場合については、制度設計の相違あるいは負債構造の相違を説明していくことになると考える。
一方で、資産配分が極端な結果にならないようにする方法論を取り入れることも併せて考えていきたい。

（委 員） 外国株式の配分がゼロになってしまうということがある程度確実なのかということがそもそも疑問であったが、目標利回りが
１％台であると確かに外国株式の比率がゼロになる可能性がある。資産比率を均等にする必要はなく、金利が上がってくればキャッシュフ
ロー・マッチング的なアプローチもあり得る水準である。最適化の手法を使うということであれば、原則としては結果に従うべきと考えるが、
議論を行い資産配分について結論を出し、自分たちが納得した上で、外部への説明ができるよう準備していかなければならないだろう。

（事務局） 外国株式の配分がゼロになってしまうかどうかは、実際に１月に出てくる数値を基に最適化の作業をしてみなければわからない。
そのためには、信頼のおける金融経済データを探し、どのように数値を見ていくかが重要である。機構の現在のポートフォリオは約７～８割
が国債になっているというところで特徴付けられているものがあるが、分散することでリスクをマネージしているという状況に鑑み、極端に
資産配分が違っている場合には議論が必要になってくると考える。



３.  資産運用委員会の議事要旨 ２）令和５年度第５回資産運用委員会（令和６年２月26日）
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説明内容

〇資産構成割合の再計算 試行

・今回算出した期待収益率、リスク値で資産構成割合の再計算を行った。再計算の結果、外国株式の配分がゼロになり、また、ヘッジ付き外国債券の配分がゼロとなる
一方で為替オープンの外国債券が配分された。

・分散投資の観点から、為替リスク保有資産に上限を設け、各資産の最低配分を設定した。事務局としては、全体での為替リスクは増やさず、配分ゼロの資産ができる
ことは避けつつ、資産クラスごとの配分順列は付ける、といったバランスを考慮すると、最低資産配分２％と置いたケースが望ましいと考える。

主な質問、意見等

（委 員） 今回は基本ポートフォリオを見直さないという判断かと思ったが、資産構成割合の再計算を試行しているのはなぜか。

（事務局） 金融経済情勢が変わったと判断できれば基本ポートフォリオは変えるが、そう判断できるタイミングが近付いていると見ている段階であり、
決断までには至っていない。基本ポートフォリオを変える準備を始めるということで、今回資産構成割合の再計算等を行った。

（委 員） ５資産で分散した方が効率的なポートフォリオになるというのは資料を見れば一目瞭然であるため、最低資産配分を設定することに異論はな
い。ただ、ヘッジ付き外国債券の扱いについてはもう一度検討した方がよいと思う。また、世の中の経済環境が変わった時に、リスクを過大評価してし
まっている状況になるのではないかと懸念している。

（事務局） ヘッジ付き外国債券については、中長期的なリターンを検討するプロセスに従って行っていきたい。また、リスクについて、より少ないリス
クで求められるリターンを目指していくというのは、基本的なスタンスで合致していると考えている。

（委 員） 定性的な判断を加えて、それを説明責任の観点や対外的な分かりやすさを踏まえて見直しを行うことについては賛成である。その中で、ヘッ
ジ付き外国債券を一つのアセットクラスとして分けていることに違和感を感じる。他の公的年金と同様に、債券の手法の中に入れる方が対外的にも分かり
やすいのではないか。また、本機構はPRIに署名して、グローバルに視野を広げてESG投資にも目を向けていくという重要なステージにいると考えるため、
グローバル市場を視野に入れる点は、かなり意識していただきたい。

（事務局） 国内債券に対し、外国債券の比率が少ないため、為替のオーバーレイというオペレーションのカテゴリーを設けて為替のヘッジ率を決めてい
くやり方は、当機構では採用していない。資産カテゴリーの中で外国債券をヘッジ付きとヘッジなしに分けている点は、ややユニークな立ち位置であると
考える。

（委 員） 中長期的に考えれば為替のリターンリスクは決して効率的ではないので、為替リスクの上限を設けるということに関しては良いと思う。また、
ヘッジ付き外国債券を別建て資産にするのかということは、今後の課題ということで検討していただきたい。

（事務局） 今回の資産構成割合の再計算は、最小のリスクで期待リターンを獲得するための試算結果である。将来、財政検証が行われ、リターンが変わ
るということであれば、また違ったポートフォリオになるのかと思う。また、ヘッジ付き外国債券については、今まで100％ヘッジしてきたところから一
歩踏み出すとどうなるかということを示した。



３.  資産運用委員会の議事要旨 ３）令和６年度第１回資産運用委員会（令和６年４月19日）

13

説明内容

〇重要な前提条件の変化の検証

・注目していた物価動向が明らかに変化し、金融政策が変更になったことを踏まえ、基本ポートフォリオ策定の重要な前提条件である金融経済情勢が変化したと判断した。

〇基本ポートフォリオ見直しについて

・平均分散法による最適化結果について、分散の観点で各資産の最低配分を設定し、為替リスク・エクスポージャーについては現行基本ポートフォリオと同等以下とした。また、前回の
委員会でのヘッジ付き外国債券を一つのアセットクラスに分ける必要があるのかとの指摘を踏まえ、ヘッジなし外国債券とヘッジ付き外国債券については、両者の合計について最低資
産配分を設定した。

・事務局としては、全体での為替リスクは増やさず、配分ゼロの資産ができることは避けつつ、資産クラスごとの配分の順列は付けるといったバランスを考慮すると、各資産の最低配分
を２％と置くケースが望ましいと考えるに至った。

・前回の委員会で、外国株式のウェイトを大きく下げるこの案に関して、委託運用のリスクを過大評価していないかとの指摘があった。最低限のリスクで必要な利回りを確保するという考
え方は機構の資産運用で中核となるものであり、今後もその考え方を継続していく方針である。その上で、今後、予定運用利回りが引き上げられた際には、改めて基本ポートフォリオ見
直しを議論していきたい。

主な質問、意見等

（委 員） 外国株式の配分を7.9％から最低資産配分である２％まで下げることについて、下げ過ぎではないかと思う。理由は４つあり、１つ目は、収益機会、その面で
の分散が十分図れなくなるおそれがあるのではないか。２つ目は、ホームバイアスの問題。３つ目は、乖離許容幅の問題。４つ目は、今回の基本ポートフォリオの見直し
の主な背景が金利見通し変化であるのに対して、外国株式の配分を下げるのは何故か、フォーカスを当ててしっかりと説明をしていく必要があるということである。

（事務局） 十分な分散が図られていない結果に陥っていないかという点は、その観点からすると結果そうなっている部分はあるかと思うが、最低限のリスクで必要な利
回りを確保するための資産配分である。ホームバイアスが強過ぎるのではないかという指摘については、最適化計算の投入係数から出てきた結果をまずは尊重するという
形でこのような結果になったという部分があるため、ホームバイアスの要素をプロセスに入れた部分というのは特段ない。乖離許容幅については次回の委員会で審議した
い。

（委 員） 今回の基本ポートフォリオの期待リターンの水準とリスクの水準から考えると、外国株式と外国債券の構成割合は必然的に下がらざるを得ないと考える。与
えられた制約条件下で行うと、為替のリスクは取りたくないということになって、このような結果になるのは仕方がないのかと数値を見て感じた。ホームバイアスの指摘
については、リスクがもっと取れればホームバイアスが解消される方向になると思う。ただ、為替リスクを避けるということで、必然的に国内資産の構成割合が上がって
いるが、数値的には合理的な結果が出てきているのかと判断している。

（委 員） 対外的な説明の仕方について、国内債券が増えてほかが減るのは、国内金利も上がっていて、運用環境がよくなったので期待リターンを獲得するためのリス
クが減ったという説明になるだろう。

（委 員） リスクを落とすというところは、対外的に説明するときには強調した方がよいと考える。リスクを落とせばもしかしたらリターンは上がらない可能性もある
わけなので、注意が必要だと思う。

（委 員） 全世界の時価総額の９割以上を占める外国株式の構成割合を大きく下げることにより、収益機会を十分に得ることができなくなると考える。機構が保有する
外国株式の構成割合について、引上げと引下げが繰り返されており、ステークホルダーから見てもポリシーが一貫しているようには見えにくいのではないか。



※1 今回推計し直した数値を表示。

前回改定時点（令和４年４月１日）では、期待収益率は0.95％、リスクは1.41％。

※2 自家運用（簿価）は、国内債券（簿価）のほか、生命保険資産（一般勘定）、短期資産を含む。

※3 外国債券について、現行基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行うが、新基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行わない。

４.  特退共の新基本ポートフォリオ １）建退共の新基本ポートフォリオ（資産構成割合）

• 中退共資産に係る前記基本ポートフォリオ見直しの結果、委託運用部分について合同運用を行っている建退共資産に係る
基本ポートフォリオも下記のとおり変更する。
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ポートフォリオ 資産構成割合

委託運用（時価）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

うち委託運用部分 － － - 50.7% 9.0% 22.0% 18.3%

乖離許容幅 － － - ±5.3％ ±2.4％ ±2.4％ ±5.3％

うち委託運用部分 － － - 72.4% 9.3% 13.7% 4.6%

乖離許容幅　 － － - ±3.6％ ±2.3％ ±1.7％ ±1.3％

△0.05％ △0.44％ 0.0% 6.9% 0.1% △2.6％ △4.4％

5.8%
（令和４年４月１日改定）

期待
収益率

リスク

現行基本ポートフォリオ (A)
1.02% 1.47% 2.8% 6.9%

自家運用
（簿価）

68.5% 16.0%

1.4%
（令和６年７月１日改定）

変化幅 (B-A)

新基本ポートフォリオ (B)
0 .97% 1.03% 2.9% 4.3%68.5% 22.9%

※1 ※1
※3※2



※1 今回推計し直した数値を表示。

前回改定時点（令和４年４月１日）では、期待収益率は0.84％、リスクは1.41％。

※2 自家運用（簿価）は、国内債券（簿価）のほか、生命保険資産（一般勘定）、短期資産を含む。

※3 外国債券について、現行基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行うが、新基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行わない。

４.  特退共の新基本ポートフォリオ １）建退共の新基本ポートフォリオ（資産構成割合）

• 中退共資産に係る前記基本ポートフォリオ見直しの結果、委託運用部分について合同運用を行っている建退共資産（特別
給付経理）に係る基本ポートフォリオも下記のとおり変更する。
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ポートフォリオ 資産構成割合

委託運用（時価）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

うち委託運用部分 － － - 50.7% 9.0% 22.0% 18.3%

乖離許容幅 － － - ±5.3％ ±2.4％ ±2.4％ ±5.3％

うち委託運用部分 － － - 72.4% 9.3% 13.7% 4.6%

乖離許容幅　 － － - ±3.6％ ±2.3％ ±1.7％ ±1.3％

△0.06％ △0.44％ 0.0% 6.9% 0.1% △2.6％ △4.4％

期待
収益率

リスク
自家運用
（簿価）

現行基本ポートフォリオ (A)
0.93% 1.47% 68.5% 16.0% 2.8% 6.9% 5.8%

（令和４年４月１日改定）

2.9% 4.3% 1.4%
（令和６年７月１日改定）

変化幅 (B-A)

新基本ポートフォリオ (B)
0 .87% 1.03% 68.5% 22.9%

※1 ※1
※3※2 ※3※2



※1 今回推計し直した数値を表示。

前回改定時点（令和３年10月１日）では、期待収益率は0.57％、リスクは0.99％。

※2 外国債券について、現行基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行うが、新基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行わない。

４.  特退共の新基本ポートフォリオ ２）清退共の新基本ポートフォリオ（資産構成割合）

• 中退共資産に係る前記基本ポートフォリオ見直しの結果、委託運用部分について合同運用を行っている清退共資産に係る
基本ポートフォリオも下記のとおり変更する。
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ポートフォリオ 資産構成割合

委託運用（時価）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

うち委託運用部分 － － - 50.7% 9.0% 22.0% 18.3%

乖離許容幅 － － - ±5.3％ ±2.4％ ±2.4％ ±5.3％

うち委託運用部分 － － - 72.4% 9.3% 13.7% 4.6%

乖離許容幅　 － － - ±3.6％ ±2.3％ ±1.7％ ±1.3％

△0.04％ △0.30％ 0.0% 4.9% 0.1% △1.9％ △3.1％

期待
収益率

リスク
自家運用
（簿価）

現行基本ポートフォリオ (A)
0.66% 1.04% 77.8% 11.2% 2.0% 4.9% 4.1%

（令和３年10月１日改定）

2.1% 3.0% 1.0%
（令和６年７月１日改定）

変化幅 (B-A)

新基本ポートフォリオ (B)
0 .62% 0.74% 77.8% 16.1%

※1 ※1
※2



※1 今回推計し直した数値を表示。

前回改定時点（令和３年10月１日）では、期待収益率は0.93％、リスクは1.75％。

※2 外国債券について、現行基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行うが、新基本ポートフォリオでは為替ヘッジを行わない。

４.  特退共の新基本ポートフォリオ ３）林退共の新基本ポートフォリオ（資産構成割合）

• 中退共資産に係る前記基本ポートフォリオ見直しの結果、委託運用部分について合同運用を行っている林退共資産に係る
基本ポートフォリオも下記のとおり変更する。
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ポートフォリオ 資産構成割合

委託運用（時価）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

うち委託運用部分 － － - 50.7% 9.0% 22.0% 18.3%

乖離許容幅 　 － － - ±5.3％ ±2.4％ ±2.4％ ±5.3％

うち委託運用部分 － － - 72.4% 9.3% 13.7% 4.6%

乖離許容幅　 － － - ±3.6％ ±2.3％ ±1.7％ ±1.3％

△0.07％ △0.54％ 0.0% 8.5% 0.1% △3.2％ △5.4％

期待
収益率

リスク
自家運用
（簿価）

現行基本ポートフォリオ (A)
1.01% 1.83% 60.8% 19.9% 3.5% 8.6% 7.2%

（令和３年10月１日改定）

3.6% 5.4% 1.8%
（令和６年７月１日改定）

変化幅 (B-A)

新基本ポートフォリオ (B)
0 .94% 1.29% 60.8% 28.4%

※1 ※1
※2
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〇大野 早苗 武蔵大学副学長

〇黒木 彰子 帝京大学経済学部教授

〇菅原 周一 文教大学国際学部教授

◎玉木 伸介 大妻女子大学短期大学部教授

〇馬庭 昭弘 全労済グループ企業年金基金常務理事

◎委員長
〇委員長代理 （五十音順、敬称略）

（参考資料）資産運用委員会 委員名簿
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令和７年６月２５日 

 

令和７年度独立行政法人勤労者退職金共済機構調達等合理化計画 

 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総

務大臣決定）に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）は、事

務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的か

つ継続的に調達等の合理化に取り組むため、令和７年度独立行政法人勤労者退職金共済

機構調達等合理化計画を以下のとおり定める。 

 

１．調達の現状と要因の分析 

(1) 機構における令和６年度の契約状況は、表１のとおりであり、契約件数は 140 件、契約

金額は 94.8 億円である。また、競争性のある契約は 126 件（全契約の 90.0％）、79.2 億

円（同 83.6％）、競争性のない随意契約は 14 件（同 10.0％）、15.5 億円（同 16.4％）となっ

ている。 

競争性のない随意契約件数は、表２（次ページ）のとおり推移しており、例年と比べて

大きな変化は見られなかった。なお、随意契約金額 15.5 億円（前年度比 2.6 億円減）の

主な内訳は、職員が日常使用する端末の調達を行った「機構業務端末及び周辺機器ハ

ードウェア更改役務（8.2 億円）」である。本件は競争入札を行ったものの、応札者不在に

より不調となったことから仕様書受領者と交渉を行い、予定価格の範囲内の金額で契約

したものである。 

 

表１ 令和６年度の勤労者退職金共済機構の調達全体像            （単位：件、億円） 

 
令和５年度 令和６年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札

等 

（32.9％） 

56 

（58.8％） 

54.7 

（50.7％） 

71 

（80.5％） 

76.2 

（26.8％） 

15 

（39.3％） 

21.5 

企画競争・

公募 

（58.2％） 

99 

（21.8％） 

20.3 

（39.3％） 

55 

（3.1％） 

3.0 

（△44.4％） 

△44 

（△85.4％） 

△17.3 

競争性の

ある契約

（小計） 

（91.2％） 

155 

（80.5％） 

75.0 

（90.0％） 

126 

（83.6％） 

79.2 

（△18.7％） 

△29 

（5.6％） 

4.2 

競争性の

ない随意

契約 

（8.8％） 

15 

（19.5％） 

18.1 

（10.0％） 

14 

（16.4％） 

15.5 

（△6.7％） 

△1 

（△14.2％） 

△2.6 

合 計 
（100％） 

170 

（100％） 

93.1 

（100％） 

140 

（100％） 

94.8 

（△17.6％） 

△30 

（1.8％） 

1.6 
（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

金額は、億円単位（四捨五入）にて表記している。 
なお、（％）の算出についても、円単位で計算しているため、表における億円単位での計算と一
致しない場合がある。 

（注 2） 比較増△減の（ ）書きは、令和６年度の対令和５年度伸率である。 

 

 

 

添付資料② 
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表２ 令和２年度から令和６年度までの競争性のない随意契約の全体に占める割合の比較 （単位：件）             

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

競争性のな

い随意契約 

（11.2％） 

16 

（10.5％） 

16 

（11.0％） 

14 

（8.8％） 

15 

（10.0％） 

14 

全体 
（100％） 

143 

（100％） 

153 

（100％） 

127 

（100％） 

170 

（100％） 

140 

 

(2) 機構における令和６年度の一者応札・応募の状況は、表３のとおりであり、契約件数は

32 件（競争性のある契約全体の 25.4％）、契約金額は 65.8 億円（同 83.1％）となってい

る。 

一者応札・応募の件数の全体に占める割合は、令和６年度は表４のとおり 25.4％とな

っており、令和５年度と比較して減少している（令和５年度が 40％を超えているのは、５年

毎に調達を行う「建退共各都道府県支部の業務委託契約（47件）」を実施したことによる）。 

また、契約件数に関しては 32 件となり、令和５年度と比較して 38 件減（前年度比

54.3％減）となった。その主な要因は、上記のとおり「建退共各都道府県支部の業務委託

契約」の影響によるものである。 

さらに契約金額に関しては 65.8 億円となり、令和５年度と比較して大きな変化は見られ

なかったが、その主な内訳は、「次期建退共電子申請システムの構築に係る業務 （27.5

億円）」及び「業務系センタハード共通基盤構築及び保守業務（19.3 億円）」によるもので

ある。 

なお、一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)により調達したシステム関係の契約

は 24 件（前年度比 13 件増）、63.4 億円（同 18.9 億円増）であり、そのうち一者応札となっ

た契約は 18 件（前年度比７件増）、60.8 億円（同 16.3 億円増）となっている。 

 

表３ 令和６年度の勤労者退職金共済機構の一者応札・応募状況       （単位：件、億円） 

 
令和５年度 令和６年度 比較増△減 

２者以上 
件数 85 （54.8％） 94 （74.6％）    9 （10.6％） 

金額 8.9 （11.8％） 13.4 （16.9％）  4.5 （50.8％） 

１者以下 
件数 70 （45.2％） 32 （25.4％）   △38 （△54.3％） 

金額 66.1（88.2％） 65.8 （83.1％）   △0.3 （△0.4％） 

合 計 
件数  155（100％） 126 （100％）    △29 （△18.7％） 

金額 75.0（100％） 79.2 （100％）   4.2 （5.6％） 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
金額は、億円単位（四捨五入）にて表記している。 
なお、（％）の算出についても、円単位で計算しているため、表における億円単位での計算と一致し
ない場合がある。 

（注 2） 合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 
（注 3） 比較増△減の（ ）書きは、令和６年度の対令和５年度伸率である。 
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表４ 平成 30 年度から令和６年度までの一者応札・応募の全体に占める割合の比較 （単位：件） 

      平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１ 者 応

札・応募 

（44.6％） 

78 

（18.8％） 

22 

（24.4％） 

31 

（23.4％） 

32 

（15.0％） 

17 

（45.2％） 

70 

（25.4％） 

32 

全体 
（100％） 

175 

（100％） 

117 

（100％） 

127 

（100％） 

137 

（100％） 

113 

（100％） 

155 

（100％） 

126 

   （注 1） 平成 30 年度から令和４年度までは第４期中期目標期間 

   （注 2） 令和５年度及び令和６年度は第５期中期目標期間 

 

２．重点的に取り組む分野（【  】は評価指標） 

上記１の現状分析等を含め総合的な検討を行った結果、令和７年度においては、以下

の取組を重点的に実施することにより調達の改善に努めることとする。【当該取組の実施

状況】 

＜競争性のない随意契約に係る取組＞ 

調達の目的、金額、合理性及び必要性等を勘案し、会計規程に定められた随意契約 

事由に該当するかを慎重に検討する。 

＜一者応札・応募に係る取組＞ 

①  一般競争入札を適正に実施する観点から、新規業者を含む複数業者の参加を促

し市場の競争性を働かせるため、要求部署が早期に決裁文書を起案し、十分な公

告期間と履行期間の確保に努める。また、競争参加資格等に過度の制限を設けな

いよう資格要件の点検を実施するとともに、入札公告を掲載後、資格要件を満たし

ている業者に対して情報提供を行い、入札参加を勧奨する。 

②  入札説明書等を受領したものの応札しなかった業者に対し、入札辞退届への理由

の記載を求めるとともに、聞き取りを実施し改善策を検討する。 

③  価格とともに、品質等の要素も評価することが必要と認められた場合においては、

総合評価落札方式により調達を行うこととし、必要に応じ意見招請を実施する。 

④  前回の同種の入札において一者応札・応募であった入札等を実施する場合は、調

達の目的、金額、合理性等について適切であるか、より慎重に検討する。また、仕

様書に記載する要件については、緩和しても支障がないか精査を行い、仕様書に

反映するものとする。 

 

＜その他の取組＞ 

①  調達に当たっては、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」

（昭和 41 年法律第 97 号）に基づく中小企業の受注機会への配慮や「国等による障

害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 24 年法律第

50 号）等の諸施策との整合性に留意するものとしている。 

②  少額随意契約の判断に当たっては、原則として複数の業者から見積りを取り、少

額随意契約の金額要件に定める金額以下の見積りを提示した者が過半数となる場

合には最低価格を提示した者と少額随意契約を結び、同見積りを提示した者が過
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半数に至らなかった場合には一般競争入札を行うものとすることを明確化した。 

なお、「予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）」の改正に伴い、機構の

「契約に関する達」の改正を行い少額随意契約の基準額を引上げた。改正により少

額随意契約の件数及び金額がともに増加することが想定されるが、新たに少額随

意契約の対象となるものについても安易に少額随意契約とするのではなく引き続き

競争性及び透明性を確保し適正な手続を行うものとする。 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【  】は評価指標） 

以下の（1）～（3）の取組により、調達に関するガバナンスを徹底する。【当該取組の実施

状況】 

(1)  競争性のない随意契約及び一者応札・応募に関する内部統制の確立 

要求部署においては、競争性のない随意契約と判断される調達案件及び前回の同種

の入札において一者応札・応募であった調達案件等（※）について、「調達等合理化検討

チーム」に調達の内容等に関する事前説明を行い、点検を受けることとしている。 

（※）その他、政府調達相当額以上の調達額が見込まれる案件についても、事前説明・点検の対象

としている。 

 

(2) 契約監視委員会による事後点検 

競争性のない随意契約及び一者応札・応募等の契約結果について、契約監視委員会

により点検を受けることとしている。 

 

(3) 不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組 

① 調達に関する相互牽制機能を働かせるため、要求部署が決裁文書を起案し、調達

部署を含めた複数の課を経由し調達の必要性、調達内容等に関してチェックを行い、

当該業務担当理事及び総務担当理事までの決裁を得た後に、入札を実施している。 

上記決裁が終了し、調達の必要性等が認められたものについては、契約事務担当課

が調達に係る原議書とは別に契約に係る決裁文書を起案し、総務担当理事までの決

裁を得た後に、やむを得ない理由がある場合を除いて要求部署とは独立して契約事

務を進めることとしている。 

② 額が多い等重要な調達案件は、理事長までの決裁を要することとしている。 

③ 要求部署は調達部署による予定価格算定の参考とするために業者から見積りを取る

場合には、単価を含む算出根拠についてできるだけ詳細な内訳の提出を依頼し、説明

を受けた上で内容の妥当性を精査し、調達部署に情報を提供する。この場合、原則と

して複数の業者から見積りを取り、内容について比較、分析を行う。なお、情報システ

ム案件については、要求部署は調達内容及び調達価格の妥当性等について精査する

際、必ず CIO 補佐官等によるチェックも受けることとしている。 

④ 調達部署は、予定価格の算定に当たっては、要求部署が徴取した見積り等を基に、

内容の妥当性を精査し、参考として予定価格を算定することとしている。 

⑤ 調達等業務に長期間従事することにより、不正行為の機会となる取引先との癒着等
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を未然に防止するため、定期的な人事ローテーションを実施している。また、コンプライ

アンスに関する役職員向けの研修等を活用して、調達に係る遵守事項等について周

知徹底を図る。 

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する

評価の一環として、年度終了後に実施し、自己評価結果を厚生労働大臣に報告し、厚生労

働大臣の評価を受ける。厚生労働大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化

計画の改定・策定等に反映させるものとしている。 

 

５．推進体制 

(1) 推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、総務担当理事を総括責任者とする調達

等合理化検討チームにより調達合理化に取り組む。  

総括責任者：総務担当理事 

副総括責任者：総務部長 

メンバー：総務部次長、勤労者財産形成部次長、総務課長及び総括責任者が指名す

る職員 

 

(2) 契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会において、当計画の策定及び自

己評価の際の点検を行うとともに、競争性のない随意契約及び一者応札・応募に該当する

個々の契約案件の事後点検を行い、その審議概要を公表するものとしている。 

 また、契約監視委員会における指摘事項については、関係部署のみならず機構全体へ

周知・徹底を図る。 

 

６．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、機構のホームページにて公表する

ものとしている。 

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合理

化計画の改定を行うものとする。 

また、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成 18 年法律第 51 号）

の対象事業に選定された場合には、適切に対応するものとする。 
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